
吉林省黒土地保護条例

（2018年3月30日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二回会議で採択　2021年5月27日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十八回会議の「「吉林省黒土地保護条例」の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正）

第一章　総  則

第一条  黒土地資源を保護し、黒土地数の減少、品質の低下を防止し、国家の食糧安全を保障し、黒土地資源の持続可能な利用を促進し、生態系のバランスを維持するために、関連する法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条  本条例は、本省行政区域内で実施される黒土地保護および関連する対策、修復、利用などの活動に適用される。

本条例でいう黒土地は、本省行政区域内における黒色または暗色の腐植質表土層を有し、性状がよく、肥沃度が高い良質な土地をいい、具体的には、黒土、チェルノーゼム、湿草地土、暗褐色土壌、褐色土壌、Baijiang土壌、水田土壌などの土壌タイプがある。

第三条  黒土地の保護は、合理的に計画し、保護を優先し、利用と維持を組み合わせ、重点をし突出させ、総合的に施策し、数量と品質をともに重んじるという原則に従い、政府が主導し、請負者と経営者が実施し、公衆が参加する保護メカニズムを確立しなければならない。

黒土地の保護は、土地の実情に応じて、総合的な措置を講じ、土壌有機質の含有量を高め、土壌の性状を改善し、黒土地のマイクロ生態系を保護、修復し、生産と生態の調和を促進しなければならない。

第四条  省人民政府は、黒土地の保護に対して統一的な監督管理を実施し、法律に基づき関連部門の黒土地保護職責を確定し、調整メカニズムを構築する。

県級以上の人民政府は、本行政区域内の黒土地の数量と品質について責任を負う。

県級以上の人民政府の国土、農業、林業、環境保護、草原、水利などの関連部門は、各々の職責に基づき黒土地の利用と保護に対して監督管理を実施する。

郷（鎮）人民政府は、黒土地保護作業の組織、実施について責任を負う。

村民委員会は、関連部門と郷（鎮）人民政府に協力して黒土地保護作業を確実に実施しなければならない。

第五条  県級以上の人民政府は、黒土地保護作業を国民経済と社会発展計画に組み入れ、黒土地保護プロジェクトを重点的に手配し、黒土地保護経費を財務予算に組み入れ、財政資金、様々な社会資金を含む多元化投入保障メカニズムを徐々に構築しなければならない。

県級以上の人民政府の財政部門は、黒土地保護資金の調達について責任を負い、黒土地保護の先進技術の研究開発と推進、土壌改良、土地肥沃度向上、水土保全、表土剥離、アルカリ土壌改善、防風・流砂固定、河湖連結、汚染監視・防止などへの投入を増加する。

第六条  県級以上の人民政府は、黒土地保護に関する研究・革新を奨励、支援し、研究体系を構築し、専門的人材を育成し、経費投入を増加し、成果の実用化、応用を強化し、科学技術の供給能力を高めなければならないの向上を励まして支持すべきである。

第七条  県級以上の人民政府は、黒土地保護能力の構築を強化し、インフラを完備し、黒土地の記録資料とデータベースを設立し、情報化管理を実行しなければならない。

第八条  いかなる企業および個人も、黒土地を保護する義務がある。

黒土地の所有者、請負者、経営者は、積極的に黒土地の維持を行い、黒土地保護義務を履行しなければならない。
県級以上の人民政府は、黒土地保護に関する宣伝、教育を強化し、社会各界に対し、黒土地保護作業に積極的に参加するよう指導、奨励し、全社会の黒土地保護意識を高めなければならない。

第九条  県級以上の人民政府は、支援政策の実施により、黒土地の所有者、請負者、経営者の黒土保護の積極性を高めなければならない。

第十条  県級以上の人民政府は、黒土地保護作業において突出した貢献をした企業および個人に対して、表彰、奨励を与えなければならない。

第十一条  毎年の7月22日は、吉林省黒土地保護日である。

県級以上の人民政府は、黒土地保護日に黒土地保護テーマ活動を実施しなければならない。

第二章 計画と評価

第十二条  省人民政府は、関連部門を組織して黒土地の数量と品質について調査を行い、各種の黒土地の面積、分布および利用状況を確定し、調査の上、黒土地保護の全体計画を科学的に作成しなければならない。計画を作成する時に全体連片の理念を体現し、黒土地計画の断片化を避けなければならない。

市（州）、県（市、区)の人民政府は、当地の実情に合わせて、省黒土地保護全体計画の要求に基づき、本行政区域の黒土地保護全体計画を作成し、上級人民政府に記録のために提出しなければならない。

黒土地保護全体計画は、同級人民代表大会または人民代表大会常務委員会による審議、承認後に、本級人民政府は、公布し、実施するものとし、法定手続きを経ていない場合は、変更してはならない。

第十三条  黒土地保護全体計画は、土地利用全体計画、主体機能区計画、都市・農村計画などと連結しなければならない。

第十四条  省人民政府は、黒土地品質標準、格付け技術規範を制定しなければならない。

第十五条  省人民政府は、黒土地の分布状況、品質等級に基づき黒土地分類保護制度を確立し、黒土地を重点保護類と対策修復類に分けなければならない。

第十六条  黒土地保護全体計画と品質標準の制定および重大な調整については、実行可能性の論証を行い、社会公衆および関係者の意見を十分に求めなければならない。

第十七条  県級以上の人民政府は、黒土地の品質標準に基づき、本行政区域内の黒土地に対して定期的に品質評価を行い、品質記録資料を作成しなければならない。

第十八条  県級以上の人民政府は、黒土地監視制度を確立し、黒土地監視ステーション（拠点）を設立し、監視ネットワークを構築し、土壌の物理的・化学的性状、黒土層厚さ、地形・地貌、土壌浸食、汚染状況などの数量、品質の変化状況を監視しなければならない。

省人民政府は、黒土地監視情報を定期的に発表し、黒土地の数量と品質の動的変化状況を予測、予報し、黒土地資源許容能力監視・早期警告メカニズムを構築しなければならない。

第十九条  県級以上の人民政府は、現代農業モデル区、農村改革試験区、農業持続可能発展試験モデル区および現代農業産業園などの建設により、黒土地保護の新たなモデルを模索しなければならない。

第三章  保護措置

第二十条  県級以上の人民政府は、黒土地保護全体計画、土地用途管理制度に基づき黒土地の境界を画定し、黒地の数量と品質に対して厳格な保護を行わなければならない。

第二十一条  我が省の中・東・西の各地域の資源分布、自然生態などの差異化特徴に基づき、中部地区は耕地中の黒土地、東部地区は耕地、林地中の黒土地、西部地区は耕地中、草地中、湿地中の黒土地、河川流域は沖積による黒土地に対して重点的保護を行う。

重点保護類の黒土地に対し、農業技術調整措置を実施し、土壌の肥沃度を維持し、向上させ、土壌浸食、黒土層の薄化、土壌品質の低下を防止しなければならない。

品質が著しく低下しあるいは汚染が深刻な黒土地を含む対策修復類の黒土地に対し、輪作、休耕または耕地の再森林化・再草原化・再湿地化を実行し、土壌工学技術などの汚染防止措置を講じて広域対策を推進しなければならない。

第二十二条  県級以上の人民政府は、耕地の品質等級に基づき、品質の異なる耕地に対して差別化利用、保護措置を実施しなければならない。

第二十三条  県級以上の人民政府は、関連部門を組織してわら総合利用技術を推進し、土地の請負者、経営者に対し、わら総合利用措置を実施するよう導いて指導し、支援しなければならない。
第二十四条  県級以上の人民政府は、測土配方施肥（土壌診断に基づく施肥）を組織して実施し、有機肥料の研究開発、生産および使用を支援し、土地経営者に対し、農家肥料などの有機肥料を製造、使用し、化学肥料の使用量を低減するようを奨励しなければならない。

第二十五条  県級以上の人民政府は、効率的、低毒性、低残留の農薬と生物農薬の使用を推進し、農薬の使用量を厳格に管理しなければならない。

第二十六条  県級以上の人民政府は、農業生産者に対し、農業用フィルムを合理的に使用するよう指導し、生分解性農業用フィルムの使用を支援する必要があるしなければならない。

第二十七条  県級以上の人民政府は、水土保全計画に基づき、傾斜耕地、風食砂漠化土地、侵食溝に対して土壌浸食の総合対策を実施し、水土保全プロジェクトの建設後管理・維持を強化しなければならない。

第二十八条  県級以上の人民政府の水利・農業などの主管部門は、農地水利施設の建設を強化し、農地水利施設の管理制度を確立し、完備させ、節水灌漑施設の使用を奨励し、水肥一体化などの技術を推進しなければならない。

第二十九条  県級以上の人民政府は、黒土地保護全体計画に基づき、田地、水、道路、林、村に対して総合的整備を行い、低効率利用、不合理利用および未利用の黒土地に対して重点的な整備を行い、生産建設活動や自然災害により破壊された黒土地に対して回復、利用を行い、村周辺の土地、遊休土地、通路に対して造林、緑化などの保護的利用を行わなければならない。

第三十条  省人民政府は、表土剥離標準、技術規範および具体的な管理方法を制定しなければならない。

建設プロジェクトが黒土地を占用する場合、標準と技術規範に基づき表土剥離を行わなければならない。剥離された表土は、新しく開墾された耕地、質の悪い耕地の改良、高標準農地の建設、汚染された耕地の対策、土地の再開墾などに使用する。

県級以上の人民政府は、財政投入を増やし、表土剥離補助金の基準を引き上げ、表土の剥離、保管、取引、利用などの管理メカニズムを確立し、完備させなければならない。表土剥離の収益は、黒土地の保護に使用しなければならない。

第三十一条  県級以上の人民政府は、農地防護林の建設を強化し、既存の防護林の更新、改造を行い、農地防護林網体系の建設を完備させなければならない。

第三十二条  いかなる企業および個人は、林地、草地を許可なく開墾したり、蚕食してはならない。林地、草地を開墾したり、蚕食した場合は、期限を定めて回復させなければならない。

東部地域は、水源涵養林、水土保全林などの防護林に対し、育成的・更新的伐採のみを許可する。

第三十三条  県級以上の人民政府は、侵食溝の坂と岸、河川の両岸および湖とダムの周辺に植物保護帯を設置しなければならない。

植物保護帯内での開墾、開発、放牧を厳禁する。

第三十四条  西部地域の県級以上の人民政府は、黒土地の生態環境保護を強化し、農業技術措置、生物措置、工事措置などにより、アルカリ土壌と砂質土壌の総合的対策を強化しなければならない。

西部地域の県級以上の人民政府は、防砂・治砂計画を制定し、防風・流砂固定林を設置し、防砂・治砂の監督管理を強化しなければならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

西部地域の県級以上の人民政府は、毎年、財政収入から特別資金を定めて、アルカリ土壌と風砂土壌の対策、防砂・治砂に使用しなければならない。
第三十五条  西部地域の県級以上の人民政府は、越境雨水・洪水、灌漑区の退水などの水資源を利用して、重要な湖、湿地に水を供給し、湿地の生態安全を保障し、地域の水生態保護能力を向上させ、関連費用を財政予算に組み入れなければならない。

第三十六条  県級以上の人民政府の草原主管部門は、草畜平衡制度を確立し、草原の放牧量を定期的に審査し、動的管理を実行し、多様化の飼育方法を採用し、草原の放牧量超過を防止しなければならない。

草原の経営者は、人工による草栽培、草地フェンスなど様々な措置を講じて、草原の保護、建設を強化しなければならない。

第三十七条  西部地域は、著しく退化する地域、生態学的に脆弱な地域で草原放牧禁止と休牧制度を実行する。

草原に草原保護、牧畜業生産にサービスを提供する施設を建設し、草原を使用する必要がある場合、県級以上の人民政府の草原主管部門の承認を取得しなければならない。他のプロジェクトを建設し、草原を非牧畜業生産用地にする必要がある場合、建設用地の審査・承認手続きを行わなければならない。

草原に牧草または飼料作物を栽培する場合、県級以上の人民政府の草原主管部門の承認を取得しなければならない。牧草または飼料作物が栽培の対象として承認された栽培計画については、許可なく栽培の対象を変えて食糧作物、経済作物または林木を栽培してはならない。

第三十八条  黒土の盗掘を禁止する。

第三十九条  県級以上の人民政府は、農薬、化学肥料などの農業投入品の減量使用計画を制定し、農業投入品の廃棄物の回収拠点を設置し、回収、保管、輸送および総合利用のネットワークを完備し、農業投入品の廃棄物に対して集中的な無害化処理を実施しなければならない。

県級以上の人民政府は、家畜・家禽養殖汚染防止作業に対する組織、指導を強化し、効果的な措置を講じて、資金投入を増加し、家畜・家禽養殖廃棄物の総合利用を支援し、抗生物質などの化学薬品の使用を制限し、抗生物質などの化学薬品を徐々に淘汰し、家畜・家禽養殖廃棄物による土壌環境汚染を防止しなければならない。家畜・家禽、水産物の規模養殖、農産物加工に従事する企業または個人は、糞便、廃水、その他の廃棄物に対して無害化処理、基準を満たす排出または総合利用を行わなければならない。

黒土地に勝手に廃水を排出したり、固形廃棄物を積み重ね、投棄してはならない。

重金属、残留性有機汚染物質などの有毒有害物質が基準を超える農業投入品の生産、販売および使用を禁止する。

国家の農地灌漑水質基準に符合しない汚水を使用して灌漑することを禁止する。

第四十条  県級以上の人民政府は、黒土地汚染部分の調査、環境リスク評価を実施しなければならない。

黒土地汚染を引き起こした企業または個人は、黒土地の汚染制御、回復を行わなければならない。黒土地の汚染制御・回復活動は、土壌とその周辺環境に新たな汚染を引き起こしてはならない。

第四十一条  省人民政府は、黒土地保護生態補償メカニズムの具体的な方法を確立しなければならない。

県級以上の人民政府は、土地・鉱産資源の開発収益から一定の割合の資金を引き出して黒土地の保護・生態補償に使用することができる。
第四十二条  県級以上の人民政府は、財政投入を増やし、当地の実情に合わせて、以下の黒土地保護措置に対して財政補助金を提供しなければならない。

（一）わらの総合利用
（二）測土配方施肥（土壌診断に基づく施肥）
（三）有機肥料の使用

（四）輪作
（五）休耕
（六）人工による草栽培、草原フェンスによる閉鎖育成、耕盤破砕・播種補足および季節的放牧禁止
（七）耕地の再森林化、再草原化、再湿地化

（八）その他の効果的な黒土地保護措置
第四十三条  県級以上の人民政府は、黒土地の汚染または破壊に関する突発事件の緊急対応計画を制定しなければならない。

突発事件により黒土地の汚染または破壊を引き起こした機関または個人は、直ちに対応措置を講じ、速やかに現地の人民政府の環境保護主管部門または国土、農業、林業、草原などの主管部門に報告しなければならない。

第四章　監督管理

第四十四条  県級以上の人民政府の関連部門は、監督検査の職責を履行し、法に基づき現場検査、実地探査、調査採証を行い、違法行為を制止し、是正しなければならない。

検査される機関または個人は、検査に協力し、関連する情報、資料を如実に提供しなければならない。

第四十五条  黒土地の保護は、目標責任制と考課評価制度を実行する。県級以上の人民政府は、黒土地保護目標の達成状況を考課の内容に組み入れなければならない。考課の結果は、社会に公開しなければならない。

第四十六条  黒土地の保護は、監察制度を実行する。

県級以上の人民政府は、監察機関を指定し、下級人民政府の黒土地保護職責の履行状況について定期的に監督、検査を行わなければならない。

第四十七条  黒土地の保護が確実に行われていない地域については、省人民政府または省人民政府が指定した監督管理部門は、当該地域の人民政府の主要責任者に対して事実確認を行う。

事実確認の結果は、社会に公開しなければならない。

第四十八条  県級以上の人民政府は、黒土地における違法犯罪活動に対する行政法執行と司法の連携を強化し、司法手続きと行政法執行手続きの連携メカニズムと保障メカニズムを完備しなければならない。

第四十九条  黒土地資源環境を破壊し、社会公共利益を損なう行為に対し、検察機関、条件に符合する社会組織は、関連法律の規定に基づき公益訴訟を提起することができる。

第五十条  県級以上の人民政府は、本級人民代表大会または人民代表大会の常務委員会に黒土地保護の状況を定期的に報告し、法に基づき監督を受けなければならない。

第五章　法的責任

第五十一条  黒土地の請負者、経営者は、生産中に黒土地にもたらした損害について法律に基づき責任を負わなければならない。

第五十二条  本条例第三十条の規定に違反し、建設プロジェクトが黒土地を占用し、表土剥離を実施しない場合、県級以上の人民政府の国土主管部門は、1平方メートル当たり30元以上50元以下の罰金を科する。標準と技術規範に基づき表土剥離を実施しない場合、1平方メートル当たり10元以上30元以下の罰金を科する。

第五十三条  本条例第三十七条第二項の規定に違反し、承認なく草原に草原保護、牧畜業生産にサービスを提供する施設を建設し、草原の植生に深刻な破壊をもたらした場合、県級以上の人民政府の草原主管部門は、違法行為を停止し、期限内に原状に回復するよう命じ、違法所得を没収し、違法所得の2倍以上3倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合は、10000元以上20000元以下の罰金を科する。

本条例第三十七条第三項の規定に違反し、承認なく草原に牧草または飼料作物を栽培し、あるいは許可なく栽培の対象を変える場合、県級以上の人民政府の草原主管部門は、違法行為を停止し、期限内に原状に回復するよう命じ、違法所得を没収し、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合は、20000元以上50000元以下の罰金を科する。

第五十四条  本条例第三十八条の規定に違反し、黒土を盗掘した場合、県級以上の人民政府が指定した監督管理部門は、是正を命じ、違法所得を没収し、期限を定めて原状に回復させ、1立方メートル当たり500元から1000元までの罰金を科する。違法所得がない場合は、20000元以上50000元以下の罰金を科する。期限を過ぎても原状に回復しない場合は、法律に基づき法定資格を持つ第三者を指定して原状回復を行い、必要な費用は、違法行為者が負担する。

第五十五条  本条例第三十九条第二項の規定に違反し、家畜・家禽、水産物の規模養殖に従事する企業または個人が糞便、廃水、その他の廃棄物を不法に排出した場合、県級以上の人民政府の環境保護主管門は、違法行為を停止し、期限内に是正するよう命じ、10000元以上50000元以下の罰金を科する。

本条例第三十九条第二項の規定に違反し、農産品加工に従事する企業または個人が廃水、その他の廃棄物を不法に排出した場合、県級以上の人民政府の環境保護主管門は、違法行為を停止し、期限内に是正するよう命じ、10000元以上20000元以下の罰金を科する。

第五十六条  本条例第三十九条第三項の規定に違反し、黒土地に廃水を排出したり、固形廃棄物を積み重ね、投棄した場合、県級以上の人民政府の環境保護主管門は、違法行為を停止し、期限内に是正するよう命じ、10000元以上100000元以下の罰金を科する。

第五十七条  本条例第三十九条第四項の規定に違反し、重金属、残留性有機汚染物質などの有毒有害物質が基準を超える農業投入品を不法に生産、販売した場合、県級以上の人民政府が指定した監督管理部門は、生産、販売の停止を命じ、違法所得を没収し、違法所得の5倍以上10以下の罰金を科する。違法所得がない場合は、50000元以上100000元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、法に基づき関連する資格証明書を取り消す。

第五十八条  本条例第三十九条第5項の規定に違反し、国の農地灌漑水質標準に符合しない汚水を使用して灌漑した場合、県級以上の人民政府が指定した監督管理部門は、警告し、是正を命じ、重大な結果を引き起こした場合は、土地の経営者に対して10000元以上30000元以下の罰金を科する。

第五十九条  本条例第四十条の規定に違反し、黒土地汚染を引き起こした企業または個人が規定に基づき土壌汚染の抑制、回復を行わない場合、県級以上の人民政府の環境保護主管部門は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、50000元以上100000元以下の罰金を科し、法律に基づき確定した法定資格を持つ第三者は、汚染抑制、回復を行い、必要な費用は、違法行為者が負担する。

第六十条  本条例第四十三条第二項の規定に違反し、突発事件により黒土地の汚染または破壊を引き起こし、速やかに対応措置を講じず、あるいは速やかに報告しない場合、県級以上の人民政府が指定した監督管理部門は、10000元以上50000元以下の罰金を科する。

第六十一条  本条例第四十四条の規定に違反し、県級以上の人民政府の関連部門が黒土地の使用、保護状況について行う現場検査、実地探査、調査採証を拒絶する場合、現場検査を行う部門は、期限内に是正するよう命じ、是正せず、あるいは検査時に虚偽行為をした場合は、2000元以上20000元以下の罰金を科する。

第六十二条  黒土地の保護、監督管理に従事する国家機関のスタッフが職務怠慢、職権濫用、汚職などの違法行為を行い、黒土地保護作業に損失をもたらした場合、その所属機関または主管部門は、法律に基づき処分する。

第六章　付  則
第六十三条  本条例は、2018年7月1日より施行する。

吉林省鉄道安全管理条例

（2021年5月27日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十八回会議で採択）
第一章   総  則
第一条  鉄道安全管理を強化し、安全かつ滞りなく通じる鉄道輸送を保障し、鉄道交通事故の発生を防止し、人民大衆の人身と財産の安全を保護するために、「中華人民共和国鉄道法」、「鉄道安全管理条例」などの法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条  本条例は、本省の行政区域内の鉄道安全管理活動に適用される。法律・法規に別に規定がある場合、その規定に従うものとする。

第三条  鉄道の安全管理は、安全第一、予防を主とし、総合的に対策を取るという方針を堅持し、鉄道安全に関する生産経営企業が責任を負い、政府が監督管理し、業界が自主規制し、社会が監督するというメカニズムを構築し、健全化しなければならない。

第四条  省人民政府は、本行政区域内の鉄道安全管理に関する業務を統一的に計画し、鉄道安全管理の重大な問題を協調して解決し、鉄道保護と共同防止業務の経費を財政予算に組み入れる。

鉄道沿線の県級以上の人民政府は、本行政区域内の鉄道用地範囲外の鉄道安全管理を担当し、それを現地の安全生産、総合管理および平安建設の範囲に組み入れ、必要な経費支援を与える。

鉄道沿線の郷（鎮）人民政府、街道事務所は、関係部門と機関に協力して鉄道沿線の安全管理を適切に実施し、鉄道保護・共同防止責任制を徹底しなければならない。

第五条  県級以上の人民政府の関連部門は、各々の職責に基づき、鉄道安全に危害を及ぼす行為を防止、制止し、鉄道安全保障の関連業務を適切に実施する。

県級以上の人民政府の関連部門は、監督検査において鉄道安全に影響を及ぼす潜在的事故リスクを発見し、職責の範囲内のものに属する場合、法律に基づき、関連する機関または個人に直ちに排除するように命じなければならない。職責の範囲内のものに属しない場合は、法律に基づき処理するよう、速やかに鉄道輸送企業または鉄道監督管理機関に通知しなければならない。。

第六条  鉄道監督管理機関は、法律に基づき鉄道安全監督管理の職責を履行する。

第七条  鉄道消防の行政主管部門は、法律に基づき鉄道消防監督管理の職責を履行し、鉄道輸送企業に対し、消防安全措置の実施、火災事故リスクの排除を督促する。

第八条  鉄道輸送企業は、安全生産管理制度と安全保障資金投入メカニズムを構築し、健全化し、企業安全生産の主体責任を徹底し、鉄道用地範囲内の鉄道安全管理を担当し、鉄道監督管理機関の監督管理を受け、所在地の人民政府とその関連部門の鉄道安全管理業務に協力しなければならない。

第九条  鉄道沿線は、管理上の必要に応じて合理的に区間を分け、「双区間長」責任制を実行しなければならない。鉄道沿線の郷（鎮）人民政府（街道事務所）と鉄道輸送企業は、それぞれ1名の関連責任者を区間長として指定し、協力メカニズムを構築し、巡回検査、協議・情報報告などを担当させ、速やかに鉄道安全に影響する問題を調査し、処理する。

第十条  鉄道沿線の各級人民政府の関連部門は、法律普及責任制を実施し、鉄道安全保障に関する法律・法規と安全生産知識の宣伝、教育を強化し、安全防護意識を高め、鉄道安全を損なう行為を防止しなければならない。

第十一条  いかなる機関または個人は、不法に鉄道の施設、設備、標識、鉄道用地を損ないまたは違法に占用する行為および鉄道安全に影響を与えるその他の行為を発見した場合、鉄道輸送企業に報告し、あるいは鉄道監督管理機関、公安機関またはその他の関連部門に通報する権利がある。報告を受けた鉄道輸送企業、通報を受けた部門は、各々の職責に基づき速やかに処理しなければならない。

鉄道輸送企業、鉄道監督管理機関、公安機関およびその他の関連部門は、苦情・通報電話を公開し、あるいはモバイル端末、インターネットなどの現代の情報技術手段を利用して、大衆の苦情・通報に便利を提供しなければならない。

第二章   鉄道路線の安全
第十二条  鉄道線路安全保護区の画定は、「鉄道安全管理条例」などの法律、行政法規および国家の関連規定に基づき実施する。鉄道線路安全保護区の用地は、法律に基づき国土空間計画に組み入れて統一的に配置する。

第十三条  鉄道線路安全保護区内では、以下の行為を実施してはならない。

（一）汚染物質を排出し、ゴミおよびその他の鉄道安全に影響を与える物質を投棄する行為
（二）花火、爆竹を使用し、雑草を焼き払う行為
（三）家畜を飼育し、鉄道の安全や自動車運転中の展望に影響を与える樹木などの植物を植える行為
（四）法律・法規に禁止するその他の鉄道安全に危害を及ぼす行為

第十四条  鉄道線路安全保護区内の既存の建物、構築物、植物の所有権者、管理者または使用権者は、定期的な巡回検査、メンテナンスを強化し、安全上の問題を速やかに排除し、鉄道輸送の安全への影響を防止しなければならない。

所有権者、管理者または使用権者が安全上の問題の排除を拒絶し、あるいは安全防護措置を講じてもなお安全を保証できない場合は、鉄道輸送企業は、鉄道線路所在地の県級以上の人民政府に報告しなければならない。県級以上の人民政府は、法律に基づき処理する。

第十五条  鉄道線路安全保護区内の既存の鉄道の上を横断する橋、水路橋、パイプライン、電力線路、通信線路および鉄道の下を横断するトンネルなどの鉄道横断施設に対し、その所有権者、管理者または使用権者は、定期的な巡回検査、メンテナンスを強化し、速やかに排除できず、鉄道安全に影響を与える可能性のある事故リスクを発見した場合、鉄道線路所在地の県級以上の人民政府に報告すると同時に鉄道輸送企業に通報しなければならない。県級以上の人民政府は、法律に基づき処理する。
第十六条  鉄道と道路の立体交差施設およびその附属安全施設が竣工し、検収に合格した後、国家の関連規定に基づき関連機関に管理、メンテナンスを移管しなければならない。

所有権が不明確で、管理主体が不明な鉄道の上を横断する橋、水路橋、パイプラインおよび鉄道の下を横断するトンネルなどの鉄道横断施設に対し、所在地の県級以上の人民政府が、関連部門を集めて、鉄道輸送企業と協議し、メンテナンス・管理機関を指定し、安全契約を締結し、安全管理責任を明確にする。

第十七条  鉄道線路安全保護区内に、鉄道の上を横断する、鉄道の下を横断する、鉄道と並行する橋、トンネル、道路を建設し、給水、石油・ガス輸送などのパイプラインまたは光（電力）ケーブル施設を敷設し、電力・通信線路または送電線の支柱を架設し、および地質掘削などの建設施工作業を実施する場合、鉄道輸送企業の同意を求め、安全契約を締結し、鉄道安全を確保するための国家標準、業界標準および施工安全規範を遵守し、鉄道輸送の安全への影響を防止する措置を講じなければならない。鉄道輸送企業は、スタッフを派遣して工事現場の安全監督を行わなければならない。

鉄道輸送企業の同意を得て安全契約を締結せずに建設施工作業を行う場合、鉄道輸送企業は、直ちに制止し、安全防護措置を講じなければならない。制止できない場合は、速やかに鉄道監督管理機関、鉄道線路所在地の県級以上の人民政府に報告し、鉄道監督管理機関、県級以上の人民政府は法律に基づき処理する。

第十八条  鉄道の踏切、歩道を設置または拡張する場合、鉄道輸送企業の同意を得なければならない。無断で鉄道の踏切、歩道を設置または拡張する行為に対し、鉄道輸送企業は、鉄道線路所在地の県級以上の人民政府の関連部門に報告しなければならない。県級以上の人民政府の関連部門は、法律に基づき処理する。

既存の鉄道、道路の踏切に対し、鉄道輸送企業は、国家の関連法律・法規および実際の必要に基づき、道路管理部門または道路経営機関と協議し、閉鎖または立体交差改造などの措置を講じて処理しなければならない。

第十九条  道路と鉄道が交差または並行する区間では、国家の関連規定および標準、規範に基づき、鉄道に近い道路の側に必要な安全防護施設と警告標識を設置しなければならない。道路と高速鉄道が交差または並行する場合、安全防護施設の等級を高めなければならない。

第二十条  自動車を運転して鉄道の踏切、鉄道の上を横断する橋または鉄道の下を横断する橋、トンネルの道路を通る場合、積載制限、速度制限、高さ制限、幅制限、長さ制限などの規定を遵守しなければならない。

鉄道踏切所在地の道路管理部門は、鉄道踏切の警告標識、鉄道踏切区間の標示の設置とメンテナンスを強化し、事故が多発する重点踏切に対して減速、通行制限などの防護措置を講じなければならない。

第二十一条  鉄道線路安全保護区の隣接区域内にカラースチールタイル、鉄板、プラスチックフィルムなどの軽量材料を使用してバラック、カラースチール棚、ビニールハウスを建て、あるいは広告看板などを掲げる場合、その所有権者、管理者または使用権者は、管理を強化し、必要な安全防護措置を講じて、落下、脱落による鉄道輸送安全への影響を防止しなければならない。

第二十二条  鉄道線路の両側に可燃性、爆発性または放射性物品などの危険物品を生産、加工、保管または販売する場所、倉庫を建て、設置する場合、国家標準、業界標準に規定する安全防護距離に符合しなければならない。

第二十三条  鉄道線路堤防の斜面、切通しの頂上、鉄道橋の外側からそれぞれ1000メートルの範囲内および鉄道トンネルの上の中心線の両側からそれぞれ1000メートルの範囲内に露天採鉱、採石または爆破作業を行う必要がある場合、鉄道輸送企業と協議し、関連する法律・法規の規定に基づき安全評価を行い、県級以上の人民政府の関連部門に報告して承認を得、効果的な安全防護措置を講じてから実施することができる。

第二十四条  県級以上の人民政府とその関連部門は、鉄道用地範囲外の両側の山坂地を土壌侵食の重点予防区として画定し、水土保全措置を実施し、土壌侵食を防止しなければならない。鉄道トンネルの頂上の山坂地は、鉄道輸送企業が現地の人民政府に協力して整備する。

鉄道建設用地範囲外の両側の山坂地の開発が鉄道安全に影響を与える可能性がある場合、効果的な安全防護措置を講じなければならない。

第二十五条  鉄道沿線の水利工事の所有権者、管理者または使用権者は、水利、洪水防止施設の日常管理を強化し、鉄道安全に影響を与える事故リスクを速やかに排除しなければならない。直ちに排除できない場合は、速やかに鉄道輸送企業と協議して解決しなければならない。

第二十六条  鉄道橋の下および鉄道線路防護網（柵）の両側に無断で建物を建てたり、雑物を放置したり、違法に土地を占有して経営したりすることを禁止する。

第二十七条  鉄道送電線の導線の両側からそれぞれ500メートルの範囲内に、たこ、風船、スカイランタンなどの浮遊物を使用したり、弓弩、パチンコ、エアガンなどの攻撃的器械を使用して鉄道安全に影響を与える可能性のある行為をしたりしてはならない。鉄道送電線の導線の両側でドローンを使用する場合、国家の関連規定を遵守しなければならない。

第二十八条  無線通信管理機関は、鉄道監督管理機関と共同で法律に基づき鉄道沿線の電磁環境を保護し、鉄道沿線の無線通信監視ネットワークの整備を支援し、鉄道の運営、指揮、調整のための無線通信周波数の正常な使用を妨害する行為を調査し、処分しなければならず、鉄道輸送企業は、協力しなければならない。

いかなる企業と個人が使用する無線局（ステーション）およびその他の機器、装置は、鉄道の運営、指揮、調整のための無線通信周波数の正常な使用を妨害してはならない。

鉄道輸送企業は、法律に基づき無線局（ステーション）を設置、使用し、定期的に鉄道沿線の無線通信妨害の調査を行い、鉄道の正常な運営、指揮、調整に影響する行為を発見した場合、直ちに無線通信管理機関、鉄道監督管理機関に報告しなければならず、無線通信管理機関、鉄道監督管理機関は、法律に基づき処理する。

第二十九条  鉄道輸送企業は、鉄道線路、鉄道防護施設および警告標識に対して定期的な巡回検査とメンテナンスを行わなければならない。巡回検査中に発見した安全問題に対し直ちに処理しなければならない。直ちに処理できない場合は、速やかに鉄道監督管理機関に報告する。巡回検査と処理の結果は、記録して保存する。

第三章      鉄道運営安全
第三十条  鉄道安全に影響を与える以下の行為を禁止する。

（一）違法に駅の防護施設をよじ登ったり、潜ったりする行為

（二）無断で列車の運転室、機械室などの作業エリアに入る行為

（三）無断で設備管理や運転管理などの作業場所に入る行為

（四）列車の発車、鉄道スタッフの正常な作業を妨害する行為

（五）喫煙禁止列車、鉄道駅の喫煙禁止エリアでたばこを吸い、あるいは煙が生じるたばこの代替品およびその他の物品を使用する行為
（六）法律・法規に規定するその他の危害行為

第三十一条  鉄道駅では厳密な安全防護措置を実施し、閉鎖式管理を実行しなければならない。以下の行為がある者に対し、鉄道輸送企業は、駅に入って列車に乗ることを拒否する権利がある。

（一）安全検査を断り、あるいは禁止物品を携帯する者
（二）有効な乗車証明書類がない者
（三）乗車券に記載されている身分情報が本人の本当の身分情報と一致しない者

（四）法律・法規に規定するその他の鉄道安全に影響する行為

第三十二条  鉄道輸送企業は、列車、駅などの場所に旅客、列車スタッフおよびその他の駅に入る者が遵守すべき安全管理規定を公表し、列車が遅れたり、一時停止したりする時に、速やかに旅客に関連情報を通報し、状況を説明し、効果的な対応措置を講じなければならない。

旅客およびその他の駅に入る者は、関連する安全管理規定を遵守し、鉄道輸送企業のスタッフが駅、列車で実施する完全検査、法律に基づき講じる処置措置を受け、鉄道輸送企業のスタッフを殴ったり、叱ったり、侮辱したりしてはならない。

第三十三条  旅客は、列車管理秩序を遵守し、乗車券に記載されている座席に従って乗車し、他人の座席を無理に占拠してはならない。

第三十四条  鉄道輸送企業は、鉄道旅客信用情報管理制度を確立し、健全化し、鉄道駅と列車輸送秩序を乱し、鉄道安全に危害を及ぼし、あるいは深刻な社会への悪影響を引き起こす不正行為を記録し、関連する規定に基づき全国と地方信用情報共有プラットフォームに提出しなければならない。

第三十五条  鉄道輸送企業は、食品安全管理に関する国家の法律・法規を遵守し、鉄道運営食品の安全管理を強化し、食品の安全を確保しなければならない。

鉄道運営食品の安全は、統一的な監督管理制度を実行する。鉄道食品安全の監督管理機関は、鉄道運営食品安全の監督管理の主体責任を負い、省人民政府の市場監督管理部門の業務監督指導を受ける。

第三十六条  鉄道輸送企業は、ビデオ監視システムの構築、メンテナンスを強化し、駅、鉄道沿線の重点保護区域に公共安全ビデオ画像情報システムを配置し、公安機関および地方の総合管理部門のビデオ画像共有プラットフォームとネットワーク接続を実現しなければならない。

県級以上の人民政府は、公共安全ビデオ画像情報システムを構築する時、本行政区域内に鉄道安全問題が存在する重点区間をビデオ監視範囲に組み入れなければならない。

第三十七条  鉄道沿線の県級以上の人民政府は、鉄道突発事件緊急対応計画を本地域の突発事件緊急対応計画体系に組み入れなければならない。

鉄道監督管理機関、鉄道輸送企業などは、突発事件緊急対応計画を制定する時、県級以上の人民政府の関連する緊急対応計画と連携させ、定期的に応急訓練を実施しなければならない。

第三十八条  鉄道沿線の県級以上の人民政府は、鉄道沿線線路、駅の治安防止業務を本地域の社会治安防止管理体系の構築に組み入れ、鉄道安全関連矛盾・紛争の調査・解決メカニズムを構築し、公安機関、鉄道輸送企業、道路保護共同管理組織などの部門と機関を組織して、治安防止をしっかりと実施しなければならない。

鉄道公安機関、地方公安機関は、職責分担に基づき、共同で駅、列車などの鉄道場所および鉄道沿線の治安秩序を維持し、鉄道治安管理情報交換・共有と早期警戒・防止、当番連携、通報・援助請求、法執行協力、応急処置などのメカニズムを構築し、健全化し、法律に基づき鉄道安全、人民大衆の人身・財産安全に危害を及ぼす行為を処理する。

第三十九条  鉄道輸送企業は、国家の関連規定に基づき安全保障部門と施設・設備を配置し、テロ活動を防止、処理する緊急対応計画を制定し、定期的に応急訓練を実施し、公安機関と共同で鉄道沿線のテロ活動を防止、処置するための措置を重点的に徹底しなければならない。

第四十条  鉄道輸送企業は、鉄道沿線の自然災害、地質条件、線路環境などに基づき、必要な災害監視システムを構築しなければならない。

第四十一条  県級以上の人民政府とその関連部門、鉄道輸送企業は、自然災害防止に関する国家の法律・法規に基づき、鉄道沿線の災害リスクの調査、対策、通報、予防および応急処置などを強化しなければならない。

鉄道輸送企業は、天然資源、応急管理、生態環境、水利、気象などの部門と災害情報交換メカニズムを構築しなければならない。

第四十二条  法定休日や伝統的な祝祭日などの鉄道輸送繁忙期、地質災害、悪天候条件に対し、鉄道輸送企業は、必要な安全応急管理措置を講じ、鉄道輸送の安全検査を強化し、輸送安全を確保しなければならない。鉄道沿線の県級以上の人民政府は、応急調整メカニズムを実施し、速やかに鉄道輸送企業に地質災害、悪天候に関する情報を提供し、関連する部門と機関を組織して、共同で応急処置を行い、鉄道輸送の安全を確保しなければならない。

第四十三条  鉄道輸送企業は、消防に関する国家の法律・法規、規則および消防技術標準を遵守し、消防安全の主体責任を徹底し、消防安全制度、消防安全操作規程を制定し、要求に符合する消防施設、器材を配置し、消防安全標識を設置し、防火検査を組織し、火災リスクを速やかに排除し、消火と応急避難計画を制定し、定期的に訓練を実施しなければならない。

第四十四条  鉄道輸送安全に関連する突発事件が発生した場合、鉄道輸送企業とその所属生産経営部門は、直ちに効果的な措置を取り、事故の拡大を防止し、人員死傷と財産損失を減少し、事件発生地の地方人民政府とその関連部門および鉄道監督管理機関に報告しなければならない。

事件発生地の地方人民政府とその関係部門および鉄道監督管理機関は、報告を受けた後、国家の関連法律、行政法規の規定、緊急対応計画の要求に基づき、直ちに応急救援と処置を実施し、国家の関連規定に基づき速やかに報告しなければならない。

第四章   法的責任
第四十五条  本条例第十三条の規定に違反し、鉄道線路安全保護区内で鉄道安全に危害を及ぼす行為を行った場合、鉄道監督管理機関または県級以上の人民政府の関連部門が法律に基づき処罰する。

第四十六条  本条例第二十条の規定に違反し、自動車を運転して鉄道の踏切、鉄道の上を横断する橋または鉄道の下を横断する橋、トンネルの道路を通る時、積載制限、速度制限、高さ制限、幅制限、長さ制限などの規定を遵守しない場合、公安機関が法律に基づき処罰する。

第四十七条  本条例第二十三条の規定に違反し、承認なく鉄道線路の両側からそれぞれ1000メートルの範囲内で露天採鉱、採石または爆破作業を行う場合、所在地の県級以上の人民政府の関連部門が法律に基づき処罰する。

第四十八条  鉄道輸送企業が法律に基づき安全管理職責と企業安全生産の主体責任を履行しない場合、鉄道監督管理機関が是正を命じ、直接責任を負う主管者および、直接責任を負う他の人員に対して法律に基づき処分する。

第四十九条  鉄道沿線の各級人民政府、関連部門およびそのスタッフが本条例の規定に基づき鉄道安全管理職責を履行せず、あるいは鉄道安全管理作業において職務を怠ったり、職権を濫用したり、汚職する場合、主管機関は、是正を命じ、法律に基づき、直接責任を負う主管者および直接責任者を処分する。

第五章   付  則
第五十条  本条例でいう鉄道監督管理機関は、国家鉄道業界監督管理部門が設立し、本省行政区域内の鉄道安全監督管理業務を担当する地域鉄道監督管理機関をいう。

第五十一条  鉄道輸送企業は、鉄道安全に関連する工事建設業務の処理チャネル、プロセス、期限を公開しなければならない。

本条例に鉄道輸送企業の同意を得てから実施することができると規定している活動については、鉄道輸送企業は、申請を受けた日より10営業日以内に書面で回答しなければならない。法律に基づき安全評価または専門家による論証が必要な場合、安全評価または専門家による論証の時間は、鉄道輸送企業の回答期間内に計算しないものとし、鉄道輸送企業は、書面で評価、論証に必要な時間を知らせなければならない。

第五十二条  本条例は、2021年9月1日より施行する。

吉林省農作物種子条例
（2018年9月21日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第六回会議で採択  2021年5月27日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十八回会議の「「吉林省農作物種子条例」などの3つの地方的法規の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正）

第一章  総  則
第一条  農作物遺伝資源を保護し、合理的に利用し、農作物品種の選択・育成、種子の生産経営および管理を規範化し、植物新品種権を保護し、農作物種子の生産経営者、使用者の合法的権益を保護し、農作物種子の品質を向上させ、現代の農作物種子産業の発展を加速し、種子供給安全、食糧安全および生態安全を保障し、現代農業の発展を促進するために、「中華人民共和国種子法」などの関連法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条  本条例は、本省行政区域内で実施される農作物遺伝資源の保護と利用、品種の選択・育成および種子の生産経営、管理などの活動に適用される。

本条例でいう農作物種子（以下、種子と略称する。）は、実、果実および根、茎、苗、芽、葉、花などを含む農作物の栽培材料または繁殖材料をいう。

第三条  県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、本行政区域内の種子業務を担当し、その所属する農業総合法執行機関またはその委託を受ける種子管理機関は、法律に基づき種子の法執行に関する作業を実施し、必要な経費は、同級人民政府の財政予算に組み入れる。

発展と改革、財政、科学技術、交通、市場監督管理、食糧などの部門は、各々の職責に基づき密接に協力し、種子に関する作業に共同で取り組まなければならない。

県級以上の人民政府とその関連部門は、措置を講じて、種子に関する法執行、監督を強化し、種子の法執行の連携メカニズムを構築し、法律に基づき種子に関する違法行為を調査し、処分しなければならない。

第四条  省人民政府は、品質による農業振興戦略を推進し、現代農業発展の必要に基づき農作物種子業の発展計画を制定し、組織して実施しなければならない。

第五条  省人民政府は、種子備蓄制度を確立し、備蓄する種子は、主に農業生産の安全を保障するために、災害発生時の生産上の必要や過不足の調整に使用する。。備蓄する種子は、定期的に検査し、更新しなければならない。

第六条  省人民政府は、現代農作物種子産業発展資金を設立し、農作物遺伝資源の保護、利用、優良種子の選択・育成と推進、種子育成・生産基地の建設および選択・育成と生産経営を組み合わせる種子企業の支援に使用し、現代農作物種子産業の急速な発展を促進する。

県級以上の人民政府は、農作物遺伝資源の保護、革新、優良種子の選択・育成、推進などの分野で顕著な実績を上げた企業および個人に対し、奨励しなければならない。

第七条  遺伝子組み換え農作物品種の選択・育成、試験、審査、生産経営および推進は、国家の関連法律・法規の規定を遵守しなければならない。
第八条  各級人民政府は、種子法と本条例の宣伝を強化し、機関および個人が種子に関する違法行為を通報することを奨励し、調査により、事実であることを確認した場合、奨励を与えなければならない。

第二章   遺伝資源の保護と利用
第九条  農作物遺伝資源は、法律保護の対象であり、いかなる機関および個人は、占有したり、破壊してはならない。

国家が重点的に保護している農作物の天然遺伝資源の採集、伐採を禁止する。研究などの特別な事情により採集、伐採が必要な場合、法律に基づき国務院または省人民政府の農業農村主管部門の承認を取得しなければならない。

第十条  省人民政府および関連部門は、研究機関、大学、種子生産経営企業が農作物遺伝資源の保護、研究、利用を実施することを支援し、農作物遺伝資源の保護、鑑定評価、共有利用体系を整備し、完備させ、農作物遺伝資源の全面調査・収集、保護監視、鑑定評価および創製応用を強化しなければならない。

第十一条  省人民政府は、長期的かつ安定した財政資金投入保障メカニズムを整備し、完備させ、農作物遺伝資源の保護、研究などの基礎的、公益的作業を支援しなければならない。

第十二条  省人民政府の農業農村主管部門は、農作物遺伝資源倉庫（畑）、遺伝資源保護区、遺伝資源保護地の建設、管理を強化しなければならない。

省人民政府の農業農村主管部門は、国家の関連規定に基づき、本省の農作物遺伝資源の全面調査、収集、整理、鑑定、登記、保存、交流および利用を計画的に実施し、本省の重点保護と利用可能な農作物遺伝資源リストを定期的に公布しなければならない。

研究、育種などの合法的な用途のために、農作物遺伝資源倉庫中の農作物遺伝資源を利用する必要がある場合、省人民政府の農業農村主管部門に申請することができる。遺伝資源提供の条件に符合する場合、省人民政府の農業農村主管部門は、速やかに提供し、フォロー記録をしなければならない。農作物遺伝資源を獲得した場合、農作物遺伝資源の利用状況を速やかにフィードバックしなければならない。

第十三条  いかなる機関および個人は、国外に農作物遺伝資源を提供する場合、あるいは国外の機関または個人と協力研究を行う場合および本省の農作物遺伝資源を利用する場合、省人民政府の農業農村主管部門に申請し、国家利益共有計画を提出しなければならない。省人民政府の農業農村主管部門は、審査した後、国務院の農業農村主管部門に承認のために報告する。

国外から農作物遺伝資源を導入する場合、国務院の農業農村主管部門の関連規定に基づき処理する。

第三章  品種の選択・育成、審査、登記と植物新品種の保護
第十四条  県級以上の人民政府は、農業研究への投資を増加し、研究機関、大学が育種の基礎的、先端的研究、応用技術の研究および一般作物の育種、無性繁殖材料の選択・育成などの公益的研究を重点的に実施することを支援し、また、種子企業が公益的研究の成果を十分に利用して、商業的育種の自主的研究開発、科学技術革新を実施することを奨励し、さらに基礎的、先端的、公益的育種と商業的育種の連携を支援し、技術研究開発プラットフォーム、利益共有メカニズムを整備し、様々な形式で農作物種子業の科学技術成果の実用化を促進しなければならない。

省人民政府と関連部門は、研究機関、大学を対象に、農作物種子業の科学技術成果実用化作業の特徴に符合する昇進評定、ポスト管理、考課評価および収入分配激励制限制度を整備し、完備させ、農作物種子業の科学技術者の合法的権益を保護しなければならない。

育種の科学技術成果の実現者または課題グループの責任者は、職務育種の科学技術成果の実用化を妨害し、職務育種の科学技術成果とその技術資料、データを占有してはならない。財政資金支援を主として形成された育種成果の譲渡、許可などは、法律に基づき公的に行い、無断で取引をすることを禁止する。

第十五条  主要農作物品種は、推進、応用する前に、国家または省級の審査に合格しなければならない。

省人民政府の農業農村主管部門は、農作物品種の審査作業を担当する農作物品種審査委員会を設立する。

農作物品種審査委員会は、品種審査の申請文書、試験データ、種子サンプル、審査意見および審査結果などを含む品種審査記録を作成し、トレーサビリティを確保しなければならない。

第十六条  主要農作物品種の審査は、地域試験、生産試験、品種の特異性、一致性、安定性テストを含む品種試験を行わなければならない。

申請者は、試験能力を備え、かつその試験品種が自己の品種である場合、国務院の農業農村主管部門の関連規定に基づき自ら品種試験を行うことができる。本省審査を申請する主要農作物品種の試験計画は、播種前の30日以内に省級種子管理機関に報告し、審査を受け、条件に符合する場合、省級品種試験に組み入れて統一管理を行う。

国務院の農業農村主管部門が規定する条件に符合し、選択・育生と生産経営を組み合わせる種子企業は、その自主的に研究開発した主要農作物品種に対し、生態区で自ら品種試験を行うことができ、試験計画は、播種前の30日以内に省級種子管理機関に記録のために報告しなければならない。

主要農作物品種試験管理方法と審査標準は、省農作物品種審査委員会が国家の関連方法と標準を参照して制定する。

第十七条  本省で審査に合格した主要農作物品種が以下のいずれかに該当する場合、省農作物品種審査委員会は審査し、確認した後、審査を取り消し、省人民政府の農業農村主管部門は公告を発布し、広告、推進、販売を停止させる。

（一）使用中に解決できない重大な欠陥が現れた場合
（二）種子の性質が著しく退化し、あるいは生産利用価値を失った場合
（三）要求のとおりに品種の標準サンプルを提供せず、あるいは標準サンプルが不真実である場合
（四）試験データの詐欺、偽造などの不正な方法で審査に合格した場合

第十八条  国務院の農業農村主管部門が制定した非主要農作物品種登記目録に入れられた品種は、推進前に登記を行わなければならない。

省人民政府の農業農村主管部門は、品種登記の実施および監督管理を担当し、その所属の種子管理機関は、登記申請の受理を担当し、品種登記申請を受理した日より20営業日以内に、申請者が提出した申請文書に対して書面審査を行い、要求に符合する場合、国務院の農業農村主管部門に登記、公告のために報告する。

国務院の農業農村主管部門が制定した非主要農作物品種登記目録に入れられていない品種で認定標準に符合する場合、選択・育成者は、認定を申請することができる。具体的な認定方法は、省人民政府が制定する。

第十九条  法律に基づき植物新品種権を保護する。いかなる機関および個人は、植物新品種権の所有者の許可を得ていない場合、当該授権品種の繁殖材料を生産、繁殖、販売し、商業目的のために当該授権品種の繁殖材料を他の品種の繁殖材料の生産に再使用してはならない。但し、法律、行政法規に別に規定がある場合はこの限りではない。

第二十条  同じ適宜生態区に属する他の省、自治区、直轄市が審査した主要農作物品種を本省に導入する場合、導入者は、省人民政府の農業農村主管部門に記録のために報告し、省人民政府の農業農村主管部門は、公告を発布する。

導入者は、導入予定区域で1年以上の適応性試験、耐病性試験を行い、品種の真実性、安全性および適用性について責任を負わなければならない。

導入した記録品種は、使用中に解決できない重大な欠陥が発生した場合、種子の性質が著しく退化し、または生産利用価値を失った場合、あるいは重大な経済的損失を引き起こした場合、省人民政府の農業農村主管部門は、公告を発布し、広告、推進、販売を停止させる。

第二十一条  審査すべき農作物品種が審査されていない場合、広告、推進、販売を行ってはならない。

登記すべき農作物品種が登記されていない場合、広告、推進を行ってはならず、また登記品種として販売してはならない。

第四章   種子の生産経営
第二十二条  種子の生産経営は、許可証制度を実行する。種子の生産経営許可証を申請する場合、関連する法律・法規、国家の関連規定に基づき行う。

第二十三条  植物新品種権を有する主要農作物の交雑種子およびその親種子の生産経営許可証を申請する場合、植物新品種権所有者の同意を得、書面による譲渡契約を締結しなければならない。

生鮮食品、弾けトウモロコシ種子の生産経営許可証を申請する場合、非主要農作物種子の許可条件に基づき処理する。

第二十四条  種子の生産経営許可証は、正本、副本を設け、有効期間は5年間である。正本には、許可証番号、企業名、統一社会信用コード、住所、法定代表者、生産経営範囲、生産経営方式、有効区域、有効期間、許可証の発行機関、発行日を記載し、副本には、生産種子の農作物種類、種子類別、品種名および審査（登記）番号、種子生産場所などを記載する。副本に記載される農作物種類と品種は、正本に規定する生産経営範囲を超えてはならない。

有効期間内に副本に記載される生産種子の品種、場所などを変更する場合、播種の30日前に発行機関に申請し、必要な資料を提出しなければならない。申請資料が整い、かつ法定形式に符合する場合、発行機関は、法律に基づき審査し、その場で変更手続きを行わなければならない。

第二十五条  種子の生産経営許可証の有効期間内に以下のいずれかに該当する場合、発行機関は、許可証を取り消し、公告しなければならない。

（一）企業が生産経営活動を1年以上停止した場合
（二）企業が規定される許可条件を具備しなくなり、定められた期限内になお要求を満足しない場合
（三）企業が自ら取り消し申請を提出した場合

第二十六条  農業農村主管部門は、法律に基づき、種子の生産経営許可証の発行、撤回、取り上げ、取り消しに関する情報を、公布し、政府情報発布プラットフォーム、中国種子業情報網で速やかに更新しなければならない。

第二十七条  種子の生産経営許可証に記載される有効な地域に支店を設立する場合、個別包装をしない包装種子を経営する場合、種子の生産経営許可証を持つ企業の書面による委託を受けてその種子の生産、代理販売を行う場合、種子の生産経営許可証を取得する必要がないが、当地の県級人民政府の農業農村主管部門で登録しなければならない。

支店、個別包装をしない包装種子を経営する企業、委託を受けて種子の生産、代理販売を行う企業は、他人に種子の生産、代理販売を委託してはならない。

第二十八条  非主要農作物種子の生産のみに従事する場合、農民が当地の自由市場で個人が自ら栽培し使用して残った一般的な種子を販売、交換する場合、種子の生産経営許可証を取得する必要がないが、県級以上の人民政府の農業農村主管部門の監督管理を受けなければならない。

第二十九条  ネットワークを通じて種子の取引を行う場合、種子の生産経営者は、法律に基づき種子の生産経営許可証を取得し、または本条例第二十七条の規定に基づき工商営業許可証登録の所在地の県級人民政府の農業農村主管部門で登録し、種子の出所、産地、数量、品質、販売先、販売日および関連する責任者などを含む経営記録を設立し、保存し、正規の種子購買証拠を提供し、トレーサビリティを保証しなければならない。

種子の生産経営者にネットワーク商品取引および関連するサービスを提供する電子商取引第三者プラットフォームは、種子の生産経営者と種子品質保証書を締結し、その種子の生産経営資格を確認しなければならない。

第三十条  農民専門協同組合は、種子の生産経営許可証を取得した場合、あるいは本条例第二十七条の規定に基づき登録を行った場合、種子の生産経営に従事することができる。

農民専門協同組合がそのメンバーの委託を受けて種子供給サービスを提供する場合、種子購買委託書を締結しなければならない。供給する種子は、関連する法律・法規の規定に符合し、種子の供給数量は、本専門協同組合の生産上の必要に適合し、必要な数量以上の種子を供給したり、価格を上げで種子を供給してはならない。

第三十一条  農業生産注文により農民または農民専門協同組合などに種子を供給する場合、供給する種子は、関連する法律・法規の規定に符合し、種子供給者は、種子の出所、品種、名称、産地、数量、供給先および関連責任者などを含む管理記録を作成し、保存しなければならない。

第三十二条  選択・育成と生産を組み合わせる種子生産経営に従事する企業は、安定した種子生産基地を設立しなければならない。

種子生産基地は、種子の生産に適する生産条件、施設および技術者を持ち、技術規範の要求に符合する隔離条件を備えなければならない。種子生産基地の種子生産に影響する他の農作物の栽培を禁止する。

第三十三条  種子の生産経営に従事する企業が農民、農村の集団経済組織またはその他の経済組織に種子の生産を委託する場合、双方は、書面契約を締結し、播種前に当地の県級種子管理機関で登録しなければならない。

第三十四条  種子の生産を行う場合、種子生産技術操作規程および種子検査・検疫規程に基づき行わなければならない。生産中の種子が偽物、粗悪品であると確認された場合、県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、公告し、期限を定めて偽物、粗悪品の種子を廃棄するよう命じ、あるいは商品食糧として処理するよう監督する。

第三十五条  種子の生産経営に従事する企業または研究機関は、育種のために試験品種または親の生産が必要な場合、種子生産基地の所在地の県級人民政府の農業農村主管部門で登録しなければならない。登録の内容には、土地の位置、面積、生産委託契約などを含まなければならない。

試験品種または親の栽培面積は、登録した栽培面積を超えてはならない。

第三十六条  種子の生産経営者は、田畑での種子生産、加工包装、販売流通などの環節で行われた原始記載または証拠を含む種子の生産経営記録を作成しなければならない。種子の生産経営記録は、少なくても五年間保存し、記録に記載されている情報は、連続、完全かつ真実で、トレーサビリティを確保しなければならない。記録書類にコピーがある場合、コピーの時間を明記し、関連する責任者は署名し、押印しなければならない。

第三十七条  種子の生産経営企業は、種子の生産経営許可証に記載されている有効な地域に支店を設立することができる。支店は、生産経営許可証に定められた有効な地域、生産経営範囲に基づき種子の生産経営活動に従事し、支店の名目で種子を生産、包装してはならない。

第三十八条  種子生産経営企業は、他の企業または個人に種子の代理販売を委託することができる。委託を受ける企業または個人は、代理販売委託契約に定められた経営範囲、有効地域、品種、数量に基づき販売代理を行い、個別包装して販売してはならない。委託者は、委託を受ける企業または個人の委託経営行為に対して連帯責任を負う。

第三十九条  種子生産経営企業は、有効地域内に支店を設立する場合、委託を受けて種子の代理販売を行う場合、個別包装しない包装種子を経営する場合、固定の経営場所、経営規模に適する種子保管施設および種子の専門技術者を持っていなければならない。

第四十条  種子生産経営者は、種子の品種、出所、品質、数量、販売先、販売日などを含む経営記録を作成し、種子購買者に領収書などの種子購買証明書類を発行しなければならない。経営記録は、2年間以上保存する。

第四十一条  販売する種子には、ラベルと使用説明書を付けなければならない。ラベルと使用説明書に記載されている内容は、販売する種子と一致しなければならない。ラベルと使用説明書は、関連する法律・法規の規定に符合する前提下で、以下の条件を満足しなければならない：

（一）審査に合格した品種の場合、ラベルと使用説明書に記載されている品種名、主な性状、主な栽培措置、適応性などは、審査公告と完全に一致しなければならない。品種に関係のない名称、コードを記載してはならない。導入する登録品種の場合は、さらに本省における試験の結果に基づき別に使用説明を付けなければならない。

（二）品種名は、種子包装の正面に印刷し、その字体は目立つようにし、1つの文字の大きさは他の標識文字の大きさの2倍以上にし、文字の色は下地と明らかな対照を形成するようにしなければならない。

（三）栽培、気候、地域などの条件について特定の要求があり、または特殊、専用の用途に使用される種子の場合、その生産経営企業は、種子の使用者に栽培措置、使用条件に関する書面による説明を提供しなければならない。

第四十二条  不可抗力により、生産上の必要のために国家または地方の標準を下回る種子を使用することが必須である場合、種子使用地の県級以上の地方人民政府の承認を取得しなければならない。種子のラベルには、種子の実際の品質指標と使用方法を明記しなければならない。

第四十三条  種子広告の内容は、関連する法律・法規の規定に符合し、主な性状の説明は、審査、登記公告の内容と一致し、虚偽または誤解を招く宣伝をしてはならない。

第五章  種子の監督管理
第四十四条  県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、種子生産基地、種子市場の監督管理を強化し、種子の違法な生産、経営、植物新品種権侵害などの違法行為を厳しく取り締まり、法執行・監督能力の向上を図らなければならない。

県級以上の人民政府は、種子に関する違法犯罪活動に対する行政法執行と司法の連携を強化し、司法手続きと行政法執行手続きの連携メカニズム、保障メカニズムを完備しなければならない。

第四十五条  県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、種子品質の監督管理を強化し、種子生産経営企業に対し、種子追跡可能情報システムを構築し、種子の全行程追跡可能な管理を完備するよう指導しなければならない。

栽培前に種子の品質に問題があると判断した場合、種子の使用者は、県級以上の人民政府の農業農村主管部門に通報することができる。通報を受けた県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、調査し、処理する。

栽培後に種子の品質に問題があると判断した場合、種子の使用者は、発見日から作物収穫前の無霜期間まで、県級以上の人民政府の農業農村主管部門に通報することができ、また、栽培作物の田畑での自然な状態を維持しなければならない。県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、国家の関連規定に基づき、田畑現場鑑定を実施しなければならない。

鑑定を申請する場合、鑑定費用を支払わなければならない。鑑定費用は、鑑定が終わった後、責任者が負担する。

第四十六条  県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、違法な遺伝子組み換え種子の監督管理を強化し、法律・法規の規定に基づき処罰権を行使しなければならない。

違法な遺伝子組み換え種子の生産経営、栽培者への提供を厳禁する。

第四十七条  県級以上の人民政府の農業農村主管部門の種子に関する法執行スタッフは、公務を遂行する際に法執行証明書を提示しなければならない。また、種子に関する法執行スタッフは、監督検査の職責を履行する際に、以下の措置を講じる権利がある。

（一）生産経営場所に入って現場検査を行う。
（二）種子のサンプリング、試験または検査を行う。
（三）関連する契約書、手形、帳簿、生産経営記録およびその他の資料を調べ、複製する。
（四）違法な生産経営を証明する証拠がある種子、違法な生産経営に使用される工具、設備、輸送器具などを差し押さえ、押収する。
（五）違法に種子の生産経営活動に従事する場所を差し押さえて封印する。

検査される企業または個人は、検査に協力し、検査を妨害したり、拒否したり、虚偽の証明書類を提供してはならない。

第四十八条  県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、種子生産経営の許可の監督管理を強化し、以下の行為を禁止しなければならない。

（一）種子法、本条例に別に規定がある場合を除き、種子の生産経営許可証を取得せず種子の生産、経営を行う行為
（二）詐欺、賄賂などの不正な手段により種子の生産経営許可証を取得する行為
（三）種子の生産経営許可証の規定に違反して種子の生産、経営を行う行為
（四）種子の生産経営許可証を偽造、変造、売買、賃貸借する行為

第四十九条  省人民政府の農業農村主管部門は、措置を講じて輸入種子の本行政区域内での使用の監督管理を強化し、輸出入管理部門と密接に協力し、国家種子業安全制度を徹底しなければならない。

第五十条  県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、種子監督管理情報体系の構築を強化し、統一的な政府情報発布プラットフォームに品種審査、品種登記、導入種子登録、植物新品種保護、種子生産経営許可、監督管理などの情報を発布し、情報共有を実現させなければならない。

第五十一条  県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、種子分野の信用制度の構築を強化し、種子生産経営者信用記録を設立し、法律に基づきそれを社会信用情報プラットフォームに組み入れ、信用遵守激励メカニズム、信用失墜懲戒メカニズムを完備し、種子に関する業界団体に対し、業界信用の構築を実施するよう指導ししなければならない。

第五十二条  省人民政府の農業農村主管部門は、本省の種子生産経営企業が省外で行う育種活動の監督管理を強化し、積極的に関連する省、自治区の人民政府の農業農村主管部門と協調し、法執行の協力を強化し、共同で種子に関する違法行為を取り締まらなければならない。

第五十三条  農業農村主管部門およびその従業員は、種子の生産経営活動に従事し、参加してはならない。

第六章  支援措置
第五十四条  県級以上の人民政府は、農作物種子業の発展に対する支援を強化し、農作物遺伝資源の保護、利用、品種の選択・育成、生産、推進、重要な技術標準の研究開発、種子備蓄および育種・種子生産基地の建設などに対して扶助を与えなければならない。

効率的かつ安全な種子生産・採集技術、先進的で適用可能な種子生産・採集機械の推進、使用を奨励する。種子の生産経営企業、種子生産基地の農家が先進的で適用可能な種子生産・採集機械を購入する場合、国家の関連規定に基づき農機具購入補助金を与える。

県級以上の人民政府は、社会資金の農作物種子業への投入を奨励、指導し、種子企業の規模拡大、競争力向上を支援する。

第五十五条  省人民政府および関連部門は、金融機関に対し、種子の生産経営、買い上げに信用貸付による支援を提供するよう支援し、指導する。

第五十六条  省人民政府および関連部門は、保険機関に対し、種子生産保険業務、種子使用保険業務を実施し、保険料補助などの措置により農作物種子業の発展を支援するよう支援する。

第五十七条  省人民政府は、研究機関、大学に対し、種子企業と協力するよう奨励し、研究成果、研究人材などが種子企業へ流動するよう指導し、また、育種研究者の革新・起業を奨励し、農作物種子業人材の育成を強化する。

第五十八条  省人民政府は、我が省の南繁科学研究育種基地建設に対する資金投入、政策による支援を強化し、統一的な計画を制定し、集中連片建設を指導し、統一的な管理を強化し、公共サービスを完備しなければならない。

第七章   法的責任
第五十九条  本条例第十三条の規定に違反し、承認なく国外の機関、個人に農作物遺伝資源を提供し、あるいは国外の機関、個人と農作物遺伝資源の協力研究を行い、および農作物遺伝資源を利用する場合、省人民政府の農業農村主管部門は、農作物遺伝資源および違法所得を没収し、20000元以上200000元以下の罰金を科する。

第六十条  本条例第十九条の規定に違反し、植物新品種権の所有者の許可なく、当該授権品種の繁殖材料を生産、育成または販売する場合、あるいは商業目的で当該授権品種の繁殖材料を他の品種の繁殖材料の生産に再利用する場合、省人民政府の農業農村主管部門は、権利侵害行為の停止を命じ、違法所得および種子を没収する。没収される種子の価値金額が50000元以下の場合、10000元以上250000元以下の罰金を科する。没収される種子の価値金額が50000元以上の場合、その金額の5倍以上10倍以下の罰金を科する。

授権品種を偽造する場合、省人民政府の農業農村主管部門は、偽造行為の停止を命じ、違法所得および種子を没収する。没収される種子の価値金額が50000元以下の場合、10000元以上250000元以下の罰金を科する。没収される種子の価値金額が50000元以上の場合、その金額の5倍以上10倍以下の罰金を科する。

植物新品種権の所有者は、法律に基づき損害賠償請求を提出することができる。

第六十一条  本条例第十七条、第二十条第三項、第二十一条の規定に違反し、以下のいずれかに該当する場合、県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、違法行為の停止を命じ、違法所得および種子を没収し、20000元以上200000元以下の罰金を科する。

（一）推進、販売を停止すべき農作物品種を推進、販売する場合

（二）審査すべきだが審査されていない農作物品種を、推進、販売する場合
（三）登記すべきだが登記されていない農作物品種を推進し、あるいは登記済み品種の名目で販売する場合

第六十二条  本条例第二十条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十五条第一項に記載されている登録管理に関する規定に違反する場合、県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、是正を命じ、2000元以上20000元以下の罰金を科する。

本条例第三十五条第二項の規定に違反し、登録された栽培面積を超えて生産された種子は、県級以上の人民政府の農業農村主管部門は没収する。

第六十三条  本条例第二十九条第一項、第三十一条、第三十六条、第四十条の規定に違反し、以下のいずれかに該当する場合、県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、是正を命じ、2000元以上20000元以下の罰金を科する。

（一）規定に基づき関連する記録を作成し、保存しない場合
（二）種子購買者に領収書などの正規の種子購買証明書類を発行しない場合

第六十四条  本条例第二十七条第二項、第三十七条、第三十八条の規定に違反し、以下のいずれかに該当する場合、県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、是正を命じ、違法所得および種子を没収する。没収される種子の価値金額が10000元以下の場合、3000元以上30000元以下の罰金を科する。没収される種子の価値金額が10000元以上の場合、没収される種子の価値金額の3倍以上5倍以下の罰金を科する。

（一）支店が他人に種子の生産、代理販売を委託する場合
（二）支店の名目で種子を生産し、包装する場合
（三）委託を受けて種子の生産、代理販売を行う生産経営者が委託契約の範囲を超えて種子の生産、代理販売、個別包装販売を行う場合あるいは他人に種子の生産、代理販売を委託する場合
（四）個別包装しない包装種子を経営する経営者が他人に種子の代理販売を委託する場合
第六十五条  本条例第四十一条、第四十二条の規定に違反し、販売する種子に使用説明書を付けず、あるいはラベルの内容が規定に符合しない場合、県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、是正を命じ、2000元以上20000元以下の罰金を科する。

第六十六条  品種のテスト、試験、種子品質検査に従事する機関がテスト、試験、検査に関するデータを偽造し、あるいは虚偽の証明書類を発行する場合、県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、是正を命じ、50000元以上100000元以下の罰金を科し、直接責任を負う主管者、他の直接責任者に対して10000元以上50000元以下の罰金を科する。違法所得がある場合、その違法所得を没収する。種子の使用者、種子の生産経営者に損失をもたらした場合、種子の生産経営者と連帯責任を負う。状況が深刻な場合は、省人民政府の関連主管部門は、種子品質検査資格を取り消す。

第六十七条  本条例第四十六条の規定に違反し、違法な遺伝子組み換え種子を生産経営し、あるいは栽培者に提供する場合、県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、生産経営または栽培者への提供の停止を命じ、違法所得および種子を没収する。没収される種子の価値金額が100000元以下の場合、100000元以上200000元以下の罰金を科する。没収される種子の価値金額が100000元以上の場合、その金額の3倍以上5倍以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、種子の生産経営許可証を取り消す。

第六十八条  本条例第四十八条の種子の生産経営許可に関する規定に違反する場合、県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、是正を命じ、違法所得および種子を没収する。違法生産経営の種子の価値金額が10000元以下の場合、3000元以上30000元以下の罰金を科する。違法生産経営の種子の価値金額が10000元以上の場合、その金額の3倍以上5倍以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、種子の生産経営許可証を取り消すことができる。

第六十九条  農業農村主管部門とそのスタッフが下記のいずれかに該当する場合、本級人民政府または上級人民政府の関連部門は、是正を命じ、責任を負う主管者、他の直接責任者に対して法律に基づき処分する。

（一）規定に違反して種子の生産経営活動に従事し、あるいは参加する場合
（二）法律に基づき行政許可の決定を行わない場合
（三）違法行為を発見し、または違法行為の通報を受けたが調査し、処分しない場合
（四）本条例の規定に基づき職責を履行しないその他の場合

第八章  附  則
第七十条  朝鮮人参種子などの農作物遺伝資源の管理と選択・育成、生産経営、管理などの活動は、本条例に基づき実施する。

第七十一条  本条例は、2019年1月1日より施行する。2003年11月29日に開催された吉林省第十期人民代表大会常務委員会第六回会議でした採択された「吉林省農作物種子管理条例」は、同時に廃止される。

吉林省農業機械管理条例

（1997年12月19日に開催された吉林省第八期人民代表大会常務委員会第三十五回会議で採択  2001年1月12日に開催された吉林省第九期人民代表大会常務委員会第二十一回会議で審議して採択された「5つの地方的法規の廃止、27の地方的法規中の60の行政管理項目の取り消しの申請に関する吉林省人民政府の議案」に基づき修正  2001年9月29日に開催された吉林省第九期人民代表大会常務委員会第二十六回会議の「「吉林省農村集団資産管理条例」などの10の地方的法規の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正  2002年11月28日に開催された吉林省第九期人民代表大会常務委員会第三十四回会議の「「吉林省文物保護管理条例」などの14の地方的法規の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正  2004年6月18日に開催された吉林省第十期人民代表大会常務委員会第十一回会議の「一部の地方的法規の廃止と修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正  2006年12月1日に開催された吉林省第十期人民代表大会常務委員会第三十回会議で改訂  2017年3月24日に開催された吉林省第十二期人民代表大会常務委員会第三十三回会議の「「吉林省農業機械管理条例」などの21の地方的法規の修正と廃止に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正  2019年5月30日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第十一回会議の「「吉林省水文条例」などの10の地方的法規の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正  2021年5月27日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十八回会議の「「吉林省農作物種子条例」などの3つの地方的法規の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正）

第一章　総則

第一条  農業の機械化発展を促進し、農業機械の生産、販売、推進、使用および管理秩序を規範化し、農業機械の生産者、販売者および使用者の合法的権益を保護するために、国家の関連法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条  本条例でいう農業機械は、農業生産とその製品の一次加工などの農作業活動に使用する機械、設備をいう。

第三条  本条例は、本省行政区域内で農業機械に関する活動に従事する企業および個人に適用される。

第四条  県級以上の人民政府の農業機械行政主管部門は、本行政区域内の農業機械管理作業を担当する。

県級以上の人民政府の他の関連部門は、各々の職責分担に基づき、農業機械の監督管理作業を行う。

第五条  農業機械の行政主管部門および関連部門は、農業機械化に関する法律・法規を宣伝し、農業機械化の技術、農業機械の安全使用に関する常識を普及させなければならない。

第二章  生産、販売および保守
第六条  農業機械の生産者は、国家または業界が要求する生産条件を備えなければならない。

第七条  農業機械の生産者は、国家標準、業界標準、地方標準に基づき農業機械製品の生産を行わなければならない。国家標準、業界標準、地方標準がない場合、生産の根拠として、企業標準を制定しなければならない。

農業機械の生産者は、製品品質検査制度を確立し、健全化し、不合格製品の出荷を禁止しなければならない。

第八条  農業機械の販売者は、必要な受け入れ検査能力、保管・保守条件を揃え、農業機械マーケティングの職業資格を有する人員を配置し、販売製品の型式と一致する部品を供給しなければならない。

第九条  販売する農業機械は、製品合格証を備えなければならない。そのうち生産許可証、安全認証管理を実行する農業機械は、製品合格証のほか、生産許可証、安全認証証明書も備えなければならない。上記の証明書を備えない場合は、販売を禁止する。

第十条  販売する農業機械部品は、製品標準に符合し、偽物、粗悪品、不合格品を合格品として販売してはならない。

第十一条  販売する農業機械が品質要求を満足しない場合、その販売者、生産者は、修理、交換を行い、返品を受けなければならない。農業機械の使用者に農業生産損失または他の損失をもたらした場合、法律に基づきその損失を賠償しなければならない。農業機械の使用者は、農業機械の販売者に賠償を要求する権利がある。農業機械の販売者が賠償した後、農業機械の生産者の責任であることが確認された場合、農業機械の販売者は、農業機械の生産者に賠償を要求する権利がある。

農業機械の欠陥により人身傷害、財産損失が生じた場合、農業機械の生産者、販売者は、法律に基づき賠償しなければならない。

農業機械に欠陥がある場合、生産企業は、リコール制度を実施することができる。

第十二条  農業機械の修理に従事する企業、個人は、法律に基づき工商営業許可書を取得し、修理場所、修理設備、検査機器を備え、必要な職業資格を持つ修理者を配置しなければならない。

第十三条  農業機械の修理に従事する企業と個人は、修理の技術レベルの範囲内で修理を行い、修理の質について責任を負わなければならない。修理の保証期間内に修理の質が不合格になった場合、農業機械の修理を行った企業または個人は、無料で再修理しなければならない。修理の質の不合格により人身傷害、財産損失が生じた場合、農業機械の修理を行った企業または個人は、法律に基づき責任を負わなければならない。

第十四条  農業機械の修理は、国家または業界の修理標準に基づき行わなければならない。国家または業界の修理標準がない場合は、地方の修理標準または企業標準に基づき行わなければならない。

第十五条  農業機械の修理者が以下の行為を実施することを禁止する。

（一）国家の強制的技術規範に符合しない修理部品を使用して農業機械を修理する行為
（二）修理部品、廃棄機械の部品を使用して農業機械を改装し、組み立てる行為
（三）廃棄処分された農業機械の修理を引き受ける行為
（四）粗悪品を合格品として、古い物を新しい物として使用する行為
（五）法律・法規に禁止するその他の行為

第三章　品質保障

第十六条  農業機械の新しい製品は、正式に生産する前に、検査資格を有する農業機械の試験鑑定機関の鑑定を受けなければならない。

農業機械の新しい製品の鑑定は、製品設計説明書、農業機械の作業品質規範に基づき行わなければならない。製品設計説明書、農業機械の作業品質規範に符合する場合、鑑定に合格するものとし、鑑定報告書を発行する。

第十七条  農業機械の試験鑑定機関は、以下の条件を備えなければならない。

（一）非営利の公益的事業組織
（二）国家が規定する計量認証に合格している。
（三）鑑定作業に適するスタッフ、場所および施設設備を持っている。
（四）鑑定作業の要求に符合する作業制度、操作規範を持っている。

第十八条  省の農業機械試験鑑定機関は、定型的に生産または販売する農業機械製品の先進性、適用性、安全性、信頼性並びに農業機械の修理品質、作業品質について鑑定、検証を行う。

第十九条  省農業機械の行政主管部門は、初めて省内で販売される農業機械の適用性について生産追跡試験を組織し、試験の結果を速やかに公布しなければならない。

第二十条  県級以上の人民政府の農業機械行政主管部門は、苦情を受理し、苦情情報を統計、分析し、報告する農業機械品質苦情機関を指定しなければならない。、

第四章　推進とトレーニング
第二十一条  農業機械に関する技術は、試験、モデル、トレーニング、指導および相談サービスなどにより推進し、応用を促進しなければならない。

農業労働者に農業機械製品を宣伝する場合、宣伝を行う地域で試験によりその先進性、適用性を証明し、省農業機械行政主管部門が社会に公告してから宣伝することができる。

第二十二条  省農業機械行政主管部門は、関連部門と共同で省人民政府が宣伝を支援する農業機械製品の目録を確定、公布し、定期的に調整しなければならない。

目録に入れられた農業機械製品は、農業機械の生産者が自ら申請を提出し、省級の農業機械宣伝鑑定に合格しなければならない。省農業機械行政主管部門は、農業機械宣伝鑑定に合格した農業機械に対し、農業機械宣伝鑑定証明書を発行しなければならない。製品の生産者は、農業機械宣伝鑑定証明書により専用のロゴを使用する

県級以上の農業機械行政主管部門と農業技術推進機関は、農業機械宣伝鑑定に合格した製品に対し、宣伝しなければならない。

第二十三条  農業機械技術推進機関は、非営利の公益的事業組織であり、各級人民政府は、農業機械技術推進機関が必要な試験モデル基地、試験設備を保障し、また農業機械技術推進機関が農業機械技術推進作業を実施するために必要な条件を保障しなければならない。

基層農業機械技術推進機関、管理機関の資産、農業機械技術の推進に使用する資金については、いかなる機関、企業および個人は、占有、割り当て、転用してはならない。

第二十四条  各級農業機械技術推進機関は、計画的に農業機械技術の推進担当者に対して、職業技能トレーニング、農業機械の新しい技術のトレーニングを行わなければならない。

第二十五条  県級以上の人民政府の農業機械行政主管部門は、農業機械従業者のトレーニング管理作業を担当する。各級農業機械化学校または関連するトレーニング機関は、農業機械の使用者、販売者、修理者および関連人員の技術トレーニング作業、農業機械業界の従業者の職業技能トレーニング作業を担当する。
国家が規定する農業機械職業許可職種の従業者は、トレーニングを受けた後、国家の職業技能鑑定機関が審査し、職業資格証明書を取得してから作業に従事することができる。

第二十六条  農業機械運転の訓練を内容とする学校、研修講座を設立する場合、法律に基づき工商営業許可証を取得し、また省農業機械行政主管部門による資格審査を受け、農業機械運転訓練許可証を取得してから訓練業務を実施することができる。

第二十七条  農業機械運転訓練の料金基準については、省人民政府の関連規定に基づき定めるものとする。

第五章　安全監理
第二十八条  県級以上の農業機械安全監理機関は、本行政区域内の以下の農業機械安全監督管理作業を担当する。

（一）トラクター、コンバインの登記、許可証の発行、安全技術の検証
（二）トラクター、コンバインの運転（操作)者の試験、運転免許証の発行および審査
（三）田畑、空き地で農業機械の安全生産の監督検査を行う。
（四）法律に基づき、規定に違反して農業機械を使用する行為を処理する。

第二十九条  トラクター、コンバインに対し、登記制度を実行する。トラクター、コンバインは、県級農業機械行政主管部門が発行する許可証を取得してから使用することができる。

トラクタ、コンバインを購買する場合、購買日より30日以内に所有者の住所地の農業機械安全監理機関で登記手続きを行い、登記証明書、ナンバープレート、検査証を申請しなければならない。
農業機械安全監理機関は、定期的に公安機関の交通管理部門にトラクター登記、安全技術検査およびトラクターの運転免許証発行に関する資料、データを提供しなければならない。

第三十条  トラクター、コンバインの運転者、操作者は、省農業機械行政主管部門が資格認定を行った農業機械運転訓練機関の作業前技術訓練を受け、農業機械安全監理機関の試験に合格し、農業機械の運転免許証、操作免許証を取得してから運転、操作することができる。
第三十一条  トラクター、コンバインは、国家の規定に基づき検査し、トラクター、コンバインの運転免許証は、規定に基づき審査しなければならない。検査、審査を受けておらず、または検査、審査に合格しない場合は、使用してはならない。

第三十二条  農業機械を使用する場合、以下の規定に符合しなければならない。

（一）部品に問題がなく、安全施設が完備し、技術的状態が良好であることを確保する。

（二）固定作業を行う場合、場所の選択、機具の取り付け、電源の設置は技術規範に符合し、安全保護施設、消防器材は完備し、有効である。

（三）トラクターが牽引する付帯機具、トラクターにかけられる付帯機具、トレーラーは、農業機械の安全運転のための技術的条件に符合し、道路を走行するトラクターのトレーラーには、国家が規定する標準に基づき灯火表示装置、安全制動装置を取り付けなければならない。

（四）農業動力走行機械に対し、勝手に安全、技術的性能に影響を与える改装、改造をしてはならない。

第三十三条  トラクター、コンバインのナンバープレートは、規定される位置に掛け、1枚だけ掛けてはならない。トラクターのトレーラーの車体の後部には、拡大されたはっきりしたナンバーをスプレーしなければならない。

第三十四条  トラクター、コンバインのナンバープレート、検査証、運転免許証、登記証明書は、省農業機械安全監理機関が国家標準に基づき統一的に制作する。

いかなる企業および個人は、トラクター、コンバインのナンバープレート、検査証、運転免許証、登記証明書を偽造、変造、売買し、あるいは偽造、変造、売買されたトラクター、コンバインのナンバープレート、検査証、運転免許証、登記証明書を使用してはならない。

第三十五条  トラクター、コンバインの運転者は、以下の規定を遵守しなければならない。

（一）検査証、運転免許証を常に携帯する。
（二）お酒を飲んだ場合、トラクター、コンバインを運転してはならない。
（三）本人の運転免許証に記載されている運転許可機種と一致しないトラクター、コンバインを運転してはならない。
（四）廃棄され、組み立てられたトラクター、コンバインを運転してはならない。
（五）トラクター、コンバインを運転免許証を持っていない人、運転免許証が一時停止された人に運転させてはならない。
（六）規定に違反して人を載せてはならない。

第三十六条  農業機械の生産作業において発生する安全事故については、当地の農業機械行政主管部門および関連する他の行政管理部門が関連法律・法規に定められている責任に基づき処理する。

第三十七条  農業機械安全事故が発生した場合、当事者および関係者は、速やかに負傷者を救助し、現場を保護し、また速やかに当地の農業機械安全監理機関に報告し、現場を偽造、破壊したり、逃げてはならない。

第三十八条  農業機械安全監理機関は、農業機械安全事故の通報を受けた後、直ちに人員を現場に派遣し、負傷者の救護を行い、生産秩序を回復させなければならない。調査のために必要な場合、安全事故が発生した農業機械を一時的に差し押さえることができ、差し押さえた農業機械を適切に保管し、事故の責任が確認された後、直ちに返還する。

第三十九条  農業機械安全事故の責任認定、損害賠償などについては、関連する法律・法規の規定に基づき行う。

第四十条  公安機関の交通管理部門は、トラクターの運転者に対して運転免許証の一時停止、取り消しの処分または点数記録処理を行った場合、定期的に処分決定書、点数記録を農業機械安全監理機関に通報しなければならない。運転免許証を取り消す場合は、運転免許証を農業機械安全監理機関に引き渡さなければならない。

第四十一条  上級農業機械安全監理機関は、下級農業機械安全監理機関の行政的行為を監督、検査し、監督検査制度を確立し、健全化しなければならない。

農業機械安全の監理者は、省農業機械安全監理機関のトレーニング、審査を受け、法律に基づき農業機械安全監理の行政法執行証明書を取得した後、農業機械の安全監理作業に従事することができる。

農業機械安全の監理者が公務を執行する時、国家の要求に基づき服装、法執行の標識を着用し、行政法執行証明書を持って公務を執行しなければならない。

農業機械安全監理専用の車両は、統一的な標識を使用する。

社会化サービス

第四十二条  各級人民政府は、農業機械化にサービスを提供する以下の活動を奨励し、支援する。

（一）農業機械化情報ネットワーク、農業機械化モデルパークを設立する活動
（二）基層農業機械技術推進組織、農業機械生産協同組合、農業機械作業会社、農業機械リース会社、農業機械作業サービス協会を設立する活動
（三）農業機械を使用する企業と個人を組織して共同経営または協力経営を実行させる活動

第四十三条  県級以上の人民政府の農業機械行政主管部門は、農業機械化社会サービス体系の構築の計画、監督管理を担当し、農業機械化サービス組織に対し、農業機械モデル推進、実用技術トレーニング、地域間作業または委託作業、修理、情報、仲介などの社会化サービスを提供するよう奨励し、指導する。

第四十四条  企業または個人が他人に農業機械作業サービスを提供する場合、その作業品質は、農業機械の作業品質に関する標準に符合しなければならない。農業機械の作業品質に関する標準を制定していない場合は、両当事者が合意した作業品質標準に基づき作業する。作業の品質が標準または合意に符合しない場合、再作業しなければならない。経済的損失が発生した場合は、賠償しなければならない。

第七章　支援措置

第四十五条  県級以上の人民政府は、農業機械化発展の推進を国民経済と社会発展計画に組み入れ、農業機械化への資金投入を徐々に増やし、農業機械化の発展を促進しなければならない。

県級以上の人民政府は、特別資金を設立し、農民、農業生産経営組織が国家、省が推進を支援する先進的かつ適用可能な農業機械を購買する場合に補助金を与えなければならない。

第四十六条  県級以上の人民政府は、農業機械研究、技術推進および教育トレーニングを対象とする特別資金を設立し、各級の財政予算に組み入れなければならない。

第四十七条  各級人民政府は、農業機械研究、推進機関および個人に対し、先進的かつ適用可能な農業機械を導入、開発するよう奨励、支援し、省エネ、環境に優しく、安全、低消費、高効率、スマート化の農業機械化技術の研究開発、農業機械化技術の革新を奨励しなければならない。

第四十八条  農業機械化発展事業において顕著な実績を上げた機関および個人に対し、県級以上の人民政府またはその関連部門は、表彰または奨励を与える。

第八章　法的責任
第四十九条  本条例第十五条の規定に違反し、違法に農業機械の修理活動に従事する場合、県級以上の人民政府の農業機械行政主管部門は、違法行為の停止を命じ、1000元の罰金を科する。

第五十条  農業機械推進鑑定証明書を偽造、無断で使用し、または有効期間が切れた農業機械推進鑑定証明書を使用し、あるいは違法に専用標識を使用する場合、県級以上の人民政府の農業機械行政主管部門は、違法行為の停止を命じ、違法所得がある場合、その2倍の罰金を科する。但し、最高罰金は、30000元までとする。違法所得がない場合は、10000元の罰金を科する。

第五十一条  本条例第二十一条第二項の規定に違反し、無断で先進性、適用性のない農業機械製品を推進し、損失をもたらした場合、県級以上の人民政府の農業機械行政主管部門は、違法行為を停止し、法律に基づき賠償するよう命じる。
第五十二条  企業または個人が本条例第二十六条の規定に違反し、訓練許可証を取得せずトラクター運転訓練業務に従事する場合、県級以上の人民政府の農業機械行政主管部門は、違法行為の停止を命じ、以下の基準に基づき処罰する。
（一）累計訓練人数が150人以上の場合、30000元の罰金を科する。
（二）累計訓練人数が100人以上150人未満の場合、20000元の罰金を科する。
（三）累計訓練人数が50人以上100人未満の場合、10000元の罰金を科する。
（四）累計訓練人数が50人未満の場合、5000元の罰金を科する。

第五十三条  トラクター、コンバインの運転者が以下のいずれかに該当する場合、県級以上の農業機械安全監理機関は、警告し、是正を命じ、50元の罰金を科する。

（一）ナンバープレート、検査証のないトラクター、コンバインを運転する場合

（二）運転免許証が審査されていない場合、検証されていないまたは検証に合格しないトラクター、コンバインを運転する場合

（三）安全操作規程に違反する場合

（四）道路を走行するトラクターのトレーラーに拡大されたナンバーがスプレーされていない、あるいは灯火表示装置、安全制動装置が設置されていない場合

（五）貸されたトラクター、コンバインの登記証明書、ナンバープレート、検査証、運転免許証を使用する場合

ナンバープレート、検査証のないトラクター、コンバインを運転する場合、県級以上の農業機械安全監理機関は、その場でトラクター、コンバインを一時的に差し押さえることができ、証明書類を確認した後、通行を許可する。

第五十四条  トラクター、コンバインの運転者が以下のいずれかに該当する場合、県級以上の農業機械安全監理機関は、200元の罰金を科し、運転免許証を6ヶ月間差し押さえる。

（一）飲酒後にトラクター、コンバインを運転する場合
（二）廃棄され、組み立てられたトラクター、コンバインまたは本人の運転免許証に記載されている運転許可機種と一致しないトラクター、コンバインを運転する場合
（三）法律・法規の規定に違反してトラクター、コンバインを運転する場合

第五十五条  トラクター、コンバインの運転者が以下のいずれかに該当する場合、県級以上の農業機械安全監理機関は、以下の基準に基づき処罰する。

（一）運転免許証がなくトラクター、コンバインを運転し、あるいは規定に違反してトラクターに人を載せる場合、200元の罰金を科する。
（二）農業機械安全監理者の管理に服従せず、指定された期限内に農業機械安全監理機関で処理を受けない場合、100元の罰金を科する。

第五十六条  トラクター、コンバインの運転者が以下のいずれかに該当する場合、県級以上の農業機械安全監理機関は、その運転免許証を取り消し、以下の基準に基づき処罰する。

（一）酔っ払ってトラクター、コンバインを運転する場合、500元の罰金を科する。

（二）農業機械安全事故を起こして逃走し、まだ犯罪を構成していない場合、1000元の罰金を科する。

第五十七条  偽造され、変造され、売買されたトラクター、コンバインのナンバープレート、検査証、運転免許証、登記証明書を使用する場合、県級以上の農業機械安全監理機関は、2000元の罰金を科する。偽造者、変造者、売買者に対し、司法機関に引き渡して処理する。

第五十八条  農業機械管理スタッフの公務執行を妨害し、治安管理に違反する場合、公安機関は、「中華人民共和国治安管理処罰法」の規定に基づき処罰する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第五十九条  農業機械行政主管部門またはその所属の農業機械安全監理機関が本条例第三十四条第一項の規定に違反し、トラクター、コンバインのナンバープレート、検査証、運転免許証、登記証明証を制作する場合、関連部門は、違法行為の停止を命じ、法律に基づき、直接責任を負う主管者および他の直接責任者を処分する。
第六十条  農業機械試験鑑定機関が虚偽の鑑定報告書、証明書を発行する場合、関連部門は、法律に基づき、直接責任を負う主管者および他の直接責任者を処分する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第六十一条  農業機械の管理者が職務を怠ったり、職権を濫用したり、汚職する場合、法律に基づき処分する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第九章　付則
第六十二条  本条例は、2007年1月1日より施行する。
吉林省家畜・家禽屠殺管理条例

（2006年8月4日に開催された吉林省第十期人民代表大会常務委員会第二十八回会議で採択  2015年11月20日に開催された吉林省第十二期人民代表大会常務委員会第二十一回会議の「「吉林省土地管理条例」などの７つの地方的法規の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正  2017年6月2日に開催された吉林省第十二期人民代表大会常務委員会第三十五回会議で改訂  2021年5月27日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十八回会議の「「吉林省農作物種子条例」などの3つの地方的法規の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正）
第一章  総  則
第一条  家畜・家禽屠殺の管理を強化し、家畜・家禽製品の品質安全を保証し、公衆の健康を保障するために、関連する法律・法規の規定に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条  本条例は、本省の行政区域内の家畜・家禽屠殺およびその監督管理活動に適用される。

第三条  本条例でいう家畜・家禽は、人工飼育の豚、牛、馬、ろば、羊、鹿、食用犬、兎、鶏、あひる、がちょうを含む。

前項でいう鹿は、「国家家畜・家禽遺伝資源目録」に記載されている鹿をいう。
本条例でいう家畜・家禽製品は、家畜・家禽を屠殺し分割した後の未加工の胴体、肉、脂、臓器、血液、骨、頭（首）、蹄（爪）、皮、尾、翼などを含む。

第四条  県級以上の人民政府は、家畜・家禽屠殺の監督管理作業に対する指導を強化し、家畜・家禽屠殺の監督管理作業における重大な問題を速やかに調整、解決し、家畜・家禽屠殺の監督管理作業に必要な経費を本級財政予算に組み入れなければならない。
第五条  県級以上の人民政府は、家畜・家禽屠殺工場（場）の規模、生産・技術条件および品質安全管理の状況に応じて、等級別管理制度を推進、完備し、家畜・家禽屠殺工場（場）の生産・技術条件改善を奨励、指導、支援する。
第六条  県級以上の人民政府の家畜・家禽屠殺行政主管部門は、本行政区域内の家畜・家禽屠殺活動の監督管理作業を担当し、その所属の家畜・家禽屠殺管理職責を担当する機関は、家畜・家禽屠殺活動の日常監督および法執行作業を担当する。

県級以上の人民政府の食品薬品監督管理、衛生・計画出産、環境保護、公安、住宅と都市農村建設、交通運輸、工商行政管理、品質技術監督、民族事務などの関連部門は、各々の職責に基づき、家畜・家禽屠殺に関する監督管理作業を担当する。
郷（鎮）人民政府は、その職責に基づき、本郷（鎮）の家畜・家禽屠殺の監督管理作業を担当する。

第七条  家畜・家禽屠殺管理作業において顕著な実績を上げた企業および個人に対し、関連規定に基づき表彰または奨励を与える。

第二章  計画と設立
第八条  省人民政府の家畜・家禽屠殺行政主管部門は、環境保護部門および他の関連部門と共同で、合理的に配置し、適当に集中し、環境を保護し、流通に有利、大衆に便利という原則に基づき、家畜・家禽屠殺工場（場）の設置計画を制定し、省人民政府に提出し、承認を得た後、実施しなければならない。

第九条  家畜・家禽屠殺工場（場）の立地は、都市・農村の全体的計画、環境保護に関する関連要求に符合し、所在地の住民の生産、生活を妨害し、影響を与えてはならない。

第十条  家畜・家禽屠殺は、許可制度を実行する。機関または個人は、家畜・家禽を屠殺する場合、法律に基づき家畜・家禽屠殺許可証を取得した家畜・家禽屠殺工場（場）で行わなければならない。但し、生産経営目的以外の屠殺、食用は、この限りではない。

生きている家禽の取引が行われている市場内で消費者に屠殺サービスを提供する経営業者は、指定された区域内で経営し、動物防疫、衛生、生きている家禽の屠殺などに関する要求に符合しなければならない。市場の設立者は、法律・法規の規定に基づき、指定区域を設置し、定期的に検査を行い、違法行為を発見した場合、速やかに関連部門に報告しなければならない。

第十一条  家畜・家禽屠殺工場（場）は、等級別管理を実行し、生産規模に基づき、家畜・家禽屠殺工場（場）をI型、II型、III型および小型の4つの等級に分ける。III型以上の豚屠殺工場（場）の等級別設立は、国家標準に基づき行い、省人民政府の家畜・家禽屠殺行政主管部門は、他の家畜・家禽屠殺工場（場）の各型の標準の制定を担当する。

都市の家畜・家禽屠殺工場（場）の建設規模は、III型の設計標準を下回ってはならない。

辺鄙で交通が不便な農村地域には、小型家畜・家禽屠殺工場（場）を設置することができる。

第十二条  小型家畜・家禽屠殺工場（場）が屠殺した家畜・家禽製品は、屠殺工場（場）所在の郷（鎮）、同じような屠殺工場（場）のない隣接する郷（鎮）の範囲内で販売しなければならない。

小型家畜・家禽屠殺工場（場）は、限定範囲以外の経営者のために家畜・家禽を屠殺し、家畜・家禽製品を供給してはならない。

第十三条  I型、II型、III型の家畜・家禽屠殺工場（場）を設立し、経営する場合、以下の条件を備えなければならない。

（一）屠殺の規模に適し、水質が国家規定標準に符合する水源条件を備える。

（二）設立する型の標準に符合する屠殺待合室、屠殺室、緊急屠殺室、屠殺設備および運搬工具を持っている。

（三）設立する型の標準に符合する検査設備、消毒施設、環境保護要求に符合する汚染防止施設を持っている。

（四）家畜・家禽とその製品の無害化処理施設を持っている。

（五）法律に基づき健康証明書を取得した屠殺技術者を持っている。
（六）屠殺の規模に適する肉品質検査者を持っている。
（七）法律に基づき動物防疫条件合格証明書を取得している。
（八）国家、省が規定するその他の条件

第十四条  小型家畜・家禽屠殺工場（場）を設立し、経営する場合、屠殺待合室、屠殺室および必要な屠殺設備、健康証明書を取得した屠殺技術者、常勤（非常勤）の肉品質検査者、環境保護の要求に符合する汚染防止施設、無害化処理施設を持ち、衛生、防疫に関する規定、国家、省が規定するその他の条件に符合しなければならない。
第十五条  III型以上の豚屠殺工場（場）を設立する場合、市（州）人民政府が審査・承認し、小型豚屠殺工場（場）、その他の家畜・家禽屠殺工場（場）を設立する場合、当地の市、県（市）人民政府が審査・承認する。

第十六条  家畜・家禽屠殺工場（場）の設立を申請する場合、申請者は、当地の市（州）、県（市）人民政府の家畜・家禽屠殺行政主管部門に申請し、設立条件に符合することを証明する資料を提出しなければならない。市（州）、県（市）人民政府の家畜・家禽屠殺行政主管部門は、上記の資料を同級人民政府に提出する。

市（州）、県（市）人民政府は、審査・承認の権限に基づき家畜・家禽屠殺、環境保護などの関連部門を組織して現場確認を行う。受理日より20営業日以内に、条件を満たす申請者に対し、承認を与え、条件を満たさない申請者に対し、承認しない旨を書面で通知し、理由を説明する。

第十七条  市（州）、県（市）人民政府は、確定した家畜・家禽屠殺工場（場）リスト、承認範囲などの情報を省人民政府に登録のために提出し、速やかに社会に公布しなければならない。

第十八条  家畜・家禽屠殺工場（場）を再建、拡張した場合、改めて家畜・家禽屠殺許可証を取得しなければならない。所有権（経営権）に変更が生じた場合、変更手続きを行わなければならない。

家畜・家禽屠殺許可証を偽造したり、不正使用したり、貸し出したり、譲渡したりする行為は厳禁する。

第三章  生産と経営
第十九条  家畜・家禽屠殺工場（場）は、国家、省が規定する操作規程、技術に関する要求を満たす上で家畜・家禽の屠殺を行い、動物の福利を保障しなければならない。

第二十条  家畜・家禽屠殺工場（場）は、家畜・家禽の屠殺について家畜・家禽受け入れ検査登記制度を確立し、家畜・家禽の検疫合格証明書、標識を確認し、関連規定に基づき確認の結果を如実に記録しなければならない。検疫合格証明書、標識のない家畜・家禽については、受け入れて屠殺してはならない。

第二十一条  家畜・家禽屠殺工場（場）は、国家、省が規定する検査規程、標準に基づき肉品質の検査を行い、検査の結果を如実に記録し、検査結果の記録を2年以上保存しなければならない。肉品質の検査は、家畜・家禽の屠殺と同時に行わなければならない。

肉品質検査の内容は、以下のとおりである。
（一）検査規程に規定する動物疾病
（二）有害な腺
（三）注入された水または他の物質
（四）繁殖用雄豚・雌豚または後期去勢豚
（五）国務院、省人民政府の家畜・家禽屠殺行政主管部門が規定するその他の内容

第二十二条  肉品質検査に合格した家畜・家禽製品については、家畜・家禽屠殺工場（場）は、検査合格証明書を発行し、製品の供給先を如実に記録しなければならない。製品の供給先の記録資料は、2年以上保存しなければならない。

豚の胴体には、当日の肉品質検査合格に関する検査済みの標識を付けなければならない。
第二十三条  家畜・家禽製品は、肉品質検査を受けていない場合、または検査に合格しない場合は、家畜・家禽屠殺工場（場）から出荷してはならない。

第二十四条  肉品質検査中に、検査標準に符合しない家畜・家禽製品を発見した場合、家畜・家禽屠殺工場（場）は、国家、省の関連規定に基づき処理し、処理の結果を如実に記録し、処理の記録資料を2年間以上保存しなければならない。

第二十五条  家畜・家禽屠殺工場（場）および他のいかなる企業、個人は、家畜・家禽、その製品に水または他の物質を注入してはならない。

第二十六条  家畜・家禽屠殺工場（場）が以下の家畜・家禽を屠殺することを禁止する。

（一）法律に基づき検疫すべきだが検疫されていない家畜・家禽、検疫に合格しない家畜・家禽
（二）感染され、感染の疑いのある家畜・家禽
（三）死亡した家畜・家禽
（四）水または他の物質が注入された家畜・家禽
（五）国務院、省人民政府の家畜・家禽屠殺行政主管部門は、リスク評価に基づき屠殺を禁止する家畜・家禽

第二十七条  家畜・家禽屠殺工場（場）は、家畜・家禽製品を保管する場合、冷凍、冷蔵または品質安全を保証できるその他の措置を講じなければならない。

第二十八条  家畜・家禽屠殺工場（場）は、家畜・家禽製品を輸送する場合、専用の輸送工具を使用しなければならない。豚、牛、羊、馬、ろば、鹿、食用犬の胴体は、密閉し、吊るして輸送しなければならない。他の家畜・家禽製品は、密閉し、、専用の容器に入れて輸送しなければならない。専用の輸送工具は、明らかな標識を付け、外観に破損、汚れなどがないことを確保し、、他の目的に使用してはならない。輸送時間が4時間以上である場合は、コールドチェーン輸送を利用して輸送しなければならない。

第二十九条  繁殖用雄豚・雌豚、後期去勢豚の肉は、屠殺工場（場）から出荷する時に専用の検査標識を押印し、販売する時に、販売場所で省級家畜・家禽屠殺行政主管部門が定めた内容を消費者に明示しなければならない。
第三十条  家畜・家禽製品の販売、加工に従事する企業、個人およびレストラン、ホテル、集団飲食企業は、肉品質検査に合格した家畜・家禽製品を販売し、使用し、受け入れ検査登記制度を設立し、関連する証明書類を保存しなければならない。受け入れ検査登記の証明書類は、6ヶ月間以上保存しなければならない。

第四章  監督管理
第三十一条  各級人民政府は、家畜・家禽屠殺品質の安全管理を強化し、家畜・家禽製品の品質安全追跡監督管理体系を完備し、家畜・家禽製品の品質安全監督管理能力を高めなければならない。
家畜・家禽屠殺工場（場）、生きている家禽の取引市場は、情報化手段により生産経営情報を収集、保存し、品質安全追跡体系を設立しなければならない。

第三十二条  県級以上の人民政府の家畜・家禽屠殺行政主管部門、同級の食品薬品監督管理、公安などの関連部門は、情報通報メカニズムを設立し、互いに家畜・家禽製品の品質安全情報を通報しなければならない。
第三十三条  家畜・家禽製品に対し、品質安全リスク監視制度を実行する。

県級以上の人民政府の家畜・家禽屠殺行政主管部門は、家畜・家禽製品品質安全リスク監視計画を制定し、品質安全リスクの評価を行う。省家畜・家禽屠殺行政主管部門は、権限により、法律に基づき、家畜・家禽製品の品質安全リスク監視情報を社会に公開する。

家畜・家禽屠殺の管理機関は、評価の結果に基づき、家畜・家禽屠殺の監督管理の重点、方法および頻度を確定し、家畜・家禽屠殺の品質安全監督検査を組織しなければならない。

第三十四条  県級動物衛生監督機関は、法律に基づき屠殺工場（場）に公式の獣医を駐在させてまたは派遣して検疫を実施する。
家畜・家禽屠殺工場（場）は、屠殺前に、規定される期限内に公式の獣医に検疫を申告し、屠殺検疫に協力しなければならない。

県級以上の家畜・家禽屠殺行政主管部門は、法律に基づき屠殺検疫・検査制度の実行を監督する。

第三十五条  行政法執行の監督検査者が法執行の監督検査を行う時、検査される企業または個人は、協力し、虚偽証拠を提供したり、検査を妨害、拒否してはならない。

検査は、以下の方法で実施することができる：

（一）家畜・家禽屠殺の関連場所に入って現場検査を行う。
（二）関連する機関または個人に対して調査し証拠を集める。
（三）関連する記録、手形、その他の資料を調べ、複製する。
（四）家畜・家禽、その製品に対し、規定に基づきサンプリングを行い、サンプルを保存し、抜き取り検査を行う。

（五）抜き取り検査を監督する中に、有毒有害物質などを含有または含有する疑いがあり、品質安全標準に符合しない家畜・家禽製品、検査、検疫が行われていないまたは検査、検疫に合格しない家畜・家禽製品を発見した場合、差し押さえる。

（六）に法律に違反して家畜・家禽の屠殺を行う場所、施設を発見した場合、差し押さえ、関連する家畜・家禽、その製品および屠殺に使用される工具、設備を押収する。

検査を実施する場合、費用を一切徴収してはならない。

第三十六条  県級以上の人民政府の家畜・家禽屠殺行政主管部門は、通報制度を設立し、連絡先を公開し、本条例の規定に違反する行為の通報を受理し、法律に基づき速やかに処理しなければならない。通報が真実である場合は、関連規定に基づき表彰または奨励を行う。

第五章  法的責任
第三十七条  本条例の規定に違反し、以下のいずれかに該当する場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、取り締まり、家畜・家禽、その製品、屠殺工具、設備および違法所得を没収し、没収される家畜・家禽、その製品の価値金額の3倍以上5倍以下の罰金を科する。金額の確定が困難な場合は、企業に対し、100000元以上200000元以下の罰金を科し、個人に対し、5000元以上10000元以下の罰金を科する。
（一）家畜・家禽屠殺許可証を取得せず家畜・家禽屠殺活動に従事する場合

（二）家畜・家禽屠殺工場（場）を再建し、あるいは所有権（経営権）に変更が生じた場合において、法律に基づき改めて家畜・家禽屠殺許可証を取得せずあるいは法律に基づき変更手続きを行わず、家畜・家禽屠殺活動に従事する場合
（三）家畜・家禽屠殺許可証を不正使用し、あるいは偽造された家畜・家禽屠殺許可証を使用する場合

家畜・家禽屠殺工場（場）が家畜・家禽屠殺許可証を貸し出し、譲渡する場合、市（州）、県（市）人民政府は、その家畜・家禽屠殺許可証を取り消す。違法所得がある場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、違法所得を没収する。

第一項に規定する違法行為に従事していることを知っているにも関わらず、なお家畜・家禽屠殺場所、家畜・家禽製品保管場所または施設を提供する場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、企業に対し、20000元以上50000元以下の罰金を科し、個人に対し、5000元以上10000元以下の罰金を科する。
第三十八条  本条例の規定に違反し、生きている家禽の取引が行われている市場内で、市場経営者が関連規定に基づき検査、報告の義務を履行しない場合、県級以上の人民政府の市場監督管理部門は、是正を命じ、違法所得を没収し、50000元以上200000元以下の罰金を科する。重大な結果をもたらした場合は、許可証発行機関が法律に基づき関連する許可証を取り消すまで営業を停止するよう命じる。経営者が動物の防疫、衛生、生きている家禽の屠殺などに関する規定に違反する場合、市場監督管理部門は、関連規定に基づき処罰する。

第三十九条  本条例の規定に違反し、限定範囲以外の地域で小型家畜・家禽屠殺工場（場）が屠殺した家畜・家禽製品を販売する場合、県級以上の食品薬品監督管理部門は、その違法所得を没収し、5000元以上10000元以下の罰金を科する。

本条例の規定に違反し、小型家畜・家禽屠殺工場（場）が限定範囲以外の経営者のために家畜・家禽を屠殺し、家畜・家禽製品を供給する場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合、5000元以上10000元以下の罰金を科する。是正を拒否する場合は、家畜・家禽屠殺許可証の発行機関は、その家畜・家禽屠殺許可証を取り消す。

第四十条  本条例の規定に違反し、家畜・家禽屠殺工場（場）が経営中に元の設立条件を備えなくなった場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、営業を停止して整頓するよう命じ、整頓後なお規定される条件を満たさない場合は、市（州）、県（市）人民政府は、その家畜・家禽屠殺許可証を取り消す。

第四十一条  本条例の規定に違反し、家畜・家禽屠殺工場（場）が以下のいずれかに該当する場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、期限内に是正するよう命じ、20000元以上50000元以下の罰金を科する。期限を過ぎても是正しない場合は、営業を停止して整頓するよう命じ、その主要責任者に対して5000元以上10000元以下の罰金を科する。

（一）家畜・家禽の屠殺、肉の品質検査が国家、省が規定する操作規程、技術的要求に符合しない場合

（二）肉品質検査に合格しない家畜・家禽製品に対し、国家、省の関連規定に基づき処理し、処理の結果を如実に記録しない場合

（三）屠殺した家畜・家禽の出所、家畜・家禽製品の供給先を如実に記録しない場合

第四十二条  本条例の規定に違反し、家畜・家禽屠殺工場（場）が肉品質検査を受けていない製品または検査に合格しない家畜・家禽製品を出荷する場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、営業を停止して整頓するよう命じ、製品、違法所得を没収し、没収される製品の価値金額の1倍以上3倍以下の罰金を科し、主要責任者に対して10000元以上20000元以下の罰金を科する。没収される製品の価値金額の確定が困難な場合は、50000元以上100000元以下の罰金を科する。重大な結果をもたらした場合は、市（州）、県（市）人民政府は、その家畜・家禽屠殺許可証を取り消す。
第四十三条  本条例の規定に違反し、家畜・家禽屠殺工場（場）、他の企業または個人が家畜・家禽、その製品に水または他の物質を注入した場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は水または他の物質を注入された家畜・家禽、その製品、注入工具、設備および違法所得を没収し、没収される家畜・家禽、その製品の価値金額の3倍以上5倍以下の罰金を科し、家畜・家禽屠殺工場（場）または他の企業の主要責任者に対して10000元以上20000元以下の罰金を科する。没収される家畜・家禽、その製品の価値金額の確定が困難な場合は、家畜・家禽屠殺工場（場）または他の企業に対して50000元以上100000元以下の罰金を科し、個人に対して10000元以上20000元以下の罰金を科する。

家畜・家禽屠殺工場（場）が家畜・家禽、その製品に水または他の物質を注入した場合、前項の規定に基づき処罰するほか、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、営業を停止して整頓するよう命じる。重大な結果をもたらした場合、または家畜・家禽製品に水または他の物質を2回以上注入した場合は、市（州）、県（市）人民政府は、その家畜・家禽屠殺許可証を取り消す。

家畜・家禽屠殺工場（場）が水または他の物質を注入された家畜・家禽を屠殺する場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、是正を命じ、水または他の物質を注入された家畜・家禽、その製品および違法所得を没収し、没収される家畜・家禽、その製品の価値金額の1倍以上3倍以下の罰金を科し、その主要責任者に対して10000元以上20000元以下の罰金を科する。没収される家畜・家禽、その製品の価値金額の確定が困難な場合は、20000元以上50000元以下の罰金を科する。是正を拒否する場合は、営業を停止して整頓するよう命じる。重大な結果をもたらした場合は、市（州）、県（市）人民政府は、その家畜・家禽屠殺許可証を取り消す。
第四十四条  本条例の規定に違反し、家畜・家禽屠殺工場（場）が家畜・家禽製品の輸送において専用の積載工具を使用しない場合、または積載方法が規定に符合しない場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、是正を命じる。是正を拒否する場合は、10000元以上30000元以下の罰金を科する。
第四十五条  本条例の規定に違反し、出荷する繁殖用雄豚・雌豚、後期去勢豚の肉に専用の検査標識を押印しない場合、県級以上の家畜・家禽屠殺管理機関は、直ちに是正するよう命じ、3000元以上5000元以下の罰金を科する。是正を拒否する場合は、その肉を没収する。
繁殖用雄豚・雌豚、後期去勢豚の肉を販売し、販売場所で消費者に明示しない場合、県級以上の人民政府の食品薬品監督管理部門は、直ちに是正するよう命じる。是正を拒否する場合は、その肉を没収し、5000元以上10000元以下の罰金を科する。

第四十六条  本条例の規定に違反し、肉品質検査を受けていないまたは検査に合格しない家畜・家禽製品を販売、使用する場合、県級以上の食品薬品監督管理部門は、まだ販売、使用されていない家畜・家禽製品および違法所得を没収し、没収される家畜・家禽製品の価値金額の3倍以上5倍以下の罰金を科する。没収される家畜・家禽製品の価値金額の確定が困難な場合は、企業に対して50000元以上100000元以下の罰金を科し、個人に対して10000元以上20000元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、営業許可証の発行機関は、その営業許可証を取り消す。
第四十七条  家畜・家禽屠殺許可証が取り消された場合、法定代表者、直接責任を負う主管者は、処罰の決定が行われた日より5年以内に、家畜・家禽屠殺生産活動に従事してはならない。違法に家畜・家禽の屠殺経営を行って犯罪を構成し、有期懲役以上の刑罰に処された場合は、生涯にわたって家畜・家禽屠殺生産活動に従事してはならない。

違法に家畜・家禽の屠殺経営を行って犯罪を構成し、刑事処罰を受けた肉品質検査者は、刑罰の執行が完了した日より十年以内に肉品質検査作業に従事してはならない。
第四十八条  法執行の監督検査者の法律に基づく職務遂行を妨害し、「中華人民共和国治安管理処罰法」に違反する場合、公安機関は、法律に基づき処罰する。

第四十九条  家畜・家禽屠殺行政主管部門、その所属の家畜・家禽屠殺管理機関、その他の関連部門のスタッフが職権を濫用したり、職務を怠ったり、汚職したりする場合、法律に基づき行政処分を与える。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。
第六章  付  則
第五十条  ハラール用家畜・家禽屠殺の管理は、本条例および「吉林省清真食品管理条例」などの関連法律・法規の規定に基づき実施する。
第五十一条  本条例は、2017年8月1日より施行する。

吉林省河道管理条例

（1992年11月7日に開催された吉林省第七期人民代表大会常務委員会第三十一回会議で採択　2001年1月12日に開催された吉林省第九期人民代表大会常務委員会第二十一回会議で審議して採択された「5つの地方的法規の廃止、27の地方的法規中の60の行政管理項目の取り消しの申請に関する吉林省人民政府の議案」に基づき修正　2017年3月24日に開催された吉林省第十二期人民代表大会常務委員会第三十三回会議の「「吉林省農業機械管理条例」などの21の地方的法規の修正、廃止に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正　2017年12月1日に開催された吉林省第十二期人民代表大会常務委員会第三十八回会議の「「吉林省森林管理条例」などの9つの地方的法規の修正、廃止に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正　2021年5月27日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十八回会議で改訂）

第一章  総則
第一条 河道の管理を強化し、洪水防止の安全を保障し、河道の生態環境を保護し、河川の総合的効益を活かすために、「中華人民共和国水法」、「中華人民共和国洪水防止法」、「中華人民共和国河道管理条例」および関連法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条 本条例は、本省の範囲内の河道（湖、人工水路、洪水放流区、洪水蓄積区、洪水貯留区を含む）の管理、保護および利用に適用される。

河道内の航路は、航路管理に関する法律・法規が同時に適用される。

第三条 河道の管理、保護および開発、利用は、洪水防止の全体的配置に従い、全面的に計画し、保護を優先し、統一的に計画し、各方面に配慮し、総合的に利用するという原則を堅持しなければならない。

第四条 省人民政府の水行政主管部門は、全省の河道主管機関である。

県級以上の人民政府の水行政主管部門は、当該行政区域の河道主管機関である。

県級以上の人民政府の公安、天然資源、生態環境、住宅と都市・農村建設、交通輸送、農業農村、応急管理、林業と草原などの関連部門は、各々の職責に基づき、河道管理に関する作業をしっかりと遂行する。

第五条  省人民政府の水行政主管部門は、本省行政区域内の河道管理の監督、指導を担当し、地域境界間の河道の管理作業を組織し、調整する。各市、州、県（市、区）の人民政府の水行政主管部門は、属地原則に基づき、区間別、地域別に本行政区域内の河道管理作業の組織、実施を担当する。国家が流域管理機関が担当すると規定している河道管理作業は、国家の関連規定に基づき実施する。

第六条  県級以上の人民政府は、河道の管理、保護の指導を強化し、河湖長制の関連要求に基づき、部門が連携して総合的な対策、保護を行うという長期的メカニズムを確立し、健全化し、水資源保護、水汚染防止、水環境対策、水生態回復を統一的に推進し、河道の健康、公共安全を維持し、河道の総合的機能を向上させなければならない。

第七条  県級以上の人民政府は、河道の管理、保護を国民経済と社会発展計画に組み入れ、必要な経費を同級の年間財政予算に入れなければならない。

第八条  各級人民政府、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、河道の管理、保護の宣伝、教育を強化し、河道の管理、保護に関する知識を普及させ、公衆に対し、積極的に河道管理に関する法律・法規を遵守するよう指導しなければならない。

第九条  いかなる企業および個人も、河道管理に関する法律・法規に違反する行為に対して通報することができる。各級人民政府は、河道の管理、保護において優れた貢献をした企業、個人に対し、表彰または奨励を与えなければならない。

第二章 河道の管理と保護
第十条  県級以上の人民政府は、本行政区域内の河道の管理範囲を定めなければならない。堤防のある河道区間の管理範囲は、背水側護堤地の境界線間の国土空間である。堤防のない河道区間の管理範囲は、当該河道区間の設計洪水位または過去最高の洪水位により、実際の状況に合わせて定めることができる。

第十一条  県級以上の人民政府は、当地の実情に応じて、以下の標準に基づき護堤地を定めなければならない。

主な河川堤防の対水面は30～50メートル、背水面は5～15メートルである。他の河川堤防の対水面は15～30メートル、背水面は5～10メートルである。

第十二条  県級以上の人民政府の水行政主管部門は、流域の総合的計画、流域の洪水防止計画と洪水防止標準、通航標準およびその他の関連技術的要求に基づき、河道管理権限により河道管理保護計画を作成し、同級人民政府に承認のために提出し、上級人民政府の水行政主管部門に登録のために提出しなければならない。
河川沿線都市が都市建設全体計画を作成する場合、その都市河道の管理、保護に関する計画は、県級以上の人民政府の水行政主管部門が流域、洪水防止、河道の管理、保護に関する計画に基づき作成し、上級人民政府の水行政主管部門に提出し、上級人民政府の水行政主管部門が審査し同意した後、都市建設全体計画に組み入れることができる。
第十三条  河道管理の範囲内で、河道堤防（斜面保護プロジェクト、管理施設、境界標、境界杭、標識などを含む。）、護岸、ゲートダムなどの水利プロジェクト、水害防止通信、照明、測量などの施設および護堤林、護岸林に対し、厳格に保護し、いかなる企業および個人も、損壊してはならない。

県級以上の人民政府の水行政主管部門は、河道管理者を組織して定期的に河道堤防の巡回検査を実施し、人為的および自然の原因による問題を速やかに排除し、地滑りなどを修復しなければならない。

第十四条  河道管理の範囲内で、以下の行為を禁止する。

（一）干拓堤防、遮水水路、遮水道路を建設する行為
（二）樹木、高茎農作物、葦、イヌコリヤナギ、荻、柴（護堤・護岸プロジェクト用林木を除く。）を栽培する行為
（三）漁具を横方向に設置する行為
（四）鉱滓、砂利、石炭灰、泥土、糞、ゴミなどを放置する行為
（五）水汚染を引き起こす可能性のある行為

第十五条  堤防、護堤地で農作物栽培、水路設置、掘削、井戸掘り、土採取、石採取、爆破、穴蔵掘り、建物建て（堤防管理用建物を除く。）、材料保管、放牧、墓設置、穀物干し、養魚池設置、自由市場設置（都市部における堤防と道路を組み合わせる堤防を除く。）、地下資源採掘、考古発掘および堤防の安全に影響を及ぼすその他の活動を行うことを禁止する。
第十六条  河道管理の範囲内（堤防、護堤地を除く。）で以下の活動を行う場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門に報告し、承認を取得しなければならない。その他の部門に関わる場合は、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、関連部門と共同で承認する。
（一）砂、土、砂金を採取し、砂石または沖積土砂を放置する活動
（二）爆破、掘削を行い、養魚池を建てる活動
（三）河道の岸辺に材料を保管し、工場建物、その他の建築施設を建設する活動
（四）河道の岸辺で地下資源を採掘し、考古発掘を行う活動

河道を利用してラフティングまたはその他の文化、スポーツ、観光などの事業に従事する場合、効果的な安全防護、環境保護の措置を講じ、県級以上の人民政府の水行政主管部門の承認を取得しなければならない。

第十七条  護堤・護岸用の林木は、河道管理機関が設置、管理し、林業資源記録に組み入れ、他のいかなる企業、個人も、占用、伐採、破壊してはならない。

第十八条  護堤・護岸用の林木は、皆伐してはならない。更新または間伐する場合、林業と草原の主管部門は、速やかに林木伐採許可証を発行しなければならない。洪水対策、緊急対応のために緊急に林木を伐採する必要がある場合、伐採された林木に対し、洪水災害が終わった後、手続きを行わなければならない。

第十九条  管理者以外の者が河道上の暗渠ゲート、排水ポンプ場などの洪水防止・排水施設を操作することを禁止し、いかなる企業および個人も、河道管理機関の正常な作業を妨害してはならない。

第三章 河道の開発と利用
第二十条  河道の開発、利用を行う場合、河道の管理範囲内で建設を行う場合、河道管理保護計画にに基づき行い、河道の安定、生態安全およびスムーズな洪水放流、河道輸送を確保しなければならない。

第二十一条  河道の管理範囲内で水域、土地を利用する場合、河川の洪水放流、送水および輸送の要求に符合しなければならない。岸辺土地を利用する場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門が天然資源、農業農村などの関連部門と共同で計画を制定し、県級以上の人民政府に提出し、承認を得た後、実施しなければならない。

第二十二条  河道の整備を行う場合に航路に関わる場合、輸送上の必要に配慮し、事前に設計、計画にについて交通輸送の主管部門の意見を求めなければならない。
交通輸送の主管部門は、航路の整備を行う場合、洪水防止の安全要求に符合し、事前に同級人民政府の水行政主管部門の意見を求めなければならない。

第二十三条  河道整備、堤防建設において土を使用するために土地を占用する必要がある場合、当地の人民政府が解決する。河道整備により増加する土地は、国家が所有するものとし、県級以上の人民政府は、移民配置、河道整備プロジェクトに用いることができる。
第二十四条  河道に橋、埠頭、その他の施設を建設する場合、国家が規定する洪水防止標準に定められる川の幅に基づき建設しなければならない。

河道を跨ぐパイプライン、線路の純高さは、洪水防止の要求に符合しなければならない。

第二十五条  水利開発、水害防止、河道整備のプロジェクト、河川を跨ぐ、河川、堤防を横断する、河川に臨む橋、埠頭、道路、渡し場、パイプライン、ケーブル線路などの建物、施設を建設する場合、建設企業は、河道の管理権限に基づき、建設計画を県級以上の人民政府の水行政主管部門または流域管理機関に提出し、承認を取得しなければならない。県級以上の人民政府の水行政主管部門または流域管理機関の承認を得ていない場合は、建設企業は建設を実施してはならない。

建設プロジェクトが承認された後、建設企業は、工事計画を県級以上の人民政府の水行政主管部門に提出し、承認された位置、限界に基づき建設を実施しなければならない。

河道への汚水排出口を設置または拡大する場合、汚水排出企業は、生態環境の主管部門に申請する前に、県級以上の人民政府の水行政主管部門または流域管理機関の同意を得なければならない。

第二十六条  堤防上に設置された暗渠、ポンプ場、埋設された堤防横断パイプライン、ケーブル線路などの建築物、施設については、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、定期的に検査し、工事の安全要求に符合しないものに対し、期限を定めて再建するよう命じなければならない。
堤防上に新たに前項の建築物、施設を建設する場合、建設企業は、県級以上の人民政府の水行政主管部門の安全管理に従って建設しなければならない。

第二十七条  堤防の上部またはバンケットを道路として利用する場合、効果的な措置を講じて堤防、交通の安全を確保しなければならない。当該堤防部分の路面の建設、維持は、交通輸送部門または関連部門が担当する。
ぬかるんでいる期間中の堤防道路またはバンケット道路、、道路として利用しない堤防は、車両の通行を禁止する。但し、洪水防止、緊急対応用の車両を除く。

堤防の上部を跨ぐ道路は、アプローチ道路を設置しなければならない。

第二十八条  境界河川（国間、省間の境界河川を除く。）、行政区間の河川は、関係者の合意または上級人民政府の水行政主管部門の承認がない場合、一方的に河道内に排水、遮水、導水、貯水などのプロジェクト、河道整備プロジェクトを建設することを禁止する。

対岸または上流、下流に危害をもたらす排水、遮水、導水、貯水プロジェクト、河道整備プロジェクトについては、建設企業は、救済措置を講じ、救済措置を講じることができない場合は、期限を定めて撤去させなければならない。

第四章 河道の障害物排除
第二十九条  河道の障害物排除は、「障害物を設置した者が排除する」という原則に基づき実施する。

第三十条  河道障害物排除作業は、人民政府行政首長責任制を実行する。河道の管理範囲内の遮水障害物に対し、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、障害物排除計画を提出し、洪水干ばつ対策の指揮機関は、障害物設置者に対して、定められた期限内に排除するよう命じる。期限を過ぎても排除しない場合は、洪水干ばつ対策の指揮機関は、強行排除を組織することができ、必要な費用は、障害物設置者が負担する。
増水期に洪水防止の安全に影響を与える場合、洪水干ばつ対策の指揮機関行った緊急処理に関する決定に従わなければならない。
第三十一条  水位上昇、遮水が深刻な橋、埠頭、道路、送水水路、ダム堤防およびその他の河川間プロジェクト施設に対し、河道の洪水防止標準に基づき、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、意見を提出し、同級人民政府に報告して承認を得てから、建設企業に対し、定められた期限内に再建または撤去するよう命じる。

遮水の橋に対し、規定される洪水防止標準に基づき、橋前の水位上昇の高さが10センチ以上30センチ以下の場合は、水位上昇、水逆流の範囲内の両岸の堤防を高め、橋前の水位上昇の高さが30センチ以上の場合は、建設企業は、定められた期限内に再建する。

第五章  河道採砂の管理
第三十二条  県級以上の人民政府は、河道採砂管理作業の指導を強化し、河道採砂管理作業協調メカニズムを整備し、監督管理を強化し、砂と石の供給を調整し、河道採砂管理における重大な問題を協調して処理しなければならない。

第三十三条  県級以上の人民政府の水行政主管部門は、生態を保護し、秩序ある採掘を行い、安全を確保し、景観に配慮するという原則に基づき採砂計画を作成し、上級人民政府の水行政主管部門に提出し、同意を得た後、本級人民政府が承認してから実施する。採砂計画を修正する場合、元の承認手続きに基づき承認を得なければならない。

第三十四条  河道の管理範囲内で砂を採取し、河川の安定に影響を及ぼし、または堤防の安全に危害を及ぼす場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、採取禁止エリア、採取禁止期間を定め、採取の範囲、採取機器の数、採取の総量を厳格に管理し、法律に基づき社会に公開しなければならない。

第三十五条  採取禁止期間に採取禁止エリアで河道採砂活動に従事することを禁止する。

第三十六条  県級以上の人民政府の水行政主管部門は、管理権限、河道採砂計画に基づき年間採砂計画を作成し、同級人民政府に提出し、承認を得てから実施しなければならない。

第三十七条  河道採砂は、許可制度を実行する。河道で砂を採取する場合、法律に基づき県級以上の人民政府の水行政主管部門の許可を取得しなければならない。
第三十八条  船舶を使用して砂を採取する場合、船舶証明書を提供しなければならない。県級以上の人民政府の水行政主管部門は、砂採取に従事する船舶を登記する。

第三十九条  いかなる企業および個人も、許可を得ていない場合、河道砂採取活動に従事してはならない。

第四十条  河道採砂許可証を発行した後、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、公開しなければならない。

第四十一条  河道採砂許可書は、正本と副本を設置し、副本は、砂採取の現場または砂採取機器上に指定された位置に掛け、正本は、保存する。

第四十二条  採砂許可書を売買、偽造、書き換え、、貸し出し、貸与しあるいは他の方法で違法に譲渡することを禁止する。
第四十三条  浚渫、河道整備、航路整備、水路維持、基礎充填・安定化などの活動は、砂採取に関わる場合、法律に基づき実施しなければならない。

浚渫、河道整備、航路整備、水路維持、基礎充填・安定化などにより生じる砂、石は、当地の県級以上の人民政府が統一的に処理し、自ら販売してはならない。

第四十四条  河道砂採取に従事する企業または個人は、河道採砂許可証に規定する要求に基づき砂採取作業を行い、水プロジェクトの安全、河道輸送の安全に危害を及ぼしてはならない。

第四十五条  県級以上の人民政府の関連部門は、各々の職責に基づき河道砂採取および関連活動の監督管理を強化しなければならない。河道砂採取に関する監督管理職責を履行する際に、以下の措置を講じる権利がある。

（一）砂採取の生産場所、輸送場所、保管場所に入って調査、証拠採取を行う。
（二）砂採取（輸送）の企業または個人に対し、河道砂採取（輸送）に関する証明書類を如実に提供することを要求する。
（三）砂採取（輸送）の企業または個人に対し、違法な砂採取（輸送）行為の停止を命じる。

第四十六条  県級以上の人民政府の水行政主管部門は、衛星リモートセンシング、ドローン、モバイルインターネット、監視ビデオなどにより河道砂採取の管理、監督、検査を強化することができる。

第四十七条  県級以上の人民政府の水行政主管部門は、河道砂採取の現場に対する監督管理制度を確立し、現場の巡回検査、検査を強化し、河川の状態、岸線の安定、生態環境に危害を及ぼす行為、水プロジェクト施設を破壊する砂採取行為に対し、速やかに停止を命じなければならない。

第六章　法的責任
第四十八条  本条例第十三条の規定に違反する場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、その違法行為を是正し、原状に回復するよう命じ、以下の規定に基づき処罰する。

（一）無断で境界標、境界杭、標識を移動、損壊した場合、1000元以上5000元以下の罰金を科する。
（二）河道の堤防（斜面保護プロジェクト、管理施設などを含む。）、護岸、ゲートダムなどの水利プロジェクト、洪水防止通信、照明、測量などの施設を損壊した場合、10,000元以上5万元以下の罰金を科する。

護堤・護岸プロジェクト用林木を濫伐、盗伐した場合、県級以上の林業と草原主管部門は、関連法律・法規に基づき処罰する。

第四十九条  本条例第十四条の規定に違反し、河道の管理範囲内で以下の行為のいずれかがあった場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、その違法行為を是正し、原状に回復するよう命じ、状況、危害の程度に応じて1万元以上5万元以下の罰金を科する。
（一）干拓堤防、遮水水路、遮水道路を建設する行為
（二）樹木、高茎農作物、葦、イヌコリヤナギ、荻、柴（護堤・護岸プロジェクト用林木を除く。）を栽培する行為
（三）漁具を横方向に設置する行為
（四）鉱滓、砂利、石炭灰、泥土、糞、ゴミなどを放置する行為

水汚染を引き起こす可能性のある行為に対し、水汚染防止に関する法律・法規に基づき処罰する。

第五十条  本条例第十五条の規定に違反し、堤防、護堤地で農作物栽培、水路設置、掘削、井戸掘り、土採取、石採取、爆破、穴蔵掘り、建物建て（堤防管理用建物を除く。）、材料保管、放牧、墓設置、穀物干し、養魚池設置、自由市場設置（都市部における堤防と道路を組み合わせる堤防を除く。）、地下資源採掘、考古発掘および堤防の安全に影響を及ぼすその他の活動を行う場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、その違法行為を是正し、原状に回復し、救済措置を講じるよう命じ、違法所得を没収し、損失を賠償させ、1万元以上5万元以下の罰金を科する。
第五十一条  本条例第十六条の規定に違反し、河道の管理範囲内で承認なく砂石、沖積土砂を放置し、爆破、掘削を行い、養魚池を設置し、河道の岸辺に材料を保管し、工場建物、その他の建築施設を建設し、河道の岸辺土地で地下資源を採掘し、考古発掘を行い、河道を利用してラフティングまたはその他の文化、スポーツ、観光事業に従事する場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、その違法行為を是正し、原状に回復し、救済措置を講じるよう命じ、違法所得を没収し、損失を賠償させ、1万元以上5万元以下の罰金を科する。
第五十二条  本条例第十九条の規定に違反し、管理者以外の者が河道上の暗渠ゲート、排水ポンプ場などの洪水防止・排水施設を操作し、河道管理機関の正常な作業を妨害し、批判、教育されても是正しない場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、1万元以上5万元以下の罰金を科する。

第五十三条  本条例第二十五条の規定に違反し、水利開発、水害防止、河道整備のプロジェクト、河川を跨ぐ、河川、堤防を横断する、河川に臨む橋、埠頭、道路、渡し場、パイプライン、ケーブル線路などの建物、施設を建設し、そのプロジェクト建設計画が審査・同意されていない場合、あるいは審査・承認された位置、境界に基づき建設しない場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、その違法行為を停止し、審査・同意の手続きを行うよう命じ、プロジェクト施設の建設が洪水防止に深刻な影響を及ぼす場合、期限内に撤去するよう命じる。期限を過ぎても撤去しない場合、強制的に撤去し、必要な費用は、建設企業が負担する。洪水放流に影響を及ぼすがまだ救済措置を講じることができる場合、期限内に救済措置を講じるよう命じ、1万元以上10万元以下の罰金を科する。

第五十四条  本条例第二十六条の規定に違反し、堤防上に建設された暗渠、ポンプ場、埋設された堤防横断パイプライン、ケーブル線路などの建築物、施設が工事安全要求に符合しない場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、強制的に撤去し、必要な費用は建設企業が負担し、さらに5万元以上10万元以下の罰金を科する。
第五十五条  以下のいずれかに該当する場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、権限に基づき、その違法行為を停止し、救済措置を講じるよう命じ、関連する設備を差し押さえ、押収し、違法所得を没収し、1立方メートル当たり70元から200元までの罰金を科する。治安管理処罰法に違反する場合は、公安機関は、法律に基づき治安管理処罰を与える。犯罪を構成する場合は、刑法の関連規定に基づき刑事責任を追及する。他人に損失をもたらす場合は、法律に基づき賠償責任を負う。

（一）承認なく河道の管理範囲内で砂、土、砂金を採取する場合 

（二）承認された範囲、数量を超えて砂を採取する場合
（三）採取禁止期間に採取禁止エリアで砂を採取する場合

（四）浚渫、河道整備、航路整備、水路維持、基礎充填・安定化などにおいて生じる砂石を許可なく販売する場合

第五十六条  本条例第四十一条の規定に違反し、要求のとおりに河道採砂許可証を掛けない場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、河道採砂許可証を掛けるよう命じ、掛けることを拒否する場合は、3万元以下の罰金を科する。
第五十七条  本条例第四十二条の規定に違反し、河道採砂許可書を売買、偽造、書き換え、貸し出し、貸与しあるいはその他の方法で違法に譲渡する場合、県級以上の人民政府の水行政主管部門は、違法所得を没収し、河道採砂許可証を取り消し、5万元以上20万元以下の罰金を科する。

第五十八条  県級以上の人民政府の水行政主管部門のスタッフが職権濫用、職務怠慢、汚職などの行為がある場合、その所属機関、主管部門、上級機関または監察機関は、法律に基づき処分する。

第七章  付  則
第五十九条  本条例は、公布日より施行する。

吉林省不動産管理条例

（2021年5月27日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十八回会議で採択）

第一章 総 則

第一条 不動産管理活動を規範化し、不動産管理主体の合法的権益を保護し、共産党の建設によりコミュニティ管理をリードする枠組み下の不動産管理体系を構築し、調和のとれた秩序ある生活・作業環境を作るために、「中華人民共和国民法典」、「不動産管理条例」などの関連法律、行政法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条 本条例は、本省行政区域内の不動産管理活動とその監督管理に適用される。

本条例でいう不動産管理は、不動産所有者が自ら管理し、または不動産サービス提供者を共同で決定し委託する形で不動産管理区域内の建物、構築物、その付帯施設・設備および関連する場所を補修、維持し、環境の衛生、秩序を管理し維持する活動をいう。不動産サービス提供者は、不動産サービス企業とその他の管理者を含む。

第三条 不動産管理は、コミュニティ管理体系に組み入れ、共産党の建設によりリードし、政府が主導し、業界が自主規制し、住民が自主管理し、専門的なサービスを提供し、多方面が参加し、協議して共同で建設するというパターンを構築しなければならない。

第四条 県級以上の人民政府は、不動産管理作業の組織、指導を強化し、不動産管理作業の総合調整メカニズム、目標責任制を確立し、健全化し、支援・激励政策と措置を完備し、それに適する資金投入と保障メカニズムを確立し、さらに新しい技術、新しい方法を採用し、情報化の手段を利用して不動産の管理、サービスの質を向上させることを奨励しなければならない。

第五条 県級以上の人民政府の不動産行政主管部門は、本行政区域内の不動産管理活動の監督管理作業を担当し、法律に基づき以下の職責を履行する。

（一）不動産管理に関する政策と措置を制定する。

（二）街道事務所、郷・鎮人民政府に対し、不動産管理活動の監督管理を行うよう指導する。
（三）街道事務所、郷・鎮人民政府に対し、不動産管理に関する紛争を調停するよう指導する。

（四）不動産サービス規範化と品質考課体系を確立し、健全化する。

（五）不動産サービス信用管理体系を確立し、健全化する。

（六）不動産管理電子情報プラットフォームを設立し、健全化する。

（七）不動産の入札活動を監督し、管理する。
（八）建物とその付属施設の維持資金（以下、特別維持資金という。）の預け入れ、使用の状況を監督し、管理する。

（九）不動産管理に関するトレーニングを組織して実施する。

（十）法律・法規に規定する不動産管理に関するその他の監督管理職責を履行する。

第六条 街道事務所、郷・鎮人民政府は、本行政区域内の不動産管理活動の指導と監督管理作業を担当し、法律に基づき以下の職責を履行する。

（一）第1回の不動産所有者大会の準備グループを設立する。

（二）不動産所有者大会の設立、不動産所有者委員会の選挙、改選を指導し、協力する。

（三）不動産所有者大会、不動産所有者委員会、不動産サービス提供者に対し、法律に基づき職責を履行するよう指導し、監督する。

（四）不動産管理区域内の不動産サービスに対して監督検査を実施する。

（五）不動産引き受け検査活動、不動産サービス提供者の引き継ぎ活動を指導し、監督する。

（六）不動産管理紛争の調停、苦情、通報の処理メカニズムを設立し、不動産管理紛争を調停し、不動産管理に関する苦情、通報を処理する。

（七）老朽住宅団地の不動産管理を調整し、監督する。

（八）法律・法規に規定する不動産管理に関するその他の監督管理職責を履行する。

第七条 居（村）民委員会は、街道事務所、郷・鎮人民政府に協力して不動産管理に関する具体的な作業を行い、不動産所有者大会、不動産所有者委員会、不動産サービス提供者に対し、法律に基づき職責を履行し、不動産管理紛争を調停するよう指導し、監督しなければならない。

第八条 不動産所有者の中の中国共産党党員に対し、法定手続きにより不動産所有者委員会のメンバーになるよう指導し、支援する。不動産所有者委員会、不動産サービス企業に対し、党組織を設立するよう促進する。

不動産所有者委員会のメンバー、不動産プロジェクト責任者の中の中国共産党党員に対し、コミュニティの党組織の委員を兼任するよう奨励し、支援し、条件に符合するコミュニティの党組織、居（村）民委員会のメンバーに対し、法定手続きにより不動産所有者委員会のメンバーを兼任するよう奨励し、支援する。

コミュニティの党組織、居（村）民委員会、不動産所有者委員会および不動産サービス提供者の議事調整メカニズムを確立し、健全化する。

第九条 不動産所有者は、法律・法規の規定を遵守し、社会主義核心価値観を発揚し、実践し、法律に基づき不動産所有者の権利を行使し、不動産所有者の義務を履行しなければならず、公序良俗に違反したり、公共の利益を損害してはならない。

第十条 不動産管理の業界団体は、業界の自主規制を強化し、業界の経営行為を規範化し、不動産サービスの標準化の構築を促進し、市場秩序、公平な競争を維持し、不動産管理業界の健全な発展を促進しなければならない。

第十一条 突発事件の対応期間中、不動産サービス提供者は、県級以上の人民政府が法律に基づき実施する応急措置を実施し、積極的に協力して関連作業を実施しなければならない。県級以上の人民政府は、必要な物資・資金支援を与える。

不動産サービス提供者が政府が法律に基づき実施する応急措置を実施する際に、不動産所有者、不動産使用者は、法律に基づき協力しなければならない。

第十二条 県級以上の人民政府の不動産行政主管部門、街道事務所、郷・鎮人民政府は、新聞、ラジオ、テレビ、インターネット、不動産管理区域内の目立つ位置での長期的公開などにより、不動産管理に関する法律・法規の宣伝作業を組織して実施しなければならない。

第二章  不動産管理の区域と施設

第十三条 不動産管理区域の区分は、不動産管理の実施に有利ということを原則に、不動産の共用施設・設備、建物の規模、コミュニティの配置、不動産所有者の数、土地使用権の帰属の範囲、自然の境界線などの要素を総合的に考慮して確定する。

（一）付帯施設・設備が共用される場合、1つの不動産管理区域として確定しなければならない。施設・設備の共用機能の利用に影響を与える場合は、不動産管理区域を分割して確定してはならない。付帯施設・設備、関連場所が分割して独立して使用することができる場合は、それぞれの不動産管理区域に区分することができる。

（二）住宅不動産の境界線が自然に形成されており、かつ異議がない場合、1つの不動産管理区域として確定する。

（三）商業貿易、オフィス、病院、学校、工場、倉庫などの非住宅不動産、単一の商業・住宅用建物で、独立した共用の施設・設備がありかつ閉鎖可能である場合、1つの不動産管理区域として確定する。

第十四条 すでに使用されているがまだ不動産管理区域を区分していない場合、または不動産管理区域を調整する必要がある場合、不動産所在地の県（市、区）人民政府の不動産行政主管部門は、街道事務所、郷・鎮人民政府と共同で不動産所有者の意見を得た後、区分または調整を行わなければならない。また、区分または調整の結果を当該区域内の目立つ位置に7日以上公告しなければならない。
第十五条 建設業者は、商品住宅先行販売許可証を取得する前、または竣工済み商品住宅を販売する前に、確定された不動産管理区域に関する資料を不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府に提出して登録しなければならない。

建設業者は、登録された不動産管理区域を商品住宅売買契約に明示しなければならない。

建設業者は、不動産管理区域内の目立つ位置に不動産管理区域計画の全体平面図を長期的に公開し、全体平面図に以下の事項を明記しまたは文字で説明しなければならない。

（一）不動産管理区域の四方の境界

（二）不動産所有者が共有する道路、緑地およびその他の公共場所の面積と位置

（三）建設予定の駐車スペースの数と位置

（四）地下室、地上架空階の面積

（五）不動産サービス用建物の面積と位置

（六）共用施設・設備の名称
（七）明示する必要のあるその他の場所および施設・設備

不動産サービス提供者は、長期的に公開される不動産管理区域計画の全体平面図をしっかりと維持し、管理しなければならない。

第十六条 住宅団地の計画、設計において、不動産サービス用建物の具体的な位置と面積を明確にしなければならない。建設業者は、以下の規定に基づき、不動産管理区域内の不動産サービス用建物を配置しなければならない。

（一）建物の総建築面積が20万平方メートル以下の部分は、4/1000以上の基準に基づき配置し、不動産サービス用建物の建築面積は、100平方メートル以上でなければならない。

（二）建物の総建築面積が20万平方メートル以上の部分は、2/1000以上の基準に基づき配置する。

（三）段階的に開発、建設する場合、第一段階に配置する建築面積は、100平方メートル以上でなければならない。

（四）不動産サービス用建物は、地上にあり、独立使用機能を備え、比較的集中しており、不動産サービス活動の実施に便利であり、採光、換気、水供給、排水、電力供給、熱供給、通信などの通常の使用機能および独立した通路を備えなければならない。

第十七条 不動産サービス用建物は、不動産サービス提供者のオフィス用建物と不動産所有者委員会のオフィス用建物を含む。そのうち、不動産所有者委員会のオフィス用建物の建築面積は、20平方メートル以上でなければならない。

建設業者は、建物所有権の初めての登記を申請する時、不動産サービス用建物を不動産所有者共有として申請しなければならない。

不動産サービス用建物は、割り当てられる公用建築面積に組み入れず、その所有権は所有者全員に帰属する。不動産所有者大会の決定または不動産所有者の共同決定がない場合、いかなる機関および個人も、不動産サービス用建物の用途を変えたり、不動産サービス用建物を譲渡したり、抵当に入れてはならない。

第十八条 建物区域内の以下の部分は、不動産所有者が共有する。

（一）道路、緑地。但し、都市の公共道路、都市の公共緑地である場合、または個人のものであると明示される場合を除く。

（二）不動産所有者が共有する道路またはその他の場所を占用して駐車に用いられる駐車スペース

（三）建物の基礎、耐荷重構造、外壁、屋根などの基本構造部分、通路、階段、ロビーなどの公共通行部分、消防、公共照明などの付属施設・設備、避難階、架空階、設備階または設備室などの構造部分

（四）不動産サービス用建物、その他の公共場所、公共施設

（五）法律・法規に規定しまたは商品住宅売買契約に法律に基づき約定するその他の共有部分

不動産所有者大会の決定または不動産所有者の共同決定がない場合、いかなる機関および個人も、共有部分の用途を変えたり、共有部分を利用して経営活動に従事したり、共有部分を処分してはならない。

第十九条 新築住宅の不動産管理区域内の電力供給、水供給、熱供給、ガス供給、排水、通信などの経営施設・設備および関連パイプラインは、国家の技術標準、技術規範に符合し、主体プロジェクトと同時に設計、施工、交付しなければならない。

建設業者は、竣工検収を行う時、電力供給、水供給、熱供給、ガス供給などの経営機関に参加するよう通知しなければならない。検収に合格した後、建設業者は、経営施設・設備および関連パイプラインを経営機関に移管し、経営機関は、受け入れて維持、管理を行う。

使用されている施設・設備および関連パイプラインがまだ経営機関に移管されてない場合、不動産所在地の県（市、区）人民政府は、経営機関を組織して受け入れなければならない。検収に合格した場合、経営機関は、受け入れなければならない。検収に合格しない場合、県（市、区）人民政府は、関連機関を組織して改善を行わなければならない。改善に合格した後、経営機関は受け入れる。

経営機関に移管した施設・設備および関連パイプラインの修理、維持、更新などの費用は、経営機関が法律に基づき負担し、不動産管理費、特別維持資金から支出してはならない。保証期間内の場合、その費用は、建設業者が負担する。

第三章 不動産所有者、不動産所有者組織および不動産管理委員会

第一節 不動産所有者
第二十条 住宅の所有権者は、不動産所有者である。
本条例でいう不動産所有者は、以下の者も含む。

（一）まだ登記して所有権を取得していないが売買、贈与など所有権移転を目的とする行為に基づき建物の専有部分を合法的に占有している機関または個人

（二）人民裁判所、仲裁機関の法律文書または人民政府の徴収決定などにより建物の専有部分の所有権を取得した機関または個人

（三）相続により建物の専有部分の所有権を取得した個人

（四）合法的な建造により建物の専有部分の所有権を取得した機関または個人

（五）法律・法規の規定に符合するその他の機関または個人

第二十一条 不動産所有者は、不動産管理活動において以下の権利がある。

（一）不動産サービス契約の約束に基づき不動産サービス提供者が提供するサービスを受ける。

（二）不動産所有者大会の設立、不動産所有者大会の開催を提案し、不動産管理に関する事項について提案する。

（三）不動産所有者大会の議事規則、管理規約の制定、修正を提案する。

（四）不動産所有者大会に参加し、投票権を行使する。

（五）不動産所有者委員会のメンバーを選挙し、被選挙権を有する。

（六）第1回の不動産所有者大会の準備グループ、不動産所有者委員会の作業を監督する。

（七）不動産サービス提供者による不動産サービス契約の履行を監督する。

（八）不動産の共用部分、共用施設・設備および関連場所の使用状況について知る権利、監督権を有する。

（九）特別維持資金の管理、使用を監督する。

（十）法律・法規に規定するその他の権利

第二十二条 不動産所有者は、不動産管理活動において以下の義務を履行する。

（一）不動産所有者大会の議事規則、一時的管理規約、管理規約を遵守する。

（二）不動産管理区域内の不動産共用部分、共用施設・設備の使用、公共秩序、環境衛生の管理、維持などに関する規律制度を遵守する。

（三）不動産所有者大会の決定、不動産所有者大会が不動産所有者委員会に授権して行った決定を実施する。

（四）規定に基づき特別維持資金を預け入れる。

（五）約束に基づき不動産サービス提供者に不動産管理費を支払う。不動産サービス提供者が約束および関連規定に基づきサービスを提供した場合、不動産所有者は、サービスを受けていないまたは受ける必要がないことを理由として不動産管理費の支払いを拒否してはならない。

（六）規定に基づき、生活ごみを分類して投棄する。

（七）法律・法規に規定するその他の義務

不動産所有者は、建物の専有部分以外の共有部分に対し、権利を享有し、義務を負い、権利放棄を理由として義務の履行を拒否してはならない。

第二節 不動産所有者大会

第二十三条 不動産所有者大会は、不動産管理区域内の不動産所有者全員で構成するものとし、不動産管理活動における不動産所有者全員の合法的権益を代表し、保護する。

1つの不動産管理区域には1つの不動産所有者大会を設立する。

不動産所有者が1人しかおらず、あるいは不動産所有者の数が少なく、不動産所有者全員の合意で不動産所有者大会を設立しないと決定した場合、すべての不動産所有者が共同で不動産所有者大会、不動産所有者委員会の職責を履行する。

第二十四条 1つの不動産管理区域内で不動産所有者に引き渡した専有部分の面積が50%以上である場合、不動産所有者大会を設立することができる。

建設業者は、不動産所有者大会を設立するための条件が整った日より30日以内に不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府に第1回の不動産所有者大会の準備に必要な建物面積一覧表、不動産所有者名簿、計画の全体平面図、すでに引き渡して使用されている共用施設・設備の証明書類、不動産サービス用建物の配置の証明書類などを提出しなければならない。

第二十五条 不動産所有者大会を設立するための条件に符合する場合、5%以上の不動産所有者、専有部分の面積の割合が5%以上の不動産所有者、居（村）民委員会または建設業者は、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府に不動産所有者大会を設立するための書面による申請を提出することができる。

街道事務所、郷・鎮人民政府は、書面による申請を受け取った後60日以内に、第1回の不動産所有者大会の準備グループを組織して設立しなければならない。

第二十六条 第1回の不動産所有者大会の準備グループのメンバーは、不動産所有者の代表者、街道事務所、郷・鎮人民政府の代表者、コミュニティの党組織、居（村）民委員会の代表者および建設業者の代表者で構成するものとする。準備グループのメンバーの数は、奇数でなければならない。そのうち、不動産所有者の代表者の数は、準備グループの総人数の1/2以上でなければならない。不動産所有者の代表者は、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府が不動産所有者を組織して推薦した後、確定する。準備グループのリーダーは、街道事務所、郷・鎮人民政府が指定した代表者が務める。

準備グループは、成立日より7日以内に、そのメンバーのリスト、職責を不動産管理区域内の目立つ位置に7日以上公示しなければならない。不動産所有者が準備グループのメンバーに対して異議がある場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、調整して解決する。

準備グループが正式に作業を実施する前に、街道事務所、郷・鎮人民政府は、県（市、区）人民政府の不動産行政主管部門と共同で準備グループのメンバーに対してトレーニングを行わなければならない。

第二十七条 第1回の不動産所有者大会の準備グループのメンバーは、以下の条件を満たさなければならない。

（一）完全民事行為能力を有する。

（二）本人、配偶者およびその近親者は、本不動産管理区域にサービスを提供する不動産サービス提供者に勤めていない。

（三）建設業者、不動産サービス提供者またはその他の利害関係者が提供する利益、報酬を違法に受け取り、あるいは建設業者、不動産サービス提供者またはその他の利害関係者に利益、報酬を求める行為がない。

（四）法律・法規に規定するその他の条件

第二十八条 第1回の不動産所有者大会の準備グループは、以下の職責を履行する。

（一）不動産所有者の身分、人数および不動産所有者が持っている専有部分の面積を確認し、公開する。

（二）第1回の不動産所有者大会の開催計画を制定し、第1回の不動産所有者大会開催日、開催場所、開催形式および内容を確定する。

（三）不動産所有者大会の議事規則の草案、管理規約の草案を作成する。

（四）第1回の不動産所有者大会の表決規則を確定する。

（五）不動産所有者委員会のメンバーの候補者の決定方法を制定し、不動産所有者委員会のメンバーの候補者のリストを確定する。

（六）不動産所有者委員会の選挙方法を制定する。

（七）第1回の不動産所有者大会を開催するためのその他の準備作業を遂行する。

前項の内容に関連する事項は、第1回の不動産所有者大会開催の15日前に書面にて不動産管理区域内の目立つ位置に7日以上公示しなければならない。不動産所有者が公示された内容について異議がある場合は、準備グループは、記録し、回答しなければならない。

第二十九条 準備グループは、成立日より90日以内に準備作業を完了し、第1回の不動産所有者大会を組織して開催しなければならない。

第1回の不動産所有者大会は、不動産所有者大会の議事規則、管理規約について表決を行い、不動産所有者委員会を選挙しなければならない。

不動産所有者大会は、第1回の不動産所有者大会で不動産所有者大会の議事規則、管理規約を審議し採択した日より成立する。

第1回の不動産所有者大会で不動産所有者委員会を選出できなかった場合、準備グループは、大会が終了した日より7日以内に、第1回の不動産所有者大会の議事録、決定内容、不動産所有者大会の議事規則、管理規約を不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府に提出して登録し、不動産所有者大会の決定、不動産所有者大会の議事規則、管理規程を不動産所有者に公開しなければならない。

第1回の不動産所有者大会で不動産所有者委員会を選出した場合、本条例第四十六条の規定に基づき登録する。
第三十条 不動産所有者大会は、以下の事項を決定する。

（一）不動産所有者大会の議事規則の制定、修正

（二）管理規約の制定、修正

（三）不動産所有者委員会の選挙または不動産所有者委員会のメンバーの交換

（四）不動産サービス企業またはその他の管理者の選任、解任

（五）特別維持資金の使用

（六）特別維持資金の調達

（七）建物とその付属施設の改造、再建

（八）共有部分の用途の変更または共有部分を利用する経営活動

（九）不動産所有者委員会の作業規則の制定、修正

（十）不動産所有者委員会の業務報告の聴取、審査

（十一）不動産所有者大会、不動産所有者委員会の作業経費、不動産所有者委員会のメンバーの作業手当と基準の決定

（十二）共有、共同管理権利に関するその他の重要な事項

不動産所有者大会を設立していない場合は、前項に規定する事項は、不動産所有者が共同で決定する。

第三十一条 不動産所有者大会で事項を決定する場合または不動産所有者が共同で事項を決定する場合、不動産管理区域内の専有部分の面積の割合が2/3以上の不動産所有者で数の割合が2/3以上の不動産所有者が表決しなければならない。

本条例第三十条第一項第六号から第八号に規定する事項を決定する場合、表決に参加する専有部分の面積が3/4以上の不動産所有者で表決に参加する人数が3/4以上の不動産所有者の同意が必要である。

本条例第三十条第一項のその他の事項を決定する場合、表決に参加する専有部分の面積が半数以上の不動産所有者で表決に参加する人数が半数以上の不動産所有者の同意が必要である。

第三十二条 不動産所有者が投票権を行使する場合、専有部分の面積および不動産所有者の数は、以下の方法で確定する。

（一）専有部分の面積は、不動産登記簿に記載されている面積により計算する。まだ物権登記を行っていない場合は、測量製図機関の実測面積により計算する。まだ実測を行っていない場合は、商品住宅売買契約書に記載されている面積により計算する。

（二）不動産所有者の数は、専有部分の数により計算し、1つの専有部分は、1人により計算する。但し、建設業者がまだ販売していない部分または販売したがまだ引き渡していない部分、および同じ購入者が1つ以上の専有部分を持っている場合は、1人により計算する。

不動産所有者大会は、不動産所有者大会の議事規則に、駐車スペース、屋台などの特定のスペースを不動産所有者の投票権数を確定するための専有部分の面積に組み入れるかどうかを約束しなければならない。

第三十三条 不動産所有者、不動産使用者は、管理規約を遵守しなければならない。管理規約には、以下の内容を含まなければならない。

（一）不動産の使用、維持および管理
（二）特別維持資金の調達、使用および管理
（三）不動産所有者が共有する部分の経営、収益分配
（四）不動産所有者の共同利益の保護
（五）不動産所有者共同管理権の行使
（六）不動産所有者が履行すべき義務

（七）管理規約に違反した場合に負うべき責任

不動産管理費を速やかに支払わないなどの行為に対し、管理規約では、不動産所有者委員会または不動産サービス提供者が合法的な方法により、不動産管理区域内に関連状況を公告することを規定することができる。

本条例でいう不動産使用者は、不動産所有者以外の不動産を合法的に占有、使用する機関または個人をいう。上記の機関または個人は、不動産の賃借人を含むがそれに限らないものとする。

第三十四条 不動産所有者大会の議事規則では、不動産所有者大会の議事方法、表決手続き、不動産所有者の投票権の確定方法、不動産所有者委員会の構成、メンバーの任期などについて約束しなければならない。

第三十五条 不動産所有者が不動産管理費の支払いを拒否する場合、または特別維持資金を預け入れない場合、および不動産所有者の共同権益を損なうその他の行為を行った場合、不動産所有者大会は、議事規則と管理規約にその共同管理権の行使について制限的規定を行うことができる。

第三十六条 不動産所有者大会は、定期会議と臨時会議を設けるものとする。定期会議は、不動産所有者大会の議事規則の規定に基づき開催しなければならない。

以下のいずれかに該当する場合、不動産所有者委員会は、速やかに不動産所有者大会の臨時会議を組織して招集しなければならない。

（一）専有部分の面積の割合が20%以上の不動産所有者で人数の割合が20%以上の不動産所有者が提案した場合

（二）重大な事故または緊急事件が発生し、速やかに処理する必要がある場合

（三）不動産所有者大会の議事規則または管理規約に規定するその他の場合

第三十七条 不動産所有者大会は、集団議論、書面による意見募集あるいはインターネットなどにより開催することができる。

不動産所有者大会を開催する場合、不動産所有者委員会は、開催の15日前に不動産所有者に通知し、会議の議題とその内容、開催日、開催場所、開催方法などを不動産管理区域内の目立つ位置に公告しなければならない。

住宅団地の不動産所有者大会を開催する場合、不動産所在地の居（村）民委員会に知らせなければならない。居（村）民委員会は、代表者を派遣して参加しなければならない。

不動産所有者大会は、公告された議題以外の事項について表決を行ってはならない。

第三十八条 不動産所有者が何らかの理由で不動産所有者大会に参加することができない場合、書面で代理者を委託して参加することができる。委託書には委託の事項、権限および期限を明記しなければならない。

不動産所有者の身分が確認できる前提下で、ビデオなどの情報化技術手段を利用して不動産所有者大会の表決方法を改善することができる。

県級以上の人民政府の不動産行政主管部門は、不動産所有者、不動産所有者大会が無料で使用できる不動産所有者意思決定情報プラットフォームを設立しなければならない。

第三十九条 不動産所有者大会、不動産所有者委員会が法律に基づき行った決定は、本不動産管理区域内のすべての不動産所有者に対して拘束力を有する。不動産使用者は、法律に基づき、不動産所有者大会、不動産所有者委員会が行った決定を遵守しなければならない。

不動産所有者大会が行った決定は、行われた日より7日以内に、不動産所有者委員会が書面で不動産管理区域内の目立つ位置に公告し、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府に提出して登録しなければならない。

不動産所有者大会は、不動産所有者委員会が書面による記録をし、保存する。

第四十条 不動産所有者委員会が不動産所有者大会の議事規則の規定に基づき不動産所有者大会の定期会議を組織して招集しない場合、または不動産所有者大会の臨時会議を開催すべき事情が発生したが不動産所有者委員会が会議を組織して招集する職責を履行しない場合、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府は、不動産所有者委員会に期限内に招集するよう命ずることができる。期限を過ぎても招集しない場合は、街道事務所、郷・鎮人民政府の指導、監督の下、居（村）民委員会が組織して招集することができる。

第三節 不動産所有者委員会

第四十一条 不動産所有者委員会は、不動産所有者大会の実施機関であり、不動産所有者大会で選出する。不動産所有者委員会は、法律に基づき以下の職責を履行しなければならない。

（一）不動産所有者大会を招集し、不動産管理の実施状況を報告する。

（二）不動産所有者を代表して不動産サービス企業またはその他の管理者と不動産サービス契約を締結する。

（三）不動産所有者、不動産使用者の意見、提案を速やかに把握し、不動産サービス提供者による不動産サービス契約の履行を監督し、協力する。

（四）管理規約の実施を監督する。

（五）不動産所有者に、不動産管理費、その他の関連費用を期限内に支払うよう促す。

（六）共有部分、共有資金の利用方法、管理方法を起草し、不動産所有者大会に決定するよう申請する。

（七）特別維持資金の調達、利用を組織し、監督する。

（八）不動産所有者の間、不動産所有者と不動産サービス提供者の間における不動産の使用、維持、管理による紛争を調停する。

（九）街道事務所、郷・鎮人民政府、居（村）民委員会などに協力して不動産管理区域内のコミュニティ建設、社会治安、公益宣伝などの作業を行う。

（十）印章管理制度、記録資料管理制度を制定し、不動産所有者が問い合わせるための関連記録資料を作成する。

（十一）不動産所有者大会、不動産所有者委員会会議の議事録、会議で行われた決定を保存する。

（十二）法律・法規、不動産所有者大会に規定するその他の職責

第四十二条 不動産所有者委員会は、5人から11人の奇数のメンバーで構成するものとし、その中で中国共産党の党員は多数を占めなければならない。不動産所有者委員会の毎期の任期は5年以下とし、再選、再任することができる。不動産所有者委員会のメンバーは、同等の表決権を有する。

不動産所有者委員会は、選出された日より7日以内に第1回の不動産所有者委員会会議を開催し、不動産所有者委員会の主任、副主任を選出し、選出が完了した日より3日以内に、不動産管理区域内の目立つ位置に不動産所有者委員会の主任、副主任およびその他のメンバーのリストを7日以上公示しなければならない。

第四十三条 不動産所有者委員会のメンバーの候補者は、不動産管理区域内の自然人不動産所有者または機関不動産所有者に授権された自然人代表者とし、以下の条件を満たさなければならない。

（一）完全民事行為能力を有する。

（二）公益事業に熱心で、責任感が強く、公正かつ清廉で、一定の組織能力を有する。

（三）本条例第八十八条に規定する禁止行為がない。

（四）本人、配偶者およびその近親者は、不動産サービス提供者と直接の利益関係がない。

（五）法律・法規に規定する不動産所有者委員会のメンバーを務めることに適しないその他の状況がない。

第四十四条 不動産所有者委員会のメンバーの候補者は、以下の方法により生まれるものとする。

（一）コミュニティの党組織が推薦する。
（二）居（村）民委員会が推薦する。
（三）不動産所有者が自己推薦または共同推薦する。

第四十五条 不動産所有者委員会のメンバーは、不動産所有者委員会のメンバーの候補者の得票数により当選し、得票数が同じである場合は、抽選により当選者を定める。

不動産所有者大会は、不動産所有者委員会のメンバーを選挙すると同時に、第三十一条第一項と第三項の規定に基づき不動産所有者委員会のメンバーの候補者を選挙することができ、候補者の数は、不動産所有者委員会のメンバーの数を超えないことを前提として決める。候補者は、不動産所有者委員会会議に列席することができ、表決権を有しない。不動産所有者委員会の個別のメンバーの資格が終了する場合、不動産所有者委員会の決定により、候補者から得票順に補足し、補足の結果を不動産管理区域内の目立つ位置に7日以上公示する。

第四十六条 不動産所有者委員会は、選出された日より30日以内に、以下の資料を不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府に提出して登録しなければならない。

（一）第1回の不動産所有者大会の議事録、その会議で行われた決定の内容の資料
（二）不動産所有者大会の議事規則
（三）管理規約
（四）不動産所有者委員会の第1回の会議の議事録、その会議で行われた決定の内容
（五）不動産所有者委員会のメンバーと候補メンバーのリスト、連絡先、基本状況

街道事務所、郷・鎮人民政府は、上記の資料を確認し、要求に符合する場合、5営業日以内に登録を行い、不動産所有者大会、不動産所有者委員会の登録証明書を発行する。

不動産所有者委員会は、登録証明書を持って不動産所有者大会に統一社会信用コード証を申請し、金融機関に口座開設を申請し、不動産所有者大会の印章、不動産所有者委員会の印章の制作を申請することができる。

登録の内容に変更があった場合、不動産所有者委員会は、変更日より30日以内に登録機関に登録しなければならない。

第四十七条 不動産所有者委員会は、以下の情報、資料を不動産所有者に公開しなければならない。

（一）不動産所有者大会の議事規則、管理規約
（二）不動産所有者大会、不動産所有者委員会の決定
（三）不動産サービス契約
（四）特別維持資金の調達、使用の状況
（五）不動産所有者大会、不動産所有者委員会の作業経費の収支の状況
（六）不動産所有者に公開すべきその他の情報、資料

不動産所有者は、不動産所有者大会、不動産所有者委員会会議の資料、議事録を調べる権利があり、また自身の利害に関連する事項について不動産所有者委員会に問い合わせる権利があり、不動産所有者委員会は、説明し、回答しなければならない。

第四十八条 不動産所有者委員会は、不動産所有者大会の議事規則の規定、不動産所有者大会の決定に基づき会議を開催しなければならない。不動産所有者委員会の1/3以上のメンバーが提案した場合、7日以内に不動産所有者委員会会議を開催しなければならない。

不動産所有者委員会会議は、主任が招集し、主催する。主任が何らかの理由で不動産所有者委員会会議の招集、主催ができない場合は、副主任に招集、主催を委託することができる。

不動産所有者委員会の主任、副主任が正当な理由なく不動産所有者委員会会議を招集しない場合、不動産所有者委員会の他のメンバーまたは不動産所有者は、不動産所在地の居（村）民委員会、街道事務所、郷・鎮人民政府に期限内に招集するよう命じること請求することができる。期限を過ぎてもなお招集しない場合は、居（村）民委員会、街道事務所、郷・鎮人民政府が招集し、また不動産所有者委員会の新しい主任、副主任を選出する。

不動産所有者委員会会議は、半数以上のメンバーが出席し、会議で行われた決定は、半数以上のメンバーの同意を得なければならない。会議の決定は、会議に出席した不動産所有者委員会のメンバーが署名により確認し、会議に出席しなかった不動産所有者委員会のメンバーの署名は無効とする。不動産所有者委員会は、決定を行った日より3日以内に会議の決定を不動産管理区域内の目立つ位置に公告しなければならない。

不動産所有者委員会のメンバーは、代理人を委託して不動産所有者委員会会議に参加してはならない。

第四十九条 不動産所有者委員会は、会議開催の7日前に、不動産管理区域内の目立つ位置に不動産所有者委員会会議の内容、議題を公開し、不動産所有者の意見、提案を聴取しなければならない。

不動産所有者委員会は、会議開催の5日前に、会議の議題を不動産所在地の居（村）民委員会に通知し、その意見、提案を聴取しなければならない。居（村）民委員会は、状況に応じて代表者を派遣して会議に参加することができる。

第五十条 不動産所有者大会、不動産所有者委員会の作業経費、不動産所有者委員会のメンバーの作業手当は、不動産所有者大会の決定により、不動産所有者全員が分担し、不動産所有者の共有部分の経営収益から支出することもできる。

第五十一条 不動産所有者委員会のメンバー、候補メンバーが以下のいずれかに該当する場合、そのメンバー資格は自動的に終了し、不動産所有者委員会は不動産所有者に通知する。

（一）不動産の譲渡、滅失などにより不動産所有者でなくなった場合
（二）民事行為能力を失った場合
（三）書面で不動産所有者委員会に辞任を提出する場合
（四）法律・法規、管理規約に規定するその他の場合

第五十二条 不動産所有者委員会のメンバー、候補メンバーが以下のいずれかに該当する場合、不動産所有者委員会は、不動産所有者大会にそのメンバーの資格の罷免を要求しなければならない。

（一）不動産所有者大会の職権行使を阻止、妨害し、、あるいは不動産所有者大会の決定を遂行しない場合

（二）不動産所有者委員会のメンバーが1年以内に不動産所有者委員会会議に欠席する回数が半分以上である場合

（三）職務を利用して不動産管理費、駐車費などの不動産サービス費用の減免を受ける場合

（四）建設業者、不動産サービス提供者またはその他の利害関係者が提供する利益、報酬を違法に受け取る場合、または建設業者、不動産サービス提供者またはその他の利害関係者に利益、報酬を要求する場合

（五）メンバーの資格を利用して私利を図って不動産所有者の共同利益を損なう場合

（六）不動産所有者に関する情報を漏洩する場合

（七）不動産管理活動において形成された文書、資料を偽造、改ざん、隠匿、廃棄する場合

（八）不動産管理に関する文書資料の提供を拒否したり、遅延させ、不動産所有者委員会の改選による引き継ぎ作業を妨害する場合

（九）不動産所有者大会、不動産所有者委員会の印章を許可なく使用する場合

（十）不動産所有者大会の議事規則に違反し、または不動産所有者大会の授権なく、不動産サービス提供者と不動産サービス契約を締結し、変更する場合

（十一）不動産所有者の共有財産を他人に貸与したり、担保を設定したりして、不動産所有者の共有財産を悪用し、横領する場合

（十二）不動産所有者委員会のメンバー、候補メンバーを務めることに適しないその他の場合

不動産所有者委員会が不動産所有者大会にそのメンバーの資格の罷免を要求しない場合、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府は、調査し、確認した後、当該メンバーに対し、職責の履行を停止するよう命じ、不動産所有者大会は、そのメンバーの資格の終止を決定する。

第五十三条 不動産所有者委員会は、任期満了の3ヶ月前に、不動産所有者大会を開催して改選を行わなければならない。

不動産所有者委員会が規定される期間内に改選を行わない場合、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府の指導、監督の下、居（村）民委員会が改選を行う。

不動産所有者委員会の任期が満了した後、行った決定は、法的効力を有しなくなるものとする。

不動産所有者委員会は、新しい不動産所有者委員会が発足した日より10日以内に、その保管する財務証拠書類、印章、不動産所有者名簿、議事録、会議の決定などの資料ならびに不動産所有者が共有するその他の財物を移管しなければならない。上記の期限内に移管しない場合は、新しい不動産所有者委員会は、居（村）民委員会、街道事務所、郷・鎮人民政府に移管を促すよう請求することができる。なお移管を拒否する場合は、新しい不動産所有者委員会は、公安機関に協力を請求することができる。

不動産所有者委員会のメンバーは、任期内に資格が終了する場合、終了日より3日以内に、不動産所有者委員会にその保管する前項に規定する資料および財物を移管しなければならない。

第五十四条 不動産所有者大会、不動産所有者委員会は、法律に基づき職責を履行し、不動産管理に関係のない決定をしたり、不動産管理に関係のない活動を行ってはならない。

不動産所有者大会、不動産所有者委員会が行った決定が法律・法規、不動産所有者大会の議事規則、管理規約などの規定に違反する場合、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正しまたは決定を撤回するよう命じ、不動産所有者全員に公告しなければならない。

不動産所有者大会、不動産所有者委員会が行った決定が不動産所有者の合法的権益を侵害する場合、侵害される不動産所有者は、人民裁判所に撤回を請求することができる。

第四節 不動産管理委員会

第五十五条 以下のいずれかに該当する場合、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府は、不動産管理委員会の設立を担当する。

（一）不動産所有者大会を設立するための条件を備えていない場合
（二）不動産所有者大会を設立するための条件を備えているが様々な原因で設立できない場合
（三）不動産所有者大会を開催したが不動産所有者委員会を選出できなかった場合
（四）不動産所有者委員会を再選する必要があるが様々な原因で選出できなかった場合

不動産管理委員会は、臨時機関として、本条例に基づき不動産所有者委員会の関連職責を担当し、不動産所有者を組織して共同で不動産管理の事項を決定し、条件に符合する不動産管理区域の不動産所有者大会の設立、不動産所有者委員会の選出を促進する。

第五十六条 不動産管理委員会は、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府がコミュニティの党組織、居（村）民委員会の代表者、不動産所有者の代表者などの7人以上の奇数を組織して構成する。そのうち、不動産所有者の代表者は、不動産管理委員会のメンバーの数の1/2以上とし、街道事務所、郷・鎮人民政府は、不動産所有者の意見を聴取し、座談会を開催するなどにより、自発的に参加する不動産所有者の中から決定する。不動産所有者の代表者は、本条例第四十三条における不動産所有者委員会のメンバーの候補者の条件に関する規定を適用するものとする。
不動産管理委員会の主任は、コミュニティの党組織、居（村）民委員会の代表者が務める。副主任は、コミュニティの党組織、居（村）民委員会が指定した1人の不動産所有者の代表者が務める。不動産管理委員会のメンバーのリストは、不動産管理区域内の目立つ位置に7日以上公告しなければならない。

第五十七条 不動産管理委員会会議は、主任または主任が委託する副主任が招集し、主催する。1/3以上のメンバーが不動産管理委員会会議の開催を提案した場合、開催しなければならない。

不動産管理委員会会議は、半数以上のメンバーが出席しなければならない。不動産管理委員会のメンバーは、代理人を委託して会議に参加してはならない。会議で行われた決定は、半数以上のメンバーの同意を得、会議に出席した不動産管理委員会のメンバーが署名して確認しなければならない。会議に出席しなかった不動産管理委員会のメンバーの署名は無効とする。
不動産管理委員会は、決定を行った日より3日以内に、会議の決定を不動産管理区域内の目立つ位置に公告しなければならない。

第五十八条 不動産管理委員会の任期は、一般的な場合、3年以下である。任期が満了後なお不動産所有者大会の設立、不動産所有者委員会の選出を推進しない場合、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府は、新しい不動産管理委員会を設立する。

第五十九条 不動産所有者大会を設立し、不動産所有者委員会を選出した場合、あるいは客観的な原因で不動産管理委員会が存続できない場合、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府は、30日以内に不動産管理委員会を解散し、不動産管理区域内の目立つ位置に公告しなければならない。

第四章 前期不動産

第六十条 新築不動産が販売される前に、建設業者は、前期不動産のサービス提供者を選定し、書面による前期不動産サービス契約を締結しなければならない。

前期不動産サービス契約の締結日より15日以内に、建設業者は、前期不動産サービス契約を不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府に提出して登録しなければならない。

第六十一条 建設業者は、不動産を販売する前に、一時的管理規約を制定し、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府に提出して登録しなければならない。

一時的管理規約は、不動産購入者の合法的権益を侵害してはならない。

第六十二条 建設業者は、前期不動産のサービス提供者の名称、不動産サービスの内容、料金、契約期間、一時的管理規約などを販売現場で公開し、不動産購入者と商品住宅売買契約を締結する際に、前期不動産サービス契約、一時的管理規約を商品住宅売買契約の添付文書として添付しなければならない。

前期不動産サービス契約に約束されるサービス期間が満了する前に、不動産所有者委員会または不動産所有者が新しい不動産サービス提供者と締結した不動産サービス契約が発効した場合、あるいは不動産所有者大会が自己管理を決定した場合、前期不動産サービス契約は終了とする。

第六十三条 住宅不動産の建設業者は、入札により前期不動産のサービス提供者を選定しなければならない。

入札者が3つ以下または住宅の規模が小さい場合、不動産所在地の県（市、区）人民政府の不動産行政主管部門の承認を得た後、協議により前期不動産のサービス提供者を選定することができる。協議により前期不動産のサービス提供者を選定する場合、住宅規模の基準は、市、州人民政府の不動産行政主管部門が確定し、公布する。

第六十四条 住宅の前期不動産サービス料金は、政府指導価格を実行し、県級以上の人民政府の価格主管部門が不動産の行政主管部門と共同で制定し、定期的に公布する。

第六十五条 新築不動産の付帯建物、施設・設備および関連場所が竣工検収に合格した場合、建設業者は、不動産購入者に交付手続きを行うことができる。交付条件を満たさない不動産を購入者に交付する場合、建設業者は、前期不動産管理費を負担しなければならない。

交付条件が整い、不動産所有者に交付された不動産は、その不動産管理費は、不動産所有者が支払う。まだ交付されていない不動産または竣工したがまだ販売されていない不動産は、その不動産管理費は、建設業者が支払う。建設業者が不動産購入者と不動産管理費の減免を約束した場合、減免される費用は、建設業者が支払う。

第六十六条 建設業者は、新築不動産交付の15日前に、選定された不動産サービス提供者と国家の関連規定、前期不動産サービス契約の約束に基づき、不動産の共用部分、共用施設・設備の受け入れのための検査、検収を完成しなければならない。

建設業者は、不動産交付期間の満了を理由として、不動産サービス提供者に検査、検収されていない不動産または交付条件を満たさない不動産の受け入れを要求してはならない。不動産サービス提供者は、検査、検収されていない不動産を受け入れてはならない。

段階的に開発、建設される不動産プロジェクトについては、開発の進捗に基づき、交付条件を満たす不動産に対して段階的に受け入れのための検査、検収を行い、不動産の段階的引き渡し手続きを行うことができる。建設業者と不動産サービス提供者は、最後の段階の不動産を引き渡す時に、不動産プロジェクト全体の引き渡し手続きを行わなければならない。

第六十七条 建設業者と前期不動産のサービス提供者は、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府の指導、監督の下、不動産管理区域内の共用部分、共用施設・設備に対して検査、検収を行い、現場検査・検収の結果を確認し、書面による検査・検収記録を作成し、不動産の受け入れ検査・検収に関する契約を締結し、書面による引き渡し記録を作成し、不動産所有者に検査、検収の結果を公開しなければならない。

不動産の受け入れ検査・検収に関する契約では、不動産の受け入れ検査・検収の基本的状況、存在する問題、解決方法と解決の期限、双方の権利、義務、違約責任などについて明確に約束しなければならない。

建設業者は、不動産の受け入れ検査・検収に関する契約の約束に基づき、存在する問題を是正しなければならない。建設業者が約束に基づき是正しない場合、不動産サービス提供者は、速やかに街道事務所、郷・鎮人民政府に報告しなければならない。街道事務所、郷・鎮人民政府は、建設業者に30日以内に是正するよう命じなければならない。

不動産の受け入れ検査・検収に関する契約が発効後、当事者が契約に約束する引き渡し義務を履行しないために、前期不動産サービス契約が履行できない場合は、違約責任を負わなければならない。

第六十八条 現場検査・検収の20日前に、建設業者は、不動産サービス提供者に以下の資料を移管しなければならない。

（一）竣工の全体平面図、単体建物、構造、設備の竣工図、付帯施設、地下パイプライン網プロジェクトの竣工図などの竣工検収資料
（二）共用施設・設備リスト、共用施設・設備の設置、使用、メンテナンス、保守などの技術資料
（三）電力供給、水供給、熱供給、ガス供給、通信、ケーブルテレビなどの使用許可文書
（四）不動産品質保証文書、不動産使用説明文書
（五）受け入れ検査・検収に必要なその他の資料

前項の資料のすべてを移管しない場合、建設業者は、移管していない資料の詳細なリストを作成し、書面で移管の期限を約束しなければならない。

第六十九条 不動産サービス提供者は、不動産の引き渡し後30日以内に、以下の文書を不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府に提出して登録しなければならない。

（一）前期不動産サービス契約
（二）一時的管理規約
（三）不動産の受け入れ検査・検収に関する契約
（四）建設業者が移管した資料のリスト
（五）検査、検収の記録
（六）引き渡しの記録
（七）受け入れ検査・検収に関するその他の文書

第七十条 不動産サービス提供者は、受け入れ検査・検収に関する文書、資料、記録をまとめて不動産受け入れ検査・検収の記録として作成し、適切に保管しなければならない。

不動産の受け入れ検査・検収の記録は、不動産所有者全員が所有するものとし、不動産所有者は、調べたり、コピーする権利がある。

第七十一条 建設業者は、国家が規定する保証期間、保証範囲に基づき不動産の保証責任を負わなければならない。

保証期間に保証範囲で発生した不動産品質問題に対し、不動産サービス提供者は、速やかに建設業者に通知しなければならない。建設業者は、直ちに施工業者に現場に入って確認し修復するよう通知しなければならない。建設業者が施工業者に通知できない場合、あるいは施工業者が約束に基づき修復しない場合は、建設業者は、他の業者に委託して修復しなければならない。

建設業者が保証義務を履行しない場合、または保証義務の履行を遅延させる場合、不動産所有者、不動産サービス提供者は、県級以上の人民政府の建設行政主管部門に通報することができ、建設行政主管部門は、法律に基づき監督管理を行う。

第七十二条 不動産の引き渡しが行われた後、隠れた工事品質問題が建物構造の安全、建物の正常な使用に影響を与えることを発見した場合、建設業者は、修復の責任を負わなければならない。不動産所有者に経済的損失をもたらした場合、建設業者は、法律に基づき賠償責任を負わなければならない。

第七十三条 不動産サービス提供者は、法律・法規の規定、不動産サービス契約の約束に基づき修理、メンテナンス、管理の義務を履行し、不適切な管理サービスによる不動産の共用部分、共用施設・設備の毀損または滅失に対して責任を負わなければならない。

第五章 不動産サービス

第七十四条 不動産所有者は、自ら不動産を管理することができ、他人に委託して管理することもできる。不動産サービス提供者に不動産サービスの提供を委託する場合、１つの不動産管理区域は、1つの不動産サービス提供者を選定しなければならない。

不動産サービス提供者は、不動産管理区域内の一部の特別サービス事項を専門的なサービス組織またはその他の第三者に委託する場合、当該部分の特別サービス事項について不動産所有者に対して責任を負わなければならない。

不動産サービス提供者は、提供すべきすべての不動産サービスを第三者に再委託し、あるいはすべての不動産サービスを分解してからそれぞれ第三者に再委託してはならない。

法律・法規に、資格を有する専門的な機関または人員が修理、メンテナンスを実施することを規定している施設・設備については、その規定に従うものとする。

第七十五条 委託を受けて不動産サービスを提供する企業は、独立した法人資格を有し、また専門的な技術者を持ち、不動産所有者に専門的な不動産管理サービスを提供する能力を備えなければならない。

第七十六条 不動産サービス提供者は、法律・法規の規定、不動産サービス契約の約束に基づき不動産サービスを提供し、以下の規定を遵守しなければならない。

（一）不動産所有者、不動産使用者は、不動産を使用する前に、不動産の共用部分、共用施設・設備の使用方法、メンテナンス要求、注意事項などを書面で不動産所有者、不動産使用者に知らせる。

（二）安全リスクを発見した場合、速やかに警告標識を設置し、措置を講じてリスクを排除し、または専門機関に報告する。

（三）不動産のメンテナンス、保守およびその費用収支の記録をし、不動産サービスの記録、資料を適切に保管する。

（四）違法に建設する行為、勝手に電力線を設置する行為、消防車通路を占用する行為および治安、環境保護、消防などに関する法律・法規に違反するその他の行為に対し、阻止を行い、速やかに合理的な措置を講じて制止し、関連する行政主管部門に報告し、その処理に協力する。

（五）不動産所有者、不動産使用者が一時的管理規約、管理規約に違反する行為に対し、阻止、制止を行い、速やかに不動産所有者委員会に報告する。

（六）不動産サービスの提供において取得した不動産所有者、不動産使用者の個人情報に対し、秘密を守る。

（七）不動産所有者、不動産使用者に対し、生活ゴミの分類を行うよう指導し、監督する。

（八）政府が法律に基づき実施する管理措置を遂行し、関連作業の実施に積極的に協力する。

不動産サービス提供者は、不動産所有者が不動産管理費を滞納し、管理に協力しないなどの理由でサービスの内容を減少し、サービスの質を低下させてはならない。電力供給、水供給、熱供給、ガス供給を停止し、不動産所有者の住宅団地出入りを制限し、不動産所有者の家に入る方法で不動産管理費の支払いを促してはならない。

第七十七条 不動産所有者は、不動産サービス契約に約束する支払い方法、基準に基づき、期限内に不動産管理費を全額支払わなければならない。

不動産所有者が期限を過ぎても不動産管理費を支払わない場合、不動産所有者委員会は、その支払いを促さなければならない。不動産サービス提供者は、合理的な期間内に支払うよう促すことができる。合理的な期間が満了してもなお支払わない場合は、不動産サービス提供者は、法律に基づき訴訟を提起し、または仲裁を申請することができる。

第七十八条 不動産所有者大会は、成立後、不動産所有者大会の決定に基づき不動産管理の方法を選択し、不動産サービス提供者を選定しなければならない。

不動産所有者大会が入札により不動産サービス提供者を選定すると決定した場合、不動産所有者委員会は、法律に基づき入札募集を実施する。

不動産サービス契約は、書面で作成しなければならない。その内容は、一般的な場合、サービス事項、サービス品質、サービス費用の基準と徴収方法、特別維持資金の使用、不動産サービス用建物の使用と管理、サービス期間、サービスの引き継ぎ、違約責任などの条項を含む。不動産サービス提供者がサービスについて公に行った不動産所有者に有利な承諾は、不動産サービス契約の一部となる。

不動産サービス提供者は、不動産サービス契約の締結日より15日以内に不動産サービス契約書を不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府に提出して登録しなければならない。

不動産サービス契約のモデル版は、省人民政府の不動産行政主管部門が省市場監督管理行政主管部門と共同で制定する。

第七十九条 不動産管理費は、請負制または報酬制などにより受け取ることができる。

報酬制を実行する場合、不動産サービス提供者は、不動産所有者全員に不動産サービス資金の年間予算・決算を公開し、不動産サービス資金の収支状況を毎年定期的に公開しなければならない。

不動産サービス契約の期間内に、不動産サービス提供者は、勝手に不動産サービスの料金基準を引き上げてはならない。引き上げる必要がある場合、不動産サービス提供者は、料金調整計画、料金調整の理由、コスト変化の状況などに関する資料を公開し、不動産所有者委員会と協議し、不動産所有者大会が決定し、あるいは不動産所有者が共同で決定する。

第八十条 不動産サービス企業は、不動産プロジェクトの責任者を派遣しなければならない。不動産プロジェクトの責任者は、到着日より3日以内に不動産プロジェクト所在地の居（村）民委員会に到着を報告し、居（村）民委員会の指導、監督の下、コミュニティ管理作業に参加しなければならない。

不動産プロジェクト責任者の職務履行状況は、不動産サービス信用記録に記録する。

第八十一条 不動産サービス提供者は、不動産管理区域内の目立つ位置に不動産所有者に以下の情報を公開し、適時に更新しなければならない。また、インターネットなどにより不動産所有者に知らせることができる。

（一）不動産サービス企業の営業許可証またはその他の管理者の基本状況、不動産プロジェクト責任者の基本状況、連絡先、サービス苦情電話

（二）不動産サービス事項、担当者、品質要求、料金項目、料金基準など

（三）前年度の不動産サービス契約の履行状況

（四）前年度における特別維持資金の使用状況

（五）前年度に不動産所有者の共有部分を利用して広告を掲示し、駐車するなどの経営、収益の状況

（六）前年度における公共水道・電気費用および分担の詳細な状況

（七）エレベーター、消防、水道、電気、ガス、暖房などの施設・設備の日常メンテナンス・保守業者の名称、連絡先

（八）公開すべきその他の情報

不動産サービス提供者は、定期的に前項第三号から第六号に規定する事項を不動産所有者大会、不動産所有者委員会に報告しなければならない。

不動産所有者が公開される内容に異議がある場合、不動産サービス提供者は、7日以内に回答しなければならない。

第八十二条 不動産サービス提供者は、以下の不動産サービスの記録、資料を作成し、保存しなければならない。

（一）不動産所有者共有部分の経営管理記録
（二）共用部分、共用施設・設備の記録とそれらの運転、メンテナンス、保守の記録
（三）水槽洗浄記録、水槽水質検査報告書
（四）不動産所有者名簿
（五）水供給、電力供給、ゴミの整理・運搬などについて締結した書面による契約
（六）不動産サービス活動において形成された不動産所有者の利益に関連するその他の資料

第八十三条 不動産サービス契約が終了した場合、不動産サービス提供者は、約束される期限内または合理的な期限内に不動産管理区域を退出し、以下の資料、財物などを不動産所有者委員会、自己管理を決定した不動産所有者またはその指定した者に返還し、新しく採用される不動産サービス提供者に協力して引き継ぎ作業を行い、不動産の使用・管理状況を如実に伝えなければならない。

（一）本条例第六十八条、第八十二条に規定する記録、資料
（二）不動産サービス用建物、不動産の共用部分、共用施設・設備
（三）予め受け取った費用、代わって受け取った費用
（四）不動産サービス契約に約束するその他の事項

不動産サービス提供者は、前項に規定する資料、財物などを損壊、隠匿、廃棄してはならない。

元の不動産サービス提供者は、前の二項の規定のいずれかに違反した場合、不動産所有者に不動産サービス契約終了後の不動産管理費の支払いを請求してはならない。不動産所有者に損失をもたらした場合は、その損失を賠償しなければならない。

元の不動産サービス提供者は、不動産所有者が不動産管理費を滞納する、不動産所有者の共同決定に対して異議があるなどを理由として引き継ぎを拒否し、いかなる理由でも新しく採用された不動産サービス提供者がサービスを提供することを阻止してはならない。

元の不動産サービス提供者が関連資料、財物などの移管を行わない場合、または不動産管理区域を退出しない場合、不動産所有者または不動産所有者委員会が請求後、不動産所在地の居（村）民委員会、街道事務所、郷・鎮人民政府、県（市、区）人民政府の不動産行政主管部門は、協力しなければならない。協力しても、元の不動産サービス提供者がなお移管を行わない、または退出しない場合は、公安機関に協力を請求することができる。

第八十四条 不動産サービス契約が終了する前に、元の不動産サービス提供者は、勝手に不動産管理区域を退出し、不動産サービスを停止してはならない。

不動産サービス契約が終了後、不動産所有者または不動産所有者大会が選定した新しい不動産サービス提供者または自己管理を決定した不動産所有者が引き継ぐ前に、元の不動産サービス提供者は、引き続き不動産サービス事項を処理するものとし、不動産所有者にその期間の不動産管理費の支払いを要求することができる。

第八十五条 不動産管理区域が管理されていない状態にある場合、不動産所在地の街道事務所、郷・鎮人民政府は、応急管理を行わなければならない。街道事務所、郷・鎮人民政府の指導、監督の下、居（村）民委員会は、応急管理の必要に応じて基本的清掃、秩序維持などの応急サービスを提供しなければならない。サービスの期間は、協議して決定し、サービスの費用は、不動産所有者全員が共同で負担する。

応急サービスを提供する場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、サービスの内容、期間、費用などを不動産管理区域内の目立つ位置に公告しなければならない。

応急サービスを提供する期間に、街道事務所、郷・鎮人民政府の指導、監督の下、居（村）民委員会は、不動産所有者を組織して共同で不動産サービス提供者の選任を決定しなければならない。

第八十六条不動産に対して自己管理を実施すると不動産所有者大会が決定しまたは不動産所有者が共同で決定した場合、管理の責任者、管理の内容、基準、費用、責任、期間などについて規定しなければならない。

第八十七条 不動産管理区域内の水供給、電力供給、熱供給、ガス供給、通信、ケーブルテレビなどの経営機関は、エンドユーザーに関連費用を徴収しなければならない。経営機関は、一部のエンドユーザーが費用納付義務を履行しないために、費用を納付したユーザー、共用部分に対するサービスを停止してはならない。

不動産所有者が自ら増設した施設・設備を除き、電力供給、水供給、熱供給、ガス供給の経営機関は、以下の規定に基づき不動産管理区域内の関連施設・設備のメンテナンス、保守および更新を担当しなければならない。

（一）不動産所有者の端末水道メーター、それ以外の水供給施設・設備
（二）不動産所有者の端末電気メーター、それ以外の電力供給施設・設備（集中的に電気メーターを設置する場合は、ユーザーの屋外の電力供給施設・設備とする。）
（三）不動産所有者のガス用具、ガス用具を接続するゴム管以外のガス施設・設備
（四）不動産所有者の家庭用バルブ、それ以外の熱供給施設・設備

経営機関は、不動産サービス提供者に費用の代理徴収を委託することができる。費用の代理徴収を委託する場合、双方は、書面による委託契約を締結し、委託する主な事項、費用支払いの基準、方法を明確に定めなければならない。不動産所有者に手数料などの追加費用を徴収してはならない。

第六章 不動産の使用

第八十八条 いかなる機関および個人も、不動産管理区域内で以下の行為を実施してはならない。

（一）建物の本体、耐荷重構造を許可なく変える行為

（二）違法に建物、構築物を建て、または地下スペースを掘削する行為

（三）消防車通路、避難通路、非常口を占用、遮断、閉鎖し、消防施設・設備を損壊する行為

（四）規定に違反して爆発性、有毒性、放射性、腐食性の物質または感染症の病原体などの危険物質を製造、保管、使用、処置する行為

（五）規定に違反して音を立てて他人の正常な生活に影響を与える行為

（六）公共緑地、樹木、緑化施設を占用、破壊する行為

（七）動物を飼育して他人の正常な生活を妨害し、または動物の他人威嚇をほっとく行為

（八）建物から物を投げる行為

（九）規定に違反して家屋を賃貸しする行為

（十）規定に違反して電線を引いて電気自動車を充電する行為

（十一）人民防空施設を破壊、占用する行為

（十二）法律・法規、管理規約に禁止するその他の行為

前項のいずれかの行為があった場合、不動産サービス提供者、不動産所有者委員会は、速やかに阻止、制止しなければならない。阻止、制止しても効果がない場合は、速やかに関連行政主管部門に報告しなければならない。

不動産所有者、不動産使用者は、自身の合法的権益を侵害する行為に対し、法律に基づき人民裁判所に訴訟を提起することができる。不動産所有者大会、不動産所有者委員会は、不動産所有者の共同権益を侵害する行為に対し、法律に基づき人民裁判所に訴訟を提起することができる。

第八十九条 不動産所有者、不動産使用者は、法律・法規、管理規約に違反して住宅を経営用施設として使用してはならない。不動産所有者、不動産使用者は、住宅を経営用施設として使用する場合、法律・法規、管理規約を遵守するほか、利害関係のある不動産所有者全員の同意を得なければならない。

第九十条 不動産所有者、不動産使用者は、不動産管理区域内で犬などの動物を飼養する場合、関連法律・法規、管理規約を遵守しなければならない。

飼い主は、犬を連れて外出する場合、規定に基づき犬にドッグタグを付け、犬をリードにつなぐなどの措置を講じて、犬が人を傷つけたり、疫病を広めたりすることを防止し、犬の排泄物を速やかに片付けなければならない。

不動産サービス提供者は、阻止、制止などの措置を講じて、犬などの動物が環境衛生およびその他の不動産所有者に与える影響を低減し、関連部門に協力して不動産管理区域内における犬などの動物の飼養行為の監督管理を強化しなければならない。

第九十一条 不動産所有者、不動産使用者は、部屋の装飾、内装を行う場合、事前に不動産サービス提供者に知らせ、不動産サービス提供者が提示した合理的な注意事項を遵守し、その現場検査に協力しなければならない。事前に知らせない場合は、不動産サービス提供者は、管理規約に基づき装飾、内装の施工者が不動産管理区域に入ることを禁止することができる。

不動産サービス提供者は、禁止する装飾・内装行為、注意事項を書面で不動産所有者、不動産使用者に知らせなければならない。

部屋の装飾・内装中に不動産の共用部分を汚し、共用施設・設備を損壊した場合、不動産サービス提供者は、不動産所有者、不動産使用者に修復、清掃し、原状に回復するよう通知しなければならない。不動産所有者、不動産使用者が不動産サービス提供者が通知した期限内に修復、清掃し、原状に回復しない場合は、不動産サービス提供者は処理し、必要な費用は不動産所有者、不動産使用者が負担する。

不動産の装飾・内装中に、不動産サービス提供者は、不動産所有者、不動産使用者、装飾・内装の施工者が関連法律・法規、管理規約に違反する行為を発見した場合、速やかに阻止し、制止しなければならない。阻止し、制止しても効果がない場合は、速やかに関連行政主管部門、不動産所有者委員会に報告しなければならない。

第九十二条 エレベーターのメンテナンス・保守業者は、エレベーターの日常運転の検査、メンテナンス、保守を強化しなければならない。

不動産サービス提供者は、エレベーターの運転に対して日常の巡回検査を行い、エレベーターに性能故障またはその他の安全問題を発見した場合、直ちに措置を講じ、速やかにエレベーターのメンテナンス・保守業者に修理するよう連絡しなければならない。

エレベーターのメンテナンス・保守業者は、故障の通知を受け取った場合、直ちに現場に行って必要な応急救援措置を講じなければならない。

エレベーターのメンテナンス・保守業者がエレベーターに重大な安全問題があり、改造、修理の価値がなく、あるいは安全技術規範に規定する廃棄条件に符合すると判断した場合、不動産サービス提供者は、速やかに不動産所有者に関連状況を公告し、廃棄事項について積極的に調整し、処理しなければならない。

老朽団地の不動産所有者に対し、日常生活の需要を満足するためにエレベーターを増設するよう奨励する。

第九十三条 不動産管理区域内における自動車駐車用として計画される駐車スペース、車庫の帰属は、当事者が販売、贈与または貸し出しなどにより約束し、まず本不動産管理区域内の不動産所有者の需要を満足しなければならない。

本不動産管理区域内の不動産所有者の購入、借用の需要を満足する場合に、残りの計画駐車スペース、車庫がある場合、残りの計画駐車スペース、車庫の数、位置などの情報を不動産管理区域内の目立つ位置に7日以上公告しなければならない。公告期間が満了後、本不動産管理区域以外の他の使用者に貸し出すことができる。但し、毎回の貸し出しの期間は、1年を超えてはならない。

第九十四条 建設業者、不動産サービス業者またはその他の管理者などが不動産所有者の共有部分を利用することにより生じる収入は、合理的なコストを控除した後、不動産所有者が共有するものとする。不動産所有者が共有する経営収益は、不動産所有者大会の決定または不動産所有者の共同決定に基づき使用するものとし、特別維持資金の補足に用いることができ、不動産所有者大会、不動産所有者委員会の作業経費、不動産所有者委員会のメンバーの作業手当または不動産管理などに用いることもできる。

いかなる企業および個人も、不動産所有者が共有する経営収益を悪用、横領してはならない。経営収益は、建設業者、不動産サービス企業またはその他の管理者などが代行管理する場合は、単独で記録し、不動産所有者、不動産所有者委員会の監督を受けなければならず、不動産所有者委員会が自ら管理する場合は、不動産所有者、居（村）民委員会の監督を受けなければならない。

不動産所有者の共有部分を利用して経営を行う状況、経営収益の分配・使用状況は、毎年1回以上、不動産所有者に公開しなければならない。

第七章 特別維持資金

第九十五条 住宅不動産、住宅団地内の非住宅不動産または単独の住宅建物の構造につながる非住宅不動産の所有者は、特別維持資金を預け入れなければならない。但し、1人の不動産所有者が所有し、他の不動産との共用部分、共用施設・設備のないものを除く。

不動産所有者が預け入れた特別維持資金は、不動産所有者が共有し、不動産管理区域内の不動産の共用部分、共用施設・設備の保証期間満了後の修理、更新、改造に特別に用いるものとし、他の目的に使用してはならない。

不動産所有者が不動産を譲渡する場合、特別維持資金は、住宅の所有権と一緒に譲渡されるものとし、不動産所有者は返還を要求する権利がない。徴収またはその他の原因により不動産が滅失した場合、特別維持資金の残高は不動産所有者に返還しなければならない。

第九十六条 特別維持資金は、特別口座に預け入れ、特定の目的に使用し、所有権者が決定し、政府が監督するという原則に基づき管理しなければならない。

不動産所有者大会が成立する前に、特定維持資金は、不動産行政主管部門が代行管理を行う。不動産所有者大会が成立した後は、不動産所有者大会の決定に基づき自己管理または代行管理を選択する。

不動産所有者大会は、特別維持資金に対して自己管理を選択する場合、銀行に特別維持資金の口座を開設しなければならない。市、州、県（市）人民政府の不動産行政主管部門は、特別維持資金の使用、管理を指導し、監督しなければならない。

特別維持資金の収益は、不動産所有者が共有するものとし、不動産所有者の特別維持資金の口座に振り込まなければならない。

特別維持資金の使用、管理は、不動産所有者に公開し、法律に基づき監査部門の監査、監督を受けなければならない。

第九十七条 不動産所有者は、時間どおりに特別維持資金を全額預け入れなければならない。

第1期の特別維持資金を設立しない場合、または特別維持資金の残高が第1期の調達金額の30%未満になった場合、市、州、県（市）人民政府の不動産行政主管部門は、不動産所有者委員会または居（村）民委員会に、不動産所有者に対し特別維持資金の設立、納付を催告するよう通知しなければならない。不動産所有者は、催告を受け取った後、速やかに特別維持資金の設立、納付を行わない場合は、不動産所有者委員会は、その不動産所有者に対し、法律に基づき訴訟を提起することができる。

不動産所有者は、住宅の譲渡、抵当を申請する場合、住宅取引の管理部門に特別維持資金を全額預け入れたことに関する証明書類を提出しなければならない。

特別維持資金の納付基準、設立、納付継続および使用・管理方法は、市、州、県（市）人民政府が制定する。

第九十八条 特別維持資金の使用が区画（棟）の不動産所有者が共有、共同管理する権利事項のみに関わる場合、当該区画（棟）の不動産所有者は、メンテナンスの範囲に基づき共同で決定することができる。

第九十九条 不動産の保証期間が満了後、人身、住宅の安全などに深刻な危害を及ぼす以下の緊急事態が発生し、直ちに特別維持資金を使用する必要がある場合、不動産所有者委員会または居（村）民委員会が応急使用計画を提出し、あるいは関連不動産所有者、不動産サービス提供者が応急使用計画を提出し、不動産所有者委員会または居（村）民委員会の同意を得てから、不動産の行政主管部門に書面で資金使用申請を提出する。

（一）屋根、外壁の防水が破損し、深刻な漏れが発生する。

（二）エレベーターに故障が発生し、人身の安全に危害を及ぼす。

（三）建物のファサードが脱落する危険がある。

（四）共用消防施設・設備が故障し、正常に使用することができない。

（五）公共フェンスが深刻に破損し、人身、財産の安全に危害を及ぼす。

（六）共用排水施設は、崩壊、閉塞、破裂などにより機能障害が発生し、人身、財産の安全に危害を及ぼす。

（七）人身、住宅の安全に深刻な危害を及ぼすその他の緊急事態

不動産の行政主管部門は、応急メンテナンス資金の使用申請を受け取った日より2日以内に審査を完成しなければならない。メンテナンス工事が竣工し検収に合格した後、不動産の行政主管部門は、メンテナンス資金の使用状況を不動産管理区域内の目立つ位置に7日以上公告しなければならない。

第八章　監督管理

第百条 県級以上の人民政府の不動産行政主管部門は、不動産サービス信用記録を設立し、健全化し、不動産サービス信用情報の収集、記録、使用、公開の管理を強化しなければならない。

第百一条 以下の信用失墜行為のいずれかに該当する場合、不動産サービス企業、法定代表者、不動産プロジェクト責任者を不動産サービス信用記録に記録しなければならない。

（一）特別維持資金を詐取、悪用または横領する行為

（二）不動産管理の入札活動において、虚偽の情報を提供して落札を詐取する行為

（三）不動産サービス契約が終了後、関連資料、財物の移管を拒否し、または関連資料、財物を損壊、隠匿、廃棄し、あるいは不動産管理区域退出を拒否し、または退出の際に規定に基づき引き継ぎ手続きを行わない行為

（四）不動産管理区域内の不動産サービス用建物、共用部分、共用施設・設備の用途を勝手に変える行為

（五）勝手に不動産管理区域内の道路、場所の占用、掘削を決定し、不動産所有者の共同利益を損なう行為

（六）法律・法規に規定する不動産所有者の合法的権益を侵害するその他の行為

建設業者は、前期の不動産入札募集の文書において、不動産サービス企業の信用評価を入札評価の基準として設定しなければならない。不動産所有者、不動産所有者委員会は、不動産サービス企業を選定する際に、不動産サービス企業の信用評価を参考として選定しなければならない。
第百二条 県級以上の人民政府の不動産行政主管部門は、不動産サービス規範、品質評価に関する関連規定に基づき、定期的に街道事務所、郷・鎮人民政府を組織して不動産サービス企業の評価を行わなければならない。評価を行う時に、不動産所有者、不動産所有者委員会、コミュニティの党組織、居（村）民委員会の意見を聴取しなければならない。評価の結果は、社会に公開し、不動産サービス信用記録に記録しなければならない。

第百三条 県級以上の人民政府の関連行政主管部門は、各々の職責に基づき不動産管理区域内の以下の作業を担当し、法律に基づき法律・規定違反行為を処理する。

（一）建設の行政主管部門は、建設プロジェクトの竣工検収、登録を担当し、建設業者が建築プロジェクトの品質保証責任を履行する状況を監督し、住宅装飾・内装活動を監督し、検査する。

（二）都市・農村計画の行政主管部門は、建設活動の監督、検査を担当し、定期的な巡回検査、重点巡回検査を実施し、違法に建築、建設を行う行為の認定を行い、都市管理総合法執行部門は、調査、処分を行う。

（三）市場監督の行政主管部門は、無許可経営活動の監督、検査を担当し、価格公示活動、規定違反の料金徴収活動を検査し、エレベーターなどの特殊な設備の安全を監督し、管理する。

（四）公安機関は、治安、技術による安全防備、保安サービスなどの活動の監督、検査を担当する。

（五）応急管理部門は、消防作業の監督、管理を担当し、消防救援機関は、その実施を担当する。

（六）民間防空の行政主管部門は、民間防空施設の維持、管理の監督、検査を担当する。

（七）都市緑化の行政主管部門は、公共緑地、樹木、緑化施設を占用、破壊する行為の調査、処分を担当する。

（八）その他の行政主管部門は、各々の職責、法律に基づき監督、管理を行う。

街道事務所、郷・鎮人民政府は、居（村）民委員会、不動産サービス提供者を組織して、不動産管理区域に対して定期的な巡回検査を行わなければならない。法律・規定違反行為を発見した場合、速やかに阻止、制止しなければならない。阻止、制止しても効果がない場合は、速やかに関連行政主管部門に報告しなければならない。定期的な巡回検査は、毎年1回以上行わなければならない。

関連行政主管部門は、法律・規定違反行為苦情・通報処理制度を確立し、不動産管理区域内の目立つ位置に連絡先、苦情・通報電話を公布しなければならない。関連行政主管部門は、苦情、通報を受け取った日より、規定される期限内に調査、処理を行い、調査、処理の結果を苦情者、通報者に回答しなければならない。

都市管理総合法執行体制の改革を実施しており、関連部門の職責分担について別に規定がある場合は、その規定に従うものとする。
第九章 法的責任

第百四条 本条例第十六条の規定に違反し、建設業者が不動産管理区域内で規定どおりに不動産サービス用建物を配置しない場合、県級以上の人民政府の不動産行政部門は、期限内に是正するよう命じ、警告し、違法所得を没収し、10万元以上50万元以下の罰金を科する。

第百五条 本条例第十七条第三項の規定に違反し、不動産所有者大会の決定または不動産所有者の共同決定なく不動産サービス用建物の用途を変える場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、警告し、1万元以上10万元以下の罰金を科し、不動産サービス用建物を譲渡または抵当に入れる場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、警告し、機関に対し、5万元以上20万元以下の罰金を科し、個人に対し、1000元以上1万元以下の罰金を科する。収益がある場合は、その収益を不動産管理区域内の不動産共用部分、共用施設・設備のメンテナンス、保守に使用し、残りの部分は不動産所有者の共同決定により使用する。不動産所有者に損失をもたらした場合は、法律に基づき賠償責任を負う。

第百六条 本条例第十八条第二項の規定に違反し、不動産所有者大会の決定または不動産所有者の共同決定なく共有部分の用途を変え、共有部分を利用して経営活動に従事し、または共有部分を処分する場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、警告し、機関に対し、5万元以上20万元以下の罰金を科し、個人に対し、1000元以上1万元以下の罰金を科する。収益がある場合は、その収益を不動産管理区域内の不動産の共用部分、共用施設・設備のメンテナンス、保守に使用し、残りの部分は、不動産所有者の共同決定により使用する。不動産所有者に損失をもたらした場合は、法律に基づき賠償責任を負う。

第百七条 本条例第十九条の規定に違反し、経営機関が経営施設・設備、関連パイプラインの受け入れを拒否する場合、県級以上の人民政府の関連行政主管部門は、期限内に是正するよう命じる。不動産所有者に損失をもたらした場合は、法律に基づき賠償責任を負う。

第百八条 本条例第二十四条第二項の規定に違反し、建設業者が規定どおりにすべての資料を街道事務所、郷・鎮人民政府に提出しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、1万元以上5万元以下の罰金を科する。

第百九条 本条例第六十条第二項の規定に違反し、建設業者が規定どおりに前期の不動産サービスの契約を提出して登録しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、5000元以上1万元以下の罰金を科する。

第百十条 本条例第六十一条第一項の規定に違反し、建設業者が規定どおりに一時的管理規約を提出して登録しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、5000元以上1万元以下の罰金を科する。

第百十一条 本条例第六十三条の規定に違反し、住宅不動産の建設業者が入札により前期不動産サービス提供者を選定しない場合、あるいは承認なく契約により前期不動産サービス提供者を選定する場合、県級以上の人民政府の不動産行政主管部門は、期限内に是正するよう命じ、警告し、10万元以下の罰金を科する。
第百十二条 本条例の規定に違反し、建設業者、不動産サービス提供者が規定に基づき引き受け検査義務を履行しない場合、以下の規定に基づき処罰する。

（一）本条例第六十六条第二項の規定に違反し、建設業者が不動産サービス提供者に検査されていない、または交付の条件に符合しない不動産の受け入れを要求する場合、または不動産サービス提供者が検査されていない不動産を受け入れる場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、1万元以上3万元以下の罰金を科する。

（二）本条例第六十七条第三項の規定に違反し、建設業者が是正しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、1万元以上10万元以下の罰金を科する。

（三）本条例第六十八条の規定に違反し、建設業者が関連資料を移管しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、1万元以上10万元以下の罰金を科する。

（四）本条例第六十九条の規定に違反し、不動産サービス提供者が関連文書を提出して登録しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、5000元以上1万元以下の罰金を科する。

（五）本条例第七十条第一項の規定に違反し、不動産サービス提供者が不動産の引き受け検査の記録を作成し、適切に保管しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、5000元以上1万元以下の罰金を科する。

第百十三条 本条例第七十四条第三項の規定に違反し、不動産サービス提供者が提供すべきすべての不動産サービスを第三者に委託し、またはすべての不動産サービスを分解し、それぞれ第三者に委託する場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、委託契約の代金の30％以上50％以下の罰金を科する。委託により得た収益は、不動産管理区域内の不動産の共用部分、共用施設・設備のメンテナンス、保守に使用し、残りの部分は、不動産所有者の共同決定により使用する。不動産所有者に損失をもたらした場合は、法律に基づき賠償責任を負う。

第百十四条 本条例第七十六条第一項第一号から第五号の規定に違反し、不動産サービス提供者が不動産サービスを提供する際に関連規定を遵守しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、1000元以上5000元以下の罰金を科する。

第百十五条 本条例第七十六条第二項の規定に違反し、不動産サービス提供者が電力供給、水供給、熱供給、ガス供給を停止し、不動産所有者の住宅団地出入りを制限し、不動産所有者の家に入る方法で不動産管理費の支払いを促す場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、5000元以上3万元以下の罰金を科する。

第百十六条 本条例第七十八条第四項の規定に違反し、不動産サービス提供者が規定どおりに不動産サービスの契約を提出して登録しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、5000元以上1万元以下の罰金を科する。

第百十七条 本条例第八十条第一項の規定に違反し、不動産プロジェクトの責任者が規定どおりに出頭しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、1000元以上5000元以下の罰金を科する。

第百十八条 本条例第八十一条第一項の規定に違反し、不動産サービス提供者が規定に基づき不動産管理区域内の目立つ位置に関連情報を公開しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、1000元以上5000元以下の罰金を科する。

第百十九条 本条例第八十二条の規定に違反し、不動産サービス提供者が規定に基づき不動産サービスの記録、資料を作成し、保存しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、1000元以上5000元以下の罰金を科する。

第百二十条 本条例第八十三条の規定に違反し、不動産サービス提供者が関連資料、財物を移管しない場合、または関連資料、財物を損壊、隠匿、廃棄する場合、あるいは不動産管理区域を退出しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、関連資料、財物を移管しない不動産サービス提供者に対し、1万元以上10万元以下の罰金を科し、関連資料、財物を損壊、隠匿、廃棄する不動産サービス提供者に対し、5万元以上20万元以下の罰金を科し、不動産管理区域を退出しない不動産サービス提供者に対し、規定する期間が満了する翌日より、1日あたり1万元の罰金を科する。不動産所有者に損失をもたらした場合は、法律に基づき賠償責任を負う。

不動産サービス提供者が治安管理に違反する行為がある場合、公安機関は、法律に基づき治安管理処罰を与える。

第百二十一条 本条例第八十四条の規定に違反し、不動産サービス契約が終了する前に、元の不動産サービス提供者が勝手に不動産管理区域を退出し、不動産サービスを停止する場合、あるいは不動産サービス契約が終了後、不動産所有者または不動産所有者大会が選定した新しい不動産サービス提供者または自己管理を決定する不動産所有者が引き継ぐ前に、元の不動産サービス提供者が引き続き不動産サービス事項を処理しない場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、3万元以上10万元以下の罰金を科する。

第百二十二条 本条例の規定に違反し、不動産管理区域内で以下の行為がある場合、以下の規定に基づき処罰する。

（一）本条例第八十八条第一項第一号の規定に違反し、勝手に建物の本体、耐荷重構造を変える場合、県級以上の人民政府の建設行政主管部門は、是正を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科する。

（二）本条例第八十八条第一項第二号の規定に違反し、違法に建物、構築物を建て、または地下スペースを掘削する場合、都市管理総合行政法執行部門は、是正を命じ、法律に基づき処罰する。

（三）本条例第八十八条第一項第三号の規定に違反し、消防車通路、避難通路、非常口を占用、遮断、閉鎖し、消防施設・設備を損壊する場合、県級以上の人民政府の消防救援機関は、是正を命じ、企業に対し、5000元以上5万元以下の罰金を科し、個人に対し、警告を与え、または500元以下の罰金を科する。

（四）本条例第八十八条第一項第四号の規定に違反し、規定に違反して爆発性、毒害性、放射性、腐食性物質または伝染病病原体などの危険物質を製造、保管、使用、処置する場合、公安機関は、法律に基づき処罰する。

（五）本条例第八十八条第一項第五号の規定に違反し、規定に違反して音を立てて他人の正常な生活を妨害する場合、公安機関は、法律に基づき処罰する。

（六）本条例第八十八条第一項第六号の規定に違反し、公共緑地、樹木、緑化施設を占用、破壊する場合、県級以上の人民政府の都市緑化行政主管部門は、是正を命じ、200元以上2000元以下の罰金を科する。

（七）本条例第八十八条第一項第七号の規定に違反し、動物を飼育して他人の正常な生活を妨害し、または動物の他人威嚇をほっとく場合、公安機関は、法律に基づき処罰する。

（八）本条例第八十八条第一項第八号の規定に違反し、建物から物を投げる場合、公安機関は、法律に基づき処罰する。

（九）本条例第八十八条第一項第九号の規定に違反し、規定に違反して住宅を賃貸する場合、公安機関は、法律に基づき処罰する。

第百二十三条 本条例第九十三条第二項の規定に違反し、建設業者が販売されていないまたは贈与されていない駐車スペース、車庫を本不動産管理区域以外の他の使用者に賃貸し、毎回の賃貸期間が1年を超える場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、3万元以上10万元以下の罰金を科する。

第百二十四条 本条例第九十四条第二項の規定に違反し、不動産所有者が共有する経営収益を悪用、横領する場合、街道事務所、郷・鎮人民政府は、期限内に返還するよう命じ、悪用、横領の金額の1倍以上2倍以下の罰金を科する。

第百二十五条 本条例の規定に違反し、各級人民政府のスタッフが不動産管理作業において職務を怠ったり、汚職したり、職権を濫用する場合、法律に基づき処分しなければならない。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

居（村）民委員会のスタッフが上記の行為がある場合は、関連規定に基づき処理する。

第十章 付 則
第百二十六条 省人民政府の不動産行政主管部門は、不動産管理の実際の必要に応じて、関連法律・法規、本条例に基づき、他の規定を制定することができる。

第百二十七条 本条例は、2021年8月1日より施行する。

吉林省都市熱供給条例

（2004年3月31日に開催された吉林省第十期人民代表大会常務委任会第九回会議で採択　2021年7月30日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十九回会議の「「吉林省都市熱供給条例」の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正）

第一章 総則
第一条 都市熱供給の管理を強化し、熱生産企業、熱経営企業および使用者の合法的権益を保障し、熱供給市場の秩序ある発展を促進するために、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条 本省行政区域内で都市熱供給の計画、建設、管理、経営に従事する機関および使用者は、本条例を遵守しなければならない。

第三条 本条例でいう都市熱供給は、工業廃熱、地熱、原子力エネルギー熱供給およびコージェネレーション、自家用発電所、石炭（ガス、オイル）ボイラーから生じる蒸気、熱水を利用してパイプライン網を通じて有償で使用者に提供する生産・生活用熱をいう。

本条例でいう熱生産企業は、熱経営企業に熱エネルギーを提供する企業をいう。

本条例でいう熱経営企業は、自らの熱源を使用し、あるいは熱生産企業が提供する熱エネルギーを利用して経営的熱供給に従事する企業をいう。

本条例でいう使用者は、熱経営企業が提供する熱エネルギーをその生産または生活に利用する企業と住民をいう。

第四条 都市の熱供給は、統一的な計画、管理を実行し、集中熱供給を優先し、分散型ボイラーによる熱供給を制限し、徐々に取り消す。

第五条 県級以上の人民政府の都市熱供給主管部門は、本行政区域内の都市熱供給の管理作業を担当する。

県級以上の人民政府の関連部門は、各々の職責に基づき、都市熱供給に関する作業をしっかりと実施しなければならない。

第六条 県級以上の人民政府の都市熱供給主管部門は、以下の職責を履行しなければならない。

（一）審査の上、「経営許可証」を発行する。
（二）熱経営企業の法定義務、約束された義務の履行を監督する。
（三）熱経営企業の製品、サービスの品質および安全生産の状況を監督する。
（四）苦情を受理し、熱供給に関する紛争を調整して処理する。

（五）公共利益、公共安全などに危害を及ぼす、または危害を及ぼす可能性のある緊急事態が発生した場合、条件に符合する熱経営企業を組織して熱供給の経営プロジェクトを一時的に管理する。

（六）熱供給サービスの規範、評価体系を確立し、健全化し、熱経営企業のサービスの品質、義務履行などを定期的に評価し、毎年度の熱供給期間が終了後、社会に評価の結果を公布する。

第七条 国内外の経済組織または個人に対し、熱供給施設を投資して建設し、熱経営企業を設立し、先進的な熱供給の技術、方法を推進し、熱供給サービスの品質を向上させるよう奨励する。

第二章 計画と建設

第八条 都市熱供給計画は、都市全体計画に符合し、合理的に配置し、統一的に手配するという原則に基づき作成しなければならない。

都市の新しい市街地の開発、老朽化市街地の改造、道路建設などは、熱供給発展計画で設置される都市熱供給施設用地を占用してはならない。

都市熱供給計画は、都市全体計画に組み入れられた場合、勝手に変更してはならない。

第九条 新設、改築、拡張の都市熱供給プロジェクトは、都市熱供給計画に符合し、法律に基づき基本的な建設手順を履行しなければならない。

都市熱供給計画の範囲内の新設、改築、拡張プロジェクトはその付帯熱供給施設は、主体プロジェクトと同時に設計、施工し、同時に検収しなければならない。

都市の人民政府は、環境利益がよく、省エネの効率が高い都市の集中熱供給プロジェクトに対し、支援を与えなければならない。

第十条都市の熱供給プロジェクトを建設する場合、入札法の規定に基づき設計・施工業者を確定しなければならない。

都市熱供給プロジェクトの設計、施工に従事する業者は、適格な資格を備えなければならない。

第十一条 住宅建物を新しく建設する場合、家庭別熱供給を実施し、熱量計の設置位置を確保しなければならない。既存の住宅建物は、徐々に家庭別熱供給の改造を行わなければならない。家庭別熱供給の改造に必要な費用の負担方法については、当地の人民政府は、現地の実情に基づき確定する。

積極的に熱量計の設置、使用を推進する。

第三章 熱供給と熱使用
第十二条 都市熱供給の経営は、許可制度を実行する。熱経営企業は、以下の条件を備えなければならない。

（一）安定した安全な熱源を有する。
（二）その経営規模に適する資金を持っている。
（三）健全なサービスと安全管理制度がある。
（四）必要な従業資格を有する熱供給の技術者と安全管理者を持っている。
（五）法律・法規に規定するその他の条件

第十三条 熱経営企業を設立する場合、県級以上の人民政府の熱供給主管部門が審査・承認し、「経営許可証」を発行する。

熱供給の主管部門は、申請書類を受け取った日より15日以内に審査しなければならない。審査後、承認しない場合は、書面で申請者に理由を説明しなければならない。

第十四条 熱生産企業と熱経営企業、熱経営企業と使用者は、熱供給、熱使用について契約を締結しなければならない。

熱供給、熱使用の契約の形式、内容は、国家、省の関連規定に符合しなければならない。

第十五条 熱経営企業は、当地の人民政府が定めた熱供給期間により熱を供給しなければならない。熱供給の開始を遅延させ、または熱供給の停止日以前に熱供給を停止する場合は、その部分の暖房費を使用者に返還しなければならない。

当地の人民政府は、気候の変化に応じて適切に熱供給の期間を調整しなければならない。

第十六条 熱供給期間中、住民使用者の室内温度は、昼夜とも18℃を下回ってはならない。18℃を下回る場合は、熱経営企業は、その部分の暖房費を返還しなければならない。暖房費返還の方法は、市、州人民政府が制定する。

熱経営企業は、国家の関連規定に基づき、住民使用者の室内温度の測定箇所を設定し、定期的に室内温度を測定しなければならない。

第十七条 熱生産企業、熱経営企業は、熱供給、熱使用の契約に基づき熱供給を保証し、熱供給施設に故障が発生した場合、積極的に修理を行い、速やかに使用者に通知し、熱供給、熱使用の契約に基づき熱経営企業または使用者に賠償しなければならない。

第十八条 熱経営企業は、承諾したサービスの標準、品質を社会に公開し、修理・苦情電話を設置、公開し、使用者が反映した問題を速やかに処理しなければならない。

第十九条 熱経営企業は、以下の行為をしてはならない。

（一）勝手に熱供給経営プロジェクトを譲渡、賃貸する行為

（二）勝手に使用中の主な熱供給施設を販売する行為

（三）勝手に営業を停止したり、休業したり、管理を放棄する行為
（四）勝手に熱供給の施設、区域を譲渡したり、移管したり、接収する行為
（五）熱供給施設をメンテナンス、修理、更新、改造する義務を履行しない行為
（六）熱供給施設が環境保護、省エネ、安全技術規範・標準の要求に符合することを確保しない行為
（七）法律・法規に禁止するその他の行為

第二十条 使用者は、以下の行為をしてはならない。
（一）勝手にラジエーターを増設する行為

（二）勝手に水循環施設を増設する行為

（三）勝手に水を排出し、熱を放出する行為

（四）勝手に熱の用途を変える行為

（五）熱経営企業が熱供給施設のメンテナンス、管理を行う場合、それを妨害する行為

第二十一条 熱供給期間には、当地の熱供給主管部門は、熱供給運転サービス、熱供給品質の検査、監督を行い、苦情電話を設置し、検査で発見した問題、苦情者が反映した問題を速やかに調整して処理しなければならない。苦情処理の結果は、速やかに苦情者にフィードバックしなければならない。

第四章 熱供給の料金

第二十二条 有償熱使用制度を実行する。

使用者は、暖房費を適時に全額納付しなければならない。熱経営企業が定められた期間以前に暖房費を徴収する場合は、同期間の銀行普通預金の利息に相当する金額を控除しなければならない。

省エネ建物の場合は、暖房費を低減しなければならない。

第二十三条 熱経営企業は、直接、使用者に暖房費を徴収することができ、関係機関に暖房費の徴収代行を委託することもできる。

第二十四条 使用者が熱量計を設置している場合は、熱量計の目盛りにより暖房費を計算し、受け取る。使用者が熱量計を設置していない場合は、2005年の冬季の暖房期間から、暖房の使用面積により暖房費を計算し、受け取る。暖房の使用面積の計算規程は、省建設行政主管部門が制定する。

第二十五条 暖房の価格、熱供給に関連する様々な料金基準は、価格の管理権限に基づき、社会の平均コスト、市場の需給状況および社会の受け入れ能力に応じて、価格の主管部門が確定する。

価格の主管部門は、価格を確定、調整する時に、価格、コストの調査を行い、公聴会を開催し、消費者、経営者、熱供給主管部門などの関係者の意見を聴取しなければならない。

第五章 熱供給施設
第二十六条 基幹パイプライン網から広範囲開発団地への支線パイプライン網、団地内の熱供給パイプラインの建設資金は、建設業者が負担する。

第二十七条 熱生産企業、熱経営企業、建物財産権企業は、それぞれ管理する熱供給施設に対して定期的に検査、メンテナンスを行い、正常な運転を確保しなければならない。

第二十八条 いかなる企業および個人も、熱供給施設を損壊したり、勝手に解体、改造したり、移動してはならない。解体、改造または移動が必要な場合は、熱経営企業の同意を得なければならない。

第二十九条 都市熱供給施設の安全に関わる建設工事が着工する前に、建設業者は、管理権を有する機関に熱供給パイプライン網の状況を確認しなければならない。建設工事の施工中に都市熱供給施設の安全に影響を及ぼす場合は、建設業者または施工業者は、管理権を有する機関と協議して保護措置を定め、定められた保護措置は、施工業者が実施する。

第三十条 熱生産企業、熱経営企業、使用者は、熱量計の計量結果について異議がある場合、関連規定に基づき、品質技術監督部門が裁定する。

第三十一条 住民使用者の室内の熱供給施設に故障が発生した場合、熱経営企業の原因による故障を除き、建物の所有者が修理を委託し、修理費用を負担する。

使用者の室外の熱供給施設に故障が発生した場合、熱経営企業が修理する。熱経営企業は、熱供給施設を修理することにより12時間以上熱供給を停止する場合は、修理と同時に、使用者に通知しなければならない。

第六章 法的責任
第三十二条 熱経営企業が本条例第十三条第一項の規定に違反し、「経営許可証」を取得せず熱供給を経営する場合、県級以上の人民政府の都市熱供給主管部門は、経営を停止するよう命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科する。

第三十三条 熱経営企業が本条例第十五条第一項の規定に違反し、熱供給の開始を遅延させ、または熱供給の停止日以前に熱供給を停止する場合、県級以上の人民政府の都市熱供給主管部門は、熱を供給すべきだが供給しない期間の暖房費総額の2倍以上10倍以下の罰金を科する。

第三十四条 熱経営企業が本条例第十九条に規定する場合のいずれかに違反する場合、県級以上の人民政府の都市熱供給主管部門は、是正を命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、その熱供給区域を減少し、さらに法律に基づきその「経営許可証」を取り消す。

第三十五条 使用者が本条例第二十条第二項、第三項、第四項の規定に違反し、勝手に水循環施設を増設し、水を排出し、熱を放出し、または勝手に熱の用途を変える場合、県級以上の人民政府の都市熱供給主管部門は、警告し、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、個人に対し、500元以上3000元以下の罰金を科し、機関に対し、3000元以上1万元以下の罰金を科する。経済的損失をもたらした場合は、法に基づき賠償しなければならない。

第三十六条 使用者が本条例第二十八条の規定に違反し、故意に公共熱供給施設を損壊し、または許可なく公共熱供給施設を解体、改造、移動する場合、県級以上の人民政府の都市熱供給主管部門は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、個人に対し、500元以上3000元以下の罰金を科し、機関に対し、3000元以上1万元以下の罰金を科する。経済的損失をもたらした場合は、法に基づき賠償しなければならない。

第三十七条 熱経営企業が定期的評価において、熱供給の品質が基準を満たさず、使用者の苦情が多く、存在する問題を長期間にわたって解決せず、公共利益に深刻な影響を与える問題が存在する場合、県級以上の人民政府の都市熱供給主管部門は、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、その熱供給区域を減少し、さらに法律に基づきその「経営許可証」を取り消す。

第三十八条 県級以上の人民政府の都市熱供給主管部門のスタッフが職務を怠ったり、職権を濫用したり、汚職する場合、権利のある機関は処分し、犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第七章 付則
第三十九条 本条例は、2004年6月1日より施行する。

吉林省地方金融監督管理条例
（2021年7月30日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十九回会議で採択）

第一章  総 則

第一条 地方金融の監督・管理を強化し、金融リスクを防止、解決し、金融秩序を維持し、金融消費者の合法的権益を保護し、金融を実体経済にサービスを提供するよう指導し、地方金融の健全な発展を促進するために、関連法律、行政法規および国家の関連規定に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条 本条例は、本省行政区域内の地方金融組織とその活動、地方金融の監督・管理、金融リスクの防止、処置に適用される。法律、行政法規、国家に別に規定がある場合は、その規定に従う。

本条例でいう地方金融組織は、小額貸付会社、融資担保会社、地域的株式市場、質屋、ファイナンスリース会社、商業ファクタリング会社、地方資産管理会社および法律、行政法規、国務院が地方政府に監督・管理を授権する金融属性を有するその他の組織を含む。

第三条 本省の地方金融監督・管理作業は、積極的かつ着実、安全かつ慎重、革新的発展という原則に基づき、地方金融組織に対し、法律、規則を遵守して経営し、リスクを防止し、地方金融の健全、安定したかつ安全な運営を維持するよう指導しなければならない。

第四条 省人民政府は、地方金融監督・管理体制を確立し、健全化し、地方政府の金融作業議事調整メカニズムを完備し、地方金融の改革、発展、安定化に関する重大な事項を統一的に計画し、地方金融監督・管理作業、金融リスク防止・処置作業における重大な問題を調整、解決し、属地金融監督・管理責任、金融リスク防止・処置責任および違法な資金調達の第一責任者を処置する責任を徹底し、国務院金融安定発展委員会の指導、監督を受けなければならない。

地方政府金融作業議事調整メカニズムは、地方金融監督・管理、金融リスク防止・処置、金融消費者権益保護、情報共有などにおいて国務院金融安定発展委員会弁公室の地方調整メカニズムとの協力を強化しなければならない。

市、州、県（市、区）の人民政府は、地方金融作業の組織・指導、監督・管理能力の構築を強化し、国家、省の関連規定に基づき金融リスク防止・処置の属地責任を負わなければならない。

第五条 省人民政府の地方金融監督・管理部門は、国家、本条例の関連規定に基づき、本省行政区域内の地方金融組織とその活動の監督・管理作業、金融リスク防止・処置作業を担当し、地方金融の促進、発展に対して総合的指導を行う。

市、州、県（市、区）の人民政府の地方金融監督・管理部門は、国家、本条例の関連規定に基づき、省人民政府の地方金融監督・管理部門の指導の下、関連作業をしっかりと実施する。

県級以上の人民政府の発展改革、工業と情報化、公安、民政、財政、農業・農村、商務、監査、市場監督・管理、国有資産監督・管理、政務サービス、デジタル化建設管理などの部門およびインターネット情報、税務、通信管理などの部門は、各々の職責の範囲内で地方金融に関する作業をしっかりと実施する。

本条例でいう地方金融監督・管理部門は、県級以上の人民政府が指定した本行政区域内の地方金融監督・管理作業を担当する部門または機関をいう。

第六条 省人民政府は、国民経済と社会発展計画、国家金融発展計画に基づき省金融発展計画を制定しなければならない。省金融発展計画には、地方金融改革、金融体系構築、資本市場発展、金融資源集積、地域金融発展、金融環境最適化などの内容を含むがこれらに限定されないものとする。
市・州人民政府は、省の金融発展計画に基づき、当地の実情に合わせて本行政区域の金融発展計画を制定することができる。

第七条 県級以上の人民政府とその関連部門は、金融発展の環境を最適化し、金融信用体系の構築を促進し、金融人材発展政策を完備し、金融革新激励と保護メカニズムを確立し、健全化し、地方金融組織が法律に基づき平等に公共サービス資源を利用することを保障しなければならない。地方金融組織は、法律に基づき金融機関が享受する関連政策を享受することができる。

第八条 県級以上の人民政府とその関連部門は、金融機関、地方金融組織に対し、実体経済の発展により多くの金融支援を提供し、法律、規則に基づき金融商品、サービス、ビジネスモデルを革新し、インクルーシブファイナンス、グリーンファイナンス、テクノロジーファイナンスの発展を推進するよう積極的に指導しなければならない。
県級以上の人民政府とその関連部門は、積極的に農村の金融改革を推進し、金融機関、地方金融組織に対し、農民・農業・農村経済組織に対する金融サービスを強化し、農村振興の重点分野に対する金融支援を強化するよう奨励しなければならない。

第九条 県級以上の人民政府とその関連部門は、様々な形式で金融に関する法律・法規、金融リスク防止に関する知識を宣伝し、公衆の金融知識レベル、リスク防止意識を向上させなければならない。

ラジオ、テレビ、新聞、インターネットなどのニュースメディアは、金融知識、リスク防止の公益性宣伝を実施し、世論の監督を強化しなければならない。
第十条 いかなる機関および個人も、本条例の規定に違反する行為に対し、地方金融の監督管理部門に苦情を申し立て、通報する権利がある。

地方金融の監督管理部門は、苦情、通報を受理する連絡先を公開し、法律に基づき速やかに受理した苦情、通報を処理し、苦情者、通報者の情報に対して厳格に秘密を守り、苦情者、通報者の合法的権益を保護しなければならない。

第十一条 地方金融組織が業務を実施する場合、法律・法規を遵守し、慎重に経営し、誠実で信義を重んじ、自らリスクを負い、国家の利益、社会の公共利益、他人の合法的権益を損なってはならない。

第十二条 地方金融組織の業界団体は、業界規範、職業道徳準則を制定、実施し、会員に対し法律・法規を遵守するよう教育し、業界の自主規制・管理・拘束メカニズムを完備し、地方金融の監督管理部門の業務指導を受けなければならない。

第二章  地方金融組織規範
第十三条 地方金融組織を設立、変更、終止する場合、国家の関連規定に基づき承認、授権または登録などの手続きを行わなければならない。

地方金融組織は、金融活動に従事する場合、法律、行政法規および国家の関連規定に基づき経営許可証を取得しなければならない。

承認、授権または登録されていない場合は、いかなる機関および個人も、地方金融組織の業務活動に従事または形を変えて従事してはならない。

第十四条 地方金融組織は、法律に基づき企業名の登記または変更を行う時、主に金融事業を経営するという内容を明記し、経営範囲の登記を行う時、経営資格を取得したすべての金融事業という内容を明記しなければならない。

法律、行政法規、国家に別に規定がある場合を除き、非地方金融組織は、その名称、経営範囲に地方金融事業に関連する文字または公衆の誤解を招く可能性のある近似の文字を使用してはならない。

第十五条 地方金融組織は、慎重に経営するという原則に基づき、リスク管理、内部統制、資産品質、リスク準備、リスク集中、関連取引、資産流動性などの業務規則、管理制度を確立し、健全化し、厳格に遵守しなければならない。

第十六条 地方金融組織は、法律・法規、国家の関連規定に違反して、関連者に本組織の利益と衝突するサービスを提供してはならず、関連者にサービスを提供する条件は、非関連者に同じようなサービスを提供する条件より優れてはならない。

地方金融組織の支配株主、実質的支配者、取締役、監査役、上級管理職または経営管理者は、法律・法規、国家の関連規定および組織定款の約束に基づき、関連取引事項の表決回避を実施しなければならない。

第十七条 地方金融組織は、金融商品またはサービスを提供する際に、分かりやすい言葉、文字または図表を使って金融消費者にその意思決定に影響を与える可能性のある情報を開示しなければならない。開示する情報は、真実、正確かつ完全でなければならず、虚偽の記載、誤解を招く陳述または重大な漏れがあってはならない。
第十八条 地方金融組織は、金融消費者適当性制度を確立し、健全化し、金融消費者に金融商品またはサービスのリスクを如実かつ十分に提示し、その重大な利益に関わる内容を知らせなければならず、公平原則に違反する取引条件を設けたり、金融消費者の意志に反して商品またはサービスを抱き合わせて販売してはならず、法律に基づき金融消費者の財産権、知る権利、自主選択権などの合法的権益を保障しなければならない。

地方金融組織は、便利かつ効率的な紛争処理メカニズムを確立し、苦情処理手続きを完備し、金融消費者との紛争を適切に処理しなければならない。

第十九条 地方金融組織は、金融消費者の情報安全を保障する制度を確立し、健全化し、合法的、正当、必要という原則に従い、法律・法規、国家の規定、契約の約束に基づき情報を収集、使用し、経営中に獲得した情報を適切に保存しなければならず、情報を漏洩したり、販売したり、あるいは違法に他人に提供してはならない。

第二十条 地方金融組織は、国家、省の関連規定に基づき地方金融の監督管理部門に以下の資料を提出しなければならない。提出する資料の内容は、真実、正確かつ完全でなければならない。

（一）事業経営状況報告書、統計報告書

（二）会計士事務所が監査した財務会計報告書

（三）国家、省が提出すべきと規定するその他の資料

第二十一条 地方金融組織は、法律に基づき経営を規範化し、リスクの最低ラインを厳守し、以下の行為を行ってはならない。

（一）公衆の預金を吸収するまたは形を変えて吸収する行為

（二）承認された事業範囲を超えて金融事業を実施する行為

（三）虚偽、詐欺、隠蔽、誤解を招くなどの手段でマーケティング宣伝を行う行為

（四）経営許可証を改ざん、転売、賃貸、貸与し、または他の形式で違法に経営許可証を譲渡する行為

（五）違法に委託を受けて投資を行い、融資を自ら経営し、または委託を受けて融資を行う行為

（六）暴力、脅迫またはその他の違法な手段で債務の返済を催促する行為

（七）法律・法規、国家が禁止するその他の行為
第二十二条 地方金融組織は、解散する場合、法律に基づき清算グループを設立して清算を行い、未満期債務および関連責任の負担について取り決めを行わなければならない。地方金融の監督管理部門は、清算過程に対して指導、監督を行うことができる。
地方金融組織は、関連金融事業の経営を停止する場合、規定に基づき書面による申請書または報告書を提出し、資産状況証明書、債権債務処分計画などを提出しなければならない。

地方金融組織が解散しまたは関連金融事業の経営を停止する場合、省人民政府地方の金融監督管理部門は、法律に基づきその経営許可証を取り消し、関連情報を市場監督管理部門に通報し、公告しなければならない。
第二十三条 省外の地方金融組織は、本省に支店を設立して事業活動を行う場合、法律に基づき省人民政府の地方金融監督管理部門の承認を取得し、規定に基づき関連事項を報告し、監督管理を受けなければならない。本省の地方金融組織は、本省以外に支店を設立する場合、支店の設立日より30日以内に、関連状況を省人民政府の地方金融監督管理部門に報告しなければならない。

国家が地方金融組織の事業活動について区域を制限し、規定がある場合は、その規定に従う。

第三章  監督管理
第二十四条 省人民政府の地方金融監督管理部門は、リスクが制御可能である上、地方金融組織の革新的発展に適する監督管理措置を講じ、業態の性質、特徴に応じて監督管理細則、監督管理標準を制定、実施し、地方政府と関連部門とレベル別・類別監督管理、監督管理調整および情報共有のメカニズムを確立しなければならない。

第二十五条 省人民政府の地方金融監督管理部門は、地方金融組織情報公示制度を確立し、定期的に社会に地方金融組織のリスト、事業範囲、経営地域、業界運転監視などの情報を公示しなければならない。

第二十六条 地方金融の監督管理部門は、地方金融組織の事業活動、そのリスク状況に対してオフサイト監督管理を行い、全省のデジタル化インフラの統一的計画の要求に基づき、地方金融監督管理情報プラットフォームを構築、完備し、統計分析、リスク監視・早期警告、評価・処置などの作業をしっかりと行わなければならない。

第二十七条 地方金融の監督管理部門は、法律に基づき、地方金融組織の事業活動、そのリスク状況について現場検査を行う。現場検査を行う時に、以下の方法で行うことができる。

（一）地方金融組織の経営場所に入って検査を行う。
（二）地方金融組織と関係機関のスタッフに、検査に関する事項について説明するよう要求する。
（三）関連する業務データ管理システムを検査する。

（四）地方金融組織の検査事項に関連する文書、資料、電子データなどを収集、調べ、複製し、移転、隠匿または破棄される可能性のある文書、資料、電子デバイスなどを封印して保存する。
（五）法律・法規に規定するその他の方法

地方金融の監督管理部門が現場検査を実施する場合、地方金融の監督管理部門の責任者の承認を得なければならない。検査者は、2人以上とし、法執行証明書、検査通知書を提示しなければならない。地方金融の監督管理部門は、監督・管理の必要に応じて、弁護士事務所、会計士事務所などの第三者機関に監督検査への参加を依頼することができる。

地方金融の監督管理部門が現場検査を実施する場合、関連機関および個人は、協力し、関連状況を如実に説明し、文書、資料を提供しなければならず、拒否、妨害、隠蔽してはならない。

第二十八条 地方金融の監督管理部門は、法律に基づき職責を履行する中で、地方金融組織が関連する監督管理の要求に違反する嫌疑のある行為またはその他の潜在的なリスクを発見した場合、以下の措置を講じることができる。

（一）法定代表者、実質的支配者、主要株主、取締役、監査役、上級管理職または関連スタッフと面談し、事業活動、リスク状況などについて説明を要求する。

（二）窓口指導を行う。

（三）公開説明または定期的報告を命じる。

（四）経営リスクまたは関連人員の職務リスクへの注意を促す。

（五）関連部門または機関に、当該地方金融組織に重点的に留意するよう通知し、リスクへの注意を促す。

（六）法律や規則に基づき講じることができるその他の措置

第二十九条 いかなる組織および個人も、違法な金融活動の内容を含む広告を発布し、またはその他の方法で社会大衆に違法な金融活動の宣伝を行ってはならない。

広告の経営者、発表者は、金融事業に係わる広告を設計、制作、代理、発布する場合、法律、行政法規に基づき、関連する金融事業許可証書または経営資格承認文書、広告の内容を確認しなければならない。

関連する金融事業許可証書または経営資格承認文書が整っておらず、または内容が合わない広告については、広告の経営者は、設計・制作・代理サービスを提供してはならず、広告の発布者は、その広告を発布してはならない。

市場監督管理部門は、金融類広告を発布する行為の監督、管理を強化しなければならない。

第三十条 省人民政府の地方金融監督管理部門は、地方金融組織信用記録を設立し、健全化し、規定に基づき地方金融組織の関連信用情報を国家の企業信用情報公示システム、信用情報共有プラットフォームに組み入れ、関連部門と共同で、法律に基づき信用失墜の地方金融組織とその関連人員に対して共同懲戒を実施しなければならない。

第三十一条 地方金融の監督管理部門、監督検査活動に参加する第三者機関およびそのスタッフは、監督管理作業、リスク処置作業において知った国家秘密、商業秘密、個人情報、プライバシーに対し、秘密を守らなければならない。

第四章  金融リスクの防止と処置
第三十二条 県級以上の人民政府は、金融リスク防止・処置作業メカニズムを確立し、健全化し、金融リスクに関する突発事件の緊急対応計画を制定し、法律に基づき違法な資金調達などの違法な金融活動を取り締まり、金融監督管理部門、公安機関、市場監督管理部門などの処置機関およびその職責を明確にし、中央政府の金融管理部門の派出機関との調整、協力を強化し、速やかかつ着実に金融リスクを処置しなければならない。

第三十三条 いかなる組織および個人も、違法な金融活動に従事してはならない。

地方金融の監督管理部門、関連する業界主管部門は、本業界、本分野の違法な金融活動のリスクの調査、監視、早期警告を強化しなければならない。
第三十四条 地方金融組織は、その事業活動におけるリスク事件に対して主体責任を負う。以下のリスク事件が発生した場合、地方金融組織は、国家、省の関連規定に基づき、直ちに措置を講じ、速やかに所在地、登録地の地方金融監督管理部門に報告しなければならない。

（一）流動的困難
（二）重大な係争中の訴訟または仲裁

（三）重大な行政調査または刑事調査事項

（四）重大な否定的世論または群衆事件

（五）法定代表者、実質的支配者、支配株主、主要株主、取締役、監査役、上級管理職に発生する本組織の経営に深刻な影響を与える事件
（六）国家、省が規定する報告すべきその他の重大な事件

地方金融の監督管理部門は、地方金融組織の報告を受け取った後、直ちにリスクの検討判断、評価を行い、速やかに本級人民政府、上級地方金融監督管理部門に報告しなければならない。

第三十五条 地方金融組織の事業活動が重大な金融リスクを引き起こす可能性がある場合、省人民政府の地方金融監督管理部門は、状況に応じて以下の措置を講じることができる。

（一）支店増設の停止を命じる。

（二）一部の事業の停止を命じる。

（三）資金利用の規模、方法を制限する。

（四）法律・法規に規定する講じることができるその他の措置

地方金融組織の事業活動に重大な金融リスクが形成されている場合、省人民政府の地方金融監督管理部門は、さらに以下の措置を講じることができる。

（一）法律に基づき財物を押収し、場所、施設または財物を差し押さえる。

（二）市場化再編の実施を指導する。

（三）法律・法規に規定する講じることができるその他の措置

前項に規定する措置を講じてもリスクの拡大を抑制することができず、地域の金融安定に深刻な影響を与える可能性がある場合、同級人民政府の承認を得た後、地方金融の監督管理部門は、調整して他の同様の地方金融組織が法律に基づき事業の委託管理などの措置を講じ、関連部門と共同でリスク処置を行うことができる。

第三十六条 省人民政府の地方金融監督管理部門が地方金融組織の重大な金融リスクが排除され、正常な経営能力が回復したことを確認した場合、速やかに関連処置措置を解除しなければならない。

地方金融組織の重大なリスクが排除できない場合、または経営継続能力を備えない場合は、省人民政府の地方金融監督管理部門は、法律に基づきその経営許可証を取り消す。

第三十七条 中央政府の金融管理部門が監督・管理する金融機関が重大な金融リスクを引き起こした場合、または引き起こす可能性がある場合、県級以上の人民政府は、関連部門を組織して、中央政府の金融管理部門の派出機関に協力して処置を行い、あるいは国家の関連規定に基づき処置を行わなければならない。

省人民政府は、国家の関連規定に基づき農村信用社、農村商業銀行のリスク処置について責任を負い、相応の作業メカニズムを確立し、健全化し、市、州、県（市、区）人民政府を組織して、本行政区域内の農村信用社、農村商業銀行リスク処置作業をしっかりと行う。

国家に金融機関リスク防止・処置の職責について別に規定がある場合は、その規定に従う。

第三十八条 非金融組織が重大な金融リスクを引き起こした場合、または引き起こす可能性がある場合、県級以上の人民政府は、国家、省の関連規定に基づき、属地リスク処置責任を履行し、関連部門を組織し、調整して、法律に基づきリスク処置に関する作業を実施する。

第三十九条 本省の行政区域内で重大な金融リスク事件が発生し、区域の金融安定または社会秩序に影響を及ぼす場合、国務院金融安定発展委員会弁公室の地方調整メカニズムと省政府金融業務議事調整メカニズムの協同作用を活かし、関連部門を組織して、法律に基づきリスク防止・処置措置を実施しなければならない。

（一）中央政府の金融管理部門の派出機関、地方金融監督管理部門は、各々の職責に基づき、不法な金融機関、不法な地方金融組織、不法な金融活動のリスク識別、早期警告を実施し、事件の性質認定、移送などの作業をしっかりと行う。

（二）公安機関は、金融犯罪の嫌疑のある活動の調査、処分を担当し、法律に基づき、関連資金を凍結し、関連人員の出国を制限するなどの措置を講じる。

（三）市場監督管理部門は、法律、規則に違反して金融活動を実施する嫌疑のある者に対し、法律に基づき登記、登録に関する事項の処理を停止し、法律、規則に違反する金融広告に対し、法律に基づき発布を停止するよう命じ、調査、処分を行う。

（四）インターネット情報、通信管理などの部門は、法律、規則に違反して金融活動を実施する嫌疑のある者に対し、法律に基づき、関連業務を停止し、ウェブサイト、モバイルアプリケーションを閉鎖するなどの措置を講じる。
（五）人民裁判所、人民検察院、その他の関連業界主管部門は、各々の職責に基づき、金融リスク防止・処置作業をしっかりと行う。

第五章  法的責任
第四十条 本条例の規定に違反する行為に対し、法律、行政法規に規定がある場合は、その規定に従い、犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第四十一条 本条例第十三条の規定に違反し、承認、授権または登録なく勝手に地方金融組織を設立し、または違法に地方金融組織の事業活動に従事する場合、その経営を停止するよう命じ、違法所得を没収し、違法所得の3倍以上5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合、または違法所得が5万元未満の場合は、5万元以上20万元以下の罰金を科する。
本条例第十三条の規定に違反し、地方金融組織が関連事項を変更し、国家の関連規定に基づき承認、授権または登録などの手続きを行わない場合、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、5万元以上10万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、営業を停止して整頓するよう命じる。

第四十二条 本条例第十五条、第十七条、第十八条の規定に違反し、地方金融組織が以下のいずれかに該当する場合、期限内に是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合は、5万元以上20万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、営業を停止して整頓するよう命じる。

（一）規定に基づきリスク管理、内部統治、資産品質、リスク準備、リスク集中、関連取引、資産流動性などの業務規則、管理制度を実行しない場合

（二）規定に基づき情報を開示しない場合

（三）開示した情報が要求に符合しない場合

（四）規定に基づきリスクを知らせない場合

（五）公平原則に違反する取引条件を設置する場合

（六）金融消費者の意志に反して商品またはサービスを抱き合わせて販売する場合

第四十三条 本条例第二十条の規定に違反し、地方金融組織が規定に基づき関連資料を提出しない場合、期限内に是正するよう命じ、1万元以上5万元以下の罰金を科し、期限を過ぎても是正しない場合は、営業を停止して整頓するよう命じる。
第四十四条 本条例第二十一条の規定に違反し、地方金融組織が以下の行為のいずれかを行う場合、期限内に是正するよう命じ、50万元以上100万元以下の罰金を科し、違法所得を没収し、期限を過ぎても是正しない場合は、営業を停止して整頓するよう命じる。状況が深刻な場合は、法律に基づきその経営許可証を取り消す。

（一）承認された事業範囲を超えて金融事業を実施する行為

（二）虚偽、詐欺、隠蔽、誤解を招くなどの方法でマーケティング宣伝を実施する行為

（三）経営許可証を改ざん、転売、賃貸、貸与し、またはその他の形式で違法に経営許可証を譲渡する行為

（四）違法に委託を受けて投資を行い、融資を自ら経営し、または委託を受けて融資を行う行為

（五）暴力、脅迫またはその他の違法な手段で債務の返済を催促する行為;

（六）法律・法規、国家が禁止するその他の活動

第四十五条 本条例第二十七条の規定に違反し、地方金融組織が監督検査を拒否、妨害し、または関連資料を移転、隠匿、廃棄する場合、期限内に是正するよう命じ、20万元以上50万元以下の罰金を科し、期限を過ぎても是正しない場合は、営業を停止して整頓するよう命じる。状況が深刻な場合は、法律に基づきその経営許可証を取り消す。

第四十六条 本条例第三十四条第一項の規定に違反し、リスク事件が発生した場合に、地方金融組織が規定に基づき報告しない場合、または措置を講じない場合、期限内に是正するよう命じ、5万元以上20万元以下の罰金を科し、期限を過ぎても是正しない場合は、営業を停止して整頓するよう命じる。状況が深刻な場合は、法律に基づきその経営許可証を取り消す。

第四十七条 地方金融の監督管理部門は、本条例の規定に基づき地方金融組織に対して行政処罰を行う場合、具体的な状況に応じて、同時に直接責任を負う取締役、監査役、上級管理職などに対して5万元以下の罰金を科することができる。

第四十八条 法律、行政法規に別に規定がある場合を除き、本章に規定する行政処罰は、省、市、州人民政府の地方金融監督管理部門が職責に基づき区分し、実施する。
第四十九条 県級以上の人民政府、その関連部門、スタッフが本条例の規定に違反し、以下の行為のいずれかを行った場合、権利のある機関は、直接責任を負う主管者、その他の直接責任者に対して法律に基づき処分する。犯罪の嫌疑がある場合は、法律に基づき関連機関に移送して処理する。

（一）法律に基づき地方金融監督管理の職責を履行しない行為

（二）法に基づき金融リスク防止・処置の職責を履行しない行為

（三）違法行為を発見し、または違法行為の苦情、通報を受け取ったが処理しない行為

（四）その他の職権濫用、職務怠慢、汚職の行為
第六章  付則
第五十条 省人民政府の地方金融監督管理部門は、法律、行政法規、中央政府の金融管理部門の監督管理規則および本条例の規定に基づき、地方金融組織の監督管理、重大金融リスクの判定標準などについて実施細則を制定することができる。

第五十一条 本条例は、2022年1月1日より施行する。

吉林省林業有害生物防止条例
（2021年7月30日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十九回会議で採択）

第一章　総 則
第一条 林業の有害生物災害を予防、抑制し、森林資源を保護し、生態安全を維持し、林業の持続可能な発展を促進するために、「中華人民共和国森林法」、「中華人民共和国生物安全法」、「森林病虫害防除条例」、「植物検疫条例」などの法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条 本条例は、本省行政区域内で林業有害生物の監視・予報、検疫・検査、予防・駆除および監督管理などの活動に従事する場合に適用される。

第三条 林業有害生物の防除は、予防を主とし、科学的に防止、抑制し、法律に基づき監督、管理し、責任を強化するという原則に従い、政府が指導し、属地が管理し、部門が協力し、社会が参加するという作業メカニズムを実行し、経営する者が防除について責任を負うという責任制度を堅持する。

第四条 県級以上の人民政府は、政策、措置を制定し、林業有害生物の防除を防災減災体系、林業発展計画に組み入れ、作業経費を本級財務予算に組み入れ、作業中の重大な問題を調整して解決しなければならない。

県級以上の人民政府は、実際の必要に応じて、重大な突発的林業有害生物災害応急対策の臨時指揮機構を設立し、関連部門を組織して応急対策計画に基づき職責を履行しなければならない。

郷・鎮人民政府、街道事務所は、林業有害生物防除作業を組織して実施する。

村民委員会は、林業有害生物防除作業に協力する。

第五条 県級以上の人民政府の林業主管部門は、本行政区域における林業有害生物防除業務を担当し、その所属の森林病虫害防除検疫機関は、林業有害生物調査・監視、予防・駆除作業を組織、指導し、林業植物検疫作業を実施する。

発展改革、財政、公安、交通輸送、住宅建設、水利、農業農村などの関連部門は、各々の職責に基づき、関連作業をしっかりと行わなければならない。

第六条 国有林保護センター、国有林業局、森林経営局および森林管理職能を有する自然保護地などの機関は、本経営管理区域の林業有害生物防除作業を担当し、森林病虫害防除検疫機関を設立し、健全化する。森林病虫害防除検疫機関は、第五条第一項に規定する森林病虫害防除検疫機関の職責を履行する。

集団林の経営機関および経営個人は、森林病虫害防除検疫機関の指導の下で、その経営範囲内の林業有害生物の防除を担当する。

第七条 林業有害生物の防除は、目標責任制を実行し、考課評価制度を設立し、それを林長制考課体系に組み入れる。

上級人民政府は、下級人民政府と林業有害生物防除目標責任書を締結し、毎年、下級人民政府の林業有害生物防除作業の遂行状況について考課し、考課の結果を公開しなければならない。

第八条 各級人民政府は、林業有害生物防除の宣伝・教育作業、知識普及作業を強化し、必要な宣伝看板、スローガンなどを設け、公衆の林業有害生物防除意識を高め、公衆で防除する社会的雰囲気を作らなければならない。

毎年4月の第3週を林業有害生物防除宣伝ウィークとする。

第九条 県級以上の人民政府は、措置を講じて、大学、研究機関などに対し、林業有害生物防除の研究を実施するよう奨励、支援し、航空防除作業などの先進的かつ適用可能な防除手段を推進、応用し、科学的防除の能力、レベルを高めなければならない。

第十条 県級以上の人民政府は、国家の関連規定に基づき、林業有害生物防除作業において顕著な実績を上げた機関、個人に対して表彰、奨励を与えなければならない。
第二章　監視予報
第十一条 森林病虫害防除検疫機関は、林業有害生物監視予報作業を担当し、調査データを審査、集計、報告し、林業有害生物の発生傾向の予報を発布する。

県級人民政府の林業主管部門に所属する森林病虫害防除検疫機関は、郷・鎮人民政府、街道事務所、国有林総場、国有林保護センターなどの機関に対し、林業有害生物調査作業を実施するよう指導し、国家級林業有害生物センター監視報告拠点の具体的な作業を担当する。

第十二条 郷・鎮人民政府、街道事務所および国有林総場、国有林保護センター、国有林業局、森林経営局、自然保護地が所属する森林経営管理機関は、森林保護担当者を配置しなければならない。森林保護担当者は、林業有害生物標準地の調査を組織して実施し、調査結果を統計、集計、報告する。

第十三条 森林保護員は、その担当区域の林業有害生物踏査作業を担当し、森林保護担当者に協力して標準地調査作業を行い、巡回検査中に林業有害生物による危害、林木の異常状況を発見した場合、速やかに森林保護担当者に報告しなければならない。

第十四条 県級以上の人民政府とその関連部門は、国家の関連規定に基づき、マツ材線虫病などの重大な林業有害生物に対して特別調査を実施し、動的監視を行い、新たに発見され、または重大な侵入リスクのある危険性林業有害生物に対し、計画を制定し、特別調査を実施し、また必要に応じて速やかにその他の林業有害生物特別調査を実施しなければならない。
第十五条 関連機関、林業の生産・経営者は、林業有害生物の危害を発見した場合、関連規定に基づき、所在地の人民政府の林業主管部門に報告しなければならない。林業主管部門は、報告を受け取った後、速やかに人員を派遣して調査し、確認しなければならない。

省人民政府の林業主管部門は、林業有害生物監視情報プラットフォームの構築を強化し、林業有害生物の遠隔監視、診断技術の応用を推進しなければならない。

第十六条 県級以上の人民政府の林業主管部門は、林業有害生物早期警告・予報制度を確立し、健全化し、速やかに社会に本行政区域の早期警告・予報情報を公布しなければならない。

気象部門は、林業有害生物防除作業の必要に応じて、必要な気象サービス情報を提供しなければならない。

ラジオ、テレビ、新聞、インターネットなどのメディアは、許可された林業有害生物早期警告・予報情報を無償で掲載、放送しなければならない。他の機関および個人は、許可なく社会に早期警告・予報情報、災害情報を公開してはならない。

第三章　検疫検査
第十七条 森林病虫害防除検疫機関は、林業植物検疫作業を担当する一定数の専任検疫員を配置しなければならない。。

専任検疫員は、林業専攻、森林保護専攻のアシスタントエンジニア以上の技術資格を有する者または中等専門学校を卒業し、森林保護業務に2年以上連続で従事している技術者が担当するものとする。専任検疫員は、省級以上の人民政府の林業主管部門が行う研修を受け、省人民政府の林業主管部門が発行する「林業植物検疫員証」を取得しなければならない。

森林病虫害防除検疫機関は、業務上の必要に応じて、作業に協力するための非常勤検疫員を採用することができる。非常勤検疫員は、県級以上の人民政府の林業主管部門が行う研修を受け、県級以上の人民政府の林業主管部門が授与する「非常勤林業植物検疫員証」を取得しなければならない。

第十八条 検疫対象の林業植物およびその製品の生産・経営者は、生産・経営前に所在地の森林病虫害防除検疫機関で登録しなければならない。

検疫対象の林業植物およびその製品の生産・経営者は、生産期間中または調達輸送前に、所在地の森林病虫害防除検疫機関に産地検疫を申請しなければならない。検疫に合格した場合は、森林病虫害防除検疫機関は「産地検疫合格証」を発行し、検疫に合格しない場合は、森林病虫害防除検疫機関は「検疫処理通知書」を発行する。産地検疫の技術的要求については、「森林植物検疫技術規程」の規定に基づき執行する。

第十九条 検疫対象の林業植物およびその製品を流行発生の県級行政区域から運び出す前に、「植物検疫証明書」を取得しなければならない。

林木種子、苗木およびその他の繁殖材料を調達輸送する場合、輸送先をとわず、「植物検疫証明書」を取得しなければならない。

国外から輸入された検疫対象の林業植物およびその製品を省外に輸送する場合で、保管期間が1ヶ月以内の場合は、検疫を実施する必要がなく、元の検疫証明書を持って「植物検疫証明書」を申請することができ、保管期間が1ヶ月を超える場合、または1ヶ月を超えないが保管地の疫病流行が深刻で、感染する恐れがある場合は、検疫を実施しなければならない。

森林病虫害防除検疫機関は、現場検疫の結果に基づき、または「産地検疫合格証」ににより「植物検疫証明書」を発行する。同じ輸送機器は、1つの「植物検疫証明書」を発行する。

森林病虫害防除検疫機関は、林業検疫性有害生物に汚染される可能性のある包装材料、輸送機器、場所、倉庫などに対して検疫を実施しなければならない。

第二十条 森林病虫害防除検疫機関は、調達されてきた検疫対象の林業植物およびその製品に対し再検査を実施することができる。再検査中に林業検疫性有害生物または検疫が要求される林業有害生物を発見した場合、「検疫処理通知書」を発行し、指定場所で駆除処理を実施しなければならない。必要な費用は、調達する機関または個人が負担する。駆除処理を行った後、検疫に合格した場合は、使用することができる。十分な駆除処理を行うことができない場合は、調達輸送を停止し、用途を変え、使用を制御し、あるいはその場で処分するよう命じなければならない。必要な費用は、調達する機関または個人が負担する。

第二十一条 検疫性危険性林業有害生物の付いている林木種子、苗木およびその他の繁殖材料を使用して育苗、造林を行う行為を禁止する。

勝手に製品の包装を開けて林業植物およびその製品を取り替え、あるいは勝手に林業植物およびその製品の規定用途を変える行為を禁止する。

マツ材線虫病の流行地域から松科植物およびその製品を調達輸送する行為を禁止する。

アメリカシロヒトリの流行地域から土の塊が付いている苗木、樹木を調達輸送する行為を禁止する。

第二十二条 検疫対象の林業植物およびその製品を輸送、郵送する場合、「植物検疫証明書」を提示しなければならない。「植物検疫証明書」がない場合、または貨物と「植物検疫証明書」が一致しない場合は、輸送、郵送を引き受ける機関または個人は、受理してはならない。
「植物検疫証明書」は、貨物と一緒に郵送し、調査のために、荷受人が1年間保存する。

第二十三条 省人民政府の林業主管部門は、林業有害生物の発生状況、危害を与える状況に応じて、本省の補充林業検疫性有害生物リストを確定、発布し、検疫、検査および駆除処理の方法を制定しなければならない。

第二十四条 国外から林木種子、苗木、その他の繁殖材料を導入する場合、省森林病虫害防除検疫機関に検疫審査・承認手続きを申請しなければならない。導入後は、国家の関連規定に従い隔離試植を行わなければならない。

第二十五条 森林病虫害防除検疫機関は、その管理区域の松およびその製品の生産企業、経営企業、使用機関に検疫告知書を発行し、検疫の監督管理を行わなければならない。

松およびその製品の生産経営企業、使用者は、所在地の森林病虫害防除検疫機関で登録し、松およびその製品の使用管理台帳を作成しなければならない。

松およびその製品を調達してきた場合、許可なくその包装を開けず、直ちに所在地の森林病虫害防除検疫機関に報告し、再検査を申請しなければならない。

プロジェクト建設・施工業者は、廃棄された松およびその製品に対し、勝手に捨てたり、放置せず、速やかに回収または処分しなければならない。

第二十六条 省人民政府の林業主管部門は、林業検疫性有害生物の発生状況に基づき疫病流行区域、疫病流行地点および非疫病流行保護区を定め、または取り消し、速やかに社会に公布する。

第二十七条 省人民政府の承認を得た場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は、重大な林業検疫性有害生物疫病の発生区、重点的生態保護区に臨時検疫検査所（拠点）を設立することができる。

第四章　予防と駆除
第二十八条 林業有害生物の予防措置は、造林設計計画に組み入れ、造林プロジェクトと同時に実施し、検収しなければならない。

第二十九条 林業有害生物の天敵資源の保護を強化し、林業有害生物の天敵の栖息に有利な林分環境を作り、林業有害生物の発生を抑制する。

第三十条 林業有害生物が発生統計指標に達していないが、個体群の密度が上昇傾向にある場合、生物、人工、物理などの措置を取って予防しなければならない。

第三十一条 森林の経営において、林業有害生物による深刻な被害を受けた林木、枯死木を優先的に除去し、火災、吹き倒れ・吹き折れ、冠水、旱魃などの災害を受けて、正常に成長できなくなった林木を適時に除去し、林業有害生物の繁殖、拡散を防止しなければならない。

第三十二条 重大性林業有害生物災害の防止は、県級以上の人民政府が担当する。爆発性、危険性などの重大な林業有害生物災害が発生した場合、県級以上の人民政府は、速やかに緊急対応計画を実施し、科学的な駆除措置を取り、災害による損失を低減し、災害（疫病）の拡散、蔓延を抑えなければならない。

林業有害生物災害（疫病）が効果的に抑制された後、速やかに緊急対応計画の実施を停止し、通常の防除を行わなければならない。

第三十三条 発生統計指標に達した林業有害生物に対し、林木の経営管理者は、所在地の森林病虫害防除検疫機関の指導の下、物理的、生物学的または高効率、低毒性、無公害の化学薬品などの措置を講じて駆除しなければならない。環境汚染を防ぐために、国家が明文をもって禁止する薬剤の使用を禁止する。

第三十四条 森林病虫害防除検疫機関が技術的鑑定を行った疫病の拡散、蔓延を引き起こす可能性があり、または対策の価値を失った林木に対し、関連規定に基づき速やかに除去し、有害生物駆除処理を行わなければならない。いかなる機関および個人も妨害してはならない。

第三十五条 マツ材線虫病流行地域の人民政府は、疫病流行防止計画を制定し、省人民政府の林業主管部門の承認得てから実施する。

病木伐採を実施する機関または個人は、関連する技術基準に従い作業し、病木所在地のマツ材線虫駆除処理、検疫の監督管理をしっかりと行い、病木が流失しないよう確保しなければならない。

いかなる機関または個人も、許可なく病木伐採の残り物を拾ったり、掘ったり、病木とその残り物を販売、購入、保管、加工、利用してはならない。

第三十六条 国立公園、自然公園、自然保護区などの保護地に重大性、爆発性林業有害生物災害（疫病）が発生した場合、省人民政府の林業主管部門が専門家を集めて論証を行い、駆除が必要であることが確認された場合、科学的かつ効果的な措置を取って速やかに駆除しなければならない。

第三十七条 新たに輸入された外来林業有害生物に対し、県級以上の人民政府の林業主管部門は、速やかに状況を調査し、所在地の人民政府、上級人民政府の林業主管部門に報告しなければならない。所在地の人民政府は、予防・制御計画を制定し、関連部門、生産・経営者を組織して閉鎖、撲滅などの措置を講じて駆除しなければならない。

第三十八条 林木の経営管理者は、防除作業を実施する際に、人身損害、財産損失を防止するために、適時に作業区域内およびその周辺の住民、養殖業者などにリスクを知らせなければならない。

第三十九条 県級以上の人民政府とその林業主管部門は、異なる行政区域に存在し、危害が深刻な林業有害生物に対し、共同防除管理の作業メカニズムを設立し、災害（疫病）監視、情報通報制度、定期協議制度を健全化し、実施計画を制定し、適時に駆除作業を実施しなければならない。

第四十条 県級以上の人民政府は、社会化防除組織の発展を支援し、林木の経営管理者に対し、サービス購入により、林業有害生物の防除を強化するよう奨励しなければならない。

第五章　保障措置
第四十一条 県級以上の人民政府の林業主管部門は、森林病虫害防除検疫機関の構築を強化し、専門的な技術者を配置し、森林病虫害防除検疫機関の専門性、安定性を確保し、国家の関連規定に基づき、林業有害生物防除スタッフに対し、林業有毒有害職務の手当を実施しなければならない。

県級以上の人民政府の林業主管部門は、林業有害生物防除スタッフおよび森林保護担当者、森林保護員の技術教育を強化しなければならない。

第四十二条 森林の経営管理機関に対し、林業有害生物防除作業を担当する林業有害生物防除チームを設立するよう奨励する。

第四十三条 県級以上の人民政府は、林業有害生物の調査、観測予報、検疫検査、災害（疫病）対応などの経費を保障し、防除作業の正常な実施を確保しなければならない。

県級以上の人民政府の林業主管部門は、林業有害生物防除インフラの建設を強化し、必要な設備を配置しなければならない。

第四十四条 県級以上の人民政府の林業主管部門は、林業有害生物災害（疫病）緊急物資備蓄倉庫の建設を強化し、適切な規模、科学的な配置、重点突出、緊急需要保障という原則に従い緊急物資を蓄えなければならない。

国有林保護センター、国有林業局、森林経営局および森林管理職能を有する自然保護地などの機関は、前項を参照して実施する。

第四十五条 県級以上の人民政府の林業主管部門は、林業有害生物防除施設の建設を強化しなければならない。いかなる機関および個人も、許可なく林業有害生物防除の施設、標識を移動、占用、撤去、損壊してはならない。建設のために移転が必要な場合は、所在地の人民政府の林業主管部門の同意を得なければならない。移転費用は、建設業者が負担する。

第四十六条 県級以上の人民政府は、保険会社に対し、林業有害生物災害に関する保険業務を実施するよう奨励、支援し、林業の生産・経営者に対し、林業有害生物災害保険に加入するよう支援し、関連規定に基づき保険料の補助金を与える。

第六章　監督検査

第四十七条 県級以上の人民政府の林業主管部門とその森林病虫害防除検疫機関は、法律に基づき職権を行使する際に、以下の措置を実施することができ、いかなる機関または個人も、それに協力し、妨害してはならない。

（一）「植物検疫証明書」を検査する。

（二）駅、空港、港、倉庫、輸送機器、林業植物とその製品の生産経営、保管などの場所に入って、法律に基づき現場検疫、再検査および疫病流行の監視、調査を実施する。

（三）関連機関または個人に対し、消毒処理、駆除処理、隔離試植を実施し、閉鎖、撲滅などの措置を取るよう命じ、監督する。

（四）検疫作業に関する資料を調べ、抄録、複製または撮影し、証拠を収集する。

（五）法律・法規に規定するその他の措置

第四十八条 林木の経営管理者が林業有害生物を駆除すべきだが駆除しない場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は、速やかに期限内駆除通知書を発行し、期限内に駆除するよう命じなければならない。

第四十九条 森林病虫害防除検疫機関は、社会化防除組織が実施する林業有害生物調査監視、災害（疫病）対応作業、防除監督管理などのサービス行為に対し、法律に基づき監督管理を実施しなければならない。
第五十条 省人民政府の林業主管部門は、確実に行われず、問題が突出し、大衆が強い不満を示す林業有害生物防除作業に対し、所在地の県級以上の人民政府およびその関連部門の主要責任者と面談を行い、速やかに措置を取って是正するよう要求することができる。面談、是正の結果は、社会に公開しなければならない。

第七章　法的責任
第五十一条 県級以上の人民政府の林業主管部門またはその他の関連国家機関が本条例の規定に違反し、下記のいずれかに該当する場合、直接責任を負う主管者、その他の直接責任者に対し、法律に基づき処分する。

（一）法律に基づき林業有害生物の防除職責を履行せず、深刻な結果を引き起こした場合

（二）林業有害生物の発生状況に対し、遅延した報告、漏れた報告、虚偽の報告、隠蔽した報告を行う場合

（三）勝手に社会に早期警告・予報情報、災害情報を発布する場合

（四）規定に基づき検疫を実施せず、または規定に違反して「産地検疫合格証」、「植物検疫証明書」を発行する場合

（五）重大性、爆発性林業有害生物災害を確実に処置しない場合

（六）新たに発見され、新たに輸入された林業有害生物を速やかに報告せず、または駆除措置を取らない場合

（七）汚職したり、職権を濫用したり、職務を怠ったりするその他の行為

第五十二条 本条例の規定に違反し、国有林保護センター、国有林業局、森林経営局、森林管理職能を有する自然保護地などの機関が林業有害生物の防除義務を履行しない場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は、期限内に是正するよう命じ、直接責任を負う主管者、その他の直接責任者に対して法律に基づき処分する。

第五十三条 本条例第十六条第三項の規定に違反し、許可なく社会に林業有害生物早期警告・予報情報または災害情報を発布する場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は警告する。状況が深刻な場合は、5000元以上5万元以下の罰金を科する。

第五十四条　本条例第二十一条第一項の規定に違反し、検疫性、危険性林業有害生物が付いている林木種子、苗木およびその他の繁殖材料を使用して育苗、造林を行う場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は、造林緑化を停止し、期限内に処分し、損失を賠償するよう命じる。状況が深刻な場合は、5000元以上5万元以下の罰金を科する。

第五十五条 本条例第二十五条第四項の規定に違反し、プロジェクト建設業者、施工業者が廃棄された松およびその製品を適時に回収または処分しない場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は、期限内に是正するよう命じ、1万元以上5万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、5万元以上20万元以下の罰金を科する。

第五十六条 本条例第三十五条第二項の規定に違反し、病木伐採を実施する企業または個人が病木の流失を引き起こした場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は、5000元以上5万元以下の罰金を科する。

本条例第三十五条第三項の規定に違反する場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は、病木とその残り物を没収し、廃棄する。許可なく病木伐採の残り物を拾ったり、掘ったりする者に対し、2000元以上1万元以下の罰金を科する。許可なく病木およびその残り物を販売、購入、保管、加工、利用する者に対し、1万元以上5万元以下の罰金を科する。

第五十七条　本条例第四十五条の規定に違反し、許可なく林業有害生物防除の施設、標識を移動、占用、撤去または損壊する場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は、回復を命じ、必要な費用は、違反者が負担する。林業主管部門の命令の履行を拒否する場合は、5000元以上3万元以下の罰金を科する。

第五十八条　本条例の規定に違反し、以下の行為のいずれかがある場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は、是正を命じ、違法所得を没収し、損失を引き起こした場合は、賠償を命じ、1万元以上5万元以下の罰金を科する。

（一）詐欺の手段により「植物検疫証明書」を取得する行為

（二）植物検疫の書類を偽造、改ざん、売買、譲渡する行為

（三）検疫を受けるべきだが受けていない林業植物およびその製品を調達輸送し、またはその輸送を引き受ける行為

（四）国外から林木種子、苗木およびその他の繁殖材料を導入後、規定に従い隔離試植を行わない行為

（五）検疫対象の林業植物およびその製品の生産・経営者は、生産・経営前に所在地の森林病虫害防除検疫機関で登録しない行為、生産期間中または調達輸送前に産地検疫を申請しない行為

（六）勝手に製品の包装を開け、林業植物とその製品を交換し、あるいは勝手に林業植物とその製品の規定用途を変える行為

（七）マツ材線虫病の流行地域から松科植物およびその製品を調達輸送する行為

（八）アメリカシロヒトリの流行地域から土の塊が付いている苗木、樹木を調達輸送する行為

規定に違反して調達輸送された林業植物およびその製品に対し、林業主管部門は、封印、没収、処分を行い、あるいは期限内に駆除処理を行い、用途を変えるよう命じる権利がある。処分に必要な費用は、責任者が負担する。

第五十九条　以下のいずれかに該当する場合、県級以上の人民政府の林業主管部門は、是正し、損失を賠償するよう命じ、2000元以上5万元以下の罰金を科する。

（一）林業有害生物が発生し、駆除措置を取らず、または駆除を確実に行わず、林業有害生物が拡散して災害になった場合

（二）林業有害生物災害（疫病）の状況を隠蔽または誤って報告し、林業有害生物が拡散して災害になった場合

（三）国家が明文をもって禁止する薬剤を使用して林業有害生物の防除を行う場合

第六十条　本条例の規定に違反して生態損害を引き起こす場合、法律に基づき生態損害の賠償責任を負う。治安管理違反行為を構成する場合は、法律に基づき治安管理処罰を与える。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第八章　付　則
第六十一条　本条例における用語の意味は、以下のとおりである。

（一）林業有害生物は、森林生態系、林業植物およびその製品に危害または脅威を与える動物、植物および病原微生物をいう。

（二）林業有害生物防除は、林業有害生物に対して行う監視・予報、検疫・検査および予防・駆除活動の総称である。

（三）松とその製品は、松科植物の生体、木材、枝、伐採後の切り株、木製の完成品、半完成品および貨物の積載、包装、下敷き、支持、安定化に用いられる木質材料をいう。

第六十二条　本条例は、2021年10月1日より施行する。

吉林省危険廃棄物環境汚染防止条例
（2005年9月14日に開催された吉林省第十期人民代表大会常務委員会第二十二回会議で採択　2021年7月30日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第二十九回会議で改訂、採択）

第一章  総  則
第一条 生態環境を保護、改善し、危険廃棄物の管理を強化し、危険廃棄物による環境汚染を防止し、公衆の健康を保障し、生態安全を維持し、生態文明の構築を推進し、経済社会の持続可能な発展を促進するために、「中華人民共和国環境保護法」、「中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防止法」などの法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条 本条例は、本省行政区域内の危険廃棄物の発生、収集、保管、輸送、利用、処分などの環境汚染防止と監督管理活動に適用される。

本条例でいう危険廃棄物は、国家危険廃棄物名簿に掲載され、または国家が規定する危険廃棄物の鑑別標準、鑑別方法により認定された危険特性を有する固体廃棄物をいう。

第三条 危険廃棄物による環境汚染の防止は、予防を主とし、過程を厳しく管理し、汚染者が責任を負うという原則を堅持し、危険廃棄物の減量化、資源化、無害化を促進する。

第四条 各級人民政府は、本行政区域内の危険廃棄物環境汚染防止作業に対して全責任を負う。

各級生態環境主管部門は、本行政区域内の危険廃棄物環境汚染防止作業に対して統一的な監督管理を実施する。

発展改革、工業と情報化、応急管理、公安、天然資源、住宅と都市・農村建設、交通輸送、農業農村、商務、衛生健康、税関などの主管部門は、各々の職責の範囲内で危険廃棄物環境汚染防止の監督管理作業を担当する。

街道事務所、コミュニティは、関連部門に協力して危険廃棄物環境汚染防止に関する作業を実施する。

第五条 危険廃棄物を発生、収集、保管、輸送、利用、処分する企業および個人は、措置を講じて危険廃棄物による環境汚染を防止または低減し、引き起こした環境汚染に対して法律に基づき責任を負わなければならない。

明確な責任者がない場合は、所在地の県級以上の人民政府が責任を負う。

第六条 県級以上の人民政府は、危険廃棄物環境汚染防止作業を国民経済と社会発展計画、生態環境保護計画に組み入れ、効果的な措置を講じて危険廃棄物の発生量を減少させ、危険廃棄物の総合利用を促進し、危険廃棄物の危害性を低下させなければならない。

第七条 県級以上の人民政府は、権限区分の原則に従い、危険廃棄物環境汚染防止作業に必要な経費、重大な伝染病流行などの突発事件から発生する医療廃棄物などの危険廃棄物の緊急処分に必要な経費を手配しなければならない。

危険廃棄物環境汚染防止に関する研究、技術開発を奨励し、支援する。

第八条 各級人民政府とその関連部門は、危険廃棄物環境汚染防止の宣伝、教育を強化し、危険廃棄物環境汚染防止に関する科学的知識を普及させ、公衆の危険廃棄物環境汚染防止の意識を高めなければならない。

新聞、ラジオ、テレビ、インターネットなどのニュースメディアは、危険廃棄物環境汚染防止の宣伝、違法行為の世論監督を強化しなければならない。

大衆的自治組織、環境保護ボランティアに対し、危険廃棄物環境汚染防止の公益宣伝活動に参加するよう奨励する。

第九条 懸賞付き通報制度を確立する。
いかなる機関および個人も、危険廃棄物を発生、収集、保管、輸送、利用、処分する企業および個人の法律違反の嫌疑のある行為を通報する権利がある。

県級以上の人民政府は、危険廃棄物環境汚染防止作業および関連する総合利用活動において顕著な成績を上げた機関および個人に対し、関連規定に基づき表彰、奨励しなければならない。

第二章  汚染防止

第十条 危険廃棄物を発生する企業は、法律に基づきクリーン生産の審査を実施し、原材料、エネルギー、その他の資源を合理的に選択、利用し、先進的な生産技術、設備を用い、危険廃棄物の発生量を減少させ、危険廃棄物の危害性を低減しなければならない。

危険廃棄物を発生する企業は、経済的、技術的条件により危険廃棄物を利用しなければならない。一時的に利用しないまたは利用できない場合は、国家、省の関連規定に従い保管施設・場所を建設し、安全に分別して保管し、あるいは無害化処分を実施しなければならない。

第十一条 危険廃棄物を発生、保管、利用、処分するためのプロジェクトを建設する場合、法律に基づき環境影響評価を行い、建設プロジェクトの環境保護管理に関する国家の規定を遵守しなければならない。危険廃棄物を利用、処分する建設プロジェクトは、その環境影響評価文書の内容には原材料の出所分析を含まなければならない。

第十二条 建設プロジェクトの環境影響評価文書に危険廃棄物環境汚染防止のための付帯施設を建設する必要があると確定する場合、危険廃棄物環境汚染防止の施設は、主体プロジェクトと同時に設計、施工し、同時に使用しなければならない。

建設業者は、関連法律・法規の規定に従い、付帯の危険廃棄物環境汚染防止施設について検収を行い、検収報告書を作成し、社会に公開しなければならない。

危険廃棄物環境汚染防止施設・場所を許可なく閉鎖、遊休化、撤去する行為を禁止する。閉鎖、遊休化、撤去する必要がある場合は、閉鎖、遊休化、撤去を実施する30日前に、当該建設プロジェクトの環境影響評価文書を審査・承認した生態環境主管部門に提出して審査を受け、措置を取って環境汚染を防止しなければならない。

第十三条 生態保護レッドライン区域、永久的基本農地集中区域およびその他の特別な保護を要する区域で、危険廃棄物を保管、利用、処分するための施設、場所を建設することを禁止する。

第十四条 危険廃棄物を発生する企業は、国家の関連規定に従い危険廃棄物管理計画を制定し、危険廃棄物の発生量を減少させ、危険廃棄物の危害性を低下させる措置、危険廃棄物の保管、利用、処分措置を明確にし、危険廃棄物情報管理システムを通じて、毎年1月31日までに年間危険廃棄物管理計画を所在地の人民政府の生態環境主管部門に提出して登録しなければならない。

危険廃棄物を発生する企業は、危険廃棄物管理台帳を作成し、危険廃棄物の名称、種類、発生時間、数量、行き先などを如実に記録し、10年以上保存しなければならない。

危険廃棄物を発生する企業は、毎年1月31日までに危険廃棄物情報管理システムを通じて、所在地の生態環境主管部門に前年度の危険廃棄物の種類、発生量、行き先、保管、処分などに関する資料を提出しなければならない。

第十五条 危険廃棄物の容器、包装物および危険廃棄物を収集、保管、輸送、利用、処分する施設、場所には、規定に従い危険廃棄物識別標識を設置しなければならない。

危険廃棄物の埋立場所には、永久的な危険廃棄物識別標識を設置しなければならない。

第十六条 危険廃棄物を収集、保管する場合、危険廃棄物の特性により分別して行わなければならない。性質が合わず、安全な処分が行われていない危険廃棄物を混合して収集、保管、輸送、処分することを禁止する。

危険廃棄物を非危険廃棄物に混入して収集、保管、輸送、処分することを禁止する。

非危険廃棄物と危険廃棄物が混合していて分離できない場合、危険廃棄物として管理する。

第十七条 危険廃棄物を収集、保管する場合、危険廃棄物の特性に応じて、安全な包装材料、包装方法を選択し、分別して包装し、包装物と容器の外表面には、危険廃棄物の形態、性質および安全保護に関する要求を明記しなければならない。

第十八条 危険廃棄物を発生、収集、保管、利用、処分する企業は、国家の関連規定に従い国家標準に符合する保管場所を建設し、国家環境保護標準に従い危険廃棄物を保管、利用、処分しなければならない。

危険廃棄物を保管する場合、国家環境保護標準に符合する防護措置を取らなければならない。

危険廃棄物の収集、保管、利用、処分に従事する企業は、危険廃棄物を保管する場合、その保管期間が1年ず以下とし、1年以上保管する場合は、許可証を発行した生態環境主管部門の承認を得なければならない。法律、行政法規に別に規定がある場合はこの限りではない。

第十九条 危険廃棄物を移送する場合、国家の関連規定に従い、電子または紙の危険廃棄物搬送伝票を如実に記入し、実行しなければならない。

本企業が異なる集中保管施設の間で移送する危険廃棄物を保管、利用、処分する場合、移転の過程は、危険廃棄物搬送伝票制度を実行しなければならない。

第二十条 省外のリサイクル不能な危険廃棄物を本省行政区域内に移送して焼却、埋め立て処分を行う行為を禁止する。

省外の危険廃棄物を本省行政区域内に移送して保管する行為を禁止する。

法律・法規に別に規定がある場合は、その規定に従う。

第二十一条 危険廃棄物を輸送する場合、規定に従い、相応の資格を有する業者が輸送を引き受けるものとし、輸送を引き受ける業者は、専用の車両を使用し、環境汚染防止措置を取り、危険貨物の輸送管理に関する国家の規定を遵守しなければならない。

危険廃棄物と旅客を同じ輸送機器で輸送する行為を禁止する。

第二十二条 危険廃棄物を発生する企業は、国家の関連標準に符合する自社用危険廃棄物利用・処分施設を建設することができる。危険廃棄物を利用、処分する能力がない場合は、危険廃棄物許可証を有する企業に収集、保管、利用、処分を委託しなければならない。

危険廃棄物経営企業に危険廃棄物の利用、処分を委託する場合、委託者は、受託者の主体資格、技術的能力、種類マッチングなど、危険廃棄物が効果的、安全かつ環境に危害を与えることなく利用され、処分されることを確認し、法律に基づき書面による契約を締結し、契約に汚染防止の要求を約束しなければならない。

危険廃棄物を許可証を持っていない企業またはその他の生産経営者に提供または委託することによって危険廃棄物の収集、保管、利用、処分活動に従事する行為を禁止する。

危険廃棄物を利用する企業は、回収後、利用されていない危険廃棄物の利用を他人に譲渡または委託してはならない。

第二十三条 危険廃棄物の収集、保管、利用、処分に従事する企業は、国家の関連規定に基づき許可証を取得しなければならない。

許可証なしでまたは許可証の規定に従わず危険廃棄物の収集、保管、利用、処分に従事する行為を禁止する。

危険廃棄物の経営企業は、許可証の有効期間内に経営活動に従事しなくなった場合、法律に基づき取り消しの手続きを行わなければならない。

第二十四条 危険廃棄物の利用、処分に従事する新設企業は、関連規定に従い工業集積区に進出しなければならない。

工業集積区の管理機関は、工業集積区内の廃棄物発生量が少ない工業企業が発生した危険廃棄物の収集、保管、移送を統一的に管理しなければならない。

第二十五条 危険廃棄物の経営企業は、国家、省の関連規定に基づき危険廃棄物の収集、保管、移送、利用、処分状況のデータ情報管理システム、ビデオ監視システムを構築し、毎日の経営状況の記録を確実に行い、危険廃棄物の種類、成分、出所、数量、行き先、事故またはその他の異常情報などがあるかどうかを如実に記録しなければならない。埋立てにより危険廃棄物を処分する場合の経営状況の記録は、永久に保存しなければならない。

危険廃棄物の経営企業は、経営活動を終止する場合、経営状況の記録を所在地の生態環境主管部門に提出して保存しなければならない。

第二十六条 危険廃棄物を利用、処分する場合、関連規定に基づき利用、処分過程の安全を確保し、二次汚染の発生を防止しなければならない。

危険廃棄物を埋立てにより処分する場合、埋立て場所の下水を監視しサンプリングするためのチャネルまたは測定穴を設置しなければならない。

危険廃棄物を焼却などにより処分する場合、その処分施設に生態環境主管部門とネットワーク接続する自動監視装置を設置しなければならない。

第二十七条 危険廃棄物を発生、収集、保管、輸送、利用、処分する企業に対し、、国家、省の関連規定に基づき環境汚染賠償責任保険に加入するよう奨励し、支援する。

第二十八条 国家が明確に淘汰した設備、技術を使用する行為を禁止する。

期限内淘汰リストに掲載されている淘汰された設備は、他人に譲渡してはならない。

第二十九条 重点危険廃棄物集中処分施設・場所が退役する前に、運営企業は、国家の関連規定に基づき、その施設、場所に対して汚染防止措置を取り、環境調査、リスク評価および管理修復を行わなければならない。

重点危険廃棄物集中処分施設・場所の退役費用は、予め確保し、投資概算または生産コストに計上し、重点危険廃棄物集中処理施設・場所の退役に使用し、他の目的に使用してはならない。

第三十条 危険廃棄物を発生、収集、保管、輸送、利用、処分する企業は、法律に基づき意外事故の防止措置および緊急対応計画を制定し、所在地の生態環境主管部門およびその他の危険廃棄物による環境汚染について防止、監督管理の職責を負う部門に提出して登録し、関連人員を組織して法律、専門技術、安全防護および応急処置訓練に参加させ、定期的に応急訓練を実施し、関連規定に従い適時に緊急対応計画を改訂、登録し、突発環境事件におけるリスク制御、応急準備、応急処置および事後回復などの作業をしっかりと行わなければならない。

事故またはその他の突発環境事件が発生し、危険廃棄物が環境を深刻に汚染する企業は、直ちに効果的な措置を取って、環境の汚染を排除または軽減し、速やかに汚染を受ける可能性のある機関、住民に通報し、さらに所在地の生態環境主管部門および関連部門に報告し、調査、処理を受けなければならない。

第三十一条 医療衛生機関は、法律に基づき本機関が発生した医療廃棄物を分別して収集し、医療廃棄物集中処分機関に引き渡して処分しなければならない。医療廃棄物集中処分機関は、速やかに医療廃棄物を収集、輸送、処分しなければならない。

医療衛生機関、医療廃棄物集中処分機関は、効果的な措置を取って、医療廃棄物の流失、漏洩、浸出、拡散を防止しなければならない。

医療廃棄物集中処分機関は、医療廃棄物輸送の必要に応じて、医療廃棄物中継所を設置することができる。医療廃棄物中継所の設置は、環境保護、衛生に関する要求に符合しなければならない。

第三章  監督管理
第三十二条 県級以上の人民政府は、危険廃棄物集中処分施設・場所の建設計画を国土空間計画体系に組み入れなければならない。

省人民政府は、関連部門、市（州）、県（市、区）人民政府を組織して危険廃棄物集中処分施設・場所の建設計画を制定し、科学的に危険廃棄物の処分需要を評価し、合理的に危険廃棄物集中処分施設・場所を配置し、本行政区域の危険廃棄物の適時、適切な処分を確保しなければならない。

危険廃棄物集中処分施設・場所の建設計画を制定する場合、関連する業界団体、企業・事業組織、専門家および公衆などの意見を求めなければならない。

第三十三条 県級以上の人民政府は、医療廃棄物集中処分能力の構築を強化し、医療廃棄物の発生、収集、包装、保管、輸送、処分などの環節に対し、法律に基づき規範化の管理を行わなければならない。

県級以上の人民政府の衛生健康、生態環境などの主管部門は、各々の職責の範囲内で医療廃棄物の収集、保管、輸送、処分の監督管理を強化し、公衆健康への危害、環境汚染を防止しなければならない。

第三十四条 各級人民政府とその関連部門は、関連する法律・法規の規定に従い、突発環境事件のリスク制御、応急準備、応急処置および事後回復などの作業をしっかりと行わなければならない。

県級以上の人民政府は、危険廃棄物による環境汚染に対する公共監視・早期警告メカニズムを設立し、早期警告計画を組織して制定し、環境が汚染され、公衆健康、環境安全に影響を与える可能性がある場合、法律に基づき速やかに早期警告の情報を公布し、応急措置を実施しなければならない。

第三十五条 県級以上の人民政府は、国家の関連規定に基づき、危険廃棄物環境汚染突発事件の緊急対応計画を制定し、応急物資を備蓄し、危険廃棄物環境汚染事件を組織して調査し、処理しなければならない。

危険廃棄物が環境を深刻に汚染し、住民の生命、財産の安全を脅かす事件が発生する場合、または発生する可能性があることを証明する証拠がある場合、生態環境の主管部門または危険廃棄物による環境汚染の防止について監督管理の職責を負うその他の部門は、直ちに本級人民政府と上級人民政府の関連部門に報告しなければならない。人民政府は、危害を防止または軽減するための効果的な措置を講じる。権利のある人民政府は、必要に応じて、環境汚染事故を引き起こすまたは引き起こす恐れのある作業を停止するよう命じることができる。

第三十六条 重大な伝染病流行などの突発事件が発生した場合、県級以上の人民政府は、医療廃棄物などの危険廃棄物の収集、保管、輸送、処分などの作業を統一的に組織し、必要な車両、場所、処分施設および防護物資を保障しなければならない。衛生健康、生態環境、環境衛生、交通輸送などの主管部門は、協力し、法律に基づき応急処置の職責を履行しなければならない。

重大な伝染病流行などの突発事件が発生した場合、各級生態環境主管部門は、危険廃棄物の発生、収集、保管、輸送、利用、処分などの作業の正常な実施を保障するために、関連部門と共同で危険廃棄物に対して応急管理措置を講じることができる。。

第三十七条 省生態環境主管部門は、危険廃棄物が環境を汚染するリスクを科学的に評価し、情報化監督管理の体系、プラットフォームの構築を強化し、情報化手段を通じて危険廃棄物移送のデータ、情報を管理、共有し、危険廃棄物環境管理の情報化レベルを向上させなければならない。

各級生態環境主管部門は、危険廃棄物の種類、発生量、処分能力、利用処分状況などの情報を定期的に社会に公開しなければならない。

第三十八条 各級生態環境主管部門とその環境法執行機関および危険廃棄物環境汚染防止の監督管理職責を負うその他の部門は、各々の職責の範囲内で危険廃棄物を発生し、危険廃棄物の収集、保管、輸送、利用、処分などに従事する企業およびその他の生産経営者に対して現場検査を行う権利がある。検査される企業は、状況を如実に報告し、必要な資料を提供しなければならない。

第三十九条 生態環境の主管部門とその他の関連部門、公安機関、人民検察院、人民裁判所は、協力を実施し、手がかり通報、事件移送、リソース共有、情報公開などの作業メカニズムを設立しなければならない。

第四十条 省人民政府は、省間協力を実施し、省間の危険廃棄物環境汚染の防止に関する問題を研究し、解決することができる。

省人民政府は、市（州）、県（市、区）人民政府を組織して、危険廃棄物環境汚染防止の連携・協議メカニズムを設立し、地域間の連携、調整協力を強化し、地域の危険廃棄物環境汚染の防止に関する問題を研究し、解決しなければならない。

第四十一条 県級以上の人民政府は、危険廃棄物環境汚染防止目標の達成状況を生態環境保護目標の重要な内容として本級人民政府の生態環境保護の監督管理職責を負う部門とその責任者、下級人民政府とその責任者の考課内容に組み入れ、考課、評価の重要な根拠として考課、評価を行わなければならない。考課の結果は、社会に公開しなければならない。

第四十二条 省人民政府は、危険廃棄物環境汚染防止の状況を生態環境保護監督検査制度に組み入れ、定期的に重点地域、重点分野、重点業種の特別監督検査を実施し、危険廃棄物環境汚染防止職責の履行状況に対して監督検査を行い、法律・法規、関連規定に基づき責任を追及しなければならない。

第四章  法的責任
第四十三条 本条例の規定に違反し、法律、行政法規に行政処罰を規定している場合、その規定に従う。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第四十四条 本条例第二十条の規定に違反し、省外のリサイクル不能な危険廃棄物を本省の行政区域内に移送して焼却、埋立て処分を行う場合、または省外の危険廃棄物を本省の行政区域内に移送して保管する場合、生態環境の主管部門は、是正を命じ、10万元以上100万元以下の罰金を科し、違法所得を没収する。状況が深刻な場合は、省人民政府の承認を得てから、営業停止または閉業を命じることができる。

第四十五条 各級人民政府、生態環境主管部門およびその他の関連部門のスタッフが危険廃棄物環境汚染防止作業において職務を怠ったり、職権を濫用したり、汚職する場合、権利のある機関は、法律に基づき処分する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第五章  付  則
第四十六条  本条例は、公布日より施行する。

一部の地方的法規の修正と廃止に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定

（2021年9月28日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第三十回会議で採択）

吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第三十回会議では、以下の地方的法規の修正、廃止を決定した。
一、「吉林省道路交通条例」の修正

（一） 第八条を「法律に基づき、許可証を取得する必要がある場合、道路輸送の経営者は、道路輸送経営許可証を取得し、輸送に使用する車両は、運営許可証を取得しなければならない」に修正する。

（二） 第三十五条を「自動車修理の経営者は、自動車修理記録を設立し、その記録に対して電子化管理を実行しなければならない。自動車修理の委託者は、自動車修理記録を調べる権利がある」に修正する。

（三） 第三十七条を「自動車修理、検査の従業者は、必要な知識、技能を備えなければならない」に修正する。

（四） 第三十八条を「貨物運送所（場）の経営には、運送貨物の倉庫、保管、積み込み、検数、貨物運送代理、情報サービス、運搬・積み下ろしなどを含む」に修正する。

（五） 第五十一条を削除する。

二、「吉林省水路交通条例」の修正

第三十条を「船舶の所有者は、海事管理機関で法律に従い船舶の登記、検査を行わなければならない。法律、行政法規に別に規定がある場合は、その規定に従う」に修正する。
三、「吉林省国家通用言語文字条例」の修正

第二十三条を「各級人民政府の市場監督管理部門は、企業名、商品名および広告の用語、用字に対して管理、監督を行わなければならない」に修正する。

四、「吉林省建築市場管理条例」の修正

（一）第十五条を削除する。

（二）第十八条を「以下のいずれかに該当する場合、直接発注することができる。（一）国家安全、国家秘密に関わる場合（二）災害時の救助、救済の場合（三）貧困扶助資金を利用して以工代賑（仕事を与えて救済に代える）を実行し、出稼ぎ農民を使用する必要がある場合（四）かけがえのない特許または専有技術を使用する必要がある場合（五） 購買者が法律に基づき自ら建設、生産または提供することができる場合（六）入札により選定された特許経営プロジェクトの投資者が法律に基づき自ら建設、生産または提供することができる場合（七）元の落札者からプロジェクト、貨物またはサービスを購入する必要があり、そうしないと施工または機能配置の要求に影響を与える場合（八）国が規定するその他の特殊な場合」に修正する。

（三）第七十三条を「建設工事では、ばらセメントを使用するよう奨励する」に修正する。

（四）第七十六条、第八十六条を削除する。

五、「吉林省民用建築省エネと新型壁体材料発展条例」の修正

第十一条を削除する。

六、「吉林省地震予防被害軽減条例」の修正

（一）第五条第一項における「地震業務主管部門と発展改革」を「地震業務主管部門と応急管理、発展改革」に修正する。

（二）第五条、第十八条第四項、第四十九条における「国土資源」を「天然資源」に修正する。

（三）第六条を「県級以上の人民政府の地震予防被害軽減議事調整機関は、本行政区域の地震予防被害軽減作業を統一的に指導、組織、調整し、地震予防被害軽減作業の日常業務は、本級人民政府の地震業務主管部門が担当する」に修正する。

（四）第七条における「新聞出版ラジオテレビ」を「ラジオテレビ」に修正する。

（五）第七条第二項における「地震業務主管部門」を「地震、応急管理部門」に修正する。

（六）第二十七条を削除する。

（七）第二十九条を「地震安全性評価を行う必要がある建設工事は、建設業者は、プロジェクト設計前に地震安全性評価作業を完成しなければならない」に修正する。

「地震安全性評価に従事する機関は、業務を引き受けるために必要な技術者および技術条件を具備し、地震安全性評価報告書の品質について責任を負わなければならない」に修正する。

（八）第三十二条第一項を「県級以上の人民政府は、地震予防被害軽減の基礎的研究を強化し、地震、火山災害の区画、災害予測予防、活断層探測などの地震予防被害軽減の基礎的作業を実施し、徐々に地域的地震安全性評価を推進し、都市農村計画、土地利用の全体的計画、地震予防被害軽減計画の制定、建設プロジェクトの立地に科学的な根拠を提供しなければならない」に修正する。

（九）第三十六条、第三十九条における「地震業務主管部門」を「応急管理部門」に修正する。

（十）第四十五条第二項における「民政」を「応急管理」に修正する。

（十一）第四十六条における「民政」を「応急管理、民政」に修正する。

七、「吉林省計量管理条例」の廃止

本決定は、公布日より施行する。

「吉林省道路輸送条例」、「吉林省水路交通条例」、「吉林省国家通用言語文字条例」、「吉林省建物市場管理条例」、「吉林省民用建物省エネと新型壁体材料発展条例」、「吉林省地震予防被害軽減条例」は、本決定に基づき修正し、改めて公布する。

吉林省人口と計画出産条例

（2002年9月27日に開催された吉林省第九期人民代表大会常務委員会第三十二回会議で採択　2004年6月18日に開催された吉林省第十期人民代表大会常務委員会第十一回会議の「一部の地方的法規の廃止と修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正　2011年7月28日に開催された吉林省第十一期人民代表大会常務委員会第二十七回会議で改訂　2014年3月28日に開催された吉林省第十二期人民代表大会常務委員会第七回会議の「「吉林省人口と計画出産条例」の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正　2016年3月30日に開催された吉林省第十二期人民代表大会常務委員会第二十六回会議の「「吉林省人口と計画出産条例」の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正　2021年9月28日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第三十回会議の「「吉林省人口と計画出産条例」の修正に関する吉林省人民代表大会常務委員会の決定」に基づき修正）

第一章  総則

第一条  人口と経済、社会、資源、環境の調和のとれた持続可能な発展を実現し、計画出産を推進し、人口の素質を向上させ、公民の合法的権益を保護するために、「中華人民共和国人口と計画出産法」、関連する法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条  本条例は、本省行政区域内のすべての組織、公民、および戸籍が本省にあるが本省行政区域を離れている公民に適用される。

第三条  人口と計画出産作業を実施する場合、宣伝教育、科学技術の進歩に依存して実施し、奨励と社会保障制度を確立し、健全化し、総合管理を実行しなければならない。

第四条  各級人民政府とそのスタッフは、人口と計画出産作業において厳格に法律に基づき行動し、文明的な方法で法律を執行し、公民の合法的権益を侵害してはならない。

衛生健康主管部門とそのスタッフは、法律に基づき公務を遂行する場合、法律に保護される。

第二章  组织实施
第二章  組織実施

第五条  県級以上の人民政府は、国家、上級人民政府の人口発展計画に基づき、当地の実情に合わせて、本行政区域の人口発展計画と人口と計画出産実施計画を制定し、組織して実施する。

第六条  各級人民政府および街道事務所は、主要指導者が責任を負う人口と計画出産目標管理責任制を実行する。

第七条  県級以上の人民政府の衛生健康主管部門は、本行政区域内の計画出産業務および計画出産に関する人口業務を担当する。

郷（鎮）人民政府と街道事務所は、本管轄区域内の人口と計画出産業務を担当し、人口と計画出産実施計画を貫徹、実施する。郷（鎮）人民政府と街道事務所は、計画生育業務機構を設置し、専任の計画出産スタッフを配置しなければならない。

第八条  村（居）民委員会は、本居住区の人口と計画出産業務を担当し、業務上の必要に応じて専任（兼任）の計画出産スタッフを配置する。

村（居）民グループのグループ長および村民グループに配置される兼任の計画出産スタッフは、本グループの人口と計画出産業務を担当する。

第九条  機関、団体、企業・事業組織などの従業員の計画出産業務は、本機関の法定代表者が担当する。必要に応じて専任（兼任）のスタッフを配置する。

元の勤め先を離れたが労働関係が元の勤め先に保留されている者の計画出産業務は、元の勤め先と戸籍所在地の郷（鎮）人民政府または街道事務所が共同で担当する。但し、元の勤め先が主な責任を負う。

第十条  各級人民政府とその衛生健康主管部門は、法律に基づき人口と計画出産の統計データを報告しなければならない。いかなる機関および個人も、人口と計画出産の統計データを虚偽報告したり、隠して報告したり、偽造したり、改ざんしてはならない。

第十一条  人口と計画出産業務に従事する事業編制の者は、その給与は完全に財政予算に入れ、関連規定に基づき社会保険に加入しなければならない。

村（居）民委員会の専任（兼任）計画出産スタッフは、県級人民政府の衛生健康主管部門が採用し、郷（鎮）人民政府または街道事務所が管理し、村（居）民委員会で働く。村（居）民委員会の専任（兼任）計画出産スタッフの報酬は、村（居）民委員会の主要責任者の報酬の80%以上とする。村民グループの兼任計画出産スタッフの年間補助金は、500元以上とする。上記の報酬、補助金は、郷級財政予算に入れる。

第三章  総合管理
第十二条  人口と計画出産総合管理責任制度を実行する。関連部門は、各々の責任を履行し、本級人民政府の考課を受ける。

政府の関連部門が人口情報リソースを共有する制度を確立し、人口情報を速やかに交流する。

第十三条  衛生健康の主管部門は、人口と計画出産に関する法律・法規を貫徹、実施し、人口と計画出産実施計画の日常作業の実施を担当し、人口と計画出産の宣伝、教育を組織して実施し、計画出産スタッフの教育およびチーム構築を担当し、医療、保健機関に対し、母子保健計画出産サービスを実施するよう指導し、国家の規定に基づき出産、避妊、不妊、生殖保健知識の宣伝および技術サービスを実施し、人民政府の委託を受けて、本行政区域内の人口と計画出産目標管理責任制、総合管理責任制の実行状況について検査、評価を行う。

第十四条  発展と改革部門は、衛生健康の主管部門と共同で人口発展計画を制定し、その実行状況を監督、検査し、人口と計画出産事業の基本建設プロジェクト、資金計画を統一的に手配する。

第十五条  財政部門は、人口と計画出産事業の経費を手配し、人口と計画出産事業の発展の需要を保障し、人口と計画出産経費の管理、使用を指導、監督、検査する。

第十六条  公安機関は、衛生健康の主管部門に協力して人口調査作業を行い、人口の規模、構造、分布などの統計資料、年間戸籍人口、臨時居住人口の統計資料を提供する。

第十七条  市場監督管理部門は、営利乳幼児ケアサービス機構法人の登録登記を担当し、乳幼児ケアサービス機構の飲食、薬品使用の安全に対して監督管理を行う。

第十八条  人的資源と社会保障部門は、人口と計画出産作業に有利な労働就業、社会保障に関する政策、法規の実施を担当する。

第十九条  住宅と都市農村建設部門は、衛生健康の主管部門に協力して建設施工業者の計画出産作業を行う。

第二十条  民政部門は、人口と計画出産作業を基層政権構築の計画に組み入れ、計画出産を実行する生活が困難な家庭に対して生活補助金を与え、計画出産家庭特に計画出産の特殊な家庭のメンバーを支援するための社会福祉、社会救助などの政策を検討、制定し、非営利乳幼児ケアサービス機構法人の登録登記を担当し、条件を備える地方に対し、乳幼児ケアサービスを都市・農村コミュニティサービスの範囲に入れるよう推進する。

第二十一条  農業農村部門は、農業と農村経済発展計画を制定する時、農村人口と計画出産作業をその中に組み入れ、計画出産家庭の農業生産発展に有利な効果的な措置を制定する。

第二十二条  教育部門は、学校に対し、教育を受ける者の特徴に合った生理衛生教育、思春期教育および性的健康教育を計画的に実施するよう指導し、条件を備える大学を組織して人口と計画出産の科学的研究活動を実施し、人口と計画出産作業の専門人材を育成する。

第二十三条  統計部門は、人口調査、年間人口変動状況のサンプリング調査を組織して実施し、人口統計資料を審査、管理、公布し、人口統計データ、人口発展の傾向を分析し、予測する。

第二十四条  科学技術部門は、人口と計画出産分野の科学的研究、技術革新を当地の科学的研究の全体計画に組み入れ、計画出産の科学的研究成果の実用化・推進作業を指導する。

第二十五条  民族事務部門は、少数民族の群衆に対し、計画出産を実行するよう教育、指導し、少数民族の群衆の計画出産政策に対する意見、提言、要求を調べ、反映する。

第二十六条  文化観光、ラジオ・テレビなどの部門は、人口と計画出産の宣伝、教育を組織して実施しなければならない。マスメディアは、人口と計画出産の社会公益的宣伝を実施する義務がある。

第二十七条  労働組合、共産主義青年団、婦人連合会および計画出産協会などの社会団体は、人民政府に協力して人口と計画出産作業を実施する。

第二十八条  医療保障部門は、出産保険に関する政策を制定し、完備させ、都市・農村住民の医療保険加入者、出産保険加入者の関連待遇を確実に保障しなければならない。

第四章  出産調節
第二十九条  法定の結婚年齢に達し、結婚しないと決定し、子供がいない女性は、合法的な医学的生殖補助技術を利用して1人の子供を出産することができる。

第三十条  公民は、法律に従い子供を生まなければならない。適齢期の結婚、出産、「優生優育（素質のよい子供を生みよい条件で育てる）」を提唱し、一対の夫婦は、3人の子供を出産することができる。

夫婦は、以下のいずれかに該当する場合、子供をもう1人出産することができる。

（一）子供を3人出産し、そのうち1人の子供が3級以上の身体障害者と評価された場合

（二）戸籍と居住地が国境県（市、区）にある場合

（三）特別な事情により、再出産を希望する場合

第三十一条  夫婦は、3人以下の子供を出産する意思がある場合、一方の戸籍所在地または夫婦の居住地の村（居）民委員会で登記し、村（居）民委員会は、郷（鎮）人民政府または街道事務所に報告して登録する。

第三十二条  本条例の規定に符合し、再出産を希望する場合、夫婦は、共同で申請し、必要な証明書またその他の書類を提出する。

夫婦のどちらかまたは双方の戸籍所在地の郷（鎮）人民政府または街道事務所は、申請を受け取った後、意見を提出し、夫婦のどちらかの戸籍所在地の県級衛生健康主管部門は、その意見を審査する。再出産の条件に符合し、書類が揃っている場合は、直ちに処理する。書類が揃っていない場合は、補足を要する書類を書面で知らせる。結婚・出産情報が本省で確認できる場合は、10営業日以内に処理する。結婚・出産情報が別の省で確認する必要がある場合は、20営業日以内に処理する。本条例の規定に符合する場合は、再出産証明書を発行し、本条例の規定に符合しない場合は、書面で回答する。

第五章  計画出産サービス
第三十三条  県級以上の人民政府は、措置を講じて、公民の計画出産サービスに対する享有を保障し、公民の生殖健康レベルを向上させなければならない。具体的な措置として、母子保健計画出産サービスネットワークを設立し、健全化し、結婚前保健制度、妊娠前保健制度、妊娠出産期保健制度、出生時欠損監視・介入制度および新生児保健制度を確立し、出生時欠損を防止または低減し、新生児の健康レベルを向上させなければならない。

第三十四条  子供を出産する意思があり、本条例の規定に符合する場合、関連する生殖保健サービス、優生健康サービスを享受することができる。

第三十五条  各級母子保健計画出産サービス機構、母子保健計画出産サービスに従事する医療衛生機関は、出産適齢の人々に対して優生優育（素質のよい子供を生みよい条件で育てる）知識の宣伝、教育を実施し、出産適齢の女性に対して妊娠準備期、妊娠出産期保健サービスを実施し、計画出産、優生優育（素質のよい子供を生みよい条件で育てる）、生殖保健の相談、指導、技術サービスを引き受け、不妊症の診療を規範的に実施しなければならない。

母子保健計画出産サービスの担当者は、計画出産実行対象公民に対し、安全、効果的かつ適宜な避妊措置を選択するよう指導しなければならない。

第三十六条  出産適齢の夫婦は、自主的に避妊措置を選択し、望まない妊娠を予防、低減する。

第三十七条  計画出産実行対象の出産適齢夫婦は、国家が規定する妊娠検査、子宮内避妊器具の設置・取り出しおよび検査、人工妊娠中絶術、卵管（精管）結紮術・開口術などの基本的項目の技術サービスを無料で享受することができます。必要な経費は、以下の規定に従い支払う。

（一）農村住民は、各級財政が特別経費を設立して保証する。
（二）機関、団体、企業・事業組織の従業員は、社会医療保険に加入している場合は、医療保険料から支払い、社会医療保険に加入していない場合は、勤め先が支払う。
（三）本条第二項以外の都市住民は、当地の計画出産事業費から支払う。

第三十八条  避妊手術により合併症が発生した場合、県級以上の計画出産技術鑑定機関が確認後、手術を実施した機関は、速やかに治療を行い、医療費用を負担する。治療期間中、給与は通常どおりに支給する。

避妊手術合併症患者の生活補助金については、国家、省の関連規定に従い扱う。

第三十九条  超音波技術およびその他の技術的手段を利用して、医学的に必要とされない胎児性別鑑定を行う行為、医学的に必要とされない性別選択のための人工妊娠中絶を行う行為を厳禁する。

再出産証明書を取得して妊娠した後、医療機関の証明なく妊娠を終止し、、または出産後、子供が死亡したと報告し、死亡の原因を証明する確実な証拠がない場合は、その再出産証明書は無効になり、その以降は、再び再出産証明書を発行しない。

第四十条  避妊手術を受けた夫婦は、本条例の規定に符合し、再出産を必要とする場合、再出産証明書を持って出産回復手術を受けることができる。

第六章  奨励と社会保障

第四十一条  各級人民政府は、国家、省の関連規定に基づき、人口と計画出産作業において顕著な成績を上げた企業および個人に対し表彰、奨励を与える。

第四十二条  県級以上の人民政府は、育児補助金制度を設立し、継続的に出産促進のための支援措置を完備しなければならない。省級財政は、各地の制度の実施状況に基づき適当な補助金を与える。

法律・法規の規定に符合し、結婚して子供を生んだ夫婦に対し、以下の規定に従い奨励または福利厚生を与える。

（一）法律に基づき結婚登記手続きを行った従業員は、15日の結婚休暇を享受する。

（二）政策に基づき子供を生んだ夫婦は、出産休暇、看護休暇延長の奨励を受けることができる。具体的な方法は、省人民政府が制定する。

（三）条件を備える地域または企業・事業組織に対し、父母育児休暇を設立するよう支援する。

（四）子供が16歳になる前に託児所または幼稚園に入ったり、入学したり、医者にかかったりする場合、その費用は、親の勤め先が状況に応じて適当な補助金を与える。

（五）国境線の一定の範囲内に新生児が生まれた家庭に対し、省の関連規定に基づき奨励を与える。

（六）従業員が結婚休暇、出産休暇、看護休暇、育児休暇を享受する期間には、通常勤務として扱い、給与、ボーナスは通常どおりに支給し、その他の福利厚生も変わらない。

女性従業員の場合で、本人が申請し、勤め先が同意した場合、出産休暇を1年に延長することができる。出産休暇延長期間の給与は、通常の給与の75％で支給し、給与調整、昇進、勤務年数の計算に影響しないものとする。

第四十三条  公民が計画出産手術を受ける場合、それぞれ以下の優遇措置を享受する。

（一）子宮内避妊器具を設置する場合、2日休み、7日以内に重作業をやらせない。

（二）子宮内避妊器具を取り出す場合、1日休む。

（三）精管を結紮し、再開通する場合、15日休む。

（四）卵管を結紮し、再開通する場合、21日休む。

（五）妊娠28週以内に妊娠を終止する場合、妊娠時間により21日から42日休む。妊娠28週以上に妊娠を終止する場合、98日休む。

上記の手術を同時に2つ以上受ける場合、休暇期間を合併して計算し、休暇期間には、通常勤務として扱い、給与、ボーナスは通常どおりに支給し、その他の福利厚生も変わらない。

農村の住民は、本条第1項に規定する手術を受ける場合、当地の郷（鎮）人民政府が規定するその他の優遇措置を受ける。

第四十四条  県級以上の人民政府は、乳幼児ケアサービスの発展を経済社会発展計画に組み入れ、包括的乳幼児ケアサービス機構を優先的に支援し、計画、土地、住宅、財政、金融、人材などの措置を総合的に講じて、包括的託児サービス体系の構築を推進しなければならない。

民間の企業や団体組織、個人に対し、託児施設を設立するよう奨励、指導し、条件を備える幼稚園や機関、企業・事業組織、コミュニティに対し、託児サービスを提供するよう支援する。

託児施設の設置、サービスは、国家、省の託児サービスに関する標準、規範に符合しなければならない。託育施設は、所在地の県級人民政府の衛生健康主管部門で登録しなければならない。

第四十五条  県級以上の人民政府は、場所提供、賃料減免などの政策措置により、包括的託児サービス機構に対する支援を強化しなければならない。都市インフラの建設、新型都市化の建設および老朽化住宅団地施設の改造を推進する中で、乳幼児ケアサービス機構および施設を新設、拡張、改築する。

第四十六条  国家が一対の夫婦、1人の子供を提唱する期間に、夫婦が生涯子供を1人だけ出産（養育）すると決定した場合、双方が申請し、勤め先または戸籍所在地の村（居）民委員会が証明した後、郷（鎮）人民政府または街道事務所は、「一人っ子父母光栄証」を発行する。

第四十七条  「一人っ子父母光栄証」を取得した従業員は、以下の優遇措置を享受する。

（一）「一人っ子父母光栄証」を受け取った月から子供が18歳になるまで、毎月10元の一人っ子両親奨励金を受け取る。条件を備える地方は、奨励基準を適当に引き上げることができる。
（二）定年退職する時、夫婦の勤め先は、実情に応じて、適当な奨励金を与えることができる。

第四十八条  「一人っ子父母光栄証」を取得した農村住民は、子供が18歳になるまで、一人っ子両親奨励金を享受することができる。奨励の方法については、当地の人民政府が定める。

集団経済収益分配、宅地区分、集団福祉享受、貧困扶助受け入れ、研修などにおいて、一人っ子の両親に対して優先的に配慮しなければならない。

第四十九条  一人っ子両親奨励金は、以下の規定に基づき支払う。

（一）両親が機関、団体、企業・事業組織の従業員である場合、双方の勤め先がそれぞれ50%を負担する。

（二）両親のうち一方が従業員で、もう一方が都市の無職住民、個人商工業者または農村住民である場合、従業員の勤め先が負担する。

（三）元の勤め先を離れたが労働関係が元の勤め先に保留されている者は、元の勤め先が負担し、受け入れる勤め先がある場合は、受け入れる勤め先が負担する。

（四）双方が無職住民、個人商工業者、都市住民最低生活保障金を享受する者である場合は、戸籍所在地の人民政府が負担する。

第五十条  「一人っ子父母光栄証」を取得した者は、再婚後、子供を生まない場合、本条例に規定する一人っ子両親奨励金を引き続き享受することができる。

国家が一対の夫婦、1人の子供を提唱する期間に、再婚夫婦の一方が「一人っ子父母光栄証」を取得し、もう一方が子供がなく、今後出産しないと決定した場合、子供のない一方は、本条例に規定する一人っ子両親奨励金を同様に享受する。

第五十一条  「一人っ子父母光栄証」を取得した夫婦は、その一人っ子が意外に障害が発生しまたは死亡した場合、国家、省の規定に基づき扶助を獲得する。県級以上の人民政府は、上記の人々を対象とする生活、養老、医療、精神慰藉などの全方位的な扶助保障制度を確立し、健全化する。

国家が一対の夫婦、1人の子供を提唱する期間に、規定に基づき計画出産家庭の高齢者に対する扶助奨励金を享受すべき場合、引き続き扶助奨励金を享受し、高齢者の福祉、養老サービスなどにおいて必要な優先、世話を与える。

第五十二条  郷（鎮）、街道以上の機関で人口と計画出産業務に従事する者に対し、必要な労働保護用品を支給することができる。企業・事業組織で人口と計画出産業務に従事する者の労働保護待遇については、当地の人民政府の関連規定に従い執行する。

第七章  法的責任

第五十三条  本条例の規定に違反し、以下のいずれかの行為がある場合、県級以上の衛生健康主管部門は、是正を命じ、警告し、違法所得を没収する。違法所得が1万元以上の場合は、違法所得の2倍以上4倍以下の罰金を科する。違法所得がないまたは違法所得が1万元未満の場合は、1万元以上3万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、発行機関は、営業許可証を取り消す。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

（一）違法に他人に対して計画出産手術を施す行為

（二）超音波技術およびその他の技術的手段を利用して、他人に対して医学的に必要とされない胎児性別鑑定または性別選択のための人工妊娠中絶を行う行為

第五十四条  機関が本条例の規定に違反し、以下のいずれかの行為がある場合、県級以上の人民政府は、是正を命じ、通報批判を与える。法定代表者、直接責任者に対して法律に基づき処分する。

（一）本条例に規定する奨励優遇政策を実行しない行為
（二）人口と計画出産の目標責任を履行しない行為

第五十五条  母子保健計画出産サービススタッフは、規則に違反して業務を取り扱い、または救助、診断、治療を遅らせて、深刻な結果を引き起こした場合、関連する法律、行政法規の規定に従い法的責任を負う。

第五十六条  託児機構が託児サービスに関する標準、規範に違反する場合、衛生健康の主管部門は、是正を命じ、警告する。是正を拒否する場合は、5000元以上5万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、託児サービスの停止を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科する。

託児機構が乳幼児を虐待する行為がある場合、その直接責任を負う主管者、その他の直接責任者は、生涯にわたって乳幼児ケアサービスに従事してはならない。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第五十七条  国家のスタッフが人口と計画出産業務において以下のいずれかの行為があり、まだ犯罪を構成しない場合は、法律に基づき処分する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。違法所得がある場合は、違法所得を没収する。

（一）公民の人身権、財産権およびその他の合法的権益を侵害する行為
（二）職権を濫用したり、職務を怠ったり、汚職する行為
（三）賄賂を要求し、受け取る行為
（四）人口と計画出産の経費を差し止め、ピンはね、悪用、横領する行為
（五）人口と計画出産の統計データを虚偽報告したり、隠して報告したり、偽造したり、改ざんしたり、報告拒否する行為

第五十八条  衛生健康主管部門およびそのスタッフが法律に基づき公務を執行することを拒否、妨害する場合、衛生健康の主管部門は、批判、教育し、制止する。治安管理違反行為を構成する場合は、法律に基づき治安管理処罰を与える。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第五十九条  公民、法人またはその他の組織は、行政機関が計画出産管理の実施においてその合法的権益を侵害したと判断した場合、法律に基づき行政不服審査を申請し、または行政訴訟を提起することができる。

第八章  付則
第六十条  本条例は、2011年9月1日より施行する。

吉林省社会信用条例
（2021年9月28日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第三十回会議で採択）
第一章 総 則

第一条 社会信用情報の管理を強化し、社会信用サービスを規範化し、信用主体の合法的権益を保護し、社会信用体系の構築を推進し、全社会の信用レベルを向上させるために、関連する法律、行政法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。
第二条 本条例は、本省行政区域内の社会信用情報の収集、分類整理、共有、公開、照会および使用、信用遵守激励と信用失墜懲戒、信用主体権益の保障、信用サービス業界の規範化と管理および社会信用環境の構築などに適用される。

法律、行政法規に個人情報保護、信用調査、企業情報公示などについて別に規定がある場合は、その規定に従う。
第三条 本条例でいう社会信用は、自然人、法人および非法人組織（以下、信用主体を総称する。）が社会・経済活動において法定義務を遵守する状態または約束義務を履行する状態をいう。
第四条 社会信用体系の構築は、政府が推進し、社会が共同で構築し、統一的に計画し、情報を共有し、応用を強化するという原則に従い、法律に基づき信用情報の安全、信用主体の合法的権益を保護しなければならない。
社会信用情報の収集、分類整理、共有、公開、照会および使用などは、合法、客観的、正当、必要、安全の原則に従い、国家秘密、商業秘密、プライバシーを侵害してはならない。

第五条 県級以上の人民政府は、本行政区域内の社会信用体系の構築を統一的に推進し、社会信用体系の構築を国民経済と社会発展計画に組み入れ、社会信用体系の構築における重大な問題を調整して解決しなければならない。
県級以上の人民政府の社会信用主管部門は、本行政区域内の社会信用体系構築の総合調整と監督管理業務を担当する。
県級以上の人民政府の他の関連部門は、各々の職責の範囲内で、協力して社会信用体系構築作業を行う。
第六条 省人民政府の社会信用主管部門は、信用情報総合サービスプラットフォームの構築を統一的に計画し、社会信用情報資源を統合し、業界間、分野間、地域間の社会信用情報共有メカニズムを設立しなければならない。
信用情報総合サービスプラットフォームは、法律に基づき社会信用情報を収集、分類整理し、ポータルサイト、モバイル端末、サービス窓口などにより、社会信用情報の公開、共有、照会、応用、異議処理、信用回復などのサービスを提供する。

第二章 社会信用情報の収集と分類整理

第七条 本条例でいう社会信用情報は、信用主体の信用状況の識別、分析、判断に用いることができるデータ、資料をいい、公共信用情報と市場信用情報を含む。
本条例でいう公共信用情報は、国家機関および法律、法規に権利を付与する公共事務管理職能を有する組織が法定職責の履行、公共サービスの提供において発生し、獲得する社会信用情報をいう。

本条例でいう市場信用情報は、信用サービス機構、業界団体・商会およびその他の企業・事業組織などが生産経営、業界自主規制管理活動において発生し、獲得する社会信用情報をいう。

本条例でいう信用サービス機構は、法律に基づき設立し、信用調査、信用格付け、信用管理相談、信用リスク管理などの経営活動に従事し、社会に信用商品、信用サービスを提供する機構をいう。

第八条 法人、非法人組織の社会信用情報の分類整理は、統一社会信用コードを信用情報と関連付けて照合するための唯一の標識とし、自然人社会信用情報の分類整理は、住民の身分証明書またはその他の有効な身分証明書を信用情報と関連付けて照合するための標識とする。
第九条 公共信用情報は、目録管理を実行する。公共信用情報目録は、全国公共信用情報基礎目録と地方公共信用情報補充目録を含む。

県級以上の人民政府の社会信用主管部門は、関連部門と共同で当地の地方的法規の規定に基づき、本行政区域に適用される地方公共信用情報補充目録を制定し、全国公共信用情報基礎目録の更新状況、業務上の必要に応じて適時に更新することができる。地方公共信用情報補充目録に組み入れる公共信用情報は、情報ごとに対応の行為、公開属性、共有範囲、出所、分類整理のチャネル、更新頻度などを明示しなければならない。

地方公共信用情報補充目録に組み入れるプロジェクトは、地方の関連部門（機関）、関連する市場主体、業界団体・商会、法律サービス機構、専門家、学者および社会公衆の意見を求めなければならない。

地方公共信用情報補充目録を制定、更新した場合、本級人民政府に提出して承認を得てから社会に公布しなければならない。区を設置する市、自治州および県（市、区）は、地方公共信用情報補充目録を制定、更新した場合、省人民政府の社会信用主管部門に提出しなければならない。省人民政府の社会信用主管部門は、地方公共信用情報補充目録の写しを国家発展改革部門と人民銀行に提出する。

第十条 国家機関、法律・法規に権利を付与する公共事務管理職能を有する組織は、職責の履行において、全国公共信用情報基礎目録、国家の関連部門（機関）が全国公共信用情報基礎目録に基づき作成した本部門（分野）の公共信用情報の条目、地方公共信用情報補充目録の要求に従い、速やか、正確かつ完全に信用主体の公共信用情報を記録し、本系統の信用主体の公共信用情報を分類整理、統合し、信用情報総合サービスプラットフォームと共有しなければならない。

信用情報総合サービスプラットフォームと政務サービス、オンライン監督管理などのプラットフォーム、システムは、相互接続し、情報を共有しなければならない。

公共信用情報を提供する機関は、提供する公共信用情報の真実性、完全性に対して責任を負う。

第十一条  県級以上の人民政府は、市場信用情報自主登録メカニズムを設立し、信用主体に対し、信用情報総合サービスプラットフォームおよび業界団体・商会などの社会組織で資格証明書、市場経営、契約履行、社会公益などの信用情報を登録し、信用情報の合法、真実、正確を確保するよう奨励しなければならない。

業界団体・商会などの社会組織は、管理、サービスの必要に応じて、合法、客観的、必要および自由意志の原則に従い、法律に基づき会員企業、進出経営者などの市場信用情報を記録することができる。

第十二条 社会信用情報を収集、分類整理する場合に個人情報に関わる場合、本人に情報収集・分類整理の目的、方法および範囲を知らせ、本人の同意を得なければならない。法律・法規に別に規定がある場合は、この限りではない。いかなる機関および個人も、授権なく、強制的な授権または1回の授権により、当該個人の生涯にわたってその信用情報を収集、分類整理、使用してはならない。個人の宗教信仰、遺伝子、指紋、血液型、疾病・病歴情報および法律、行政法規に収集を禁止するその他の個人情報を収集する行為を禁止する。当該情報の提供で生じる可能性のある不利な結果を信用主体に明確に知らせ、その書面による同意を得た場合を除き、個人の収入、預金、有価証券、商業保険、不動産および納税額に関する情報を収集してはならない。
第三章 社会信用情報の開示
第十三条 社会信用情報の開示範囲は、合法、必要の原則に従い確定しなければならない。

第十四条 公共信用情報を開示する場合、法律に基づく公開、政務共有、職権による照会、実名認証照会、授権照会などにより開示するものとする。

法律に基づき公開すべき公共信用情報は、信用情報総合サービスプラットフォーム、本級人民政府、関連部門の対外情報公布プラットフォームを通じて社会に公開する。
第十五条 市場信用情報は、法律に基づき公開する、信用主体が自発的に公開する、授権照会、信用サービス機構が法律に基づき提供するまたは約束されたその他の方法で開示する。

第十六条 省人民政府の社会信用主管部門は、信用情報総合サービスプラットフォームを通じて社会に便利な照会サービスを提供し、社会信用情報照会サービス規範を制定、公布し、情報照会の権限、手順を明確にし、情報照会・使用・登記・審査制度を確立し、照会日誌を設立する。
第十七条 信用主体は、自分の社会信用情報について問い合わせる権利を有する。社会信用情報照会サービスを提供する機関は、信用主体に便宜を提供しなければならない。
国家機関、法律・法規に権利を付与する公共事務管理職能を有する組織は、政務を共有し、職権により公共信用情報を照会する場合、合理的に行政を行うという原則に従うものとし、獲得した公共信用情報を職責履行の範囲を超えて使用したり、勝手に公開してはならない。

信用主体の授権を得てから照会できる信用主体の社会信用情報を照会する場合、信用主体の書面による授権を得てから照会しなければならない。法律、行政法規に別に規定がある場合は、この限りではない。

第四章 信用遵守激励と信用失墜懲戒
第十八条 法律に基づき信用遵守激励・信用失墜懲戒メカニズムを設立し、信用遵守行為の提唱、表彰を強化し、法律に基づき信用失墜行為に対して懲戒、拘束を行う。

信用遵守激励と信用失墜懲戒は、リスト動的管理制度を実行する。

第十九条 県級以上の人民政府の社会信用主管部門は、関連部門と共同で信用遵守激励措置リストを制定し、更新する。信用遵守激励措置リストを制定、更新する場合、激励の措置、内容、対象、実施主体などを明確にしなければならない。意見を公に求めた後、本級人民政府に提出し、承認を得てから社会に公布し、さらに上級人民政府の社会信用主管部門に提出する。

第二十条 国家機関、法律・法規に権利を付与する公共事務管理職能を有する組織は、信用遵守激励措置リストの規定に基づき関連分野の信用遵守激励の対象を認定しなければならない。

信用遵守激励の対象として認定しようとする場合、公示を行わなければならない。公示を行った後、異議がない場合は、信用遵守激励の対象として認定し、異議がある場合は、認定機関は、確認し、処理する。確認、処理の結果に対してなお異議がある場合は、本級人民政府の社会信用主管部門に再確認を申請することができる。

第二十一条 信用遵守激励措置リストは、以下の範囲内で確定することができる。

（一）信用承諾制の適用対象となる行政許可事項の処理を行う際に、申請者が審査条件に符合すると承諾し、関連資料を提出した場合、不備受理、手続きの簡素化などの便利なサービス措置を与えることができる。
（二）財政的資金、プロジェクトの支援では、同等の条件の下、優先選択の対象とする。
（三）政府投資プロジェクトの入札募集、国有土地譲渡などの活動では、同等の条件の下、政策支援を与える。
（四）日常の監督管理では、サンプリング調査の割合、頻度を合理的に引き下げる。

（五）信用情報総合サービスプラットフォームで公示し、展示会、銀行・企業連結、優秀者評価などの活動で推薦し、紹介する。

（六）法律・法規、国家が規定するその他の激励措置
第二十二条 信用失墜懲戒措置リストは、全国信用失墜懲戒措置基礎リストと地方信用失墜懲戒措置補充リストを含む。

県級以上の人民政府の社会信用主管部門は、関連部門と共同で当地の地方的法規の規定に基づき、本行政区域に適用される地方信用失墜懲戒措置補充リストを制定し、全国信用失墜懲戒措置基礎リストの更新状況および業務上の必要に応じて適時に更新することができる。

地方信用失墜懲戒措置補充リストに組み入れる予定のプロジェクトは、地方の関連部門（機関）、関連する市場主体、業界団体・商会、法律サービス機構、専門家、学者および社会公衆の意見を求めなければならない。

地方信用失墜懲戒措置補充リストを制定、更新する場合、懲戒の措置、内容、対象、法規・政策根拠、実施主体などを明示し、本級人民政府に提出し、承認を得てから社会に公布しなければならない。区を設置する市、自治州および県（市、区）は、地方信用失墜懲戒措置補充リストを制定、更新する場合、省人民政府の社会信用主管部門に提出しなければならない。省人民政府の社会信用主管部門は、地方信用失墜懲戒措置補充リストの写しを国家発展改革部門、人民銀行に提出する。

第二十三条 国家機関、法律・法規に権利を付与する公共事務管理職能を有する組織は、全国信用失墜懲戒措置基礎リスト、地方信用失墜懲戒措置補充リストの規定に従い、関連分野の信用失墜懲戒の対象を認定しなければならない。信用失墜行為の認定を行う場合、法的効力を有する文書に基づいて行わなければならない。

信用失墜懲戒の対象として認定しようとする場合、当事者に通知し、信用失墜懲戒を実施する事由、根拠、信用失墜懲戒措置および法律に基づき享有する権利を書面で知らせなければならない。異議がある場合は、認定機関は、確認し、処理する。確認、処理の結果に対してなお異議がある場合は、本級人民政府の社会信用主管部門に再確認を申請することができる。

第二十四条 信用失墜懲戒を実施する場合、合法、関連、比例の原則に従い、全国信用失墜懲戒措置基礎リスト、地方信用失墜懲戒措置補充リストに照らし、信用失墜行為の性質、深刻さに基づき適度な懲戒措置を取らなければならない。勝手に懲戒措置を追加したり、リスト中の懲戒対象の範囲を拡大したり、法定の懲戒基準を超えて懲戒を加重ししてはならない。

第二十五条 深刻な信用失墜行為は、人民大衆の身体健康、生命安全に深刻な危害を及ぼし、市場の公平競争の秩序、社会の正常な秩序を深刻に破壊し、法定義務の履行を拒否し、司法機関、行政機関の公信力に深刻な影響を与え、国防義務の履行を拒否するなどの深刻な違法、信用失墜行為をいう。

重大信用失墜主体名簿を設置する分野は、法律・法規または国家政策文書に基づき設置し、許可なく追加したり、拡張してはならない。

重大信用失墜主体名簿の認定基準は、法律、行政法規、国家政策文書または部門規則の規定を執行する。当地の範囲内で実施する重大信用失墜主体名簿制度は、その認定基準は、当地の地方的法規で規定するものとする。

重大信用失墜主体名簿は、県級以上の人民政府の関連部門が、関連する標準に基づき認定する。法律・法規、部門規則に別に規定がある場合は、この限りではない。認定機関は、認定の決定をする前に、当事者に通知し、書面で重大信用失墜主体名簿に載せられる事由、根拠および法律に基づき享有する権利を知らせなければならない。当事者が異議を申し立てる場合は、認定機関は、確認し、処理し、定められる期限内に結果をフィードバックしなければならない。

信用主体を重大信用失墜主体名簿に載せる場合、認定機関は、関連する行政決定文書に事由、根拠、信用失墜懲戒措置説明、移出の条件、手続きおよび救済措置などを明記しなければならない。必要な場合は、認定機関は、重大信用失墜主体名簿を認定するための決定文書を作成することができる。

第二十六条 重大信用失墜主体が法人、非法人組織である場合は、当該機関の重大な信用失墜行為を記録する際に、当該重大信用失墜行為に対して責任を負う法定代表者、主要責任者およびその他の直接責任者の情報を明記しなければならない。重大信用失墜主体に対して懲戒を行うと同時に、関連部門は、法律に基づきその法定代表者、主要責任者およびその他の他直接責任者に対して相応の懲戒措置を取ることができる。

第二十七条 行政機関、法律・法規に権利を付与する公共事務管理職能を有する組織は、以下の事項の管理において、関連する信用主体の社会信用情報、公共信用総合評価を行政管理を実施するための重要な参考として利用しなければならない。
（一）行政審査・承認、資格審査などの行政管理事項
（二）食品安全、薬品安全、生産安全、生態環境保護などの分野の監督管理
（三）政府調達、政府投資プロジェクトの入札募集、財政資金支援、特別資金の手配、国有土地譲渡などの経済社会管理活動

（四）社会信用情報の使用が必要なその他の行政管理事項

第二十八条 市場主体に対し、生産経営、市場取引などの活動において社会信用情報、信用評価の結果を利用し、取引のリスクを防止するよう奨励する。
第二十九条 業界団体・商会は、業界信用管理体系の構築を強化し、信用遵守承諾と自主規制公約制度を設立し、会員の行為を規範化し、市場の公平競争を維持しなければならない。
業界団体・商会などに対し、組織定款に基づき信用遵守激励措置、信用失墜懲戒措置を実施するよう奨励する。但し、関連する法律・法規の規定に違反したり、会員の合法的な権益を損害してはならない。

第五章 信用主体の権益保障と情報安全

第三十条 省人民政府の社会信用主管部門は、関連部門と共同で信用主体権益保護メカニズム、信用情報権利侵害責任追及メカニズム、信用情報異議処理メカニズムおよび信用回復メカニズムを確立し、健全化し、信用主体の合法的な権益を保障しなければならない。
第三十一条 信用主体は、自分の社会信用情報に関する収集、分類整理、開示、使用などの状況ならびに信用報告書に記載される情報の出所、変動の理由を知る権利がある。
信用主体にサービスを提供する場合、そのサービスに社会信用情報の収集を付け、信用主体の受け入れを強迫または形を変えて強迫してはならない。
第三十二条 信用主体は、信用情報総合サービスプラットフォームに記載または開示される社会信用情報が以下のいずれかに該当すると判断した場合、信用情報総合サービスプラットフォームに異議を申し立てることができる。
（一）社会信用情報の記載が事実と一致せず、誤りまたは漏れがある。
（二）その営業秘密、プライバシーを侵害する。
（三）信用失墜情報が公示期間を超えたがなお公示されている。
（四）信用失墜主体認定基準に符合しないのに信用失墜名簿に載せられまたは信用失墜名簿から移出されていない。
（五）法律・法規、国家が規定するその他の状況
第三十三条 信用情報総合サービスプラットフォームは、異議申し立てを受け取った日より3営業日以内に確認し、異議に注記を付け、以下の方法により処理しなければならない。

（一）信用情報総合サービスプラットフォームの更生対象である場合、異議申し立てを受け取った日より3営業日以内に異議処理の決定をし、処理の結果を異議申立者に知らせなければならない。

（二）信用情報提供機関の更生対象である場合、異議申し立てを受け取った日より3営業日以内に異議申し立てを信用情報提供機関に転送して処理しなければならない。信用情報提供機関は、転送された異議申し立てを受け取った日より3営業日以内に確認し、異議処理の決定を行い、書面で信用情報総合サービスプラットフォームに知らせなければならない。信用情報総合サービスプラットフォームは、異議処理の決定に基づき処理を行い、異議注記を取り消し、同時に処理の結果を申立者に知らせる。

異議申し立てを処理する期間に、異議のある社会信用情報または異議のある社会信用情報に基づき作成した信用報告書に対し、注記を付けなければならない。
第三十四条 信用主体は、各級人民政府、関連部門の対外情報発布プラットフォームに記載されまた開示された公共信用情報が本条例第三十二条に記載されている状況のいずれかに該当すると判断した場合、各級人民政府、関連部門に書面による異議申し立てを提出することができる。各級人民政府、関連部門は、異議申し立てを受け取った日より3業務日以内に異議処理の決定を行い、処理の結果を申立者に知らせなければならない。

信用情報総合サービスプラットフォームに共有された公共信用情報を前項の規定に従い更正した後、各級人民政府、関連部門は、速やかに信用情報総合サービスプラットフォームに処理を通知しなければならない。

第三十五条 信用サービス機構、業界団体・商会およびその他の企業・事業組織は、市場信用情報異議受理チャネルを設立し、異議処理の規則を明確にし、社会に公開しなければならない。

第三十六条 法律・法規、国家政策文書に回復してはならないと規定する信用失墜情報を除き、信用主体は、要求に従い信用失墜行為を是正し、悪影響を排除した場合、信用情報認定機関または信用情報分類整理機構に信用回復申請を提出することができる。信用回復の条件、手続きは、関連規定に従い実施する。
信用回復の条件に符合する場合、申請を受理した機関は、関連規定に基づき、その信用主体を信用失墜主体リストから移出し、関連する信用失墜情報の公開、共有を終止し、その情報を注記、遮蔽または削除し、回復の状況を書面で信用主体に知らせなければならない。

第三十七条 県級以上の人民政府の社会信用主管部門は、信用情報安全管理制度を確立し、健全化し、信用情報の安全を保障しなければならない。
社会信用情報を収集、分類整理、開示、使用する機関は、情報安全管理の職責を履行し、社会信用情報安全管理と応急処理メカニズムを設立し、信用情報照会・使用・登記・審査制度および秘密保持管理制度を健全化しなければならない。

第六章 信用サービスと監督管理

第三十八条 県級以上の人民政府は、信用サービス業界の発展を促進するための政策、措置を制定し、信用サービス機構を規範化し、指導し、信用サービス市場を育生し、信用サービス業界の発展を支援しなければならない。
第三十九条 省人民政府の社会信用主管部門は、信用サービス機構を管理し、信用サービス機構信用承諾と信用評価制度を設立し、信用サービス機構の信用承諾の履行状況に対して年間検査、世論監視を行い、信用サービス機構参入と退出メカニズムを設立しなければならない。
第四十条 信用サービス機構が社会信用情報を収集、処理し、信用商品を提供する場合、客観的、公正、慎重、独立の原則に従い、法律に基づき監督管理を受けなければならない。
信用サービス機構は、国内で収集した信用情報を国内で整理、保存、加工しなければならない。国外の組織または個人に信用情報を提供する場合、法律、行政法規の規定を遵守しなければならない。

第四十一条 重点業界の管理に信用の監督管理のための信用サービス機構を導入し、業界の信用記録の構築、登録、資格参入に信用サービスを提供し、業界信用状況監視報告書を提供するよう奨励する。
第四十二条 信用主体、公共信用情報提供機関の授権を取得した場合、信用情報総合サービスプラットフォームは、規定される条件に符合する信用サービス機構に公共信用情報サービスを提供することができる。
第四十三条 信用サービスの業界団体は、業界の自主規制管理を強化し、信用サービス分野の業界標準、技術規範、管理規範の制定を推進し、業界統計報告書を作成し、宣伝教育、業界情報発布などの活動を実施し、業界のサービス能力、公信力を向上させなければならない。
第七章 社会信用環境の構築
第四十四条 各級人民政府は、政務誠信の構築を強化し、法律に基づく行政、政務公開、信用遵守、約束実行を堅持し、社会信用体系の構築においてモデル、リードの役割を果たさなければならない。

第四十五条 各級人民政府と関連部門は、政務信用記録を設立し、健全化し、政務における約束履行、信用遵守、約束実行および法律違反、規則違反、信用失墜、違約による司法判決、紀律処分、問責処理などの情報を記録しなければならない。

各級人民政府と関連部門は、市場主体と法律に基づき締結した契約を履行し、議事録、文書などの書面により承諾した合法的な優遇条件を果たさなければならない。国家利益、社会公共利益のために政策承諾、契約約束を変更する必要がある場合は、法定の権限、手続きにより行い、法律に基づき市場主体がそのために被る損失を補償しなければならない。

第四十六条 各級人民政府と関連部門は、信用承諾制度を推進し、信用承諾の履行状況を信用主体の信用記録に組み入れなければならない。信用承諾の主体は、社会の監督を受けなければならない。

第四十七条 各級人民政府と関連部門は、信用を基礎とする新型監督管理メカニズムを構築し、市場監督管理、公共サービスの市場参入、資格認定、行政審査・承認、政策支援などにおいて信用の等級別・分類監督管理の実施を推進し、監督管理対象の信用等級により差別化の監督管理措置を実施しなければならない。

第四十八条 司法機関は、司法公信の構築を強化し、内部監督を強化し、制約メカニズムを完備し、司法公開を推進し、公平・正義を維持し、司法の公信力を向上させなければならない。
第四十九条 各級人民政府と関連部門は、テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなどのメディアの宣伝・指導の役割を十分に活かし、社会信用の知識を宣伝し、普及させ、誠実信用の世論環境、社会雰囲気を作らなければならない。
各業界（分野）は、精神文明の構築、道徳模範の選評、誠実信用構築の活動に合わせて、誠実信用のモデルを樹立し、誠実信用の伝統文化、現代の契約精神を発揚しなければならない。

第八章 法的責任

第五十条 本条例の規定に違反する場合、法律・法規に法的責任について規定している場合は、その規定に従う。
第五十一条 国家機関、法律・法規に権利を付与する公共事務管理職能を有する組織およびその職員が本条例の規定に違反し、以下のいずれかに該当する場合、法律・法規に規定する関連主管部門は、是正を命じる。状況が深刻な場合は、直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者に対し、法律に基づき処分する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

（一）職責履行の必要に応じて信用情報を照会せず、信用報告書を使用しない場合
（二）信用情報を違法に取得、伝播、販売、利用する場合
（三）信用情報を改ざん、虚構、漏洩、毀損する場合
（四）異議情報処理、信用回復の職責を履行しない場合
（五）法律、規則に違反して信用失墜懲戒措置を実施する場合
（六）社会信用情報安全管理制度を設立しない、または情報安全保障の職責を履行しない場合
（七）本条例の規定に従い職責を履行しないその他の場合

第五十二条 市場信用情報を提供し使用する機関およびその職員が本条例の規定に違反し、以下のいずれかに該当する場合、法律、法規に規定する関連主管部門は、是正し、業務を停止して整頓するよう命じ、違法所得を没収する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

（一）信用情報を違法に収集し、分類整理する場合
（二）信用情報を違法に取得、伝播、販売、利用する場合
（三）信用情報を改ざん、虚構、漏洩、毀損する場合

（四）規定に従い異議情報を審査し処理しない場合

（五）許可または授権なく営業秘密、プライバシーなどの情報を照会する場合

（六）市場信用情報の収集を他のサービスに付け、信用主体にサービスを受けるよう強迫または形を変えて強迫する場合

（七）業務管理部門の検査、調査を拒否、妨害し、または関連する文書、資料を如実に提供しない場合

（八）信用主体の合法的権益を侵害するその他の場合
第九章 付 則
第五十三条 本条例は、2022年1月1日より施行する。
吉林省規定動物疫病非流行区建設管理条例

（2002年5月31日に開催された吉林省第九期人民代表大会常務委員会第三十回会議で採択　2011年7月28日に開催された吉林省第十一期人民代表大会常務委員会第二十七回会議で改訂　2021年11月25日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第三十一回会議で改訂）

第一章  総  則

第一条 規定動物疫病が流行していない地域の建設、管理を強化し、動物疫病を予防、抑制、浄化、撲滅し、飼育業の発展を促進し、人獣共通感染症を予防、抑制し、公共衛生安全を維持し、人体健康を保護するために、「中華人民共和国動物防疫法」などの関連法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条 本条例は、本省行政区域内で動物の飼養、屠殺、経営、隔離、無害化処理、輸送、動物製品の生産、加工、経営、輸送、保管に従事する機関または個人および規定動物疫病非流行地域の建設、管理に関する活動に参加する機関または個人に適用される。

第三条 本条例でいう動物は、家畜、家禽および人工で飼養、捕獲されるその他の動物をいう。

本条例でいう動物製品は、動物の肉、生皮、原毛、絨毛、臓器、脂、血液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、頭、角、筋および動物疫病を伝播する可能性のある乳、卵などをいう。

本条例でいう規定動物疫病は、国家、省が重点的に抑制または撲滅すると規定する口蹄疫、アフリカ豚熱、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、炭疽、ブルセラ病などの一、二、三カテゴリーの動物疫病をいう。規定動物疫病は、国務院の農業農村主管部門が制定し公布する名簿に基づき調整する。

本条例でいう動物防疫は、動物疫病の予防、抑制、診療、浄化、撲滅、動物、動物製品の検疫および病死動物、病害動物製品の無害化処理をいう。

第四条 本条例でいう規定動物疫病非流行区は、天然障壁がありまたは人工措置を取り、一定の期間内に国家が規定する一種または複数種の動物疫病が発生せず、国務院の農業農村主管部門の検収に合格した地域をいう。

本条例でいう規定動物疫病非流行生物安全隔離区は、同一の生物安全管理体系の下にあり、一定の期間内に規定される一種または複数種の動物疫病が発生しない若干の動物飼養場とその補助生産場所で構成され、検収に合格した特定の小型区域をいう。

第五条 規定動物疫病非流行区の建設、管理は、予防を主とし、予防と処理を組み合わせ、統一的に計画し、法律に基づき管理するという原則を実行し、牧畜業の高品質発展を促進する。

第六条 県級以上の人民政府は、規定動物疫病非流行区の建設・管理業務を統一的に指導し、動物疫病予防抑制機構、動物衛生監督機構および郷・鎮人民政府、牧畜獣医業務に関連する街道事務所の牧畜獣医機構を設立し、健全化し、基層動物防疫チームの構築を強化し、人員編制の実施を保障し、動物防疫体系の構築を強化し、効果的な措置を取って基層機構チームを安定化し、動物疫病防止計画を制定し、実施する。

郷・鎮人民政府、牧畜獣医業務に関連する街道事務所は、大衆を組織して本管轄区域内の動物疫病の予防・抑制作業を行い、村民委員会、居民委員会は協力する。

第七条 省人民政府の牧畜獣医主管部門は、全省の動物防疫業務、規定動物疫病非流行区の建設、管理業務を担当する。

県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、本行政区域内の動物防疫業務、規定動物疫病非流行区の建設・管理業務を担当する。

県級以上の人民政府は、動物の重大疫病を防止するための指揮機構を設立し、発展改革、公安、財政、交通輸送、衛生健康、林草、市場監督管理、税関、牧畜獣医などのメンバー機関は、各々の職責に基づき関連作業を行う。

県級以上の人民政府の動物衛生監督機構は、動物、動物製品の検疫業務を担当する。

県級以上の人民政府が設立した動物疫病予防抑制機構は、動物疫病の監視、検査、診断、疫学調査、疫病流行状況報告および予防、抑制などの技術的業務、動物疫病の浄化、撲滅の技術的業務を担当する。

第八条 郷・鎮人民政府、牧畜獣医業務に関連する街道事務所の牧畜獣医機構は、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門に協力して本管轄区域の動物疫病予防・抑制、動物検疫、重大な動物疫病流行の処理、牧畜獣医業界の政策宣伝、技術推進などの作業を行わなければならない。

第九条 各級人民政府は、動物防疫の科学的研究を支援、奨励し、先進的で適用可能な科学的研究の成果を推進し、動物防疫に関する科学知識を普及させ、動物疫病防止の技術レベルを向上させる。

第十条 各級人民政府とその関連部門は、様々な形式で規定動物疫病非流行区の建設、管理、動物防疫に関する法律・法規を広く宣伝し、社会組織、企業・事業組織などの社会の関係者に対し、規定動物疫病非流行区の建設、管理、動物防疫に関する活動に参加するよう奨励し、支援しなければならない。

規定動物疫病非流行区の建設、管理作業、動物防疫作業において顕著な貢献をした機関および個人に対し、各級人民政府と関連部門は、国家、省の関連規定に基づき表彰、奨励を与えなければならない。

関係機関は、法律の規定に従い動物防疫人員の労災災害保険料を納付しなければならない。動物防疫作業に参加することで病気にかかった人員、身体障害を引き起こした人員、死亡した人員に対し、国家の関連規定に基づき補助金または救済金を与える。

 規定動物疫病非流行区の建設

第十一条 省人民政府は、全省の規定動物疫病非流行区の建設計画を作成しなければならない。省人民政府の牧畜獣医主管部門が組織して実施する。

市（州）、県（市、区）人民政府は、全省の規定動物疫病非流行区の建設計画に基づき本行政区域の規定動物疫病非流行区の建設計画を作成し、省人民政府に提出して登録しなければならない。

第十二条 規定動物疫病非流行区の建設は、国務院の農業農村主管部門が規定する標準に基づき実施し、国務院の農業農村主管部門に報告して評価、検収を受けなければならない。

市（州）または県（市、区）を単位として規定動物疫病非流行区を建設（または共同建設）する場合、国務院の農業農村主管部門が規定する標準に基づき実施しなければならない。省人民政府の牧畜獣医主管部門は検収し、合格した場合は、国務院の農業農村主管部門に評価、検収を申請する。

第十三条 定動物疫病非流行区の範囲、限界は、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門が法律・法規、自然地理または人工障壁の状況に基づき確定する。

第十四条 県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、「防疫で無疫を実現し、監視で無疫を証明し、監督管理で無疫を保障し、応急で無疫を回復する」という全体的な要求に基づき、動物疫病強制免疫体系、動物疫病監視警告体系、動物衛生監督管理体系および応急管理体系の構築を強化する。

第十五条 定動物疫病非流行区に入る動物、動物製品は、指定通路から入り、監督検査を受けなければならない。

省人民政府は、規定動物疫病非流行区の建設の必要に基づき、指定通路、動物衛生監督検査所を確定する。具体的な計画は、省人民政府の牧畜獣医主管部門が省人民政府の交通輸送主管部門と共同で制定し、省人民政府に提出し、承認を得た後、省人民政府が公布する。

規定動物疫病非流行区を出入りする時の主な交差点には、注意標識を設置しなければならない。
牧畜獣医機構、交通輸送機関、公安主管部門は、動物輸送車両管理・監視協力メカニズムを設立しなければならない。

第十六条 省人民政府は、規定動物疫病非流行区の建設計画に基づき導入動物隔離場所の建設を強化しなければならない。建設標準は、国家、省の関連規定に符合しなければならない。

第三章  規定動物疫病の予防

第十七条 省人民政府の牧畜獣医主管部門は、動物疫病リスク評価制度を設立し、規定動物疫病の状況に対してリスク評価を行う。

省人民政府の牧畜獣医主管部門は、国内外の動物疫病の流行状況および飼育業生産、人体健康確保の必要に応じて、適時に省衛生健康などの関連部門と共同で全省の動物疫病に対してリスク評価を行い、リスク評価の結果に基づき規定動物疫病予防、抑制、浄化、撲滅の措置を制定する。

市（州）、県（市、区）人民政府の牧畜獣医主管部門は、本級人民政府の衛生健康などの関連部門と共同で本行政区域内の規定動物疫病に対してリスク評価を行い、動物疫病予防、抑制、浄化、撲滅の措置を実施する。

規定動物疫病非流行生物安全隔離区に建設された企業は、規定動物疫病非流行生物安全隔離区とその周辺区域の規定動物疫病の状況に基づき、規定動物疫病の疫学的特徴に合わせて、規定動物疫病のリスク評価を実施し、リスク評価の結果に基づき生物安全計画を改訂する。

第十八条 省人民政府の牧畜獣医主管部門は、国家の規定に基づき全省の規定動物疫病強制免疫計画を制定し、強制免疫を実施する。強制免疫計画に入れられていない規定動物疫病にに対し、省人民政府の牧畜獣医主管部門は、危害の程度に基づき免疫計画を制定し、省人民政府に提出し、承認を得てから実施する。

動物疫病予防抑制機構は、強制免疫計画、免疫計画の実施によって生じる免疫の効果を監視しなければならない。免疫の効果が国家が規定する標準に達しない場合は、動物を飼養する企業および個人は、追加免疫または免疫強化を行わなければならない。

第十九条 動物を飼養する企業および個人は、法律に基づき規定動物疫病の強制免疫義務を履行しなければならない。いかなる企業および個人も、免疫を拒否したり、妨害してはならない。

県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、本行政区域の規定動物疫病の免疫計画を組織して実施し、動物を飼養する企業および個人の強制免疫義務の履行状況に対して監督検査を行う。

郷・鎮人民政府、牧畜獣医業務に関連する街道事務所は、本管轄区域で動物を飼養する企業および個人を組織して動物疫病の強制免疫作業をしっかりと行い、監督検査に協力し、村民委員会、居民委員会は、関連作業に協力する。

強制免疫を行われた動物に対し、国家の関連規定に基づき免疫記録を設立し、家畜、家禽の標識を施し、追跡可能な管理を実施しなければならない。

第二十条 県級以上の人民政府は、動物疫病監視ネットワークを設立し、健全化し、動物疫病の監視を強化しなければならない。国境市（州）、県（市、区）人民政府は、外来動物疫病防止の必要に応じて、動物疫病監視ステーションまたは測定報告ステーションを合理的に設置する。

県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門、野生動物保護主管部門および税関部門は、定期的に早期警告情報を交流し、緊急事態が発生した場合、速やかに通報しなければならない。

県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、国家、省の動物疫病監視と疫学的調査計画および要求に基づき、本級動物疫病監視と疫学的調査計画を制定しなければならない。

各級動物疫病予防抑制機構は、国家の規定に従い、規定動物疫病の発生、流行などの状況を監視しなければならない。

動物の飼養、屠殺、経営、隔離、輸送および動物製品の生産、経営、加工、保管、無害化処理などに従事する企業および個人は、本条前項に規定する監視活動を拒否したり、妨害してはならない。

省人民政府の牧畜獣医主管部門は、動物疫病発生の早期警告情報を発布し、各級人民政府は、その情報を受け取った後、速やかに規定動物疫病の予防・抑制措置を制定し、実施しなければならない。

第二十一条 動物飼養場、動物隔離場所、動物屠殺加工場、動物と動物製品の無害化処理場は、国家の動物防疫条件に関する規定に符合し、その設立企業または個人は、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門に申請し、動物防疫条件合格証を取得しなければならない。

動物飼養場、動物隔離場所、動物屠殺加工場、動物と動物製品の無害化処理場を設立する企業または個人は、毎年1月末までに前年度の動物防疫条件・状況、防疫制度の執行状況を営業許可証の発行機関に報告しなければならない。

動物、動物製品を経営する自由市場は、国務院の農業農村主管部門が規定する動物防疫条件を備え、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門の監督検査を受けなければならない。

第二十二条 種用、乳用動物は、国務院の農業農村主管部門が規定する健康標準に符合しなければならない。

種用、乳用動物を飼養する企業および個人は、国務院の農業農村主管部門の要求に従い、定期的に動物疫病検査を実施しなければならない。検査に合格しない場合は、当地の人民政府の牧畜獣医主管部門の監督の下、国家、省の関連規定に従い処理しなければならない。

第二十三条 本省の行政区域内で飼養される家畜、家禽は、小屋・柵囲い飼養または指定場所放し飼いを実行しなければならない。家畜、家禽を飼養する企業および個人は、防疫措置を取って動物疫病の蔓延を防止しなければならない。

第四章  規定動物疫病の抑制

第二十四条 県級以上の人民政府は、上級人民政府の重大な動物疫病発生に対する緊急対応計画および当地の実情に基づき、本行政区域の重大な動物疫病発生に対する緊急対応計画を制定し、上級人民政府の牧畜獣医主管部門に提出して登録し、その写しを上級人民政府の応急管理部門に提出しなければならない。県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、動物疫病の種類、流行の特徴および危害の程度に応じて実施計画を制定する。

重大な動物疫病発生に対する緊急対応計画および実施計画は、疫病発生の状況に応じて適時に調整する。

第二十五条 重大な動物疫病が発生した場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、直ちに疫病発生地点、疫病発生区域および脅威される区域を定め、疫病発生源を調査し、本級人民政府に重大な動物疫病発生に対する応急指揮システム、緊急対応計画の実施、疫病発生区域の閉鎖を提案し、関連する人民政府は、直ちに決定を行わなければならない。

重大な動物疫病発生の応急処理は、属地管理、等級別責任を実行し、緊急対応計画に確定された疫病発生の等級により、県級以上の人民政府は、疫病発生地点、疫病発生区域および脅威される区域に対して緊急抑制措置を取る。

第二十六条 動物疫病の監視、検査、検証・検疫、研究、診療および動物の飼養、屠殺、経営、隔離、輸送などに従事する企業および個人は、動物の疫病感染または疫病感染の疑いを発見した場合、直ちに所在地の人民政府の牧畜獣医主管部門または動物疫病予防抑制機関に報告し、速やかに隔離などの抑制措置を取り、動物疫病の拡散を防止しなければならない。他の機関および個人は、動物の疫病感染または疫病感染の疑いを発見した場合、速やかに報告しなければならない。

動物疫病発生に関する報告を受け取った機関は、速やかに必要な抑制・処理措置を取り、規定される手続きに従い上級機関に報告しなければならない。

いかなる機関および個人も、動物疫病の発生を隠して報告したり、偽って報告したり、遅れて報告したり、漏らして報告してはならず、他人に動物疫病の発生を隠して報告し、偽って報告し、遅れて報告するよう指示してはならず、他人の動物疫病発生についての報告を妨害してはならない。

第二十七条 省人民政府の牧畜獣医主管部門は、国務院の農業農村主管部門の授権に基づき本省の動物疫病の発生状況を発布する。他の機関および個人は、動物疫病の発生状況を発布してはならない。

第二十八条 県級以上の人民政府の牧畜獣医、衛生健康、野生動物保護などの主管部門は、人獣共通感染症防止協力メカニズムを確立し、健全化しなければならない。このメカニズムは、省人民政府の牧畜獣医主管部門がリードして制定する。

人獣共通感染症が発生した場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、速やかに家畜間の感染に対応しなければならない。衛生健康、野生動物保護の主管部門は、法律・法規の規定に従い、速やかに対応し、同級牧畜獣医主管部門と互いに通報する。

第二十九条 人獣共通感染症にかかった者は、動物疫病の監視、検査、検証・検疫、診療および感染しやすい動物の飼養、屠殺、経営、隔離、輸送などに直接従事してはならない。

第三十条 疫病にかかった動物の組織・臓器または病原微生物を採集、保存、輸送する場合、病原微生物の研究、教育、検査、診断などに従事する場合、病原微生物実験室の生物安全管理に関する国家の規定を遵守しなければならない。

第三十一条 疫病発生区域内の関連機関および個人は、県級以上の人民政府とその牧畜獣医主管部門が法律に基づき行った動物疫病抑制に関する規定を遵守しなければならない。

いかなる機関および個人も、法律に基づき隔離、封印、処理された動物および動物製品を隠匿、移転、盗掘してはならない。

第三十二条 重大な動物疫病が発生した場合、重大な動物疫病の防止に関する指揮機関が決定してから一時的な動物防疫検査所を設置し、隔離、撲滅、廃棄、消毒、緊急免疫接種などの抑制措置を取り、関連する機関および個人は、その措置に従わなければならない。従わない場合は、公安機関が協力して従わせる。

第三十三条 重大な動物疫病が発生した場合、郷・鎮人民政府、牧畜獣医業務に関連する街道事務所、村民委員会、居民委員会は、公衆に動物疫病の予防、抑制に関する知識を宣伝し、疫病情報の収集、報告および応急処理措置の実施作業に協力しなければならない。

重大な動物疫病の発生地の人民政府、隣接する地域の人民政府は、重大な動物疫病の抑制作業をしっかりと実施しなければならない。

第三十四条 閉鎖期間が終了または1つ以上の潜伏期間が終了し、当該動物疫病の新しい病例を発見していない場合、疫病発生地点、疫病発生区域および脅威される地域を定めた牧畜獣医の主管部門は、国務院の農業農村主管部門が規定する標準、手続きに従い疫病の抑制状況を評価しなければならない。評価後、国家が規定する抑制標準に達していることが確認された場合、定めた機関は、疫病発生地点、疫病発生区域および脅威される地域の取り消しを決定し、宣布する。疫病発生区域が閉鎖された場合は、同時に本級人民政府に疫病発生区域の閉鎖解除を申請しなければならない。閉鎖令を発布した人民政府は、決定してから社会に公布する。

第五章  動物と動物製品の検疫

第三十五条 動物衛生監督機関は、法律・法規、関連規定に基づき動物、動物製品に対して検疫を実施する。動物衛生監督機関の公式獣医は、法律に基づき、動物、動物製品の検疫を実施し、検疫証明書を発行し、検疫標識を施す。

動物衛生監督機関は、検疫作業の必要に応じて、獣医を指定し、公式獣医に協力して動物検疫を実施することができる。

動物飼養場、屠殺企業の開業獣医または動物防疫技術者は、公式獣医に協力して本飼養場または企業の動物または動物製品に対して検疫を実施しなければならない。

第三十六条 動物を屠殺、販売または輸送する前および動物製品を販売または輸送する前に、動物、動物製品の所有者は、国家、省の関連規定に従い、当地の動物衛生監督機関に検疫を申告し、検疫証明書を取得しなければならない。

動物衛生監督機関は、検疫申告を受け取った後、速やかに公式獣医を派遣して、動物、動物製品に対して検疫を実施しなければならない。検疫に合格した場合は、検疫証明書を発行し、検疫標識を施し、検疫の結論について責任を負う。

第三十七条 県級以上の動物衛生監督機関は、法律に基づき屠殺加工場に公式獣医を派遣しまたは駐在させて検疫を実施する。

屠殺加工場は、屠殺の規模に適する公式獣医駐在検疫室、検疫作業台などの施設、設備を提供しなければならない。

屠殺加工場は、検疫されていないまたは検疫に合格しない動物を屠殺してはならない。

屠殺加工場に入る動物は、検疫証明書が付いており、国務院の農業農村主管部門が規定する家畜・家畜標識を着用していなければならない。公式獣医は、屠殺加工場が検疫証明書、家畜・家禽標識に対して行う検査を監督し、屠殺前の動物の健康状況を検査し、疫病感染の疑いのある動物に対して隔離観察を行わなければならない。

屠殺加工場から出荷される動物製品は、公式獣医の検疫に合格し、検疫標識を施し、検疫証明書を付けなければならない。

第三十八条 食用農産物取引市場の経営者は、検疫証明書、検疫標識が付いていない食用動物製品が市場に入って販売されることを発見した場合、速やかに当地の市場監督管理部門に報告しなければならない。

家畜取引市場に入る動物は、検疫証明書、家畜・家禽標識が付いていなければならない。家畜取引市場の経営者は、検疫証明書が付いていない動物、家畜・家禽標識を着用していない動物の家畜取引市場での取引を拒否しなければならない。

第三十九条 省外から導入される種用、乳用動物が目的地に到着後、その所有者は、検疫証明書を持って当地の人民政府の牧畜獣医主管部門に報告し、関連規定に従い隔離観察を行わなければならない。
第四十条 規定動物疫病非流行区に感染しやすい動物、動物製品を輸入する場合、その所有者は、国務院の農業農村主管部門の規定に従い、当地の動物衛生監督機関に検疫を申告しなければならない。検疫に合格した場合、規定動物疫病非流行区に入ることができる。

で道路を通じて省外から動物、動物製品を輸入する場合、その所有者または輸送業者は、輸入地の省人民政府が指定通路に設けている道路動物衛生監督検査所に検疫を申告しなければならない。水路、航空、鉄道を通じて省外から動物、動物製品を輸入する場合、当地の動物衛生監督機関またはその駐在機関に検疫を申告しなければならない。

検疫申告を受け付けた動物衛生監督機関は、速やかに検疫を行い、検疫の結果を登記しなければならない。

いかなる機関および個人も、指定交差点検査を受けず、交差点検査の署名、押印を取得していない動物、動物製品を受け入れてはならない。

第四十一条 検疫に合格しない動物、動物製品に対し、その所有者は、牧畜獣医主管部門の監督の下、関連規定に従い処理し、調査に備えて記録しなければならない。処理の費用は、動物、動物製品の所有者が負担する。

第六章  病死動物と病害動物製品の無害化処理

第四十二条 病死動物、病害動物製品の無害化処理は、政府主導、市場運営、財政補助、保険連動の原則に従い、指定場所に収集、保存し、密閉して輸送し、全行程監督管理する無害化処理メカニズムを設立しなければならない。

第四十三条 動物の飼養、屠殺、経営、隔離、動物製品の生産、経営、加工、保管などに従事する企業および個人は、国家の関連規定に従い、病死動物、病害動物製品の無害化処理をしっかりと行い、あるいは動物、動物製品無害化処理場に委託して処理を行わなければならない。

動物、動物製品の輸送に従事する企業および個人は、病死動物、病害動物製品の無害化処理に協力しなければならず、途中で勝手に動物、動物製品を捨てたり、処理してはならない。

いかなる機関および個人も、病死動物、病害動物製品を売買したり、加工したり、勝手に捨ててはならない。

第四十四条 無害化処理場は、独立した洗浄消毒センターを設立し、ビデオ監視設備を設置し、生産規模に適する開業獣医または動物防疫技術者を配置し、関係人員に対して法律・法規、専門技術、安全防護などに関する知識、技能の教育を行わなければならない。

第四十五条 無害化処理場は、管理制度、操作規程を制定し、病死動物、病害動物製品に対して適時に無害化処理を行い、台帳を作成し、病死動物、病害動物製品の収集、登記、処理および処理後の製品の行き先などの情報を如実に記録し、2年以上保存しなければならない。

第七章  動物診療

第四十六条 県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、本行政区域内の動物診療機構の管理、監督、法執行を担当する。

第四十七条 動物診療に従事する機構は、動物診療許可証を取得し、規定される診療の範囲内で動物診療を実施しなければならない。

第四十八条 動物診療に従事する機構は、以下の条件を備えなければならない。

（一）動物診療に適し、動物防疫条件に符合する場所を持っている。
（二）動物診療に適する開業獣医を持っている。
（三）動物診療に適する獣医機器と設備を持っている。
（四）完備した管理制度がある。

上記の条件に符合する機関および個人は、県級以上の牧畜獣医主管部門に動物診療許可証を申請しなければならない。市管轄区に牧畜獣医主管部門が設立されていない場合は、動物診療許可証の発行機関は、上級人民政府の牧畜獣医主管部門とする。
牧畜獣医主管部門は、申請を受理した後、7業務日以内に申請資料の審査、動物診療場所の実地調査を完成しなければならない。規定される条件に符合する場合は、動物診療許可証の発行機関は、申請者に動物診療許可証を発行し、条件に符合しない場合は、書面で申請者に通知し、理由を説明する。
第四十九条 動物診療機構、開業獣医、農村獣医は、動物診療、動物診療サービスにおいて、動物の疫病感染または疫病感染の疑いを発見した場合、関連規定に従い、直ちに隔離などの抑制措置を取り、当地の人民政府の牧畜獣医主管部門または動物疫病予防抑制機構に報告しなければならず、許可なく治療または処理を行ってはならない。

動物診療では、関連規定に従い、衛生安全防護、消毒、隔離を行い、病死動物、動物病理組織、廃棄物、汚染物を処理しなければならない。

第五十条 動物診療機構は、毎年3月末までに前年度の内部管理制度の実行、動物用医薬品の使用、病歴、診療廃棄物、病死動物の処理などの動物診療の状況を動物診療許可証の発行機関に報告しなければならない。

第八章  獣医管理
第五十一条 本省の行政区域は、公式獣医任命制度を実行する。公式獣医は、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門が国務院の農業農村主管部門の関連規定、手続きに従い省人民政府の牧畜獣医主管部門に報告し、確認を得た後、任命する。

第五十二条 県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、本行政区域の公式獣医教育計画を制定し、省人民政府の牧畜獣医主管部門の指導の下、定期的に公式獣医に対して教育、考課を行う。

第五十三条 公式獣医は、法律に基づき動物、動物製品の検疫職責を履行し、いかなる機関および個人も、拒否したり、妨害してはならない。
第五十四条 検疫手続きに違反し、虚偽の検疫証明書を発行する場合、または虚偽や詐欺によって公式獣医の資格を取得する場合は、任命機関は、公式獣医の任命を取り消す。

第五十五条 開業獣医資格試験に合格した者は、省人民政府の牧畜獣医主管部門が開業獣医資格証明書を発行する。

開業獣医は、動物の診療、経営に従事する場合、所在地の県級人民政府の牧畜獣医主管部門で登録しなければならない。

第五十六条 開業獣医は、処方箋を発行する場合、自ら診断し、診断の結論に対して責任を負わなければならない。開業獣医が診療、経営において関連規定に違反する場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、国務院の農業農村主管部門の関連規定に基づき処理する。

第五十七条 以下の条件のいずれかに符合する場合、県級人民政府の牧畜獣医主管部門に農村獣医の登録を申請することができる。

（一）中等以上の獣医、牧畜（牧畜獣医）、漢方獣医（民族獣医）または水産養殖専攻の学歴を持っている。
（二）中級以上の動物疫病防止員、水生動物病害防止員の職業技能鑑定証明書を持っている。
（三）国務院の農業農村主管部門が農村獣医登録管理を実行する前に農村獣医登記証明書を取得している。
（四）県級人民政府の牧畜獣医主管部門が実施する研修に合格している。
農村獣医は、農村で動物診療サービスに従事することができる。

第五十八条 開業獣医、農村獣医は、当地の人民政府、牧畜獣医主管部門の要求に従い動物疫病予防・抑制活動、動物疫病撲滅活動に参加しなければならず、その所在機関は、拒否したり、妨害してはならない。

第九章  監督と管理

第五十九条 省級人民政府の牧畜獣医主管部門は、毎年、全省の規定動物疫病非流行区、規定動物疫病非流行の生物安全隔離区の運転・維持状況について評価を行い、評価の結果を国務院の農業農村主管部門に提出する。各市（州）、県（市、区）が規定動物疫病非流行区の建設、管理に存在する問題について是正意見を提出し、実施を監督する。

第六十条 牧畜獣医主管部門は、動物疫病の予防、抑制の必要に応じて、当地の県級以上の人民政府の承認を得た場合、駅、港、空港などに公式獣医、スタッフを派遣して駐在させることができる。

第六十一条 県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門の職員は、監督検査任務を遂行する時に、行政法執行証明書を提示し、統一的な標識を着用しなければならない。以下の措置を取ることができる。

（一）動物、動物製品に対して、規定に従いサンプリング、保留、抜き取り検査を行う。
（二）疫病感染または疫病感染の疑いのある動物、動物製品および関連物品に対して隔離、差し押さえ、押収、処分を行う。
（三）法律に基づき検疫すべきだが検疫されていない動物、動物製品に対し、検疫を受ける条件を備えるものは検疫を実施し、検疫を受ける条件を備えないものは没収し、処分する。
（四）検疫証明書、検疫標識、家畜・家禽標識を確認する。
（五）関連場所に入って調査し証拠を集め、動物防疫に関する資料を調べ、複製する。

検査において発見した無害化処理を行うべき動物、動物製品に対して無害化処理を行う。必要な費用は、動物、動物製品の所有者が負担し、当事者が所有者を提供しない場合は、当事者が負担する。

第六十二条 道路、鉄道、水路、航空を通じて動物、動物製品を輸送する場合、輸送業者は、検疫証明書により輸送を引き受けなければならない。検疫証明書は、貨物に添付し、牧畜獣医主管部門の検査を受けなければならない。

第六十三条 動物衛生監督機構は、国務院の農業農村主管部門が統一的に制作した検疫証明書、検疫標識を使用しなければならない。

いかなる機関および個人も、検疫証明書、検疫標識を譲渡、偽造または変造してはならない。

第六十四条 公式獣医は、動物検疫作業を実施する際に、きちんとした服装をし、有効な証明書を提示しなければならない。

第十章  保障措置
第六十五条 県級以上の人民政府は、動物防疫作業を本級国民経済と社会発展計画、年間計画に組み入れなければならない。

規定動物疫病区非流行区の建設用地は、全省の国土空間計画に組み入れなければならない。

第六十六条 県級人民政府、郷・鎮人民政府、牧畜獣医業務に関連する街道事務所は、効果的な措置を取り、基層動物防疫チームの構築を強化し、村級防疫員の合理的な労務報酬を保障し、基層動物防疫人員の待遇を徐々に高めなければならない。

動物疫病の予防、検疫、監督検査に従事する人員、現場で疫病を処理する人員および作業中に動物疫病病原体に接触する人員に対し、関連機関は、国家の規定に従い、効果的な衛生防護、医療保健措置を取り、牧畜獣医医療衛生手当てなどの待遇を与える。

第六十七条 県級以上の人民政府は、本級政府の職責に基づき、規定動物疫病非流行区の建設、運転、動物疫病の監視、予防、抑制、浄化、撲滅、動物、動物製品の検疫、病死動物の無害化処理および監督管理、応急物資備蓄に必要な経費を本級予算に組み入れる。

第六十八条 動物疫病の予防、抑制、浄化、撲滅において強制的に殺処分された動物、処分された動物製品および関連物品に対し、県級以上の人民政府は、国家の規定に従い補償を与える。

第六十九条 重大な動物疫病の防止の指揮機構は、応急処理の必要に応じて、人員、物資、輸送機器および関連する施設、設備を緊急に寄せ集めることができる。

機関、個人の物資、輸送機器および関連する施設、設備が寄せ集められた場合、関連人民政府は、速やかに返還し、合理的な補償を与えなければならない。

第七十条 県級以上の人民政府は、措置を講じて、社会的力量を奨励、支援して動物防疫活動に参加させなければならない。動物防疫の社会化組織および個人は、免疫注射、洗浄消毒、検査診断、無害化処理および動物検疫協力などの活動に従事することができる。

第十一章  法的責任
第七十一条 県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門とその職員、動物衛生監督機構とその職員、動物疫病予防抑制機構とその職員および動物疫病防止抑制に参加するその他の人員が規定動物疫病非流行区の建設、管理、動物防疫作業において「中華人民共和国動物防疫法」、本条例の規定に違反した場合、その主管部門は、是正を命じ、通報批判を行い、直接責任を負う主管者、その他の直接責任者に対して法律に基づき処分する。

第七十二条 本条例第十九条第一項の規定に違反し、規定動物疫病の強制免疫義務を履行しない場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、期限内に是正するよう命じ、1000元以下の罰金を科する科することができる。期限を過ぎても是正しない場合は、1000元以上5000元以下の罰金を科し科し、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、動物診療機構、無害化処理場などに委託して処理させ、必要な費用は違法行為者が負担する。
本条例第十九条第四項に違反し、規定に従い免疫記録を設立しない場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、期限内に是正するよう命じ、1万元以下の罰金を科することができる。家畜・家禽標識を施さない場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、是正を命じ、2000元以下の罰金を科することができる。

本条例第四十五条の規定に違反し、規定に従い無害化処理台帳を設立しない場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門はは、期限内に是正するよう命じ、1万元以下の罰金を科することができる。
第七十三条 本条例第二十条第五項の規定に違反し、動物疫病予防抑制機構およびその職員が規定動物疫病を監視する活動を拒否または妨害する場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、是正を命じ、1万元以下の罰金を科することができる。是正を拒否する場合は、1万元以上5万元以下の罰金を科し、また営業を停止して整頓するよう命じることができる。

第七十四条 本条例第二十一条第二項、第五十条の規定に違反し、2年連続で動物防疫条件合格証または動物診療許可証の発行機関に年間の動物防疫条件・状況、防疫制度の執行状況または年間の動物診療活動の状況を報告しない場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、法律に基づきその動物防疫条件合格証または動物診療許可証を取り消す。

第七十五条 本条例第二十二条第二項の規定に違反し、種用・乳用動物を飼養する企業および個人が国務院の農業農村主管部門の要求に従い、定期的に動物疫病検査を実施しない場合、または検査に合格せず、規定に従い処理しない場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、期限内に是正するよう命じ、1000元以下の罰金を科することができる。期限を過ぎても是正しない場合は、1000元以上5000元以下の罰金を科する。

第七十六条 本条例第二十三条の規定に違反し、小屋・柵囲い飼養または指定場所放し飼いを実行しない場合、県級人民政府の牧畜獣医主管部門は、期限内に是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、500元以上2000元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、2000元以上5000元以下の罰金を科する。

第七十七条 本条例第三十一条第二項の規定に違反し、法律に基づき隔離、封印、処理された動物、動物製品を隠匿、移転、盗掘する企業および個人に対し、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、3000元以上3万元以下の罰金を科する。

第七十八条 本条例第三十九条の規定に違反し、省外から種用、乳用動物を輸入した後、当地の人民政府の牧畜獣医主管部門に報告しない場合、関連規定に従い隔離観察を行わない場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、是正を命じ、3000元以上3万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、営業を停止して整頓するよう命じ、3万元以上10万元以下の罰金を科する。

第七十九条 本条例第四十条第二項の規定に違反し、省外から動物、動物製品を輸入した後、関連規定に従い当地の動物衛生監督機構に検疫を申告しない場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、最寄りの動物衛生監督機構に検疫を申告するよう命じ、3000元以上1万元以下の罰金を科することができる。

第八十条 本条例第四十条第四項の規定に違反し、指定交差点検査を受けず、交差点検査の署名、押印を取得していない動物、動物製品を受け入れる場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、5000元以上1万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、1万元以上5万元以下の罰金を科する。

第八十一条 動物診療機構が本条例第四十九条第二項の規定に違反し、要求に従い病死動物、動物の病理組織、廃棄物、汚染物を処理しない場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、是正を命じ、1000元以上1万元以下の罰金を科する。

動物診療機構が本条例の規定に違反し、動物疫病の拡散を引き起こした場合、県級以上の人民政府の牧畜獣医主管部門は、1万元以上5万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、動物診療許可証の発行機関は動物診療許可証を取り消す。

第十二章  付  則
第八十二条 本条例は、2022年1月1日より施行する。

吉林省農村振興促進条例
（2021年11月25日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第三十一回会議で採択）

第一章 総則

第一条 農村振興戦略を全面的に実施し、農業の全面的な向上、農村の全面的な進歩、農民の全面的な発展を促進し、農業・農村の現代化を加速するために、「中華人民共和国農村振興促進法」などの関連法律、行政法規に基づき、本省の実情に合わせて本条例を制定する。

第二条 本条例は、本省行政区域内の農村振興促進作業に適用される。

第三条 農村振興戦略を実施する場合、中国共産党の農村業務に対する全面的な指導を堅持し、繁栄した産業、住みやすい生態、文明的な郷風、効果的な管理、豊かな生活という全体的な要求に基づき、農業、農村の発展を優先し、農民の主体的地位を維持し、人間と自然の調和のとれた共生を推進し、改革、革新を続け、土地に応じて適切な措置を講じ、計画を先行させ、順を追って一歩一歩進めるようにしなければならない。

第四条 省が全責任を負い、区を設置する市（自治州）、県（市、区）、郷（鎮）が実施する農村振興の業務メカニズムを構築する。

省、区を設置する市（自治州）、県（市、区）、郷（鎮）は、郷村振興業務の第一責任者制度を確立しなければならない。

第五条 各級人民政府は、本行政区域内の農村振興促進作業の組織、推進を強化し、農村振興促進作業を国民経済と社会発展計画に組み入れ、農村振興監督検査制度、考課評価制度および作業年間報告制度を確立し、健全化しなければならない。

第六条 県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、本行政区域内の農村振興促進作業の統一的計画・調整、マクロ指導および監督検査を担当する。県級以上の人民政府のその他の関連部門は、各々の職責の範囲内で農村振興促進に関する作業を行う。

第七条 各級人民政府と関連部門は、農村振興促進に関する法律・法規、方針・政策および実践の宣伝を強化し、人民団体、社会組織、企業・事業組織および個人を農村振興促進に関する活動に積極的に参加するよう指導、奨励、支援し、農村振興促進の力を集めなければならない。

ラジオ、テレビ、インターネット、新聞などのニュースメディアは、農村振興促進の公益宣伝を実施し、農村振興促進の良好な雰囲気を作らなければならない。

第二章 食糧安全

第八条 国家食糧安全戦略の要求に従い、食糧安全省長責任制を全面的に実施し、省、区を設置する市（自治州）、県（市、区）人民政府の食糧安全考課メカニズムを完備し、食糧生産・備蓄・流通能力の構築を全面的に強化し、国家食糧戦略基地の地位を強固にし、国家の食糧安全を確実に保障する。

第九条 各級人民政府は、耕地のレッドラインを厳格に守り、永久基本農地特別保護制度、耕地と永久基本農地保護指導者離任監査制度を厳格に執行し、農業用地の建設用地への転換、耕地の林地、園地などの他のタイプの農業用地への転換を厳格に制御し、食糧播種の面積を安定化し、食糧の栽培構造を最適化しなければならない。

各級人民政府は、社会資本が賃借する農業用地の監督管理とリスク防止メカニズムを設立し、日常の巡回検査を強化し、法律・規則違反行為を速やかに処理し、農地が農業に用いられるよう確保しなければならない。法律、規則に違反して農地を農業以外に用いる信用失墜企業に対し、企業信用情報公示システムを通じて公示する。

第十条 各級人民政府は、食糧生産機能区、重要農産物生産保護区の建設を強化し、土地記録を設立し、定期的に機能区、保護区内の農作物品種、栽培面積に対して動的監視を行い、情報化、正確化の管理を実現しなければならない。

第十一条 各級人民政府は、高標準の農地建設プロジェクトを実施し、農地灌漑、機械耕作道路、農地林網、送配電施設および農機具保管施設を完備し、耕地の安定した増産能力を高め、管理保護メカニズムを健全化し、農地の建設、管理の情報化レベルを向上させなければならない。

優先的に永久基本農地、食糧生産機能区、重要農産物生産保護区、食糧主要生産区で高標準の農地を建設する。

第十二条 各級人民政府は、農地水利施設の建設を強化し、管理保護メカニズムを健全化し、管理保護経費を確保し、節水型農業を発展させ、大中型灌漑区の完備、現代化改造を加速し、小型農地水利施設の基準達成、品質向上を推進し、高効率の節水型灌漑プロジェクトを建設し、干ばつ対応、洪水防止、冠水排除の能力を向上させなければならない。

第十三条 各級人民政府は、黒土地保護に関する法律・法規を厳格に執行し、黒土地の保護を強化し、有機肥料を使用し、使用とメンテナンスを組み合わせる耕種モデルモデルを奨励し、茎やわらの肥料としての田畑への利用、深耕、不耕起、少耕起の保護的耕作技術を普及させ、土壌の肥沃度を維持し、向上させ、農地の環境整備を推進し、黒土地保護奨励補助措置を完備し、黒土地の品質を継続的に向上させなければならない。

村民委員会は、郷・鎮人民政府の指導の下、黒土地の使用状況に対して日常の巡回検査を行い、許可なく用途を変えたり、黒土地を破壊したり、汚染する行為を発見した場合、制止し、速やかに郷・鎮人民政府に報告しなければならない。

黒土地の保護は、政府業績考課体系、指導者離任監査制度に組み入れる。
黒土地の所有者、請負者、経営者は、黒土地品質保護に関する義務を履行し、黒土地の品質が低下しないことを確保しなければならない。

第十四条 各級人民政府は、農業遺伝資源の保護、利用、遺伝資源倉庫の建設を強化し、種子業の科学技術革新を支援し、育種の基礎的研究、重点的育種プロジェクトに対して長期的かつ安定した支援を与え、現代優良種子育種基地、園区を建設し、種子業の「育繁推（研究、生産、加工、販売）」一体化を推進し、特色があり、優位性のある種子業企業の発展を支援し、現代種子業の発展加速し、食糧高収穫モデル、増産モデルモデルの科学技術研究を広く実施し、高収穫、高効率、持続可能な食糧生産技術およびモデルモデルを集めて推進しなければならない。

第十五条 県級以上の人民政府は、多元化の農業科学技術革新体系を構築し、革新の主体を育成し、革新のプラットフォームを設立し、企業、大学、研究機関を農業の新しい品種、新しい技術、新しい装備、新しい製品の革新的研究開発を行うよう奨励、支援し、生物種子業、スマート農業、施設農業、農産物加工、グリーン農業投入品などの分野の革新を推進しなければならない。

県級以上の人民政府は、農業科学技術成果実用化業務のネットワークを確立し、健全化し、農業科学技術成果の実用化、推進に有利な激励メカニズム、利益共有メカニズムの構築を促進し、農業科学技術推進サービスの方法を革新し、企業、大学、職業学校、研究機関、科学技術社会団体、新型農業経営主体、農業サービス組織を農業科学技術の推進に参加し、農業科学技術試験モデル基地を建設するよう奨励し、支援しなければならない。

第十六条 県級以上の人民政府は、農業機械化、農業機械装備の転換・高度化を国民経済と社会発展計画に組み入れ、生産に緊急に必要とされ、発展に必要、特色的に必要とされる農業機械装備の研究開発、生産、推進を支援し、農業機械と農業技術の融合、機械化と情報化の融合を推進し、環境に優しく、インテリジェントな農業機械装備を発展させ、農業機械の社会化サービス体系を構築し、主要農作物生産の全行程機械化を実現し、農業生産の完全な機械化を推進しなければならない。

各級人民政府は、農業機械購入補助金政策を調整し、最適化し、地方の特色的な主導産業が緊急に必要とする農業機械の品種、ハイエンドのインテリジェントな農業機械設備を補助範囲に組み入れなければならない。

第十七条 各級人民政府は、デジタル農業の発展に注力し、スマート農業プロジェクト、「インターネット+」の現代農業行動を実施し、農業生産のデジタル化改造を行い、農業リモートセンシング、IoT応用を強化し、農業の正確化のレベルを向上させなければならない。

第十八条 各級人民政府は、現代気象が農業にサービスする体系を構築し、食糧安全を保障するための気象サービスのレベルを向上させ、精細化の農業気候区画を実施し、スマート農業気象サービスを発展させ、人工降雨、人工防雹の作業能力を強化し、気象の農業サービス能力、防災・減災能力を向上させなければならない。

第十九条 各級人民政府は、農作物病虫害の防除能力を向上させ、農作物病虫害の共同防除、統一防除、グリーン防除を推進し、国境、港、主要物流通路の検査・検疫能力を強化し、外来有害種の侵入を防止しなければならない。

第二十条 各級人民政府は、家畜、家禽、野菜などの重要な農産物の供給増加を農業構造調整の優先方向とし、冬季野菜生産基地の建設を強化し、「菜籃子（野菜かご）」市長責任制、属地管理責任を厳格に徹底し、重要な農産物の効果的な供給、品質安全を保障しなければならない。

第三章 産業発展

第二十一条 各級人民政府は、農民を主体とし、農業、農村の優位特色資源を拠り所として、農業の様々な機能を開発し、要素の業界間配置、産業の有機的融合を推進し、産業チェーンを延長し、価値チェーンを向上させ、利益チェーンを完備し、制度、技術、ビジネスモデルの革新を支援し、農村の新しい産業、新しい業態、新しいモデルを育成し、農村の一二三産業の融合発展を促進しなければならない。

第二十二条 各級人民政府は、品質による農業振興、グリーンの農業振興を堅持し、農業供給側の構造的改革を深化し、優良品種育成、品質向上、ブランド構築、標準化生産を推進し、現代の農業生産体系、産業体系、経営体系を構築し、農業の総合的効益および競争力を全面的に向上させなければならない。

第二十三条 各級人民政府は、牧畜業向上プロジェクトを実施し、家畜、家禽の優良品種を育成し、飼育の標準化、規模化を推進し、糧秣両立、農牧結合、生態循環の新型栽培飼育モデルを構築し、動物疫病防止・抑制能力を向上させ、家畜・家禽製品品質安全体系の構築を強化し、豚、肉用鶏、肉用牛、肉用羊などの優位産業の発展を推進し、高品質で安全なグリーン家畜・家禽製品の生産基地を建設し、牧畜業の転換・高度化を推進しなければならない。

第二十四条 各級人民政府は、地域の産業基礎、立地の優位性に立脚し、措置を講じて朝鮮人参、ニホンジカ、クロキクラゲ、ブルーベリー、本物の漢方薬、雑穀雑豆などの特色産業の発展を指導、支援し、特色農産物優位区を建設し、特色農産物優位区の標準化生産基地、加工基地、倉庫物流基地の建設を支援し、科学技術支持体系、ブランドとマーケティング体系、品質管理体系を完備し、優位かつ特色ある産業クラスターの形成を推進しなければならない。

省人民政府は、吉林特色農産物、家畜・家禽製品の標準、規範を組織して制定し、農業関連企業、農民専門合作社、家庭農場、栽培飼育農家、加工農家を標準化生産を実行するよう指導、支援しなければならない。

第二十五条 各級人民政府は、農産物の初加工、深加工、総合利用加工の協調発展を統一的に推進し、農産物生産加工、総合利用の主要技術の研究、モデルの実施を支援し、農民専門合作社、家庭農場の経営に適する農産物初加工の発展を指導し、県域の農産物深加工の発展を支援し、農産品専門村・鎮、加工強県を建設し、食糧、家畜、家禽、特産物の主導型竜頭企業を重点的に育成し、加工産業のクラスターの形成を加速し、農産品の多レベル、多環節の実用化、価値増加を推進しなければならない。

第二十六条 各級人民政府は、農村新型サービス業、専業化、社会化の農業サービス組織を育成し、供給・販売、郵政、農民専門合作社、専門化、社会化の農業サービス組織などを支援して農業物資供給、土地委託管理、耕作・播種代行、統一的防止、乾燥・保管などの農業生産サービス業を実施させ、全行程をカバーし、区域を集成し、付帯サービスが完備する新型農業社会化サービス体系の構築を推進しなければならない。

第二十七条 各級人民政府は、農村の山水、田園、氷雪などの資源、立地優位性を拠り所として、レジャー農業を発展させ、農村のレジャー観光、飲食民宿、農耕体験、文化伝承、健康観光、養老サービスなどの産業の発展を推進しなければならない。

第二十八条 各級人民政府は、農村電子商取引モデル基地の建設を加速し、農産物専門市場を支援してオンライン取引を発展させ、インターネット企業を奨励して生産・販売連携の農業サービスプラットフォームを設立させ、電子商取引企業と新型農業経営主体、農産物加工・流通企業の協力を推進し、農村の特徴に適する宅配物流サービス体系を構築しなければならない。

第二十九条 県級以上の人民政府は、農産物品質安全標準・検査・認証体系を完備し、農産物品質等級付け制度、産地承認、市場進出許可制度を設立し、生産経営者の主体責任を徹底し、農業物資と農産物生産企業信用情報システムを設立しなければならない。

各級人民政府は、農産物品質安全の監督管理を強化し、国家が規定する農産物品質安全標準を厳格に執行し、カバー範囲が広く、追跡可能なデジタル化の農産物品質安全監督管理体系の構築を推進しなければならない。

第三十条 県級以上の人民政府は、農業ブランドを育成し、向上させ、農業ブランド目録制度を実行し、農業ブランドの認証、保護、監督管理を強化し、ブランドの確立、統合を推進し、「吉字号」地域の公用ブランドをコアとし、企業ブランドを支持とし、大量農産物ブランド、特色農産物ブランドを基礎とする農業ブランド体系を確立し、健全化し、ブランドの宣伝、推進、マーケティングを強化し、ブランドの知名度、影響力を向上させ、農産物の付加価値を高めなければならない。

県級以上の人民政府は、生産経営者を奨励してブランドの構築を強化させ、生産経営者を指導して商標、特許を申請させ、地理標識の認証を申告させ、知的財産権の保護を強化させなければならない。

第三十一条 県級以上の人民政府は、県域産業の基礎、資源の特色に基づき、県域特色産業の発展を加速し、川上・川下産業の効果的な連携を合理的に計画し、県域産業のハイテク化、スマート化、グリーン化への最適化、高度化を推進し、一二三産業融合の特色産業小鎮、産業集積区、農村工業園区を建設し、県域経済の急速な発展を促進しなければならない。

第三十二条 県級以上の人民政府は、特色農産物、高付加価値農産物の輸出を支援し、国内外農業協力パークの建設を推進し、企業、新型農業経営主体を指導して国際協力に参加させ、国際発展の空間を拡大させなければならない。

第三十三条 県級以上の人民政府は、地域の実情に応じて、農産物の産地、集散地、販売地の卸売市場の建設を統一的に計画し、農産物物流の基幹ネットワーク、基幹コールドチェーン物流体系を完備し、農産物スーパー、農民専門合作社、農業企業、農業学校などの農業商業連携、生産販売連結の新型流通業態を発展させなければならない。

第三十四条 各級人民政府は、農民専門合作社の規範化レベルを向上させ、農民専門合作社連携の発展を奨励し、家庭農場を育成し、発展させ、農業産業化の竜頭企業を支援して現代企業制度を設立させ、工商資本を奨励して産業化、規模化の経営に適する農業プロジェクトに投資させなければならない。

農村の集団経済組織は、集団土地、建物、施設などの資源、資産の潜在力を活かして、法律に基づき協力制、株式制、株式協力制、リースなどにより、農村産業の発展に参加しなければならない。

第三十五条 各級人民政府は、土地流通、土地株式化、土地委託管理、耕作・播種代行、共同耕作・播種などの形式による適度な規模経営の発展を推進し、全面的に計画し考慮して新型農業経営主体を育成し、小規模農家を扶助し、集団発展型規模経営を推進し、産業による村振興・県強盛行動を実施し、農業・産業強鎮を育成し、一郷一業、一村一品の発展を支援しなければならない。

第三十六条 各級人民政府は、農民収入増加のチャネルを積極的に広げ、農民収入の継続的増加を促進しなければならない。

新型農業経営主体と小規模農家の間、社会資本と農村集団経済組織、小規模農家の間における契約型、株式型利益連結メカニズムの確立を指導し、支援し、注文買収、元金保証配当、株式協力などの形式により小規模農家の共同発展を促進し、小規模農家を特色農産物産業を発展させ、標準化生産、専門化経営を実施し、製品のレベル、付加価値を向上させ、遊休家屋、天然資源などを利用して観光、飲食、民宿、養生、養老などの産業を発展させ、収入増加のチャネルを広げるよう指導し、支援する。

新型農業経営主体が農家の発展を牽引する業績評価メカニズムを設立し、新型農業経営主体が小規模農家を牽引する数、効果を政府プロジェクトの扶助、資金支援の重要な根拠とする。

第四章 人材によるサポート

第三十七条 県級以上の人民政府は、農村の人的資源の開発を最優先の位置に置き、農村人材特別計画を制定し、本土人材の育成に力を入れ、都市人材を農村に行くよう指導し、専門人材の農村奉仕を推進し、農業・農村人材チームの構築を促進しなければならない。

第三十八条 県級以上の人民政府は、新型職業農民制度を全面的に構築し、新型職業農民昇進評定を実施し、新型職業農民が農業技術者資格を申告する制度を完備し、新型職業農民扶助政策体系の構築を模索し、新型職業農民を柔軟性学制によって中高等農業職業教育に参加するよう支援し、条件に符合する新型職業農民を都市労働者養老、医療などの社会保障に加入するよう指導しなければならない。

各級人民政府は、農業職業マネージャーを育成し、発展させ、その教育訓練、評価管理を強化し、社会資本を農業職業マネージャーの育成に参加するよう奨励しなければならない。

第三十九条 各級人民政府は、高素質農民チームの育成に力を入れ、適度な規模経営に従事する農民に重点を置き、レベル別、種類別に全産業チェーンの教育を実施し、教育後の技術指導サービス、追跡サービスを強化し、新型農業経営主体の設立、設立リードを支援し、農民専門合作社リーダー人材プールを設立し、農民専門合作社の中堅に対する教育を強化し、家庭農場経営者の育成を推進し、プロジェクト支援、生産指導、品質管理、市場連結などのサービスを完備しなければならない。

第四十条 各級人民政府は、農村経営管理人材、電子商取引人材、文化観光人材などの農村の実用的人材の育成、研修基地の建設を強化し、農村の実用的人材のリーダーを育成しなければならない。

第四十一条 各級人民政府は、農村企業家チームを育成し、拡大し、特別研修、実践鍛錬、学習交流などにより、農村企業家研修体系、農業関連企業人材激励メカニズムを完備し、農村企業家の合法的権益の保護を強化しなければならない。

第四十二条 各級人民政府は、定期的に農村の栽培・飼養の達人、優れた職人、文化の達人、無形文化遺産伝承者などの農村本土人材に対して調査、統計を行い、農村本土人材プールを設立し、動的管理を実行し、大学、職業学校、郷土人材育成基地などを拠り所に、委託育成、注文育成などの方法を用い、長短結合、柔軟性学制、「半農半読」などの形式により、農村本土人材に対して専門教育、技能訓練を行い、農村本土人材全体の素質を向上させなければならない。

各級人民政府は、農村本土人材を奨励して専門協会を設立させ、政策支援を強化し、激励メカニズムを健全化し、農村本土人材の積極性を引き出さなければならない。

第四十三条 各級人民政府は、農村就業起業促進行動を実施し、効果的な激励メカニズムを設立し、出稼ぎ者、大学、職業学校の卒業生、退役軍人、市場主体、留学帰国者などを帰農してまたは農村に移転して就業、起業するよう支援しなければならない。

各級人民政府は、帰農・農村移転起業人材データベースを設立し、帰農・農村移転起業者に対象を絞った起業指導、政策相談、関連産業・業界優遇政策リストなどのサービスを提供しなければならない。

第四十四条 各級人民政府は、効果的な措置を講じて、大学、職業学校の卒業生を農村に就業するよう指導、支援し、農村企業、新型農業経営主体を奨励して大学、職業学校の卒業生を管理職、技術職に採用させ、政策支援を与えなければならない。

第四十五条 県級以上の人民政府は、都市教育、医療、科学技術、文化などの機関、事業組織の人員が農村に移転してサービスを提供する制度、農業専門家、農業産業技術革新チームなどが農村に移転するための長期的メカニズムを構築し、職称評定、給与待遇などにおいて優遇を与えなければならない。

県級以上の人民政府は、大学、職業学校、研究機関などの事業組織の専門技術者が農村、農業関連企業に一時的に就職し、兼職し、離職して革新、起業する制度を設立し、兼職給与享有、株式・オプション共有、企業設立リード・設立、成果権益分配などの激励方法を完備しなければならない。

県級以上の人民政府は、農業技術推進人材チームの構築を強化し、公益性、経営性農業技術推進融合発展メカニズムを模索し、農業技術推進員が増値サービスを提供することにより合理的に報酬を獲得することを許し、農業技術推進サービス特別採用計画を全面的に実施しなければならない。

第四十六条 県級以上の人民政府は、効果的な激励メカニズムを設立し、企業家、党政幹部、専門家、学者、弁護士、技能人材などを農村でボランティアをし、投資して事業を興し、村またはプロジェクトを請け負い、お金、物を寄付し、法律サービスを提供するなどにより農村振興に奉仕するよう引き付け、支援し、条件に符合する公職者が帰郷して勤めるための管理方法を模索し、制定しなければならない。

第四十七条 省人民政府は、条件を備える大学、職業学校を農村振興学院を設立し、農業関連専攻を設置するよう支援し、大学、職業学校、研究機関、企業の高度な協力を推進し、施設農業、健康農業、デジタル農業、農業新エネルギー、新素材などに関する専攻の構築を強化し、複合型農業関連人材育成体系を構築する。

県級以上の人民政府は、大学、職業学校、研究機関と協力して共同で構築するなどにより、農業科学研究人材、農業技術推進人材教育体系を確立し、健全化し、農業科学技術人材の育成を強化しなければならない。

第五章 文化繁栄

第四十八条 各級人民政府は、教育による指導、実践による育成、制度による保障を堅持し、社会主義核心価値観の農村発展、農民生活への溶け込みを推進し、新しい時代の文明実践活動を組織して実施し、農村の精神文明建設を強化し、農村社会の文明の程度を継続的に向上させなければならない。

各級人民政府は、措置を講じて、農民の文化・スポーツ生活を豊かにし、科学的かつ健康的な生産方法、ライフスタイルを提唱し、村民規約の積極的な役割を活かし、結婚と葬儀の陋習、高額の結納、人情張り合い、無駄遣いなどの古いしたきり、陋習を排除し、迷信活動に反対し、、高齢者を敬い家族を大切にし、勤勉節約、誠実信用、危険救助、貧困援助を提唱し、文明的な郷風、良好な家風、純朴な民風を育てなければならない。

各級人民政府は、文明村鎮、星級文明戸、文明家庭などの大衆的精神文明構築活動を組織して実施し、最も美しい人物、身辺の善人、新郷賢などの道徳模範・モデルを選評し、精神文明の手本、モデルのリード、モデルの役割を活かさなければならない。

第四十九条 各級人民政府は、農村公共文化体育施設ネットワーク、サービス運転メカニズムを整備し、大衆的文化体育活動、祝祭日民俗活動の実施を奨励し、農村公共文化サービスのチャネルを広げ、農村公共文化サービスの全カバーを実現しなければならない。

各級人民政府は、基層文化チームの構築を強化し、専職と兼職を組み合わせる農村文化作業チームを育成し、農村文化の本土人材を育成、支援し、農村文芸チームを発展させ、文化の相互援助を実施し、社会力量を指導して農村文化の構築に参加させなければならない。

各級人民政府は、農村の科学普及を強化し、全民閲読の農村、家庭進出を推進し、農民の科学文化素養を向上させなければならない。

第五十条 県級以上の人民政府は、措置を講じて農業の文化遺産を保護し、農耕文化遺産の調査を実施し、農耕文化保護の記録、データベースを設立し、農耕文化を真実、全面的かつ体系的に記録しなければならない。

県級以上の人民政府は、歴史の風貌、地方の特色を反映する文物古跡、伝統的民居、民族村落、農業遺跡、灌漑プロジェクトなどの遺産を保護し、保護メカニズムを整備し、合理的かつ適度な利用を推進しなければならない。
各級人民政府は、措置を講じて農村の赤色文化資源を保護し、赤色文化を伝承し、発揚しなければならない。

各級人民政府は、措置を講じて「吉劇」などの伝統的な芸能文化、満族、朝鮮族、モンゴル族などの少数民族の文化および地域の特色のあるその他の文化を発掘し、無形文化遺産の保護、伝承、発展を強化しなければならない。

第五十一条 各級人民政府は、農村民俗文化の開発を推進し、地方の特色のある文化資源を利用して特色文化産業発展プロジェクトを実施し、特色文化産業のモデルパーク、基地の建設を支援し、特色文化産業のブランドを創り上げ、特色文化産業の発展を推進しなければならない。

第六章 生態環境保護、住みやすい生活環境の構築

第五十二条 各級人民政府は、節約、保護を優先し、自然回復を主とする方針を堅持し、山・水・林・田・湖・草・砂系の整備を統一的に計画し、グリーンの生産、ライフスタイルを推進し、農村の生態環境保護を強化し、農村の生活環境を改善し、美しく住みやすい農村を建設しなければならない。

第五十三条 各級人民政府は、農村土地の総合整備を実施し、農業用地、低効率建設用地の整理、過去に毀損された土地の再開墾を統一的に実施し、土地利用のパターンを最適化しなければならない。

第五十四条 各級人民政府は、措置を講じて農業面汚染源の防止を強化し、投入品の減量化、生産のクリーン化、廃棄物の資源化、産業モデルの生態化を推進し、グリーン農業発展行動を実施し、生態循環農業を発展させ、有機肥料の化学肥料代替、病虫害のグリーン防止・抑制、家畜・家禽排泄物の無害化処理、資源化利用、農作物残茎の総合利用、廃棄農業フィルム、包装廃棄物の回収処理を実施しなければならない。

第五十五条 県級以上の人民政府の関連部門は、農業生産経営主体を指導して農薬、動物用医薬品、化学肥料、飼料添加剤などの農業投入品を合理的に使用させ、農業投入品の追跡可能な体系を健全化し、関連規定に基づき農業投入品の生産、使用を厳格に管理しなければならない。

第五十六条 各級人民政府は、農村ゴミの管理を強化し、ゴミ発生源での減量、分類、資源化利用を推進し、農村の実情に適する様々な方法で生活ゴミを収集、輸送、処分する体系を整備しなければならない。条件を備える地域は、都市・農村環境衛生一体化を推進する。

各級人民政府は、段階的に農村生活汚水の処理を推進し、現地の実情に応じて、集中と分散を組み合わせる農村汚水処理方法と運転維持モデルを実行しなければならない。条件を備える地域は、都市汚水管網の周辺村への延伸、カバーを推進する。

各級人民政府は、農村家庭トイレの改造を分類して秩序的に推進し、高くて寒い地域、乾燥地域に適する農村家庭用無害化汲み取り式トイレを推進し、現地の実情に応じて水洗トイレの建設を実施することを支援しなければならない。

ゴミ収集・保管、汚水処理などの公共施設の有償サービス、製品の有償使用を模索する。

第五十七条 県級以上の人民政府は、農村住宅の建設、管理およびサービスを強化し、農村住宅建設を国土空間全体計画に組み入れ、農村住宅の品質、完全の監督管理を強化し、農村低収入者安全住宅保障メカニズムを整備し、農村住宅の設計が当地の歴史文化、地域特色、農村風貌を体現し、農村住宅の建設が新しい技術、新しい方法、グリーン建材を使用して行い、安全、適用、環境に優しく、きれいという要求に符合するよう奨励する。

第五十八条 県級以上の人民政府は、工業、都市の汚染の農業、農村への移転を防止・管理するメカニズムを整備し、農村環境の監視、監督管理を強化しなければならない。

環境を汚染し、生態を破壊する産業、企業、都市のゴミ、工業固体廃棄物、危険廃棄物、基準達成処理が行われていない都市汚水などを違法に農業、農村に移転することを禁止する。

重金属またはその他の有毒有害物質の含有量が基準を超える汚水、汚泥、土壌汚染を引き起こす可能性のある浚渫土砂、尾鉱、鉱滓などを農業用地に排出することを禁止し、有毒・有害廃棄物を肥料として使用したり、農地造成や土地の再開墾に使用することを禁止する。

第五十九条 各級人民政府は、耕地、草原、森林、湿地、河川、湖の保護・回復制度を健全化し、砂漠化、岩石砂漠化、土壌侵食の総合整備を継続に推進し、農村の自然生態系を改善しなければならない。

省人民政府は、生態保護補償メカニズムを確立し、健全化し、重点生態機能区に対する補償を強化しなければならない。

第七章 組織建設
第六十条 共産党委員会が指導し、政府が責任を負い、民主的に協議し、社会が協同し、公衆が参加し、法治により保障し、科学技術でサポートする現代農村社会管理体制、自治、法治、徳治を組み合わせる農村社会管理体系を確立し、健全化し、農村管理能力を強化する。

第六十一条 村党組織の村民委員会、村務監督委員会、農村集団経済組織、合作経済組織およびその他の経済社会組織に対する全面的な指導を堅持し、村党組織の書記が法定手続きを通じて村民委員会主任、村集団経済組織、合作経済組織の責任者を務めるシステムを推進する。

村務監督委員会の主任は、一般に党員が務め、村民委員会のメンバー以外の村党組織のメンバーは兼任することができる。村民委員会のメンバー、村民代表には、党員は一定の割合を占めなければならない。

村級の重要な事項、重大な問題は村党組織が検討するというメカニズムを設立し、村党支部が提案し、村「両委」会が協議し、党員大会が審議し、村民代表会議または村民会議が決議し、決議の結果、実施の結果を公開するというメカニズムを全面的に実施する。

第六十二条 優秀な幹部を組織建設、集団経済の弱い村に派遣して村駐在の第一書記を務めさせ、村駐在の作業グループを派遣し、派遣人員作業保障メカニズムと激励措置を最適化し、大学、職業学校の卒業生、出稼ぎ帰郷者、本村の富作りの達人、退役軍人を奨励し、支援して村幹部を務めさせ、優秀な村幹部から郷・鎮の指導幹部を選抜し、郷・鎮公務員を試験により採用し、郷・鎮事業編制人員を募集するメカニズムを整備し、村幹部、予備幹部定期教育・集中教育制度を設立する。
関連部門は、県・郷機関職員の待遇を統一的に計画し、郷・鎮機関職員の手当基準を引き上げ、郷・鎮機関職員の収入レベルの適当な向上を保障し、規定に従い、合理的に村幹部の基本報酬を確定、実施し、正常に離任する村幹部の生活手当を保障しなければならない。具体的な方法は、省人民政府が制定する。 
第六十三条 県級人民政府は、村級議事協議制度を整備し、議事協議の形式、活動のキャリアを革新し、民事民議、民事民弁、民事民管（大衆のことは、大衆が議論し、処理し、管理する）の基層協議パターンを作り上げなければならない。

県級以上の人民政府は、基層群団組織の建設を強化し、その大衆を連係し、大衆と団結し、大衆を組織して民主管理、民主監督に参加させる役割を活かし、サービス性、公益性、互助性の農村社会組織の育成を強化し、農村の社会業務、ボランティアサービスを積極的に発展させなければならない。

第六十四条 各級人民政府は、農村基層組織権力監督制度を確立し、健全化し、大衆監督、村務監督委員会監督、上級部門監督、会計計算監督、監査監督を実施しなければならない。

村級小微権力リスト制度を推進し、村務・財務公開制度を完備し、公開方法を革新し、公開の常態化、制度化、規範化を実現する。

村級会計委託代理制を規範化し、農村集団経済組織の監査監督を強化し、村幹部の任期中、離任時の経済責任の監査を実施する。

第六十五条 各級人民政府は、農村の公共サービス体系を健全化し、公共サービス、行政審査職責を統合、最適化し、農村公共サービス総合情報プラットフォーム、オンラインサービスステーションの建設を推進し、農村総合サービス施設のカバーを加速し、サービス機構、サービス社会組織を育成し、サービス運転メカニズムを完備し、農業生産、農民生活へのサービスのスマート化、便利化のレベルを向上させなければならない。

第六十六条 各級人民政府は、農村集団経済組織の資産登記、取引、監督などの管理制度を健全化し、農村集団経済組織を法律に基づき集団資産を管理し、合理的に集団資源を開発し、集団のメンバーにサービスを提供するよう支援し、指導しなければならない。

第六十七条 各級人民政府は、法治農村の建設を推進し、民主法治モデル村の構築、法治宣伝教育を実施し、農村の公共法律サービス体系を健全化し、法律援助、司法救助を強化し、農村の衝突、紛争の多元化解決メカニズムを健全化し、衝突・紛争調停処理解決センターの建設を強化し、基層法執行チームの構築を推進し、基層法執行の監督管理を強化しなければならない。

第六十八条 各級人民政府は、平安農村の建設を推進し、農村社会治安防止と公共安全体系を健全化し、農村の警務、消防、安全生産業務を強化し、安定維持、総合管理、苦情、法治、民生を一体にしたグリッド化サービス管理モデルを構築しなければならない。

第八章 都市と農村の融合

第六十九条 各級人民政府は、農村振興戦略、新型都市化戦略の実施を協同して推進し、都市と農村の要素の自由な流動、平等な交換、公共資源の合理的な配置を促進し、都市と農村の産業発展、インフラ、公共サービス施設などの配置を最適化し、全面的にカバーし、包括的に共有し、都市と農村を一体にした基本公共サービス体系を徐々に健全化し、県域の都市と農村の融合発展を加速しなければならない。

第七十条 県級以上の人民政府は、都市と農村の道路およびゴミ・汚水処理、水供給、電力供給、ガス供給、物流、旅客輸送、情報通信、ラジオ・テレビ、消防、防災減災などの公共インフラと新型インフラの一体化計画、一体化建設・投資、一体化管理・維持、都市と農村のインフラの相互接続を推進し、農村発展のエネルギー需要、農村飲用水の安全を保障し、農民の生産生活需要を満足しなければならない。

第七十一条 県級以上の人民政府は、都市・農村教育の一体化発展を推進し、「大学区」の運転メカニズムを完備し、義務教育教師「県管理、学校採用」の管理メカニズムを模索し、農村就学前教育行動計画を実施し、農村学校の標準化、適度な規模化建設を推進し、農村学生通学の交通安全保障体系を健全化しなければならない。都市・農村教育共同体の設立などにより、高品質教育資源の都市・農村共有を促進するよう奨励する。

各級人民政府は、農村教師補足の長期的メカニズムを完備し、省属大学師範学生公費教育プロジェクトを実施し、長期的に農村で勤める教師に対し、職称評定などにおいて優遇を与え、優秀な退職教師を募集して農村、基層の学校で授業させ、農村教師の待遇を保障し、改善しなければならない。

第七十二条 県級以上の人民政府は、郷・鎮衛生院、村衛生室の標準化建設を推進し、農村地域の精神疾病、職業病、重大な伝染病の防止を推進し、基層初診、双方向転院、急病・慢性病区分治療、上下連携の等級別診療モデルの構築を加速しなければならない。県域の都市・農村医療共同体の設立などにより、高品質医療資源の都市・農村共有を促進するよう奨励する。

各級人民政府は、農村医療衛生チームの構築を強化し、農村医療衛生サービスの能力を向上させ、総合診療医育成・使用激励メカニズムを完備し、県・郷・村上下貫通のキャリア開発メカニズムを設立し、医学大学の卒業生を奨励して農村で就職させ、医師を農村の医療衛生機構で開業し、村の診療所を設立し、医療衛生知識を普及させるよう支援し、農村で勤める医療衛生者に対して優遇措置を実行しなければならない。

第七十三条 県級以上の人民政府は、都市・農村養老保険連携、流動就業者医療保障移転・継続、省内他所治療直接清算、都市・農村統一大病保険などの制度を完備し、農村の社会保障レベルを継続的に向上させなければならない。

各級人民政府は、農村に残された子供、婦人、高齢者および身体障害者、困窮子供に対するケアサービスを強化し、農村の包括的養老、相互扶助養老の発展を支援しなければならない。

第七十四条 県級以上の人民政府は、平等に競争し、規範的かつ秩序あり、都市・農村統一の人材市場の構築を推進し、都市・農村均等の公共就業起業サービス制度を健全化し、都市・農村労働者の平等就業、同一労働同一賃金を徹底し、法律に基づき出稼ぎ農民給与の支払い、社会保障権益を保障しなければならない。
第七十五条 県級以上の人民政府は、農業移転人口の市民化制度を完備し、農業移転人口の家屋賃借、定住に対する制限を引き下げ、常住人口の基本公共サービスの享受を保障し、都市定住農民が土地請負権、宅地使用権、集団収益分配権を享有し、法律に基づき自由意志により有償で譲渡することができることを確保しなければならない。

第九章 保障措置
第七十六条 县级以上人民政府应当根据上级人民政府的乡村振兴总体规划编制本行政区域乡村振兴规划，确立乡村振兴战略的阶段任务、目标和实施步骤；加强乡村振兴规划与其他各类规划的统筹管理和系统衔接，形成城乡融合、区域一体、多规合一的规划体系。
第七十六条 県級以上の人民政府は、上級人民政府の農村振興全体計画に基づき本行政区域の農村振興計画を作成し、農村振興戦略の段階的任務、目標および実施ステップを確立し、農村振興計画、その他の計画の統一的管理、体系的連携を強化し、都市と農村が融合し、地域が一体化し、複数の規則が一本化する計画体系を作り上げなければならない。

農村振興計画を制定、修正する場合、農民、専門家およびその他の利害関係者の意見を求め、本級人民代表大会常務委員会が検討し、法定手続きに基づき承認した後、実施しなければならない。法定手続きを履行せず、勝手に修正してはならない。農村振興計画とその実行状況は、法律に基づき社会に公開し、社会の監督を受けなければならない。

県（市、区）人民政府は、国土空間全体計画を制定し、郷・鎮人民政府を組織し指導して、実際の必要に基づき村庄計画を制定させる。国土空間全体計画、村庄計画を制定する場合、村庄の変遷規律、集積の特徴、現在の分布および農民の生産、生活の実情を総合的に考慮し、集積向上村、特色保護村、撤去合併移転村、都市郊外融合村などの村庄タイプを合理的に区分しなければならない。

第七十七条 県級以上の人民政府は、農村振興戦略の財政投入優先保障メカニズムを健全に実施し、食糧生産、農業の持続可能な発展、農村の生活環境の改善、農村の基本公共サービスの完備などの重点分野に重点を置かなければならない。

県級以上の人民政府は、財政供給構造を最適化し、農業関連資金の統一的計画・統合の長期的メカニズムを完備し、財政資金の監督管理を強化し、全面的に予算パフォーマンスの管理を実施し、財政資金の使用効果を向上させなければならない。

第七十八条 県級以上の人民政府が設立した関連特別資金、基金は、規定に従い農村振興に対する支援を強化しなければならない。

県級以上の人民政府は、農村のビジネス環境を最適化し、社会資本の農村への投入を奨励、指導し、融資信用貸付、付帯施設建設補助金、税金減免などの支援政策を実施し、完備しなければならない。

第七十九条 県級以上の人民政府は、金融支援措置を最適化し、金融農業支援サービス奨励、手当、税収などの優遇政策を実施し、金融機関、地方金融組織を奨励して農村の金融商品、サービスモデルを革新させ、農村の金融包摂を発展させなければならない。

県級以上の人民政府、金融監督管理部門は、県域の金融機関を資産負債配置の現地化を堅持し、農村振興分野に対する支援を強化するよう指導し、土地経営権、農民住宅財産権、大型農機具、飼育畜舎および生体家畜・家禽、施設農業所有権などの担保融資を模索し、推進しなければならない。

農業関連主体の融資信用補完メカニズムを完備し、政府性融資担保とリスク分担メカニズムを確立し、健全化し、農業信用貸付担保機関の担保条件引き下げ、担保範囲拡大を支援し、推進し、農業信用貸付担保体系の役割を果たす。

農村金融リスク監視、早期警告、処置連携のメカニズムを確立し、健全化し、農村金融リスクを防止する。金融機関、地方金融組織は、積極的な措置を講じて農村金融リスクを処置しなければならない。

第八十条 省人民政府は、農業保険の発展を支援し、農業保険大災害リスク分散メカニズムを健全化し、新型農業経営主体の需要に適する保険品種を開発し、水稲、とうもろこしの種子生産を財政農業保険料補助目録に組み入れ、賠償基準を適当に引き上げなければならない。

第八十一条 県級以上の人民政府は、土地使用の節約、集約を推進し、農村新規建設用地保障メカニズムを完備しなければならず、県、郷の国土空間全体計画、土地利用年間計画を制定する際に、一定の割合の建設用地指標を割り当て、農村産業用地を保障し、農民住宅用地、農村公共サービス施設用地、散在の農村文化観光施設用地の合理的な需要を満足しなければならない。

県級以上の人民政府は、永久基本農地を占用しない前提の下、農業生産において農作物栽培、家畜・家禽飼育、水産養殖に直接用いる施設用地、農業の規模化経営に必要な付帯施設用地を施設農業用地に組み入れて管理し、県級登録を実行し、農村集団建設用地を株式加入、賃貸などにより農村産業の発展に直接用いることを許さなければならない。

県級以上の人民政府は、法律に基づき農村の既存の建設用地を活用し、農村の遊休建設用地を利用して農村の新しい産業、新しい業態を発展させることを支援しなければならない。

第八十二条 各級人民政府は、農村の低収入人口、未開発地域に対する長期的な支援メカニズムを確立し、貧困脱却地域の発展条件を継続的に改善し、貧困脱却地域の内生的発展の能力を強化し、貧困に戻りやすく貧困に陥りやすい人口に対する動的監視、早期警告、支援メカニズムを健全化し、貧困脱却地域の長期的かつ安定した貧困脱却を確保し、貧困脱却攻略の成果と農村振興の効果的な連携を実現し、強化し、拡張しなければならない。
省人民政府は、組織、調整を強化し、旧革命根拠地、民族地域、国境地域における農村振興戦略の実施に対する支援にさらに注力し、産業構造、プロジェクト配置、財政支援などから対象を絞って重点的な支援を与えなければならない。

第十章 監督検査

第八十三条 省人民政府は、農村振興戦略目標責任制、考課評価制度を確立し、実施し、考課評価指標体系を完備する。

県級以上の人民政府は、その関連部門、下級人民政府の農村振興戦略目標実施の状況について考課を行い、考課の結果を関連指導者に対する総合考課評価の重要な内容とする。

第八十四条 省人民政府の関連部門は、農村振興の進展を客観的に反映する指標、統計体系を確立する。

県級以上の地方人民政府は、本行政区域内の農村振興戦略の実施状況について評価を行わなければならない。

第八十五条 県級以上の人民政府は、本級人民代表大会またはその常務委員会に農村振興促進作業の状況を報告し、その監督を受けなければならない。郷・鎮人民政府は、本級人民代表大会に農村振興促進作業の状況を報告し、その監督を受けなければならない。

各級人民政府は、毎年、上級人民政府に農村振興促進作業の状況を報告しなければならない。県級以上の人民政府は、定期的に下級人民政府の農村振興促進作業の状況に対して監督検査を行う。

第八十六条 県級以上の人民政府の発展改革、財政、農業農村、監査などの部門は、各々の職責に基づき、農業農村投入優先保障メカニズムの実施状況、農村振興資金の使用状況、効果などに対して監督検査を行う。

第八十七条 省人民政府は、農村振興激励メカニズム、ミス容認メカニズムを確立し、実施し、各級人民政府、関連部門およびその職員を農村振興促進作業において責任を負い、改革、革新するよう奨励し、支援する。

第八十八条 各級人民政府、関連部門、村民委員会が農村振興促進作業において職責を履行しないまたは適切に履行しない場合、法律・法規、国家の関連規定に基づき責任を追及し、直接責任を負う主管者、その他の直接責任者に対して法律に基づき処分する。

本条例の規定に違反する行為について、法律・法規に処罰に関する規定がある場合は、その規定に従う。

第十一章 付則

第八十九条 本条例は、2022年3月1日より施行する。

小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店に関する吉林省の管理条例

（2021年11月25日に開催された吉林省第十三期人民代表大会常務委員会第三十一回会議で採択）

第一章  総  則

第一条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の生産経営行為を規範化し、業界の健全な発展を促進し、食品安全を確保し、公衆の身体健康、生命安全を保障するために、「中華人民共和国食品安全法」、「中華人民共和国食品安全法実施条例」などの関連する法律・法規に基づき、本省の実際に合わせて本条例を制定する。

第二条  本条例は、本省行政区域内の小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の生産経営およびその監督管理活動に適用される。法律、行政法規に別に規定がある場合は、その規定に従う。

第三条  本条例でいう小規模食品工場は、固定の生産加工場所を有し、従業員が少なく、生産の条件、設備、技術が簡単で、食品の生産、加工に従事する個人経営者をいう。

本条例でいう小規模飲食店は、固定の経営場所を有し、経営面積が小さく、経営規模が小さく、従業員が少なく、経営条件が簡単で、飲食サービスに従事する個人経営者をいう。

本条例でいう小規模食料雑貨店は、固定の経営場所を有し、経営面積が小さく、経営規模が小さく、従業員が少なく、食品の小売に従事する個人経営者をいう。
本条例でいう食品露店は、指定される場所で、規定される時間内に、食品販売または食品の現場製作、販売に従事する個人経営者をいう。

小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店を混合して経営する場合、市場監督管理部門は、最高の食品安全リスク等級に基づき、経営される食品品種の優先順位に合わせて経営タイプを確定する。

小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の認定標準は、省人民政府の市場監督管理部門が制定する。
第四条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の監督管理は、統一的に計画し、予防を主とし、リスクを管理し、全行程制御し、社会が共同で参加するという原則に従い、科学的かつ厳格な監督管理制度を確立しなければならない。

第五条  県級以上の人民政府は、本行政区域内の食品安全監督管理業務に対して責任を負い、本行政区域内の小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の食品安全の監督管理作業を統一的に指導、組織、調整し、管理調整メカニズム、全行程監督管理メカニズムおよび情報共有メカニズムを確立し、健全化し、下級人民政府、本級食品安全監督管理の関連部門の食品安全監督管理作業に対して評議、考課を行う。

各級人民政府の食品安全委員会とその事務処理機構は、本行政区域内の小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の食品安全業務を統一的に計画し、調整、指導し、関連する政策、措置の完備を推進し、関連部門を促して食品安全監督管理の責任を実施させる。
郷（鎮）人民政府、街道事務所は、法律・法規、上級人民政府の規定に従い、本管轄区内の小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店に関する食品安全作業を行う。

村（居）民委員会は、関係部門、郷（鎮）人民政府、街道事務所に協力して小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の監督管理作業を行わなければならない。

第六条  県級以上の人民政府の市場監督管理部門は、本行政区域内の小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の食品安全の監督管理業務を担当する。

県級以上の人民政府の都市管理部門は、本行政区域内の小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の公共場所での経営の監督管理業務を担当する。

県級以上の人民政府の衛生健康部門は、食品安全リスク監視において発見した本行政区域内の小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の食品に存在する可能性のある食品安全問題に関する情報を速やかに通報し、規定に従い本級人民政府、上級人民政府の衛生健康部門に報告する。

県級以上の人民政府の関連部門は、各々の職責の範囲内で本行政区域内の小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の監督管理業務を担当する。

第七条  県級以上の人民政府は、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店に対して総合的な管理を行い、食品安全のレベルを向上させ、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店を生産経営条件を改善するよう奨励し、支援し、食品露店を市場、店舗などの固定場所に入って経営するよう奨励し、支援しなければならない。

第八条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店を奨励して業界団体を結成させ、または関連する食品業界団体に加入させる。

小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の業界団体または関連する食品業界団体は、業界の自主規制を強化し、業界の誠実信用の構築を推進し、会員に研修、相談、権利保護などのサービスを提供し、食品安全に関する法律知識を宣伝し、普及させ、合法的に生産、経営を行うよう指導しなければならない。
第九条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店は、法律に基づき生産経営活動に従事し、誠実で信用を重んじ、、生産・経営する食品の安全に対して責任を負い、生産・経営する食品が衛生的で、無毒、無害であることを保証し、社会の監督を受け、社会的責任を負わなければならない。

いかなる組織および個人も、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の生産経営における食品安全に関する違法行為を通報する権利がある。事実であることが確認された場合、関連規定に従い奨励を与える。

通報を受理し処理する部門は、通報者の合法的権益を保護し、通報者の情報に対して秘密を守らなければならない。

第二章  一般規定
第十条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の生産経営は目録管理を実行する。省人民政府の市場監督管理部門は、本条例の関連規定に従い、食品安全監督抜き取り検査、食品安全リスク評価の結果に合わせて生産経営目録または生産経営禁止目録を制定し、省人民政府に提出し、承認を得てから施行し、社会に公布する。

第十一条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店は登記管理を実行し、食品露店は登録管理を実行する。但し、食用農産物の販売に従事する場合はこの限りではない。

第十二条  県級人民政府の市場監督管理部門およびその派遣機構は、条件に符合する小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記証、食品露店の登録カードを確認する上、発行する。

小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記証の有効期間は3年であり、食品露店の登録カードの有効期間は1年である。
小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店は、登記証に記載されている生産経営範囲内で食品の生産経営に従事しなければならない。
小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記証、食品露店の登録カードは、省人民政府の市場監督管理部門が統一的に印刷する。
第十三条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記証、食品露店の登録カードの有効期間が満了し生産経営を継続する場合、有効期間満了の30営業日前に登記、登録の部門に更新を申請しなければならない。登記、登録の部門は、登記証、登録カードの有効期間が満了前に、更新を許可するか否かの決定をしなければならない。

第十四条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の登記・登録事項が登記、登録の有効期間内に変更が生じる場合、変更後の10営業日以内に登記、登録の部門に変更を申請しなければならない。

第十五条  県級人民政府の市場監督管理部門およびその派遣機構は、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記証、食品露店の登録カードを取得するために必要な書類の目録、様式を公示しなければならない。

小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記証、食品露店の登録カードの申請、更新および変更については、費用を一切受け取ってはならない。

省人民政府の市場監督管理部門は、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記証、食品露店の登録カードの申請、更新および変更に関する規定を制定することができる。

第十六条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店が提出する登記、登録の申請書類は、真実、合法かつ有効なものでなければならない。

いかなる組織および個人も、詐欺、賄賂などの不正な手段で小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記証、食品露店の登録カードを取得してはならず、偽造、変造された登記証、登録カード、他人の登記証、登録カードを使用して食品の生産経営に従事してはならない。登記証、登録カードを販売、賃貸、貸与したり、その他の方法で譲渡してはならない。

第十七条  国務院の衛生健康部門が規定する食品安全に影響を与える疾病にかかっている者は、直接食べる食品に接触する仕事に従事してはならない。

直接食べる食品に接触する仕事に従事する小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の生産経営者は、毎年、健康検査を受け、健康証明書を取得してから仕事をすることができる。

第十八条  食品の登記証または登録カードを取得した小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の生産経営者は、第三者のプラットフォームまたは自らが設立したウェブサイトを通じて食品の経営を行うことができる。但し、インターネットによる食品経営に関する規定を遵守しなければならない。

第十九条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店は、食品の生産経営に従事する場合、以下の規定を遵守しなければならない。

（一）賞味期間または有効期間を過ぎた食品を経営しないこと。

（二）病原性微生物を含有する食品、微生物毒素の含有量が食品安全標準の制限量を超える食品、腐った食品を生産、経営しないこと。

（三）購買し使用する食品添加物は、国家の規定、食品安全要求に符合し、国家の標準、規定に従い使用すること。

（四）検査、検疫されていないまたは検査、検疫に合格しない肉、病死または死因不明の家禽、家畜、動物、水産動物、回収食品、腐った食品またはその他の官能的性状が異常な食品などを原料として食品を生産、加工しないこと。

（五）農薬、動物用医薬品の残留量または砒素、鉛、水銀などの重金属の含有量が食品安全標準の制限量を超える物質、その他の有毒・有害物質を原材料として食品を生産、加工しないこと。

（六）使用する水は、国家が規定する生活飲用水衛生標準に符合すること。

（七）食品に接触する包装材料は無毒、無害、清潔で、食品安全標準に符合し、使用する洗剤、消毒剤は人体に安全で無害であること。

（八）食品を生産、販売、保管、輸送、積み下ろしする容器、工具、設備は安全、無害かつ清潔で、食品を有毒・有害物と一緒に保管したり、輸送しないこと。

（九）食品を製作する時に生・熟隔離を行い、包装のない直接食べる食品を販売する場合、無毒、無害、清潔な器具を使用すること。

（十）法律・法規に規定するその他の要求。
第二十条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店が食品、食品の原材料、補助材料、食品添加剤および食品関連製品を購入する場合、受け入れ検査を行い、購入先の名称、住所、連絡先、購入数量、購入日などを如実に記録しなければならない。検査記録は、製品の賞味期間が満了後6ヶ月以上保存し、明確な賞味期間がない場合は、1年以上保存する。

食品露店は、食品の原材料、補助材料、食品添加剤を購入した場合、購入証拠および受け入れ記録を保存しなければならない。保存期間は3ヶ月以上とする。

第二十一条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店は、生産経営場所の目立つ位置に登記証、登録カード、従業員健康証明書を公示し、社会の監督を受けなければならない。
第二十二条  集中取引市場の経営者、売り場の賃貸者、展示販売会の主催者は、法律に基づき管理職責を履行し、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の関連証明書などを確認し、食品生産・経営の環境、条件を定期的に検査し、関連部門に協力して小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の監督管理を行い、本条例の規定に違反する行為を発見した場合、速やかに制止し、所在地の県級人民政府の市場監督管理部門に報告しなければならない。
第三章  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店

第二十三条  小規模食品工場は、食品の生産経営に従事する場合、以下の条件を満たさなければならない。

（一）食品原材料処理、生産加工、包装、保管する食品の品種、数量に適する生産加工などの場所を有し、有毒・有害場所およびその他の汚染源と規定される距離を保つ。

（二）生産、経営する食品の品種、数量に適する消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防塵、蝿防止、鼠防止、防虫、洗浄の設備または施設、ゴミや廃棄物を保管する施設を有する。

（三）食品安全管理者、食品安全確保のための管理制度を有する。

（四）生産加工エリアは、設備配置、生産・加工工程の基本的要求を満たし、生産・加工場所の面積は、生産能力に適し、生活場所と分離する。

（五）法律・法規に規定するその他の条件

第二十四条  小規模飲食店の経営に従事する場合、以下の条件を満たさなければならない：

（一）有毒・有害場所およびその他の汚染源と規定される距離を保つ固定の経営場所を有する。

（二）食品経営場所は室内に設け、トイレは食品処理エリアに設置しない。

（三）食品処理エリアの各機能エリアを合理的に配置し、粗加工、調理、食器洗浄消毒、食品の原材料と補助材料の保管などの場所を明確に区分し、食品の保管、処理における交差汚染を効果的に防止することができる。

（四）加工、経営する食品に適する冷凍、冷蔵、排煙、防塵、鼠防止、蝿防止、虫害防止および廃水、廃棄物を収集する容器または施設を有する。

（五）加工場所に数または容量が加工する食品の品種、数量に適する専用の洗浄施設を設置する。

（六）食品安全確保のための管理制度を有する。

（七）法律・法規に規定するその他の条件
第二十五条  小規模食料雑貨店の経営に従事する場合、以下の条件を満たさなければならない。

（一）販売する食品の品種、数量に適する場所、衛生防護施設を有する。

（二）食品を保管する場所は、食品安全確保に必要な温度、湿度などの特殊な要求に符合する。

（三）調理済み食品と生の食品をそれぞれ異なるエリアで経営する。

（四）法律・法規に規定するその他の条件
第二十六条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記証を申請する場合、所在地の県級人民政府の市場監督管理部門およびその派遣機構に以下の書類を提出しなければならない：

（一）登記申請書
（二）経営者の身分証明書

（三）生産加工場所または経営場所の平面図

（四）法律・法規に規定するその他の書類

第二十七条  県級人民政府の市場監督管理部門は、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記申請を受理した後、申請者が提出した申請書類を審査しなければならない。申請書類の実質的内容を確認する必要がある場合は、5業務日以内に現場確認を行わなければならない。条件に符合する場合は、受理日より10業務日以内に登記証を発行し、社会に公布する。条件に符合しない場合は、登記を行わず、登記を行わない理由を書面で申請者に知らせる。

第二十八条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店の登記証には、名称、生産経営者の氏名と身分証明書番号、生産加工食品の品種の内訳、生産経営項目、生産経営場所の住所、登記証番号、有効期間、登記証の発行機関、発行日などを記載しなければならない。

第二十九条  小規模食品工場が生産、加工した事前包装食品の包装には、ラベルを貼り付けなければならない。ラベルの記載は、国家の関連規定に符合しなければならない。

小規模食品工場は、ばら売り食品を生産、経営する場合、ばら売り食品の容器、外包装に食品の名称、生産日または生産ロット番号、賞味期間および生産経営者の名称、住所、連絡先などを明記しなければならない。

第四章  食品露店
第三十条  県級人民政府は、公衆に便利、合理的に配置するという原則に従い、関連する特別計画に基づき、安全、都市外観、交通、環境保護などを統一的に計画し、社会公衆の意見を求めた後、本行政区域の市街地範囲の食品露店の経営場所、経営時間を確定し、社会に公布しなければならない。

幼稚園、小中学校校門外の道路の両側200メートルの範囲以内では、食品露店の経営場所を設けてはならず、食品露店の経営を許さない。

郷（鎮）人民政府は、本地域の実情に合わせ、法律に基づき食品露店の管理を強化する。

第三十一条  食品露店は、有効な身分証明書を持って、所在地の県級人民政府の市場監督管理部門およびその派遣機構に登録カードを申請しなければならない。県級人民政の府市場監督管理部門およびその派遣機構はは、速やかに登録カードを発行し、登録の記録を作成し、経営者の氏名、身分証明書番号、住所、経営の種類、場所などの登録情報を記録し、その登録情報を県級人民政府の都市管理部門にし知らせなければならない。

第三十二条  食品露店は、食品の生産、経営に従事する場合、以下の要求を満たさなければならない。

（一）経営する食品の品種、数量に適応する工具、容器、作業台および蝿防止、防雨、防塵などの設備または施設および衛生要求に符合する食品加工・販売、廃棄物収集の施設を有する；
（二）ばら売りの直接食べる食品を販売する場合、防塵、蝿防止、防虫の施設を有する；

（三）食器、飲料器具は、使用前に洗浄、消毒する；
（四）生産、経営において、生熟隔離を確保し、原材料と完成品の交差汚染を防止する；
（五）法律、法規に規定するその他の要求。
第五章  監督管理とサービス

第三十三条  県級以上の人民政府は、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の食品安全監督管理に対する指導を強化し、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の監督管理を食品安全年間監督管理計画に組み入れ、実施を組織しなければならない。

第三十四条  県級以上の人民政府の市場監督管理部門は、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の生産経営の監督検査を強化し、監督検査メカニズムを確立し、健全化し、定期的にまたは不定期に食品の抜き取り検査を行わなければならない。幼稚園、小中学校、病院、観光スポット、都市・農村結合部、建築現場などの人員密集区域周辺の食品、食品関連製品に対し、重点的に抜き取り検査を行わなければならない。

食品、食品関連製品の抜き取り検査の結果は、社会に公布しなければならない。当事者が検査の結果に対して異議がある場合は、法律に基づき再検査を申請することができる。

抜き取り検査を行う場合、抜き取り検査用の食品を購入し、資格を有する食品検査機関に検査を委託し、必要な費用を支払わなければならない。生産経営者から検査費用およびその他の費用を受け取ってはならない。抜き取り検査用食品の購入、検査などに必要な経費は、同級人民政府の財政予算に入れる。

第三十五条  県級以上の人民政府の市場監督管理部門は、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の食品安全信用記録を設立し、監督検査の結果、製品検査の結果および違法行為の処理結果などの信用情報を記録しなければならない。

県級以上の人民政府の市場監督管理部門は、法律に基づき社会に小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の信用情報を公布し、適時に更新しなければならない。不良信用記録のある小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店に対し、監督検査、抜き取り検査の頻度を増やさなければならない。

第三十六条  県級以上の人民政府の市場監督管理部門は、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店に対して食品安全監督管理の職責を履行し、以下の措置を取る権利がある。

（一）生産経営場所に入って現場検査を実施する；
（二）生産経営食品に対して抜き取り検査を行う；
（三）関連する契約書、手形、帳簿およびその他の関連資料を調べ、コピーし、関係者に関連状況を調べる；

（四）食品安全標準に符合しないこと、安全リスクが存在すること、違法な生産経営に用いることを証明する証拠のある食品、食品添加剤、食品関連製品を差し押さえ、押収する；

（五）違法に食品の生産経営に従事する場所を差し押さえる；

（六）法律、法規に規定するその他の措置。

第三十七条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店に食品安全事故が発生した場合、各級人民政府およびその関連部門は、法律・法規および食品安全事故緊急対応計画の規定に基づき速やかに調査し、処置しなければならない。

食品安全事故が発生した小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店は、直ちに措置を取り、事故の拡大を防止し、関わる食品とその原材料、工具、設備などを封印しなければならない。人員の食中毒を引き起こした場合は、速やかに病院に送って治療を受けなければならない。

小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店は、食品安全事故発生後2時間以内に事故発生地の県級人民政府の市場監督管理部門、衛生健康部門に報告しなければならない。
いかなる業者および個人も、食品安全事故を隠蔽したり、偽って報告したり、遅れて報告したり、関連証拠を隠匿したり、偽造したり、処分してはならない。

第三十八条  県級以上の人民政府の市場監督管理部門は、定期的に小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店に対して食品安全に関する法律・法規、知識の宣伝、教育を行い、その食品安全意識、食品事故処置能力を向上させなければならない。

小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店から宣伝、教育に関する費用を受け取ってはならない。
第三十九条  各級人民政府、県級以上の関連部門は、法律に基づき行政を行い、文明的に法律を執行し、管理とサービスの組み合わせを堅持し、十分にインターネット技術を利用し、関連証明証の発行手続きを簡略化し、事務処理の効率を向上させ、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の合法的な生産経営活動に高品質のサービスを提供しなければならない。

第四十条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店の生産経営者、食品の業界団体、消費者協会などが法執行者の法執行において法律・法規の規定に違反する行為、規範的に法律を執行しない行為を発見した場合、本級または上級人民政府の市場監督管理部門または監察機関に訴え、通報することができる。訴え、通報を受けた部門または機関は、確認を行い、法律違反の嫌疑がある場合は、国家の関連規定に従い処理する。
第六章  法的責任

第四十一条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店が本条例第十条、第十一条の規定に違反し、生産経営目録に従わず生産経営活動に従事する場合、または登記せず生産経営活動に従事する場合、市場監督管理部門は、是正を命じ、また500元以上2000元以下の罰金を科することができる。是正を拒否する場合は、違法所得、違法に生産経営する食品および違法な生産経営に用いる工具、設備、原材料などを没収し、また2000元以上1万元以下の罰金を科することができる。

食品露店が本条例第十条、第十一条の規定に違反し、生産経営目録に従わず生産経営活動に従事する場合、または登録せず生産経営活動に従事する場合、市場監督管理部門は、是正を命じる。是正を拒否する場合は、違法所得、違法に経営する食品を没収し、また200元以上1000元以下の罰金を科することができる。状況が深刻な場合は、違法経営に用いる工具、設備、原材料などを没収する。
小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店が登記せず公共場所で食品経営に従事する場合、食品露店が登録せず公共場所で食品経営に従事する場合、都市管理部門は、第一項、第二項の規定に基づき処罰する。
第四十二条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店が本条例第十六条の規定に違反する場合、市場監督管理部門は、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店に対し2000元以上2万元以下の罰金を科し、食品露店に対し500元以上2000元以下の罰金を科し、登記、登録機関は登記証、登録カードを取り消し、当事者は3年以内に登記、登録を再び申請することができない。

第四十三条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店が本条例第十七条の規定に違反する場合、市場監督管理部門は、是正を命じ、警告する。是正を拒否する場合は、200元以上2000元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、2000元以上1万元以下の罰金を科し、登記、登録機関が登記証、登録カードを取り消すまで生産、営業を停止するよう命じる。

第四十四条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店が本条例第十九条第一号から第五号の規定に違反する場合、市場監督管理部門は、違法所得、違法に生産、経営する食品を没収し、2000元以上2万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、2万元以上5万元以下の罰金を科し、登記、登録機関が登記証、登録カードを取り消すまで生産、営業を停止するよう命じる。第六号から第九号の規定に違反する場合、市場監督管理部門は、500元以上2000元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、2000元以上1万元以下の罰金を科し、登記、登録機関が登記証、登録カードを取り消すまで生産、営業を停止するよう命じる。

第四十五条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店が本条例第二十条の規定に違反する場合、市場監督管理部門は、是正を命じ、警告する。是正を拒否する場合は、200元以上1000元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、1000元以上1万元以下の罰金を科し、登記、登録機関が登記証、登録カードを取り消すまで生産、営業を停止するよう命じる。

第四十六条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店が本条例第二十一条の規定に違反する場合、市場監督管理部門は、是正を命じ、警告する。是正を拒否する場合は、小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店に対し500元以上2000元以下の罰金を科し、食品露店に対し50元以上500元以下の罰金を科する。

第四十七条  集中取引市場の経営者、売り場の賃貸者、展示販売会の主催者が本条例第二十二条の規定に違反する場合、市場監督管理部門は、是正を命じ、違法所得を没収し、1万元以上5万元以下の罰金を科する。深刻な結果を招いた場合は、営業許可証の発行機関が営業許可証を取り消すまで営業を停止するよう命じる。消費者の合法的権益を損なった場合は、法律に基づき食品経営者と連帯責任を負う。

第四十八条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店が本条例第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十二条の規定に違反する場合、市場監督管理部門は、生産、営業を停止し、期限内に是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合、または是正してもなお規定される条件に符合しない場合は、登記証、登録カードを取り消す。

第四十九条  小規模食品工場が本条例第二十九条第一項の規定に違反する場合、市場監督管理部門は、期限内に是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、200元以上1000元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、1000元以上5000元以下の罰金を科し、登記機関が登記証を取り消すまで生産、営業を停止するよう命じる。

第五十条  食品露店が本条例第三十条第一項、第二項の規定に違反し、指定された経営場所以外で、指定された時間以外に経営する場合、都市管理部門は是正を命じる。是正を拒否する場合は、関連法律・法規に従い処罰する。

第五十一条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店が本条例第三十七条第二項、第三項の規定に違反する場合、関連主管部門は、各々の職責分担に従い是正を命じ、警告する。第四項の規定に違反する場合、生産・営業停止を命じ、違法所得を没収し、2000元以上1万元以下の罰金を科する。深刻な結果を招いた場合は、登記、登録機関は、登記証、登録カードを取り消す。

第五十二条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店が登記証を取り消された場合、直接責任を負う者、その他の直接責任者は、処罰の決定が行われた日より5年以内に食品生産経営の登記を申請したり、食品生産経営の管理作業に従事したり、食品生産経営企業の食品安全管理者を務めてはならない。

第五十三条  小規模食品工場、小規模飲食店、小規模食料雑貨店、食品露店が本条例の規定を違反し、関連部門、機関およびそのスタッフが法律に基づき食品安全監督検査を実施することを拒否したり、妨害したり、干渉する場合、関連主管部門は、法律に基づき生産、営業の停止を命じ、2000元以上2万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、登記、登録機関は、登記証、登録カードを取り消す。治安管理違反行為を構成する場合は、公安機関は、法律に基づき治安管理処罰を与える。

第五十四条  県級以上の人民政府およびその市場監督管理などの部門、郷（鎮）人民政府、街道事務所およびその職員が本条例の規定に違反し、職務を怠ったり、職権を濫用したり、汚職する場合、直接責任を負う主管者、その他の直接責任者に対し、法律に基づき処分する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第七章　付  則
第五十五条  本条例は、2022年3月15日より施行する。2012年9月28日に開催された吉林省第十一期人民代表大会常務委員会第三十四回会議で採択された「吉林省食品生産加工小規模工場と食品露店管理条例」は、同時に廃止する。

吉林省省級備蓄食糧管理弁法

（2021年7月30日吉林省人民政府令第274号発布）

第一章 総則

　　第一条 省級備蓄食糧の管理を強化し、省級備蓄食糧の数量の真実、良好な品質および貯蔵の安全を確保し、省級備蓄食糧のマクロ調整における役割を効果的に果たすために、「食糧流通管理条例」などの関連法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本弁法を制定する。

　　第二条 本弁法でいう省級備蓄食糧は、省人民政府が本省行政区域内の食糧需給を調整し、食糧市場を安定化し、重大な自然災害または突発事件などに対応するために備蓄する食糧と食用油をいう。

　　省級備蓄食糧の所有権は省人民政府に帰属する。省人民政府の承認がない場合、いかなる機関および個人も、省級備蓄食糧を使用してはならない。

　　第三条 本弁法は、省級備蓄食糧の計画、貯蔵、交替、使用および関連する管理、監督などに適用される。

　　第四条 省食糧と備蓄行政管理部門は、省級備蓄食糧の行政管理業務を担当し、省級備蓄食糧の数量、品質、貯蔵安全に対して監督検査を実施する。

　　第五条 省財政部門は、省級備蓄食糧の貸付金利息、保管費用、交替費用、価格差欠損などの財政補助資金を手配し、適時に支給し、省級備蓄食糧の財政補助資金の使用状況に対して監督管理を実施する。

　　第六条 中国農業発展銀行吉林省支店（以下、省農発行と略称する。）は、国家の規定に従い、省級備蓄食糧に必要な貸付金を適時に全額支給し、支給した省級備蓄食糧の貸付金に対して信用貸付の監督管理を実施する。

　　第七条 吉林省储备粮管理有限公司（以下简称省储备粮公司）负责省级储　　第七条 吉林省備蓄食糧管理有限公司（以下、省備蓄食糧公司と略称する。）は、省級備蓄食糧の貯蔵、交替などの業務の管理を担当し、省級備蓄食糧の数量、品質および貯蔵安全に対して責任を負う。

　　省備蓄食糧公司は、政策性職能、経営性職能を区分する原則に従い、備蓄運営管理制度を整備しなければならない。

　　第八条 市（州）、県（市、区）人民政府は、省級備蓄食糧の管理に支援、協力を提供しなければならない。

第二章 省級備蓄食糧の計画と貯蔵

　　第九条 省食糧と備蓄行政管理部門は、省財政部門と共同で、国家が下達した計画、本省のマクロ調整の必要に基づき、省級備蓄食糧の備蓄規模、品種構造および全体配置計画を制定し、省人民政府の承認を得てから実施する。

　　第十条 省級備蓄食糧の品種は、小麦、もみなどの食糧とその完成品を主とし、原則として備蓄規模の70%以上でなければならない。省級備蓄食糧は、省内の大中都市および市場の変動しやすい地域、災害多発地域、食糧不足地域の市場調整、緊急需要を満足する原則に従い貯蔵の配置を行わなければならない。

　　第十一条 省備蓄食糧公司は、省級備蓄食糧の品質状況、入庫年数に基づき年間交替計画を提出する。年間交替計画は、省食糧と備蓄行政管理部門、省財政部門、省農発行が下達する。

　　第十二条 省備蓄食糧公司は、省級備蓄食糧の年間交替計画の実施状況について書類を作成し、適時に省食糧と備蓄行政管理部門、省財政部門に提出して登録し、その写しを省農発行に提出しなければならない。

　　第十三条 省備蓄食糧公司の直属企業は、省級備蓄食糧の貯蔵を担当する。

　　省級備蓄食糧の配置、マクロ調整の必要に応じて、省備蓄食糧公司は、他の企業に貯蔵の代行を委託することができる。貯蔵の代行を委託する場合、貯蔵代行企業と貯蔵契約書を締結し、双方の権利、義務を明確にしなければならない。

　　貯蔵代行企業の選定方法は、省食糧と備蓄行政管理部門が制定する。

　　第十四条 省級備蓄食糧の貯蔵を引き受ける省備蓄食糧公司の直属企業、省級備蓄食糧の貯蔵代行企業（以下、貯蔵引受企業と総称する。）は、省級備蓄食糧の管理に関する法律・法規、規則、国家標準、技術規範を厳格に執行し、入庫した省級備蓄食糧が買収・交替計画に規定する品質等級標準、食品安全指標を満足するよう確保しなければならない。

　　第十五条貯蔵引受企業は、省級備蓄食糧に対して特別倉庫貯蔵、特別担当者保管、特別帳簿記録を実行し、帳簿間が一致し、帳簿と実際が一致し、数量が真実で、品質が良好で、安全に貯蔵するようにしなければならない。

　　貯蔵引受企業は、省級備蓄食糧の安全管理制度を徹底し、必要な防火、盗難防止、洪水防止などの安全防護施設を配置し、省級備蓄食糧の安全管理を確実に実施しなければならない。

　　貯蔵引受企業は、省級備蓄食糧の貯蔵管理状況に対して日常検査を実施し、省級備蓄食糧の数量、品質、貯蔵安全などに問題を発見した場合、速やかに処理しなければならない。処理できない場合は、速やかに省備蓄食糧公司に報告する。

　　第十六条 省備蓄食糧公司および貯蔵引受企業は、以下の行為をしてはならない。

　　（一）省級備蓄食糧の数量、品質、品種を虚偽報告したり、隠して報告する行為

　（二）省級備蓄食糧を債務担保または債務弁済に使用する行為

　　（三）省級備蓄食糧の貸付金または財政補助金を占用したり、差し止めたり、流用したり、ピンはねする行為

　　（四）省級備蓄食糧を出庫する際に偽物や粗悪品を混入したり、対象物を取り替えたりする行為

　　（五）許可なく省級備蓄食糧を使用する行為

　　（六）省級備蓄食糧の年間交替計画の実行を拒否し、または要求に従い実行しない行為

　　（七）許可なく省級備蓄食糧の品種を取り替えたり、貯蔵場所を変更する行為

　　（八）省級備蓄食糧を利用して政府が委託した政策性任務以外の他の商業経営を行う行為

　　（九）省級備蓄食糧の管理規定に違反するその他の行為

　　第十七条 省級備蓄食糧の在庫コストは、省備蓄食糧公司が関連規定に従い帳簿に計上し、毎年、交替が終了した後、省財政部門に報告して登録する。いかなる機関および個人も、許可なく省級備蓄食糧の在庫コストを変更してはならない。

　　第十八条 省級備蓄食糧の貸付金利息は、実際に基づく補助を実行する。省級備蓄食糧保管費用の補助金は、定額請負管理を実行し、費用の基準は、省財政部門が省食糧と備蓄行政管理部門と共同で確定する。

第三章 省級備蓄食糧の交替

　　第十九条 省級備蓄食糧の交替は、均衡交替制度を実行し、定期的交替と動的交替を組み合わせて行う。

　　定期的に交替する省級備蓄食糧の交替架空期間は、原則として4ヶ月以下とする。交替架空期間を超える場合は、財政保管費用の補助金を享受することができない。

　　動的に交替する省級備蓄食糧は、常に貯蔵し更新する原則に従い、貯蔵引受企業が交替を行う。

　　省級備蓄食糧交替の管理方法は、省食糧と備蓄行政管理部門が省財政部門、省農発行と共同で制定する。

　　第二十条 省級備蓄食糧の交替は、原則として、規範的な食糧取引センターを通じて公に行わなければならない。国家の規定に符合するその他の方法で行っても良い。

　　省備蓄食糧公司、貯蔵引受企業は、省級備蓄食糧の交替について記録を設立し、関連する証拠、資料は、食糧の販売出庫日から6年以上保存しなければならない。

　　第二十一条 省級備蓄食糧の貸付金は、食糧在庫価値の増減と連携させ、特別口座管理、特別資金特別使用を実行する。貯蔵引受企業は、農発行で口座を開設しなければならない。省級備蓄食糧の買収資金と販売回収資金は、農発行の口座で計算し、閉鎖運転管理を実行する。

　　第二十二条 省備蓄食糧公司、貯蔵引受企業が古い食糧を新しい食糧として利用したり、粗悪な食糧を上等な食糧として利用したり、低い価格で回収し高い価格で販売したり、虚偽の売買、虚偽の交替を行ったり、規則に違反して転売するなどの手段で省級備蓄食糧の貸付金または財政補助金を取得する行為を厳禁する。

　　第二十三条 省級備蓄食糧の交替、使用によって生じる価格差収入は、省財政部門に上納し、生じる価格差欠損は、省財政部門が規定に従い補助金を与える。省級備蓄食糧の交替費用の補助金は、実際の交替数量に基づき支給する。

　　省級備蓄食糧交替費用の補助金は、定額請負管理を実行し、費用の基準は、省財政部門が省食糧と備蓄行政管理部門と共同で確定する。

第四章 省級備蓄食糧の使用

　　第二十四条 以下のいずれかに該当する場合、省級備蓄食糧を使用することができる。

　　（一）本省行政区域内で食糧の供給が明らかに不足し、または市場の食糧価格が異常に変動する場合

　　（二）重大な自然災害、重大な疫病流行またはその他の突発事件が発生した場合

　　（三）省人民政府が省級備蓄食糧の使用が必要であると認めるその他の場合

　　省級備蓄食糧を使用する場合、省食糧と備蓄行政管理部門は、省財政部門と共同で使用計画を制定し、省人民政府に提出して承認を得なければならない。

　　第二十五条 いかなる機関および個人も、省級備蓄食糧使用命令の執行を拒否したり、要求に従わず執行してはならない。

　　第二十六条 省級備蓄食糧を使用した場合、国家が規定する要求に従い、使用された省級備蓄食糧を補足しなければならない。

第五章 監督検査

　　第二十七条 省食糧と備蓄行政管理部門は、監督検査において、省級備蓄食糧の数量、品質、貯蔵安全などに問題を発見した場合、省備蓄食糧公司および関連する貯蔵引受企業に直ちに是正または処理するよう命じなければならない。

　　監督検査者は、監督検査の状況および存在する問題に対する是正意見を書面で記録し、監督検査者と検査される企業の責任者は署名する。

　　第二十八条 監査機関は、法定の職権、手続きに従い、省級備蓄食糧の財務収支状況に対して監査監督を実施する。

　　第二十九条 省備蓄食糧公司と貯蔵引受企業は、行政機関の監督検査に協力しなければならない。

　　いかなる機関および個人も、行政機関の監督検査活動を拒否、妨害、干渉してはならない。

　　第三十条 省備蓄食糧公司は、省級備蓄食糧の管理状況を定期的に統計、分析し、統計、分析の結果を省食糧と備蓄行政管理部門に報告しなければならない。

　　省備蓄食糧公司は、貯蔵引受企業の省級備蓄食糧の貯蔵・管理状況に対して定期的な検査を行わなければならない。省級備蓄食糧の数量、品質、貯蔵安全などに問題を発見した場合、速やかに処理しなければならない。省級備蓄食糧の貯蔵安全に危害を及ぼす重大な問題に対し、直ちに効果的な措置を取って処理し、省食糧と備蓄行政管理部門に報告しなければならない。

　　第三十一条 いかなる機関および個人も、本弁法に違反する行為について食糧と備蓄行政管理などの関連部門に通報する権利がある。

　　食糧と備蓄行政管理などの関連部門は、社会に監督、通報の方法を公開し、受け取った通報を速やかに確認し、処理を行い、あるいは法律に基づき移送処理を行い、通報者の情報に対し、法律に基づき秘密を守らなければならない。

第六章 法的責任
　　第三十二条 関連する行政管理機関、その他の機関およびその職員が省級備蓄食糧の管理作業において以下のいずれかに該当する場合、直接責任を負う主管者、その他の直接責任者に対して、法律、規則に基づき処分する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

　　（一）法律に基づき省級備蓄食糧に対する監督管理職責を履行せず、国家に損失をもたらした場合

　　（二）省級備蓄食糧の年間交替計画を適時に下達しない場合

　　（三）規定に従い省級備蓄食糧の貸付金を適時に全額支給しない場合

　　（四）省級備蓄食糧の財政補助金を適時に全額支給、清算しない場合、または占用したり、差し止めたり、流用したり、ピンはねする場合

　　（五）報告された省級備蓄食糧の数量、品質、貯蔵安全などに関する問題を速やかに審査し、処理しない場合

　　（六）財物を要求したり、受け取ったり、あるいはその他の利益を図る場合

　　（七）通報を受け取り、または違法行為を発見したが速やかに処理しない場合

　　（八）法律に基づき通報者に対して秘密を守らない場合

　　（九）法律・法規、規則の関連規定に違反するその他の場合

　　第三十三条 省備蓄食糧公司が本弁法第七条第二項、第十六条、第二十五条、第二十九条第二項、第三十条の規定に違反する場合、省食糧と備蓄行政管理部門は、是正を命じ、直接責任を負う主管者、その他の直接責任者に対して法律、規則に基づき責任を追及する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

　　第三十四条 貯蔵引受企業が本弁法第十四条、第十五条、第十六条、第二十五条、第二十九条第二項の規定に違反する場合、省食糧と備蓄行政管理部門は、是正を命じ、直接責任を負う主管者、その他の直接責任者に対して法律、規則に基づき責任を追及する。貯蔵引受企業が貯蔵条件を備えなくなった場合は、省食糧と備蓄行政管理部門は、速やかに調整を行わなければならない。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

　　第三十五条 省備蓄食糧公司および貯蔵引受企業が本弁法第二十二条の規定に違反し、省級備蓄食糧の貸付金または財政補助金を違法な手段で取得したり、詐取する場合、関連行政管理機関、その他の関連機関は、各々の職責に基づき、期限内に是正するよう命じ、法律に基づき懲戒する。違法な手段で取得したり、詐取した省級備蓄食糧の貸付金または財政補助金に対し、返還を命じなければならない。違法所得がある場合は、違法所得を没収する。直接責任を負う主管者、その他の直接責任者に対して、法律に基づき責任を追及する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第七章 付則
　　第三十六条 市（州）、県（市）人民政府は、本弁法の規定を参照して本級の備蓄食糧管理制度を制定することができる。

　　第三十七条 本弁法は、2021年9月1日より施行する。

 

一部の省政府規約の修正と廃止に関する吉林省人民政府の決定

（2021年12月27日吉林省人民政府令第275号発布）

国家、省機関の改革計画の配置要求をさらに徹底し、法律に基づき行政簡素化・権限委譲、権限委譲と管理の両立、サービス最適化の改革を推進するために、省政府は、機関改革、ビジネス環境最適化などに係わる省政府規約および実践において適用できなくなった省政府規約に対して整理を行った。整理後、33の省政府規約を修正し、廃止すると決定した。

　　一、9つの省政府規約の修正

（一）「吉林省高速道路管理弁法」の修正：

1.第三十六条第一項を「高速道路の経営管理機関は、交通行政主管部門が規定する経営サービス規範に基づき経営サービス活動を実施し、自発的に高速道路管理機関の監督検査を受けなければならない」に修正した。

2.第四十八条を「本弁法第三十六条の規定に違反し、高速道路の経営管理機関が経営サービス規範に従って経営サービス活動を実施しない場合、是正を命じ、法律に基づき処理しなければならない」に修正した。

（二）「吉林省気象調節管理弁法」の修正：

1.第八条を「気象調節機関は、国務院の気象主管機構が制定した気象調節作業者訓練標準に基づき、気象調節作業に従事する作業者に対して職場に就く前の訓練を行わなければならない。気象調節作業者は、関連する作業規範、操作規程を習得してから気象調節作業を実施することができる」に修正した。

2.第十一条の「民政、農業、水利、林業などの関連部門」を「農業農村、水利、天然資源、応急管理、林業、草原などの関連部門」に修正した。

（三）「吉林省企業信用情報管理弁法」の修正：

第四条の「省金融業務部門」を「省政務サービスとデジタル化建設管理部門」に修正した。

（四）「吉林省軍人救済優遇弁法」の修正：

1.第三条、第八条、第十条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第二十七条、第二十八条、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十五条の「民政部門」を「退役軍人業務主管部門」に修正した。

2.第十三条第二項、第十四条第三号の「民政」を「退役軍人業務」に修正した。

（五）「吉林省烈士表彰弁法」の修正：

第六条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第三十三条、第三十五条、第四十二条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条、第五十二条の「民政部門」を「退役軍人業務主管部門」に修正した。

（六）「吉林省自然災害救助弁法」の修正：

1.第四条、第十一条、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十七条の「民政部門」を「応急管理部門」に修正した。

2.第十六条、第二十二条、第二十五条の「民政などの部門」を「応急管理などの部門」に修正した。

3.第十一条第一項を「省人民政府の応急管理部門は、それぞれ財政、発展改革、工業と情報化、食糧と物資備蓄部門と共同で全省自然災害救助物資備蓄計画と備蓄倉庫計画を制定し、組織して実施する。そのうち、省食糧と物資備蓄部門は、関連部門と共同で省救災物資備蓄倉庫計画を制定し、組織して実施する」に修正した。

（七）「吉林省国有土地上住宅徴収と補償弁法」の修正：

1.第二十八条第一項を「徴収される者または住宅徴収部門が評価の結果にについて異議がある場合、評価報告書を受け取った日より10日以内に不動産価格評価機構に評価の再審査を申請することができる。再審査の結果について異議がある場合、評価再審査の結果を受け取った日より10日以内に、徴収される住宅の所在地の不動産価格評価専門家委員会に鑑定を申請することができる」に修正した。

2.第三十七条を「生産・営業停止損失の補償は、住宅が徴収される前の利益、生産・営業停止期間などの要素に基づき確定しなければならない。具体的な基準は、市・県級人民政府が制定する」に修正した。

（八）「吉林省建設プロジェクト品質管理弁法」の修正：

1.第三十八条を削除した。

2.第四十七条を第四十六条に修正し、その内容を「建設、踏査、設計、施工図審査、施工、工事監理、検査機関は、国家が規定する資格の範囲内で関連業務活動を実施しなければならない。その従業者は、国家の規定に従い業務訓練を受け、国家が職務証明書を取得すると規定する場合、試験に合格し、証明書を取得してから職場に就くことができる」に修正した。

（九）「吉林省車両船舶税実施弁法」の修正：

1.第三条を「車両、船舶の具体的な適用税額は、本弁法に添付されている「吉林省車両船舶税目税額表」に従うものとする」に修正した。

2.第四条第一項に第四号として「（四）応急救援専用ナンバープレートを掲げる国家総合性消防救援車両と国家総合性消防救援専用船舶；」を追加する。

3.第四条第二項を「エネルギーを節約し、新エネルギーを使用する車両、船舶は、車船税を減額または免除することができる。車船税を減額または免除する車両、船舶の範囲は、国家の関連規定に従うものとする」に修正した。

4.第六条の「省財政行政主管部門」を「省人民政府の財政部門」に修正し、「省地方税務機関」を「省税務機関」に修正した。

5.第七条、第十条、第十一条、第十三条の「地方税務機関」を「税務機関」に修正した。

6.第八条を「自動車第三者責任強制保険業務に従事する保険機関は、自動車車船税の源泉徴収義務者であり、法律に基づき車船税の代理受領、代理納付を行わなければならない」に修正した。

7.第九条を「車船税は、年ごとに申告し、月ごとに計算し、一回で年間の税金を全額納付する。源泉徴収義務者が車船税の代理受領、代理納付を行う場合、納税者は、自動車第三者責任強制保険を行うと同時に車船税を納付しなければならない。納税者が自ら車船税を申告し納付する場合、毎年1月1日から12月31日までの間に、その年の車船税を申告し納付しなければならない。納税者が車両、船舶を新規購入し、車船税を納付していない場合、車両、船舶の納税義務が発生した翌月の15日までに車船税を納付しなければならない」に修正した。

8.第十一条を「公安、交通輸送、農業農村などの車両船舶登記管理部門、車船税源泉徴収義務者の業界主管部門は、車両、船舶に関する情報の提供などにおいて、税務機関の車船税徴収管理作業に協力しなければならない」に修正した。

また、以上修正した省政府規約の関連条文の順序を調整した。

二、24の省政府規約の廃止

（一）「吉林省退役義務兵配置実施細則」（1988年11月10日吉林省人民政府令第4号公布、1997年8月15日吉林省人民政府令第66号「「吉林省退役義務兵配置実施細則」の修正に関する吉林省人民政府の決定」に基づき修正）を廃止する。

（二）「吉林省賃金基金管理暫定弁法」（1989年6月15日吉林省人民政府令第16号公布）を廃止する。

（三）「吉林省女性従業員労働保護実施弁法」（1989年9月11日吉林省人民政府令第25号公布）を廃止する。

（四）「行政事業性費用徴収の審査・決定に関する吉林省の若干の規定」（1992年1月13日吉林省人民政府令第52号公布）を廃止する。

（五）「吉林省森林病虫鼠害防除実施弁法」（1992年5月11日吉林省人民政府令第59号公布、1997年10月15日吉林省人民政府令第82号「「吉林省森林病虫鼠害防除実施弁法」の修正に関する吉林省人民政府の決定」に基づき修正）を廃止する。

（六）「吉林省統計報告書制作発行管理弁法」（1992年11月6日吉林省人民政府令第66号公布）を廃止する。

（七）「吉林省予算執行状況監査監督弁法」（1995年11月6日吉林省人民政府令第36号公布）を廃止する。

（八）「吉林省測量製図資格審査認証管理弁法」（1995年12月8日吉林省人民政府令第38号公布、1997年12月15日吉林省人民政府令第84号「「吉林省測量製図資格審査認証管理弁法」の修正に関する吉林省人民政府の決定」に基づき修正）を廃止する。

（九）「行政処罰聴取範囲における「高額の罰金」の額に関する吉林省人民政府の規定」（1997年1月13日吉林省人民政府令第58号公布）を廃止する。

（十）「吉林省東遼河流域水汚染防止弁法」（1997年12月31日吉林省人民政府令第87号公布）を廃止する。

（十一）「吉林省契約税実施弁法」（1998年2月27日吉林省人民政府令第89号公布、2019年12月17日吉林省人民政府令第272号「一部の省政府規約の修正と廃止に関する吉林省人民政府の決定」に基づき修正）を廃止する。

（十二）「吉林省省級予算収入監督管理弁法」（1999年5月27日吉林省人民政府令第109号公布）を廃止する。

（十三）「吉林省家畜家禽屠殺管理弁法」（1999年7月9日吉林省人民政府令第110号公布、2004年5月24日吉林省人民政府令第161号「「吉林省家畜家禽屠殺管理弁法」の修正に関する吉林省人民政府の決定」に基づき修正）を廃止する。

（十四）「吉林省民間社会福祉機構管理規定」（2001年3月30日吉林省人民政府令第121号公布）を廃止する。

（十五）「吉林省森林植物検疫実施弁法」（2001年3月30日吉林省人民政府令第122号公布、2007年11月6日吉林省人民政府令第195号「一部の政府規約の修正と廃止、現行の有効な規約目録の公布に関する吉林省人民政府の決定」に基づき修正）を廃止する。

（十六）「吉林省放射性廃棄物処理貯蔵弁法」（2001年6月23日吉林省人民政府令第125号公布）を廃止する。

（十七）「吉林省社会専門司法鑑定管理規定」（2002年1月21日吉林省人民政府令第136号公布）を廃止する。

（十八）「吉林省長白山生態食品発展促進弁法」（2004年3月4日吉林省人民政府令第157号公布）を廃止する。

（十九）「行政行為の規範化と法治政府の構築に関する吉林省の若干の規定」（2005年6月17日吉林省人民政府令第176号公布）を廃止する。

（二十）「政府税外収入の規範化に関する吉林省の管理弁法」（2007年7月24日吉林省人民政府令第190号公布）を廃止する。

（二十一）「吉林省耕地占用税実施弁法」（2009年2月4日吉林省人民政府令第202号公布）を廃止する。

（二十二）「吉林省不動産管理弁法」（2009年2月27日吉林省人民政府令第203号公布）を廃止する。

（二十三）「民間教育発展の促進に関する吉林省の若干の規定」（2010年1月29日吉林省人民政府令第209号公布）を廃止する。

（二十四）「吉林省保健用品管理弁法」（2011年6月25日吉林省人民政府令第224号公布）を廃止する。

本決定は、公布日より施行する。

　　

　　　　　　

吉林省科学技術奨励弁法

（2021年12月31日吉林省人民政府令第276号発布）

第一章 総則

第一条　本省の科学技術革新活動において突出した貢献をした個人、組織を奨励し、科学技術者の積極性、創造性を引き出し、革新による発展駆動戦略の実施を深く推進し、経済、社会の発展を促進し、科学技術強省を建設するために、「中華人民共和国科学技術進歩法」、「国家科学技術奨励条例」などの法律・法規に基づき、本省の実情に合わせて本弁法を制定する。

第二条　省人民政府は、以下の賞を含む吉林省科学技術賞を設立する。

（一）科学技術特別貢献賞
（二）自然科学賞
（三）技術発明賞
（四）科学技術進歩賞
（五）国際科学技術協力賞
他の国家機関、大衆団体および公務員法を参照して管理する事業組織は、科学技術賞を設立してはならない。

第三条　省科学技術奨励業務は、中国共産党による指導を堅持し、労働、知識、人材、創造を尊重するという方針を貫徹し、社会主義核心価値観を育成し、履行する。

第四条　吉林省科学技術賞の指名、審査および授与は、いかなる組織または個人の干渉も受けないものとする。

第五条　省科学技術行政部門は、吉林省科学技術賞の関連方法の制定、審査活動の組織を担当する。

第六条　省人民政府は、吉林省科学技術賞の審査作業における重大な問題の調整、処理を担当する省科学技術奨励委員会を設立する。

省科学技術奨励委員会のメンバーは、省科学技術行政部門が指定し、省人民政府に提出して承認を取得する。

第七条　社会的力量を奨励して科学技術賞を設立させ、科学技術奨励活動を実施させる。

社会的力量は、科学技術奨励活動を実施する場合、法律・法規、規約および国家の関連規定を遵守し、誠実信用、公益、公開の原則を堅持しなければならない。奨励活動において、いかなる費用も受け取ってはならない。国家の安全に危害を及ぼしたり、社会道徳、科学倫理に違反する賞を設立してはならない。

第二章　賞の設立と審査の条件

第八条　科学技術特別貢献賞は、以下の条件のいずれかに該当する個人に授与する。

（一）現代の科学技術の最前線で重大な突破を遂げ、または科学技術の発展において卓越した成果を上げた者

（二）科学技術の革新、科学技術成果の実用化、ハイテクの産業化において大きな経済的効果、社会的効果、生態環境的効果を創り上げた者

第九条　自然科学賞は、基礎的研究、応用の基礎的研究において自然の現象、特徴、規律を明確にし、重大な科学的発見をした個人、組織に授与する。

前項でいう重大な科学的発見は、以下の条件を備えなければならない。
（一）前人が発見していない、または明確にしていないもの

（二）重大な科学的価値を有するもの
（三）国内外の自然科学界に公認されたもの

第十条　技術発明賞は、科学技術知識を利用して製品、技術、材料、部品およびそのシステムなどにおいて重大な技術的発明をした個人、組織に授与する。

前項でいう重大な技術的発明は、以下の条件を備えなければならない。

（一）前人が発明していない、または公開されていないもの
（二）先進性、創造性、実用性を有し、発明特許を有するもの
（三）実施により顕著な経済的効果、社会的効果、生態環境的効果が生まれ、幅広い応用の見通しがあるもの

第十一条　科学技術進歩賞は、革新的な科学技術成果を上げ、応用、推進し、本省の科学技術の進歩、経済社会の発展に突出した貢献をした個人、組織に授与する。

前項でいう革新的な科学技術成果は、以下の条件を備えなければならない。

（一）技術革新性が突出し、技術指標が先進的なもの
（二）実用化、推進、応用後、顕著な経済的効果、社会的効果、生態環境的効果が生まれたもの
（三）業界の科学技術進歩の推進、民生改善、国防建設の促進などにおいて重大な貢献があるもの

第十二条　国際科学技術協力賞は、本省の科学技術事業に重要な貢献をした以下の外国人または外国組織に授与する。

　（一）本省の公民または組織と協力して研究、開発を行い、重大な科学技術成果を上げたもの
　（二）本省の公民または組織に先進的な科学技術を伝授し、人材を育成し、特に顕著な効果を上げたもの
（三）本省と外国間の国際的科学技術交流と協力の促進に、重要な貢献をしたもの

第十三条　科学技術特別貢献賞は2年に1回選出し、他の賞は年に1回選出する。

科学技術特別貢献賞、国際科学技術協力賞は等級を付けず、1回に授与する人数は2名までとする。

自然科学賞、技術発明賞、科学技術進歩賞は、それぞれ一等賞、二等賞、三等賞を設ける。

第三章　指名、審査および授与
第十四条　吉林省科学技術賞は、指名制度を実行し、自己推薦を受け入れない。候補者は、以下の機関または個人が指名する。

（一）区を設置する市級人民政府
（二）省人民政府の関連部門
（三）中央直属機関の吉林省駐在の各機関
（四）省科学技術行政部門が認定した専門家、学者または組織機構

第十五条　指名者は、厳格に指名方法に従い指名し、指名資料を提供し、資料の真正性、正確性に責任を負い、規定に従い相応の責任を負わなければならない。

指名方法は、省科学技術行政部門が制定する。

第十六条　科学技術活動において以下のいずれかに該当する場合、その個人または組織に対し、吉林省科学技術賞の指名、授与を行ってはならない。

（一）国家安全に危害を及ぼし、社会公共利益、人体健康を損ない、倫理道徳に違反する場合；
（二）科学的研究において不正な行為があり、国家、省の関連規定により、科学技術奨励活動への参加が禁止される場合；
（三）知的財産権、科学技術成果の達成機関または個人に紛争があり、解決されていない場合；
（四）同じ研究成果が国家または省・部級の科学技術奨励を獲得している場合；
（五）省科学技術行政部門が規定するその他の場合。

第十七条　審査活動は、公開、公平、公正の原則を堅持しなければならない。審査の専門家は、候補者と重大な利害関係があり、審査の公平、公正に影響を与える可能性がある場合は、回避しなければならない。

審査委員会の審査委員、審査活動に参加する審査専門家は、審査作業の規律を遵守しなければならず、審査委員、審査専門家の身分を利用して利益を求めたり、他の審査委員、審査専門家と共謀するなど、審査の公平、公正に影響を与える可能性のある行為を行ってはならない。

審査の方法は、省科学技術行政部門が制定する。

第十八条　吉林省科学技術賞は、異議制度を実行する。いかなる個人または組織も、吉林省科学技術賞の指名、審査などの公示事項について異議がある場合は、公示期間内に書面で実名により省科学技術行政部門に提出することができ、期限を過ぎて提出し、または匿名で提出する場合は受理しない。

省科学技術行政部門は、異議処理作業の規則、手続きに従い調査を行い、処理意見を省科学技術奨励委員会に提出して確認させ、処理させなければならない。

第十九条　省科学技術奨励作業は、誠実信用審査制度を実行する。省科学技術行政部門は、指名専門家、学者、組織機構、審査委員、審査専門家、候補者の科学的研究の深刻な信用失墜行為のデータベースの設立を担当する。

すべての個人または組織が吉林省科学技術賞の指名、審査の公平、公正に影響を与える可能性のある活動を行うことを禁止する。

第二十条　省科学技術行政部門は、学科（専攻）に従い、省内外の専門家から無作為に専門家を選択して学科（専攻）審査グループを作り、形式審査に合格した本学科（専攻）の範囲内の科学技術成果に対して初期評価を行う。

第二十一条　省科学技術行政部門は、関連学科（専攻）の専門家を集めて審査委員会を作り、初期評価結果の再評価を行い、受賞機関、受賞者および奨励等級の提案を提出する。

省科学技術奨励委員会は、審査委員会の提案に基づき、受賞機関、受賞者、奨励等級について決議を行う。

第二十二条　省科学技術行政部門は、省科学技術奨励委員会が各賞の受賞者、奨励等級について行った決議を審査し、省人民政府に報告し、省人民政府は、承認した場合、表彰の決定を知らせる。

第二十三条　科学技術特別貢献賞は、省長が署名し、証明書と賞金を授与する。

自然科学賞、技術発明賞、科学技術進歩賞は、省人民政府が証明書と賞金を授与する。

国際科学技術協力賞は、省長が署名し、証明書とメダルを授与する。

第二十四条　省科学技術行政部門は、指名と審査の方法、奨励総数、奨励結果などの情報を社会に公布し、社会の監督を受けなければならない。

国家安全に関わる秘密保持項目は、国家の秘密保持に関する法律・法規の関連規定を厳格に遵守し、項目内容の秘密保持管理を強化し、公布する場合は、適当な範囲内で公布しなければならない。

第二十五条　吉林省科学技術賞の賞金額は、省人民政府が決定、調整し、奨励経費、審査経費は、省財政予算に入れる。

第二十六条　吉林省科学技術賞の名義を利用して不正な利益を求める行為を禁止する。

第四章　法的責任

第二十七条　候補の個人または組織が吉林省科学技術賞の指名、審査の公平、公正に影響を与える可能性のある活動を行う場合、省科学技術行政部門は、通報批判を与え、その審査を受ける資格を取り消し、勤め先または関連部門は、法律に基づき処分を与える。

その他の個人または組織が吉林省科学技術賞の指名、審査の公平、公正に影響を与える可能性のある活動を行う場合、省科学技術行政部門は、通報批判を与える。関連候補者が責任がある場合は、その審査を受ける資格を取り消す。

第二十八条　審査委員、審査専門家が吉林省科学技術賞の審査作業の規律に違反する場合、省科学技術行政部門は、その審査委員、審査専門家の資格を取り消し、勤め先または関連部門は、法律に基づき処分を与える。

第二十九条　受賞者が他人の発見、発明またはその他の科学技術成果を剽窃したり、横領する場合、あるいはその他の不正な手段で吉林省科学技術賞を詐取する場合、省科学技術行政部門は、省人民政府に報告し、承認を得た後、奨励を取り消し、メダル、証明書、賞金を回収し、勤め先または関連部門は、法律に基づき処分を与える。

第三十条　指名された専門家、学者、組織機構が虚偽のデータ、資料を提供し、他人に協力して吉林省科学技術賞を詐取する場合、その指名資格を停止しまたは取り消し、勤め先または関連部門は、法律に基づき処分を与える。

第三十一条　本弁法第二十六条の規定に違反する場合、関連部門は、関連法律・法規の規定に基づき調査し処分する。

第三十二条　本弁法の規定に違反し、科学研究において深刻な信用失墜行為がある個人、組織に対し、科学研究の深刻な信用失墜行為のデータベースに記入する。

第三十三条　吉林省科学技術賞の審査組織作業に参加する人員が審査活動において職権を濫用したり、職務を怠ったり、汚職する場合、法律に基づき処分を与える。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第五章 付則

第三十四条　本弁法は、2022年3月1日より施行する。2012年5月26日に公布した「吉林省科学技術奨励弁法」は、同時に廃止する。

社会資本の林草業界参入の指導、グリーン経済発展の促進に関する吉林省人民政府の意見

吉政発〔2021〕5号

各市（州）人民政府、長白山管理委員会、長春新区、中韓（長春）国際協力モデル区管理委員会、各県（市）人民政府、省政府各庁・委員会・弁公室、各直属機関、吉林駐在の中央直属関連部門、機関宛
森林、草原、湿地などの天然資源は、陸地生態系の重要な部分であり、全省のグリーン経済発展の重要な拠り所でもある。習近平総書記の「緑水青山はすなわち金山銀山」という発展理念を深く貫徹し、省共産党委員会、省政府の「3つの五」戦略、「一主、六双」の産業空間配置を徹底し、科学的かつ効率的に林草資源を利用し、グリーン経済発展エンジンの構築を加速するために、社会資本の林草業界への参入を指導し、グリーン経済の発展を促進することについて、以下の意見を提出する。

一、グリーン経済の発展における社会資本の重要な役割を十分に果たす

習近平の新しい時代の中国特色の社会主義思想を指導とし、「中華人民共和国森林法」、「中華人民共和国草原法」などの法律・法規を基本的な準則として遵守し、林草資源の経営権をさらに秩序的に活性化し、社会資本が法律に基づき平等に資源要素を使用し、公然と、公平かつ公正に競争に参加できるよう保障し、各種経営主体の合法的権益を保護し、「生態建設産業化、産業発展生態化」の原則に基づき、の各種経営主体を指導して改革、革新、モデル転換・高度化を実施させ、グリーン発展を実現し、「造林する者が所有権を所有する」という政策を実行し、社会資本の創造活力を十分に引き出し、本省が「緑水青山はすなわち金山銀山」を実現するための発展ルートを広げる。

　二、林草資源開発の市場参入をさらに自由化する

の各種経営主体を指導して、分類して秩序的に林草資源を開発させ、利用させる。厳格に生態を保護する前提下で非保護重点区域の天然林、二級国家級公益林および地方公益林を利用して、適度に生態観光、レジャー・ヘルスケア、特色栽培・飼育などの産業を発展させることを許し、関連産業プロジェクトは、立案または実施する前に、県級以上の林草主管部門が専門家を組織して生態系の安全、生物多様性への影響について評価、論証を行う。人工商品林の経営権をさらに活性化し、生態機能を保障すると同時に、経営主体が法律、規則（標準）に基づき自主経営を実行し、集約化の生産措置により、経済林、林下経済および生態観光・ヘルスケアなどの産業を大々的に発展させ、林産物の産出量、経済的効果の最大化を求めることができる。

三、森林資源市場化流通プラットフォームを構築する

さらに林権体制の改革を深化し、林地の所有権、請負権、経営権「三権分置」の仕組みを完備し、社会資本、各種経営主体の合法的権益を保障する。国有持株の混合所有制林権流通経営会社の設立を模索し、森林資源資産評価、デジタル化林権取引管理などのシステムを完備し、各種経営主体に林草資源の資産評価、購入・保管、管理代行、取引（競売）、質入れおよび情報発布などのサービスを提供する。

四、社会資本の林草業界参入に対する用地支援を強化する

生態観光・ヘルスケア産業、氷雪経済産業および林産物加工産業の用地を各級国土空間計画に組み入れ、年間土地利用計画を適当に生態観光・ヘルスケア、氷雪経済および林産物加工プロジェクトに偏重させ、重大なプロジェクトの林地使用の審査・承認に対してグリーンチャネルを実行する。重点的な林草県域の都市・農村建設用地の増減を余剰の用地指標に連携させ、森林観光・ヘルスケア産業プロジェクト、氷雪経済プロジェクトおよび林産物産地一次加工プロジェクトを優先的に支援する。林産物加工企業が計画に符合し、用途を変えない前提の下、土地の利用率を高め、容積率を増加する工業プロジェクトに対し、土地の代価を増やして徴収しないようにする。

五、観光サービス開発用地の過渡期政策を実行する

各種経営主体および国有林業局、国有営林場は、既存の不動産を利用して宿泊、飲食などの観光施設を設立する場合、用地主体、計画条件を変えない前提の下、5年以内に引き続き元の用途、土地権利のタイプににより土地を使用する過渡期政策を享受することができる。過渡期が満了し、土地権利者が土地使用の手続きを申請する場合、配分用地目録の保留可能な配分に符合する場合を除き、他の場合は協議の方法により土地供給手続きを申請することができる。但し、土地使用権を回収して新たに譲渡すべきと法律・法規、行政規定などに明確に規定している場合、および国有建設用地配分決定書、賃貸借契約などに規定または約束している場合はこの限りではない。

六、林区の遊休資産を効果的に活用する

差別化の土地供給政策を実施し、「点状の土地供給」などにより営林場、林区の遊休建設用地を活用する。リース、請負、株式協力などにより、法律に基づき承認または審査の手続きを履行する前提の下、林区内の生産、生活のエリア、空き地、建物などの施設、設備を改造、利用して林草産業を発展させるよう社会資本を奨励する。

七、林草の固定資産、施設の利用率を向上させる

林草企業または国有営林場が経営、使用する生態保護、森林経営、科学的研究、監視などの固定資産、公共インフラが長期間または季節的に遊休する場合、遊休期間には、経営者は、社会資本と協力して氷雪観光、避暑・レジャー、科学普及教育および研究、学習などのサービス活動を実施することができる。国有営林場が管理する固定資産、公共インフラを利用してサービス活動を実施する場合は、審査・承認手続きを履行しなければならず、サービス活動の収入は、法律、規則に基づき管理し、使用しなければならない。

八、社会資本を支援して生態プロジェクトの建設に参加させる

各種生産経営主体は、植樹造林、都市・農村緑化、森林回復などの生態プロジェクトを実施する場合、「造林技術規程」（GB/T 15776-2016）の国家標準に規定する最低の初期植林密度に基づき、造林密度、樹種の組み合わせを自主的に確定することができる。同時に、人工造林樹種の制限を緩和し、全体の生態機能に影響しない前提の下、高い経済的利用の価値を有する樹種、成長が速く収穫が多い樹種および大径級用材樹種を作り、指向育成を実行することができる。

九、社会資本を奨励して規模化の生態回復整備を実施させる

経営主体が集中的に広域で植樹造林、砂漠化整備、森林資源管理保護などの生態回復・保護を実施し、経営規模が50ヘクタール以上である場合、土地管理に関する法律・法規、国土空間計画に符合し、法律に基づき審査・承認手続きを行い、節約、集約の土地使用を堅持する前提の下、3%以下（15ヘクタール以下）の整備面積を利用して観光、ヘルスケア、運動、レジャーサービス、施設農（林）業、加工流通などの経営活動を実施し、付帯施設を建設することができる。

十、木本食糧・油と林下経済基地の建設を加速する

新しい耕地再森林化政策を実施し、第1回の耕地の再商品林地化に対して林相改造を実施するなどを通じて、各種経営主体、大手造林業者を支援して木本食糧・油産業、林下経済産業を開発させる。第1回の耕地再生態林化地に対し、科学的に評価する上、法律、規則に基づき林種を調整し、ベニマツ、クルミなどの良好な水源涵養・水土保持機能を有する木本食糧・油樹種を栽培することができる。既存の木本食糧・油の品種構造を調整、最適化し、産出能力、生態経済の総合効果を向上させるものに対し、林木伐採の審査・承認などにおいて支援を与える。各種経営主体奨励して積極的に林果、林薬、林菌、林苗、林花、林禽、林畜、林蜂および林下蛙養殖などの林下栽培・養殖産業の発展モデルを模索させ、製品採集、経営加工、森林レクリエーション、森林ヘルスケアなどの資源利用を統一的に計画し、川上・川下産業の融合発展を促進する。

十一、産業基地付属施設の建設を保障する

林地、園地、耕地復元地で木本食糧・油経済林を開発するものに対し、関連する規定、標準に符合する必要な生産道路、水電施設、生産資材倉庫、採集製品倉庫の建設を許可する。林下経済産業の開発は、林木を伐採せず、樹木の成長に影響を与えず、汚染を引き起こさない前提の下、林間空地を利用して必要な生産管理保護施設、生産資材倉庫、採集製品の臨時貯蔵倉庫を建設することを許可し、関連する用地は、林業生産のための施設用地として管理することができ、関連する手続きを行う。建設用地の審査・承認手続きが必要な場合は、法律に基づき行わなければならない。

十二、関連する税金政策を実施する

大手林草業者、家庭営林場、農民合作社が自ら生産し自ら販売する林下栽培・飼育製品、経済林製品が税収に関する法律・法規の関連規定に符合する場合、増値税を免除する。新型経営主体が林草プロジェクトに従事する所得が税法に規定する条件に符合する場合、企業所得税を免除する。林産物加工企業は、関連規定に基づき増値税仕入税額の査定控除試行への組み入れを申請することができ、税法に規定する条件に符合する林産物一次加工の所得は、企業所得税を免除する。直接、林草産業の発展に用いる生産用地は、規定に基づき都市土地使用税を免除する。各種経営主体は、国家農業機械補助種類の範囲に組み入れられている生産施設、倉庫・乾燥設備を購入する場合、農機具購入補助金を申請することができる。森林経営育成、特色産業基地建設、林下経済開発、林産物一次加工を実施するための電力は、農業生産用電力価格を実行する。

十三、社会資本の自主革新を支援する

社会資本は、独立してあるいは研究教育機関と共同で林草技術の革新、製品の研究開発を実施する場合、省林草局に科学技術成果の認定を申請することができ、認定に合格した科学技術成果は、国家林草科学技術成果データベースに組み入れて管理することができる。積極的に標準制定を実施し、省林草局を通じて省市場監督管理部門に地方標準の承認を推薦するよう企業を奨励する。執行が必須の強制的国家標準を除き、経営主体は、生産経営において自主的に現地および関連分野に適する推薦的国家標準、業界標準、地方標準または団体標準の執行を決定することができ、執行する標準を公開する。

十四、グリーン経済発展資金の投入を強化する

奨励金の代わりに補助金を支給する、融資利子補給など様々な形式により、継続的に林草産業発展に対する支援を強化し、政府政策がリードし、社会資本投入を主とし、従業員と林業農民が広く参加する多元化の投入メカニズムを徐々に構築する。社会資本が投資する林草産業の重大なプロジェクトが中央の支援方向に符合する場合、国家の関連部門の資金支援の獲得に積極的に協力する。

十五、林草業界のビジネス環境の構築を強化する

林草に関する地方的法規の制定、改訂を加速し、市場の公平競争を妨害する各種規定を全面的に整理し、社会資本が森林、林地、草原、林木などの資源を利用して林草産業を開発する場合、法律、規則に基づき参入条件を緩和し、追跡サービスを確実に実施しなければならない。

十六、社会資本の林草参入に関する政策の調整メカニズムを構築する

各級政府は、林草資源の合理的利用、産業発展を高度に重視し、目標、任務を明確にし、責任の分担を細分化し、政策、措置の確実な実施を確保しなければならない。発展改革、財政、天然資源、農業農村、税務、文化と観光、科学技術、市場監督管理、林草などの関連部門および金融機関は、職責分担に従い調整、協力を強化し、企業を助けて直面する困難、問題を解決しなければならない。庁・局長「直通車」などの制度を利用して、政策の実施状況を適時に把握し、発展の実情に基づき、関連する政策、措置を継続的に調整し、完備させ、政策の一貫性、実効性を維持し、社会資本の投資、発展に良好な環境を作る。
本意見における社会資本、各種経営主体に対する政策は、国有営林場、国有森林工業企業、国有森林経営局にも適用される。

 

吉林省人民政府      
2021年3月5日      
　　（この公文書は公開発行するものである。）
さらに民営経済（中小企業）の発展を支援するための若干の政策措置に関する吉林省人民政府の通知

吉政発〔2021〕14号

各市（州）人民政府、長白山管理委員会、長春新区、中韓（長春）国際協力モデル区管理委員会、各県（市）人民政府、省政府各庁・委員会・弁公室、各直属機構、吉林駐在の中央直属関連部門、機関宛：

民営経済と中小企業は、新しい時代の経済発展にとって最も潜在力、活力、創造力を有する重要な力であり、成長の安定化、改革の促進、構造の調整、民生の改善、リスクの防止において極めて重要な役割を果たしており、吉林の振興、発展を実現するための重要な環節となっている。中国共産党中央委員会、国務院の決定と計画を深く貫徹し、省共産党委員会の関連要求を実行し、民営経済（中小企業）の発展をさらに支援し、民営経済と中小企業の発展を制限する突出した問題を解決し、市場主体の活力と内生動力を強化し、大企業が堂々と立ち、小企業が至るところに満ち溢れるという発展局面をできるだけ早く形成し、全省の経済社会の発展を強力にサポートするために、関連する政策措置について以下のとおり通知する。

一、革新的発展の新たな駆動力の育成に注力する

（一）継続的に「個転企（個人経営者から企業への転換）」を支援する。「個転企」特別行動を引き続き実施し、「個転企」スマート指導プラットフォームを構築し、「個転企」の登記登録、支援政策との正確なマッチングに効率的かつ便利なサービスを提供する。「個転企」を支援する政策体系を健全化、完備し、2021年末までに「個転企」の発展を支援する政策措置3.0版を実施し、2025年末までに25000の「個転企」企業が増えるよう努力する。（責任機関：省市場監督管理庁）

（二）「専精特新（専門化、精密化、特徴化、斬新化）」企業の加速発展を支援する。「専精特新」中小企業育成計画を実施し、年間売上高が1000万元以上、年間研究開発費用の投入の割合が1.5%を超え、全省の重点産業に対してチェーン強化の役割のある革新型中小企業の育成に力を注ぐ。「十四五」期間には、累計1億元の省級中小企業と民営経済発展の特別資金を手配し、省級以上と認定された「専精特新」中小企業に対し、融資利子補給、奨励、補助などの支援を与え、2025年末までに1000の省級「専精特新」中小企業を育成する。（責任機関：省工業と情報化庁、省財政庁）

（三）企業の研究開発投資の増加を支援する。企業研究開発費用を75％追加控除する政策を引き続き実行し、製造業企業の追加控除比率を100%に引き上げ、企業を奨励して研究開発準備金制度を設立させる。吉林省科学技術企業R&D経費投入指導計画を実施し、吉林省の行政区域内で登録、登記し、新製品、新技術の開発、応用に従事し、条件に符合する中小企業のR&D経費投入の増加部分に対して後補助金を与える。（責任機関：省科学技術庁、省財政庁、省税務局、省統計局）

（四）企業を支援して基幹技術の研究開発を実施させる。科学技術計画立案、任務配置、組織管理の方法を完備し、中小企業の研究開発任務引き受け比率を引き上げる。国家科学技術の重大な特別プロジェクトをリードして実施する中小企業に対し、省級科学技術計画プロジェクトを申告する際に重点的な支援を与える。国家級産業技術革新センター、国家技術革新モデル企業などの技術革新キャリヤを創設した企業に対し、省級特別資金から支援を与える。（責任機関：省科学技術庁、省工業と情報化庁）
（五）技術資源の開放を推進する。公立大学、公立研究機関に対し、中小企業に実験室などのサービス資源を開放し、吉林省公立大学、公立研究機関技術資源開放目録を設立し、中小企業に公益サービスを提供し、市場価格を下回るサービス費用を受け取るよう支援する。（責任機関：省教育庁、省科学技術庁、省工業と情報化庁）

二、融資問題の解決に注力する

（六）安定した効率的な増分信用貸付支援を提供する。引き続き単一与信総額が1000万元以下の普恵型小規模・零細企業向けの貸付を重点とし、2021年に、このような貸付は、年初に比べて増加率が他の貸付の増加率を下回らず、貸付の残高のある貸付対象数が年初のレベルを下回らないという「両増」目標を実現するよう努力する。貸出基準金利に基づき小規模・零細企業の貸出利率を合理的に確定し、2021年に放出した普恵型小規模・零細企業向け貸付の利率が2020年の上、引き続き安定することを確保する。企業救済政策の安定した連携を確保し、普恵型小規模・零細企業向け貸付の元利払い猶予政策を2021年12月31日まで延期する。（責任機関：吉林銀行保険監督管理局、人民銀行長春中心支店）

（七）企業信用貸付の不足を補足する。継続的に大中小企業信用貸付サービスのカバー範囲を拡大し、引き続き初回貸付、継続貸付、信用貸付の投入規模を拡大し、重点的に先進製造業、戦略的新興産業および産業チェーンのサプライチェーンに対する自主的な制御可能な中長期信用貸付支援を増加する。「吉企銀通」プラットフォームと「信易貸」プラットフォームを十分に利用して、全省中小企業「初回貸付者」情報データベースを設立し、「初回貸付者」中小企業推薦メカニズムを完備し、金融機関の「初回貸付者」内部考課評価指標任務を実施し、初回貸付の範囲拡大と量増加を促進し、2025年末までに、全省で中小企業の「初回貸付者」が15000増え、中小企業の「初回貸付者」に対して累計200億元の貸付を放出するよう努力する。（責任機関：省地方金融監督管理局、省政務サービスとデジタル化局、吉林銀行保険監督管理局、省財政庁）

（八）貸付の抵当、担保の範囲を拡大する。核心企業に対し、中征売掛金融資サービスプラットフォームを通じて、その上流サプライヤーのために売掛金の真実性を確認するよう奨励し、サプライチェーンの核心企業と中征売掛金融資サービスプラットフォームとのシステム接続を推進する。銀行業の金融機関に対し、産業チェーンのサプライチェーンの取引データ、キャッシュフロー、物流情報を拠り所に、リスクを管理する前提の下、川上・川下中小企業向けの信用融資、売掛金、前渡金、在庫、倉庫証券などの動産の担保融資業務を秩序的に発展させるよう奨励する。知的財産権の担保融資チャネルを増やし、利子補給により中小企業の融資コストを低減する。（責任機関：吉林銀行保険監督管理局、省地方金融監督局、省財政庁、省市場監督管理庁、人民銀行長春中心支店）

（九）政府性融資担保支援を提供する。各級政府性融資担保、再担保機構は、持続可能な経営を前提として、適時に担保料率を引き下げ、平均担保費率を徐々に1%以下に引き下げ、5年以内に全省の政府性担保機構の新規貸付担保額が3000億元、新規担保企業が30000社に達するよう努力する。（責任機関：省地方金融監督管理局、省財政庁）

(十) 「政采貸（政府調達契約融資。政府調達落札サプライヤーに対する融資）」を積極的に推進する。サプライヤーと商品倉庫が資源を共有する電子ショッピングモール「一枚網」を構築し、市 (州) 、県 (市) 電子ショッピングモールの構築を推進し、購買者の便利化需要を満足し、政府調達の効率を向上させる。中征売掛金融資サービスプラットフォーム、「吉企銀通」を拠り所に、政府調達融資を実施し、金融機関の政府調達融資に条件を提供する。(責任機関:省財政庁、省地方金融監督管理局、人民銀行長春中心支店)

三、企業の負担を継続的に軽減する

（十一）企業の税金コストを低減する。2021年12月31日以前に、増値税の小規模納税者の課税販売収入に対し、3%の徴収率を適用していたが、1%の徴収率で増値税を徴収する。2021年4月1日から2022年12月31日まで、月間売上高が15万元以下の増値税の小規模納税人に対し増値税を免除する。（責任機関：省税務局）

（十二）企業の電力コストを低減する。中小企業を奨励して電力市場化取引に参加させ、「吉林省工業と情報化庁が重点工業企業に風力発電の直接取引への参加を推薦するための作業弁法（暫定）」（吉工信電力〔2021〕161号）における取引支援条件に符合し、各地区の工業の安定した成長に対して一定の支持の役割を持つ中小企業に対し、風力発電取引指標支援を与える。電力転送環節の料金徴収に対して特別検査を実施し、電力転送主体の料金徴収行為を規範化し、電力価格優遇政策がエンドユーザーに利益をもたらすよう確保する。（責任機関：省エネルギー局、省工業と情報化庁、省市場監督管理庁）

（十三）企業のネットワーク利用コストを低減する。中小企業ブロードバンドネットワーク品質向上活動を実施し、ブロードバンドネットワークに接続しており、条件を備える中小企業に対し、無料で100Mbps（メガビット毎秒）にスピードアップする。100Mbps以上に達している中小企業に対し、そのブロードバンド、専用回線およびその他の業務全体の費用を10%以上引き下げる。（責任機関：省通信管理局、省工業と情報化庁）

（十四）企業の公共サービスコストを低減する。省級中小企業公共サービスプラットフォームをハブとし、市県の中小企業サービス機構と重点開発区の公共サービスプラットフォームを基幹とする一体化の中小企業公共サービスネットワークを完備し、中小企業に融資、情報、技術、創業、人材、教育などのサービスを提供する。中小企業に公益または安価なサービスを提供する中小企業公共サービスプラットフォームに対し、規定に従い20万元以下のサービス費用補助金を与える。（責任機関：省工業と情報化庁、省財政庁）

（十五）企業の管理コストを低減する。企業のリーン管理モデルを大々的に推進し、スマート製造システムソリューションサービスプロバイダーの育成に注力し、「十四五」期間中、自動車、石油化学、医薬、食品、装備などの重点業界で推進、複製、ベンチマークが可能なリーン管理のモデル企業を100社育成し、省級中小企業と民営経済発展特別資金は、リーン管理のモデル企業に対し、規定に従い支援を与える。（責任機関：省工業と情報化庁、省財政庁）

四、サービスの質と効率を継続的に向上させる

（十六）「証照分離（営業許可証と経営許可証の審査・承認の分離）」改革の反復高度化を推進する。第二回の「証照分離」改革を深く推進し、審査・承認の取り消し、審査・承認の登録への転換、告知承諾などの中央権限の効果的な実施を確実に行い、審査最適化などの省級権限の告知承諾への転換を推進し、より多くの中小企業の「参入許可はすなわち経営許可」の実現を助力する。国務院の「環節低減、材料低減、時限低減、費用低減」の要求を実施し、世界銀行の企業設立評価基準にベンチマークし、「一網通弁、一日弁結（1つのシステムで一括処理し、1日ですべてを済ます）」を確保する上、2021年末までに中小企業設立の無料を実現する。（責任機関：省市場監督管理庁）

（十七）高品質の創業キャリアの建設を加速する。多元的投資の中小企業創業インキュベーション基地の設立を奨励、支援し、一群の国家級創業インキュベーションモデル基地を設立し、中小企業を創業インキュベーション基地に進出して発展し、創業コストを低減するよう指導する。省級創業インキュベーション基地の不動産税と土地使用税の優遇政策を実施し、省級中小企業と民営経済発展特別資金は、規定に従い基地運営費用の補助金を与え、2025年末までに、省級創業インキュベーション基地が400に達し、国家級創業インキュベーションモデル基地が30に達するよう努力する。産業と教育の融合、学校と企業の協力を推進し、中小企業の経営管理人材、専門技術人材、技能人材の育成をさらに強化し、創業訓練財政補助政策を実施し、起業者の起業能力を確実に向上させる。（責任機関：省工業と情報化庁、省税務局、省教育庁、省人的資源社会保障庁、省財政庁）
（十八）企業の歴史的問題の解決を推進する。部門協調連動メカニズムを整備し、「一企一策（企業別に政策を実行する）」により、重点開発区の企業プロジェクト建設に関わる計画、土地、環境保護、消防などの歴史的なノード問題を集中的に調整して解決する。政府の信用遵守・約束履行に対する特別監督検査を継続的に実施し、国家利益、公共利益またはその他の法定事由により契約約束を履行できなくなり、または政府承諾を果たすことができなくなるために損失を被った中小企業に対し、政府と関連部門は、法律に基づき補償を与え、中小企業の合法的権益を確実に保護しなければならない。（責任機関：省政務サービスとデジタル化局、省天然資源庁、省生態環境庁、省工業と情報化庁、省公安庁、各地政府）

（十九）企業サービスメカニズムを実施する。「企業サービスウィーク」、「吉林省企業家デー」活動を定期的に開催し、企業減税・費用低減、融資マッチング、科学技術革新、人材導入育成、司法権益保護、プロジェクト促進、公平競争などのサービスを実施する。「万人助万企行動（万人が万企業を助ける活動」を継続的に実施し、上下協力を強化し、人、責任、時限を定めて正確なサービスを実施し、等級別に、種類別に企業発展における問題を解決する。（責任機関：「全省企業サービスウィーク」活動の指導グループのメンバー機関）

五、政策措置の実施を統一的に計画し推進する

（二十）組織、調整を強化する。省中小企業（民営経済）発展促進作業指導グループは、政策措置の実施を統一的に計画し推進し、指導グループ弁公室（省工業と情報化庁）は、日常の業務を担当し、各責任機関は、職責分担に基づき重点任務を遂行し、上下連動、協同協力、全体推進の業務パターを形成する。

（二十一）政策が基層に直接到達する業務メカニズムを整備する。政策実施主体の責任を強化し、各責任機関は、「五化」標準に基づき業務の目標と措置をさらに細分化し、スケジュールと路線図を制定し、政策が基層に直接到達し、責任を徹底するためのリストと事務処理ガイドを作成し、対象、享受条件要素、処理場所および実現方法を明確にする。常態化の配置メカニズムを整備し、基層に深く入り込んで調査、研究を行い、重点・難点・渋滞問題を調整して解決し、政策措置の実施を逐一推進する。

（二十二）宣伝を強化する。各責任機関は、様々な形式により、政策実施、環境最適化、企業サービスなどにおける経験、取り組み方および成果を大々的に宣伝し、全社会で民営経済と中小企業の発展を重視、配慮、支援する濃厚な雰囲気を作り出さなければならない。

  

吉林省人民政府               

2021年7月22日               
　　（この公文書は公開発行するものである。）
全省の国家級開発区の高品質発展の推進の加速に関する吉林省人民政府の実施意見

吉政発〔2021〕16号

各市（州）人民政府、長白山管理委員会、長春新区、中韓（長春）国際協力モデル区管理委員会、各県（市）人民政府、省政府各庁・委員会・弁公室、各直属機構、吉林駐在の中央直属関連部門、機関宛
　　「国家ハイテク産業開発区の高品質発展の促進に関する国務院の若干の意見」（国発〔2020〕7号）および国家級開発区の革新的発展の推進に関する国務院の決定と配置を貫徹・実施し、本省の国家級開発区（国務院に承認された国家級経済技術開発区、ハイテク産業開発区、辺境経済協力区および総合保税区をいう）の高品質発展の推進を加速するために、本省の実情に合わせて以下の実施意見を提出する。

　　一、ビジネス環境を継続的に最適化する

　　（一）権限委譲を強化する。権限・責任一致の原則に基づき、企業設立、証明書発行、プロジェクト建設行政審査・承認の全チェーンに焦点を当て、国家級開発区の発展上の需要を志向とし、「料理注文」の方法により国家級開発区に地市級経済管理権限を付与し、「委譲すべき権限はすべて委譲する」ようにし、権力運用の実行可能、スムーズ、高効率を確保し、「区内の物事は区内で処理する」を実現する。（省級経済管理権限の委譲は、省商務庁がリードして担当し、地市級経済管理権限の委譲は、国家級開発区所在地の市〔州〕政府が担当する。）。企業投資プロジェクトの不備審査・承認、「標準地+承諾制」などのモデルの推進を加速する。（国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（二）直接報告チャネルメカニズムを整備する。国家級開発区に省政府承認・報告事項の直接報告権を付与する。国家級開発区は、同時に報告事項の写しを所在地の政府および関連部門に提出する。（省発展改革委員会、省科学技術庁、省人的資源社会保障庁、省天然資源庁、省生態環境庁、省住宅都市農村建設庁、省商務庁、省市場監督管理庁などの部門および国家級開発区所在地の市〔州〕政府は職責分担に従い担当する。）

（三）自由貿易試験区の改革経験を複製して推進する。積極的に国家級開発区を促して、自身の発展上の需要に合わせて、自由貿易試験区投資貿易の自由化、便利化、金融開放革新、事中・事後監督管理、サービス体系支持などにおける改革試行経験の複製を加速させる。（省商務庁、長春税関などの部門および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　二、体制、メカニズムの改革を深化する

　　（四）開発区の管理体制を完備する。国家級開発区の管理機構は、経済発展、投資サービスの主要責任、主要業務を突出させ、現地の実情に応じて社会管理職能を簡素化または剥離し、所在地の政府に依存して社会管理業務、公共サービス業務、市場監督管理業務を実施し、国家級開発区の発展に適し、効率的な最適化協同が可能な組織構造を構築しなければならない。政府の業務部門による国家級開発区への駐在機構派遣を厳格にしっかりと管理する。国家級開発区を奨励して管理委託、統合などによって最適化、改善を実現させる。（省共産党委員会機構編制委員会弁公室、省商務庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（五）パフォーマンス激励メカニズムの改革を深化する。国家級開発区を支援して、人材身分の制限を模索して打破させ、承認された場合は、任用制と個人資料封印保存制を実行し、人員が入ることも離れることもでき、職務が昇格することも降格することもできる人事管理体制を作り上げることができる。業績を志向とするパフォーマンス考課評価体系を構築し、厳格に考課し、賞罰を明らかにするパフォーマンス激励メカニズムを形成するよう支援する。兼職兼給、年俸制、合意給与制など様々な分配システムの実行を許可する。投資誘致、革新・起業、サービス効果などを考課激励の範囲に組み入れることを許可し、国家級開発区の幹部と大衆の情熱を全面的に引き出す。（省人的資源社会保障庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（六）市場化運営を奨励する。国家級開発区を奨励して「管理委員会+会社」の管理モデルを推進させる。国家級開発区の企業または建設主体の上場による資金調達を支援し、本部と主要事業が共に吉林省にあり、主板、創業板、科創板に上場した企業に対し、省級開発区は1000万元の奨励金を与え、市級開発区と国家級開発区は財力に応じて資金支援を与えることができる。（省財政庁、省商務庁、省地方金融監督管理局、吉林証券監督管理局および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（七）科学技術体制の改革を率先して推進する。国家級開発区に対し、イノベーション主導型発展戦略を大々的に推進し、国家と本省の各科学技術革新政策を全面的に実施し、先進的な国家級開発区の成功経験を学び、参考にし、科学技術成果の「三権」改革の推進、科学技術革新融資リスク補償メカニズムの構築などにおいて積極的に革新し、各種の革新主体と科学技術者の革新活力を継続的に引き出すよう支援する。（省科学技術庁、省地方金融監督管理局および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　三、産業の構造転換と高度化の推進を加速する

　　（八）現代の産業体系を構築する。「産業規模を拡大し、発展の質を向上させ、産業効果を増加する」という発展の目標に焦点を当て、国家級開発区に対し、産業の高品質発展の推進を目立つ位置に置き、恵まれた地域資源、当地の基礎的条件に立脚し、伝統産業を改造し、昇格させ、新興産業を育成し、壮大にし、主導産業を大いに発展させ、強化するよう支援する。研究開発の協力、技術の交差許可、投資、合併買収、再編などにより産業生態圏を形成、拡大し、産業チェーン上流・下流のハイテク企業をインキュベート、育成し、関連産業の協同発展を牽引し、主導産業の集積効果とブランドの優位性を継続的に向上させる。省の重大な産業プロジェクトを優先的に国家級開発区に計画し、配置する。省・市の各級、各種産業資金は、規定に従い偏重、適当な支援を与えることができる。国家級開発区に対し、政策を実施して成長エネルギーの転換、更新を推進し、生産能力の低い企業の生産様式転換・高度化改造および更新を実現させるよう奨励する。（省発展改革委員会、省科学技術庁、省工業と情報化庁、省財政庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（九）グリーン・集約的発展を推進する。国家級開発区は、資源節約、環境参入制限を厳格に実施しなければならない。国家級開発区に対し、グリーン製造の試行・モデルプロジェクトを実施し、循環化改造を大々的に実施し、循環産業チェーンを完備し、公共施設の共同建設、共有、エネルギーのカスケード利用、資源の循環利用、汚染物の集中安全処置などを推進するよう支援する。クリーンエネルギー、低炭素エネルギーの使用を推進し、電気、熱、冷、ガスなど様々なエネルギーが協同して互いに支援する総合的エネルギープロジェクトの建設を奨励する。グリーン・低炭素の転換発展を努めて実現する。国家級開発区を支援して国家生態工業モデル園区を創設させる。（省発展改革委員会、省工業と情報化庁、省生態環境庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）
　　（十）産業クラスターの形成を加速する。産業のクラスター化発展を堅持し、高品質の工業プロジェクトの開発区への集中を積極的に指導し、産業の集積、資源の集約、グリーン発展を促進し、開発区の規模経済の効果を確実に活かす。国家級開発区は、立地の特徴、恵まれた資源、産業基礎、環境容量などの要素に合わせて1-2の主導産業と優位産業を確定し、精力を集めて産業クラスターを構築し、リーディング企業を牽引役とし、産業チェーンの重要な製品、革新チェーンの重要な技術をコアとしてハイライトを育成し、ブランドを構築し、競争力、影響力を有する区域内のチェーン型産業発展の「回廊帯」の形成を加速しなければならない。国家級開発区に対し、技術の集団的突破を支えとして革新型産業クラスターを育成し、発展させ、ハイテク産業化基地を建設するよう支援する。（省科学技術庁、省商務庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（十一）全産業チェーンの発展を推進する。全産業チェーンのレベル向上を産業クラスター発展の主攻方向とする。国家級開発区は、1-2の産業チェーンを重点的に構築し、重点分野、重要な環節に焦点を当てて、産業チェーン投資誘致地図を作成し、産業チェーン投資誘致指導目録を制定し、発布しなければならない。また「チェーン延長、チェーン強化、チェーン補足」プロジェクトを深く推進し、産業チェーンの「チェーン長制」を整備しなければならない。国家級開発区所在地の市（州）または県（市）の主要指導者は、チェーン長を務め、産業チェーンの発展における重点・難点問題、重大な事項を調整し、解決し、関連する政策措置を研究し、制定する。国家級開発区管理委員会の主要責任者は、副チェーン長を務め、産業チェーン発展に関する具体的な作業を組織して推進する。重点産業チェーンの「橋渡し」プロジェクトを実施し、産業チェーンについて積極的に革新チェーンを配置し、より多くの優位性技術の重点産業チェーンへの応用延伸を推進し、産業チェーンの自主革新能力を継続的に向上させる。（国家級開発区所在地の市〔州〕、県〔市〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）
　　（十二）投資誘致にさらに力を注ぐ。積極的に省級投資誘致プラットフォームを構築し、産業移転のきっかけをつかみ、「海外進出」、「導入」により国家級開発区に対する宣伝、推薦を強化し、戦略的投資家、重大なプロジェクトの交渉、マッチングを行う際に、国家級開発区に重点を置く。投資誘致の方式、方法を革新し、投資誘致チームの役割を十分に活かし、ビジネスリソースによる投資誘致などを利用する正確な投資誘致、産業チェーン投資誘致の大々的な実施を奨励する。地方政府、国家級開発区を奨励して、規定に基づき自ら投資誘致の奨励政策、優遇政策を実施させ、より多くの投資家を引き付けさせる。（省商務庁および国家級開発区所在地の市〔州〕、県〔市〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（十三）全方位的な協力を強化する。力を入れて「双循環」を貫通し、「5つの協力」を全面的に深化し、条件を備える国家級開発区に対し、国際協力園区、省間協力園区を建設し、飛地経済政策に基づき利益共有、データ共有、資源共有を実現し、また生産能力の協力を実現するよう支援する。国家級開発区を支援して、本省の国家級辺境経済協力区を優先的に選択してペアリング援助協力を実施させる。積極的に条件を整え、本省の先進的な国家級開発区の主導的役割を十分に活かし、臨時就任、訓練、協力などにより、省内の国家級開発区の「先進が後進を指導し、後進が先進に追い付く」ことを実現する。（省商務庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　四、革新的な生態を整備し、完備する
　　（十四）ハイエンドの革新資源を集める。国家級開発区に対し、激励政策を実施し、省級以上の重点実験室、科学技術（技術）革新センター、国際科学技術協力基地、臨床医学研究センターなどの高レベルの科学技術革新プラットフォームを取り入れて国家級開発区で科学技術成果移転・実用化機構を建設させるよう奨励する。

　　国家級開発区内の新たに認定された重大な科学技術革新プラットフォームが申告した科学技術プロジェクトに対し、省科学技術発展計画を通じて重点支援または優先支援を与える。強い研究力を有する大学を推進して国家級開発区に特色化、専門化の大学科学技術園を建設させる。国家級開発区を奨励して革新的発展特別資金を設立させ、区内企業を支援して国家、省の重大な科学技術特別プロジェクト、科学技術インフラの建設に参与させる。（省教育庁、省科学技術庁、省財政庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）
　　（十五）科学技術サービス体系を健全化する。国家級開発区に対し、インキュベーション・育成体系の完備を加速し、優位専門分野を中心に専門化のインキュベーター、大衆起業空間、アクセラレーターを建設し、積極的に革新、起業の特色キャリアを創設するよう奨励する。研究開発、技術移転、科学技術相談、知的財産権などのサービス機構の集積発展を推進する。国家級開発区を支援して知的財産権試行モデル園区を創設させる。（省科学技術庁、省市場監督管理庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（十六）科学技術成果の実用化を推進する。科学技術大市場、技術移転機構、新型研究開発機構などを支援して優先的に国家級開発区で建設、配置を行わせる。産学研一体化の革新プラットフォームの建設を支援し、科学技術成果実用化連盟を設立し、大型研究機関、大型大学の科学技術成果の国家級開発区内での実用化を推進する。関連技術の取引後補助政策を実施し、国家級開発区内の企業に対し、大学や研究機関の科学技術成果を購入して実用化し、技術成果を株式として利用して国家級開発区内に企業を設立するよう支援し、技術移転機構に対し、省内科学技術成果の国家級開発区内での実用化を促すよう奨励する。長吉図国家科学技術成果移転実用化モデル区の建設を統一的に計画、推進し、吉林省に適する科学技術成果実用化のモデル、ルートを模索する。国家級開発区を支援して国家級・省級製造業革新センター、産業革新センターおよび革新成果実用化の建設代行園区を建設させる。（省発展改革委員会、省教育庁、省科学技術庁、省工業と情報化庁、省財政庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）
　　五、対外開放を拡大する
　　（十七）外資誘致を強化する。国外の投資誘致資源を統合し、国家級開発区を奨励して国外駐在の省経済貿易代表機構と連携投資誘致メカニズムを確立させる。各地を奨励して国家級開発区の国外投資誘致活動、団体申請、経費に支援を与えさせる。各地は、重点外商投資企業連絡制度を確立し、専門化、全行程のサービスを提供しなければならない。国家級開発区を奨励して奨励類プロジェクトに従事し、産業チェーンの完備などにおいて重要な役割を果たす外商投資企業を重点的に導入させる。国家級開発区の産業発展方向に符合する外商投資の新規承認プロジェクトと増資プロジェクトに対し、当地の政府、国家級開発区は、規定に従い資金補助を与えることができる。外商投資企業が法律に基づき資本金を国内の株式投資に使用することを許可する。外商投資企業を支援して上場、事業再編などを実施させる。（省商務庁、吉林証券監督管理局および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（十八）対外貿易の質を向上させる。総合保税区を支援して各機能を完備させ、外向型産業の発展を加速させ、条件に符合する国家級開発区を適時に支援して総合保税区の設立を申請させる。対外経済貿易発展特別資金などを十分に活用して、国家級開発区企業の貿易構造最適化、国際市場開拓、国際認証、ブランド育成、貿易摩擦対応の実施を支援する。対外貿易転換・高度化基地の建設、対外貿易公共サービスプラットフォームの条件に符合する国家級開発区への偏重、新型貿易業態育成の加速、規模拡大、構造最適化を支援する。企業を奨励して国際的な展示商談会に参加させる。加工貿易企業の輸出商品の国内販売転換を支援し、積極的に様々なプラットフォームを構築して、市場に適する輸出商品の国内市場開拓を支援する。国家級辺境経済協力区の加工貿易の開発、拡大を支援し、互市貿易輸入商品の現地加工試行業務を深く推進する。（省商務庁、長春税関および各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（十九）積極的に世界の革新ネットワークに溶け込む。国家級開発区に対し、重点的に戦略的な新興産業、重大な科学技術分野を中心に、積極的に国際化革新資源統合およびプロジェクト実施のプラットフォームを構築し、国際交流協力の長期的メカニズムを確立し、「一帯一路」の科学技術革新協力を深化し、自発的に世界のハイエンドの革新資源と連携するよう支援する。重点的に国際的に有名な大学の技術移転事務所、国際一流の技術移転促進サービス機構、国際産業と業界連盟組織、国際的にハイレベルの仲介サービス機構、国際的な技術と標準組織をを引き付けて国家級開発区に進出させ、あるいは支店を設立させる。（省発展改革委員会、省科学技術庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　六、政策による保障を強化する

　　（二十）財政上の支援を強化する。国家級開発区は、本級政府の授権に基づき財政独立採算を実行し、それを本級財政予算管理に組み入れることができる。各地を奨励して市・県と国家級開発区の財政管理体制をさらに完備させる。国家級開発区が考課、評価のランキングにおいて積極的に昇格に努力するなどの要素を十分に考慮し、省開発区の奨励補助資金を割り当てる。国家級開発区所在地の市（州）は、本市（州）の国家級開発区に対する財政管理体制の実情に合わせて、所属の国家級開発区の収入に対する共有メカニズムを確立し、完備し、国家級開発区の加速発展を奨励し、支援することができる。新規の地方政府債券を国家級開発区の政府投資の重大なプロジェクトに適度に偏重させる。（省財政庁、省商務庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（二十一）土地に対する支援を強化する。開発区の土地集約利用を推進し、土地の利用効率を向上させ、建設用地の開発強度、土地の投資強度、一人当たりの用地指標の管理および総合的効果などから開発区の土地集約利用の評価を強化する。産業用地政策を積極的に実施する。柔軟な譲渡、長期賃貸、先に賃貸し後に譲渡する、賃貸と譲渡を組み合わせるなどにより、国家級開発区の産業プロジェクト用地の需要を満足することができる。国家級開発区を奨励して遊休土地を最大限に活用させ、国家級開発区が新産業、新業態の発展を推進するための用地に対して、新規建設用地指標を優先的に与える。国家級開発区内の企業に対し、遊休土地を利用して医療、教育、科学的研究などのプロジェクトを発展するよう支援する。配分された土地が改造、開発された後、その用途が「配分土地目録」に符合する場合、引き続き配分の方式ににより使用することができる。省内に対し、国家級開発区の補充耕地指標を統一的に調整し解決するよう支援する。（省天然資源庁および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（二十二）金融に対する支援を強化する。国家級開発区に対し、様々な投資基金、社会資本との協力を強化し、株式投資基金を大々的に発展させ、創業投資、私募株式、合併買収基金などの社会資本の高成長企業の発展に対する支援を指導するよう奨励する。金融機関に対し、国家級開発区で知的財産権の担保融資、知的財産権保険などの投融資サービスを実施するよう支援する。商業銀行に対し、国家級開発区内に特色のある支店を設立するよう奨励する。（省市場監督管理庁、省地方金融監督管理局、吉林銀行保険監督管理局、吉林証券監督管理局、人民銀行長春中心支店および国家級開発区所在地の市〔州〕政府、各国家級開発区管理委員会は職責分担に従い担当する。）

　　（二十三）政策による人材保障を完備する。国家級開発区に区内企業の専門技術者の職称の自主集中受理、訪問審査、特別評定改革の試行を率先して実施する権利を付与する。国家級開発区を支援して自主的に緊急に必要な様々な人材を導入させる。国家級開発区が導入した高級技術人材に対し、人材定住、住宅手配、社会保障、職称評定、子供の就学、配偶者の配置などにおいて政策に基づき保障を与える。国家級開発区内の企業で働く国外の高級人材に対し、就業許可の申請年齢を65歳まで広げることができる。国家級開発区内の企業が募集した外国籍の高級な管理人材、専門技術人材は、規定に基づき長年にわたり何回も使用可能なビザを申請することができる。国家級開発区内の企業で働く外国人材は、規定に基づき5年以内の在留許可を申請することができる。国内の重点大学で本科以上の学歴を取得した優秀な外国人留学生および国際的に有名な大学を卒業した外国人学生が国家級開発区で革新・起業活動に従事する場合、在留許可取得の便利を提供する。（省科学技術庁、省公安庁、省人的資源社会保障庁などの部門および国家級開発区所在地の市〔州〕政府は職責分担に従い担当する。）

 

吉林省人民政府　　　　

　　2021年8月20日　　　　
　　（この公文書は公開発行するものである。）
1

